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令和８年壱岐市議会定例会３月会議 会議録目次 

審議期間日程    １ 

上程案件及び議決結果一覧    ２ 

一般質問一覧表    ４ 

 

第１日（３月３日 火曜日） 

  議事日程表（第１号）    ５ 

  出席議員及び説明のために出席した者    ６ 

  再 開（開議）    ７ 

  会議録署名議員の指名    ７ 

  審議期間の決定    ７ 

  諸般の報告    ８ 

  施政方針    ８ 

  議案説明 

    報告第１号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報告 

          について   ２２ 

    議案第１０号 壱岐市行政組織条例の一部改正について   ２３ 

    議案第１１号 壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について   ２３ 

    議案第１２号 壱岐市立図書館条例の一部改正について   ２４ 

    議案第１３号 壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例の制定について   ２５ 

    議案第１４号 壱岐市堆肥センター条例の一部改正について   ２５ 

    議案第１５号 壱岐市火災予防条例の一部改正について   ２６ 

    議案第１６号 過疎地域持続的発展計画の策定について   ２７ 

    議案第１７号 市道路線の認定について   ２７ 

    議案第１８号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）   ２８ 

    議案第１９号 令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

             ３０ 

    議案第２０号 令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２ 

           号）   ３０ 

    議案第２１号 令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）  

             ３０ 
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    議案第２２号 令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）  

             ３１ 

    議案第２３号 令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号）   ３２ 

    議案第２４号 令和８年度壱岐市一般会計予算   ３２ 

    議案第２５号 令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算   ３６ 

    議案第２６号 令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算   ３６ 

    議案第２７号 令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算   ３７ 

    議案第２８号 令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算   ３７ 

    議案第２９号 令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算   ３８ 

    議案第３０号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算   ３９ 

    議案第３１号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算   ４０ 

 

第２日（３月６日 金曜日） 

  議事日程表（第２号）   ４２ 

  出席議員及び説明のために出席した者   ４３ 

  議案に対する質疑 

    報告第１号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報告 

          について   ４４ 

    議案第１０号 壱岐市行政組織条例の一部改正について   ４４ 

    議案第１１号 壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について   ４４ 

    議案第１２号 壱岐市立図書館条例の一部改正について   ４４ 

    議案第１３号 壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例の制定について   ４４ 

    議案第１４号 壱岐市堆肥センター条例の一部改正について   ４４ 

    議案第１５号 壱岐市火災予防条例の一部改正について   ４４ 

    議案第１６号 過疎地域持続的発展計画の策定について   ６０ 

    議案第１７号 市道路線の認定について   ６０ 

    議案第１８号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）   ６５ 

    議案第１９号 令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

             ６５ 

    議案第２０号 令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２ 

           号）   ６５ 
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    議案第２１号 令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

             ６５ 

    議案第２２号 令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号） 

             ６５ 

    議案第２３号 令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号）   ６５ 

    議案第２４号 令和８年度壱岐市一般会計予算   ６５ 

    議案第２５号 令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算   ６５ 

    議案第２６号 令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算   ６５ 

    議案第２７号 令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算   ６５ 

    議案第２８号 令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算   ６５ 

    議案第２９号 令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算   ６５ 

    議案第３０号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算   ６５ 

    議案第３１号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算   ６５ 

  委員会付託（議案）   ６７ 

  予算特別委員会の設置   ６７ 

 

第３日（３月９日 月曜日） 

  議事日程表（第３号）   ６９ 

  出席議員及び説明のために出席した者   ６９ 

  一般質問   ７０ 

     ３番 松本 順子 議員   ７０ 

     ９番 植村 圭司 議員   ８２ 

     ２番 酒井 真吾 議員   ９５ 

     ５番 武原由里子 議員  １０２ 

    １３番 小金丸益明 議員  １１７ 

 

第４日（３月１０日 火曜日） 

  議事日程表（第４号）  １２６ 

  出席議員及び説明のために出席した者  １２６ 

  一般質問  １２７ 

     ７番 山内  豊 議員  １２７ 

    １０番 清水  修 議員  １３８ 
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     １番 菊池 弘太 議員  １５０ 

     ６番 山口 欽秀 議員  １６４ 

 

第５日（３月１９日 木曜日） 

  議事日程表（第５号）  １７９ 

  出席議員及び説明のために出席した者  １８０ 

  委員長報告、委員長に対する質疑  １８１ 

  議案に対する討論、採決 

    議案第１０号 壱岐市行政組織条例の一部改正について  １８２ 

    議案第１１号 壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について  １８４ 

    議案第１４号 壱岐市堆肥センター条例の一部改正について  １８４ 

    議案第１６号 過疎地域持続的発展計画の策定について  １８５ 

    議案第１７号 市道路線の認定について  １８５ 

    議案第２２号 令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号） 

            １８５ 

    議案第２３号 令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号）  １８５ 

    議案第２８号 令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算  １８５ 

    議案第２９号 令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算  １８５ 

    議案第３０号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算  １８５ 

    議案第３１号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算  １８５ 

  委員長報告、委員長に対する質疑  １８５ 

  議案に対する討論、採決 

    議案第１２号 壱岐市立図書館条例の一部改正について  １８６ 

    議案第１３号 壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例の制定について  １８６ 

    議案第１５号 壱岐市火災予防条例の一部改正について  １８６ 

    議案第１９号 令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

            １８６ 

    議案第２０号 令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２ 

           号）  １８６ 

    議案第２１号 令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

            １８６ 
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    議案第２５号 令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算  １８７ 

    議案第２６号 令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算  １８９ 

    議案第２７号 令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算  １９０ 

  委員長報告、委員長に対する質疑  １９１ 

  議案に対する討論、採決 

    議案第１８号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）  １９２ 

    議案第２４号 令和８年度壱岐市一般会計予算  １９４ 

  市長提出追加議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

    同意第１号 壱岐市教育委員会教育長の任命について  １９７ 

    同意第２号 壱岐市教育委員会委員の任命について  １９９ 

    諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について  ２００ 

    諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について  ２００ 

  議員提出追加議案の審議（説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決） 

    発議第１号 壱岐市議会委員会条例の一部改正について  ２０１ 

    発議第２号 壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改 

          正について  ２０１ 

  議員派遣の件  ２０２ 

  発言の申出（市長の挨拶）  ２０３ 

  散 会  ２０４ 

  資料 

    議員派遣について  ２０６ 
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 令和８年壱岐市議会定例会３月会議を、次のとおり開催します。 

    令和８年２月２４日 

                             壱岐市議会議長 土谷 勇二 

１ 期 日  令和８年３月３日（火） 

２ 場 所  壱岐市議会議場（壱岐西部開発総合センター２Ｆ） 

────────────────────────────── 

令和８年壱岐市議会定例会３月会議 審議期間日程 

日次 月  日 曜日 会議の種類 摘         要 

１ ３月 ３日 火 本会議 
○再開      ○会議録署名議員の指名 

○審議期間の決定 ○諸般の報告 

○施政方針    ○議案の上程、説明 

２ ３月 ４日 水 
休 会 

○議案発言（質疑）通告書提出期限（正午） 

３ ３月 ５日 木  

４ ３月 ６日 金 本会議 ○議案審議（質疑、委員会付託） 

５ ３月 ７日 土 
休 会  （閉庁日） 

６ ３月 ８日 日 

７ ３月 ９日 月 
本会議 

○一般質問 

８ ３月１０日 火 ○一般質問 

９ ３月１１日 水 休 会 ○予算発言（質疑）通告書提出期限（正午） 

10 ３月１２日 木 
委員会 

〇常任委員会 

11 ３月１３日 金 〇常任委員会 13：30～ 

12 ３月１４日 土 
休 会  （閉庁日） 

13 ３月１５日 日 

14 ３月１６日 月 
委員会 

〇予算特別委員会 

15 ３月１７日 火 〇予算特別委員会 

16 ３月１８日 水 休 会  （議事整理日） 

17 ３月１９日 木 本会議 
○議案審議（委員長報告、討論、採決） 
○散会 

 

 



- 2 - 

令和８年壱岐市議会定例会３月会議 上程案件及び議決結果一覧（1/2） 

番 号 件    名 
結   果 

審査付託 本会議 

報告第 １号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決処分

の報告について 
― 

報告済 

（３／６） 

議案第１０号 壱岐市行政組織条例の一部改正について 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１１号 壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１２号 壱岐市立図書館条例の一部改正について 
市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１３号 
壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について 

市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１４号 壱岐市堆肥センター条例の一部改正について 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１５号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 
市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１６号 過疎地域持続的発展計画の策定について 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１７号 市道路線の認定について 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１８号 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号） 
予算特別委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第１９号 
令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） 

市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２０号 
令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号） 

市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２１号 令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 
市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２２号 令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号） 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２３号 令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号） 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２４号 令和８年度壱岐市一般会計予算 
予算特別委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２５号 令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算 
市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２６号 令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算 
市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２７号 令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算 
市民文教常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第２８号 令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算 
総務産業常任委員会 

可 決 
原案のとおり可決 

（３／１９） 
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令和８年壱岐市議会定例会３月会議 上程案件及び議決結果一覧（2/2） 

番 号 件    名 
結   果 

審査付託 本会議 

議案第２９号 令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算 
総務産業常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第３０号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算 
総務産業常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（３／１９） 

議案第３１号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算 
総務産業常任委員会 

可 決 

原案のとおり可決 

（３／１９） 

同意第 １号 壱岐市教育委員会教育長の任命について 省 略 
同 意 

（３／１９） 

同意第 ２号 壱岐市教育委員会委員の任命について 省 略 
同 意 

（３／１９） 

諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 省 略 
了 承 

（３／１９） 

諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 省 略 
了 承 

（３／１９） 

発議第 １号 壱岐市議会委員会条例の一部改正について 省 略 
原案のとおり可決 

（３／１９） 

発議第 ２号 
壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 
省 略 

原案のとおり可決 

（３／１９） 

 

令和８年壱岐市議会定例会３月会議 上程及び議決件数 

市長提出 上程 可決 撤回 継続 
 

議員発議 上程 可決 否決 継続 

条例制定、 
６ ６   

発議 (条例制定) 
２ ２  

 

一部改正、廃止    (一部改正) 

予算 １４ １４   発議（意見書） 
    

その他 ６ ６   決議・その他   
  

報告 １ １   計 ２ ２   

決算認定     請願・陳情等 
 

 
 

 

 (内前回継続)      (内前回継続)   

計 ２７ ２７ 
  

計  
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令和８年壱岐市議会定例会３月会議 一般質問一覧表 

月日 順序 議 員 氏 名 質  問  事  項 ページ 

３
月
９
日
䥹
月
䥺 

１ 松本 順子 

壱岐における外国人との共生社会について 

70～82 壱岐市の犬猫問題について 

イルカトレーナー専門学校について 

２ 植村 圭司 航路活性化について 82～95 

３ 酒井 真吾 

旧䭈辺中学校グラウンドの利用について 

 95～102 Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用について（Ｂ＆Ｇ体育館） 

壱岐市島内の公衆トイレの状況・設置について 

４ 武原由里子 

壱岐の文化遺産の保存・修復と利活用について 

102～117 令和８年度当初予算について 

地域共生社会の実現に向けた次期地域福祉計画の策定につ

いて 

５ 小金丸益明 小学校の統廃合について 117～125 

３
月
10
日
䥹
火
䥺 

６ 山内  豊 
壱岐市消防団について 

127～138 
市長の政治姿勢について 

７ 清水  修 
地域の共生社会の実現について（安心して暮らせる島） 

138～150 
新しい人の流れをつくる取組について 

８ 菊池 弘太 

エンゲージメントパートナー企業について 

150～164 

情報発信の在り方について 

黒崎砲台の掲示について 

指定管理者制度について 

市政運営について 

９ 山口 欽秀 

高齢者の健康づくりについて 

164～178 養護老人ホームの改善策について 

高齢者の交通安全と移動支援策について 
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 

令和８年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第１日） 

 

議事日程（第１号） 

                    令和８年３月３日 午前10時00分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
11番 赤木 貴尚 

12番 音嶋 正吾 

日程第２ 審議期間の決定 17日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 施政方針 市長 説明 

日程第５ 報告第１号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８ 

号）の専決処分の報告について 
財政課課長 説明 

日程第６ 議案第10号 壱岐市行政組織条例の一部改正について 総務部部長 説明 

日程第７ 議案第11号 
壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改

正について 
総務部部長 説明 

日程第８ 議案第12号 壱岐市立図書館条例の一部改正について 教育次長 説明 

日程第９ 議案第13号 
壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 
市民部部長 説明 

日程第10 議案第14号 
壱岐市堆肥センター条例の一部改正につい

て 
産業推進部部長 説明 

日程第11 議案第15号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 消防本部消防長 説明 

日程第12 議案第16号 過疎地域持続的発展計画の策定について 地域振興部部長 説明 

日程第13 議案第17号 市道路線の認定について 建設部部長 説明 

日程第14 議案第18号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９ 

号） 
財政課課長 説明 

日程第15 議案第19号 
令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号） 
保健環境部部長 説明 

日程第16 議案第20号 
令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第２号） 
保健環境部部長 説明 

日程第17 議案第21号 
令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第４号） 
保健環境部部長 説明 

日程第18 議案第22号 
令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第１号） 
産業推進部部長 説明 
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日程第19 議案第23号 
令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算

（第３号） 
建設部部長 説明 

日程第20 議案第24号 令和８年度壱岐市一般会計予算 財政課課長 説明 

日程第21 議案第25号 
令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計予算 
保健環境部部長 説明 

日程第22 議案第26号 
令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計予算 
保健環境部部長 説明 

日程第23 議案第27号 
令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予

算 
保健環境部部長 説明 

日程第24 議案第28号 
令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予

算 
総務部部長 説明 

日程第25 議案第29号 
令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予

算 
産業推進部部長 説明 

日程第26 議案第30号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算 建設部部長 説明 

日程第27 議案第31号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算 建設部部長 説明 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 菊池 弘太君       ２番 酒井 真吾君 

３番 松本 順子君       ４番 䬢口伊久磨君 

５番 武原由里子君       ６番 山口 欽秀君 

７番 山内  豊君       ８番 山川 忠久君 

９番 植村 圭司君       10番 清水  修君 

11番 赤木 貴尚君       12番 音嶋 正吾君 

13番 小金丸益明君       14番 中田 恭一君 

15番 中原 正博君       16番 土谷 勇二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 
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議会事務局局長 草合 正吉君  議会事務局次長 松永 淳志君 

議会事務局書記 川村  亮君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  篠原 一生君  副市長  中上 良二君 

教育長  山口 千樹君  総務部部長  平田 英貴君 

地域振興部部長  塚本 和広君  市民部部長  吉田 博之君 

保健環境部部長  村田  靖君  産業推進部部長  松嶋 要次君 

建設部部長  平本 善広君  消防本部消防長  山川  康君 

教育次長  目良 顕隆君  総務部次長  小川 和伸君 

地域振興部次長  岡部 一也君  総務課課長  渡野 浩司君 

財政課課長  原  裕治君  会計管理者  篠崎 昭子君 

 

午前10時00分開議 

○議長（土谷 勇二君）  皆さん、おはようございます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。報道機関に対し、撮影機材等の使用を許可し

ておりますので御了承ください。 

 ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。 

 ただいまから令和８年壱岐市議会定例会３月会議を開きます。 

 これより本日の会議を開きます。 

・ ・  

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（土谷 勇二君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１１番、赤木貴尚議員、

１２番、音嶋正吾議員を指名します。 

・ ・  

日程第２．審議期間の決定 

○議長（土谷 勇二君）  日程第２、審議期間の決定を議題とします。 

 ３月会議の審議期間につきましては、本日から３月１９日までの１７日間とし、審議期間日程

につきましては、タブレットに配信のとおりにしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。よって、３月会議の審議期間は、本日から３月
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１９日までの１７日間と決定いたしました。 

・ ・  

日程第３．諸般の報告 

○議長（土谷 勇二君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 諸般の報告につきましては、タブレットに配信のとおりでございます。 

・ ・  

日程第４．施政方針 

○議長（土谷 勇二君）  日程第４、市長が施政方針の説明を行います。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  本日ここに、令和８年壱岐市議会定例会３月会議の開催にあたり、市政

運営について所信の一端を申し述べますとともに、令和８年度当初予算案、市政の重要事項等に

ついて、その概要を御説明申し上げ、議員各位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りたいと存

じます。 

 初めに、２月８日執行の長崎県知事選挙において、新人の平田研氏が見事御当選されました。

御当選されました平田研様に対し、心からお慶び申し上げますとともに、新しい長崎の顔として、

その優れた行動力とリーダーシップを存分に発揮され、離島振興、人口減少対策をはじめ、様々

な施策に御尽力いただき、新しい長崎県政の発展を期待しております。 

 また、大石賢吾様には、これまで知事としてその手腕を発揮いただき、本市においては特にジ

ェットフォイル、ヴィーナス２更新の実現に多大なお力添えを賜るなど、本市の振興発展に並々

ならぬ御支援、御指導を賜りました。ここに改めて、壱岐市民を代表し、深く敬意と感謝を申し

上げます。 

 令和７年度壱岐市長表彰の実施につきまして、２月２７日、本年度の壱岐市長表彰として、第

３０回高野山旗全国学童軟式野球大会出場の勝本少年野球クラブの皆さん、第５７回交通安全こ

ども自転車全国大会出場の初山小学校の皆さん、全農杯２０２５年全日本卓球選手権大会出場の

平野幸人さん、第３３回全国中学校駅伝大会出場の郷ノ浦中学校男子駅伝部の皆さん、第２５回

全日本中学生男子ソフトボール大会出場の壱岐ブレイブスの皆さん、第２１回都道府県対抗全日

本中学生男子ソフトボール大会出場の江口優恵育さん、中山星空さん、湘南藤沢カップＪＶＡ第

１６回全日本ビーチバレーボールＵ１５選手権大会出場の横山桜士朗さん、堤響紀さん、小川桂

虎さん、江口颯真さん、第９７回選抜高等学校野球大会出場の壱岐高等学校野球部の皆さん、第

５回全国高校生図書館研究大会出場の堤星璃さん、第３７回全国健康福祉祭ぎふ大会陸上競技出

場の丸米信子さん、卓球競技出場の阿比留初子さん、酒井桂子さん、小園寬昭さんを表彰いたし

ました。 
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 受賞された皆様に心からお慶び申し上げますとともに、今後のさらなる御活躍を期待しており

ます。 

 組織機構の見直しにつきまして、本市を取り巻く社会環境の変化や多様化する市民ニーズに的

確に対応するため、令和８年６月１日からの組織機構の見直しについて、本定例会に組織条例の

改正を提案しております。 

 主な内容としましては、各部が担う役割と施策の方向性を市民に分かりやすく示すことを目的

として、より市民生活に近い視点で支援を行うため「市民部」を「市民生活部」に、また妊娠・

出産から高齢期までを一気通貫で支援する体制を確立するため「保健環境部」を「健康未来部」

に、さらに市民生活に欠かせない基盤を一元的に守り抜くため「建設部」を「社会基盤部」に、

それぞれ名称を変更することとしております。 

 なお、健康未来部には子育て支援課の業務を移管し、社会基盤部には環境衛生課の業務を移管

することなど、所要の改正を行っておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。 

 有人国境離島法の延長・改正に向けた取組につきまして、令和８年度末で期限を迎える有人国

境離島法につきましては、長崎県及び県内関係自治体並びに市内民間団体等と連携して、総決起

大会の開催のほか、関係省庁や国会議員への要望活動等、同法の延長・改正の実現に向けて取り

組んできたところです。 

 本年は、いよいよ期限が目前に迫ってきており、国会での同法の改正等に係る動きを注視しつ

つ、時宜に応じて長崎県等とも連携して必要な要望活動等を行うなど、同法の延長・改正に向け

た取組に最後まで力を尽くしてまいりますので、市民皆様におかれましても、御理解と御協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

 エンゲージメントパートナー制度の取組につきまして、本市と企業、大学、自治体等が互いの

ビジョンに共感し、あるべき未来を共に創り上げるエンゲージメントパートナーは、２月末時点

で６０件となりました。 

 制度創設以降これまではパートナーの輪を広げ、連携のアイデアを考える基盤づくりの段階で

したが、次年度以降はお互いの特長や知見を活かし、具体的な共創事業を実践する社会実装の段

階へと移行してまいります。あわせて、市民対話会や各種イベントを通じた市民の皆様との交流

機会を創出し、本市から多様な挑戦が生まれる取組へと発展させてまいります。 

 それでは、第４次壱岐市総合計画の基本目標に沿いまして、御説明いたします。 

 基本目標１、希望の仕事があり稼ぐ力がある島、農林業の振興については、水稲及び肉用牛を

主体に、施設園芸、葉たばこ、露地野菜及び花卉類の産地化に取り組んでおります。特に農地を

次世代に引き継ぎ、地域農業を守るために策定した地域計画について適宜見直しを図ることによ

り、効率的な農地利用を推進し、地域の担い手への農地利用集積を進め、集落営農による農業の
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維持・発展を図ってまいります。 

 担い手対策については、引き続き地域農業の担い手の確保を図るとともに、農業経営の規模拡

大等に適応したスマート農業を取り入れるなど、経営安定に向けた取組を進めてまいります。 

 施設園芸について、野菜、花卉、果樹等は、高生産及び高収益が期待できる作物であり、特に

アスパラガスについては、令和７年度平均反収２,１２８キログラムと１９年連続県下トップの

成績を維持しており、今後も収益性の向上、高品質及び安定生産の確立を図ってまいります。 

 また、露地作物では、バレイショ、壱岐黄金のブランド化と生産規模拡大に向け、引き続き支

援してまいります。 

 畜産振興については、壱岐牛のさらなるブランド構築を目指して、情報発信及びＰＲに努める

とともに、優良系統牛への更新、増頭及び肥育素牛の導入支援に加え、重点支援地方交付金を活

用し、飼料高騰対策支援を継続して行ってまいります。そのような中、２月に開催された子牛市

では、令和３年４月子牛市以来となる平均価格が８０万円を超え、前回１２月子牛市より約７万

８,０００円高の８２万５,０００円となりました。 

 有害鳥獣対策については、２月２６日から３日間、島内関係機関に加え、対馬市及び対馬市猟

友会の御協力により、イノシシの痕跡調査を実施し、新たに９１基のくくり罠を設置したところ

であり、これまで設置していた罠を含め、合計１２０基の確認及び巡回活動を行ってまいります。

今後も引き続き、タイワンリス等、有害鳥獣の根絶に向けて取り組んでまいります。 

 農地基盤の整備につきまして、土地基盤整備事業については、木田地区において整備面積

２３.３ヘクタールを農地中間管理機構へ集積を行い、受益者負担を伴わない新たな基盤整備事

業の県内第１号として、令和３年度から区画整備工事に着手しており、約１４ヘクタールが完了

しております。次年度以降、残りの区画及び農業用水パイプライン等の付帯設備の整備も進め、

大区画化された農地での高収益作物への転換による農業所得の向上、及び経営体の体質強化を図

り、早期の効果発現を目指してまいります。 

 また、令和７年８月の豪雨による農地災害のうち、国庫補助の対象となった被災箇所１６３地

区につきましては、令和７年度中に６０地区の復旧工事契約を目標に発注準備を進めている段階

であります。今後は営農への影響を最大限に抑え、地域農業の早期再生を図るため、残りの復旧

工事の早期発注及び着実な事業執行に努めてまいります。 

 水産業の振興につきましては、令和７年４月から１２月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年

同期と比較いたしますと、漁獲量は１４％増の１,４２８トン、漁獲高も２５％増の２０億

５,０００万円と、漁獲量、漁獲高ともに増加しております。これは、主に大型クロマグロの漁

獲枠が増枠配分されたことによるものでありますが、本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減

少、魚価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化、並びに後継者不足等、依然として厳
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しい状況が続いており、さらにスルメイカ等の魚種によっては、厳しい漁獲制限にも直面してお

ります。 

 このような中、漁業用燃油に対する補助や漁業用の箱に対して支援することとし、所要の予算

を計上しております。 

 市単独事業としては、本市水産業の重点課題として捉えている磯焼け対策をさらに推進するた

め、壱岐市磯焼け対策協議会を中心とした積極的な取組を進め、藻場のクレジット化並びに販売

についても引き続き取り組んでまいります。 

 また、意欲ある担い手の育成支援として、学生の漁業体験研修、新規研修期間中の支援、認定

漁業者に対する機器導入等の補助等、水産振興策を引き続き実施してまいります。 

 国、県の事業としては、離島輸送コスト支援事業、離島漁業再生支援交付金、特定有人国境離

島漁村支援交付金及び若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでお

ります。今後もこれらの制度を積極的に活用し、漁村、漁業の活性化に繋げてまいります。 

 栽培漁業については、壱岐栽培センターを活用し、漁業者の所得の安定、向上を図るため、本

市周辺海域の実情に即し、効果的な種苗の生産、放流を行い、水産資源の維持、確保に取り組ん

でまいります。 

 港湾・漁港の整備につきまして市営漁港については、労働環境の改善と漁船係留の安全を確保

するため、初山漁港初瀬地区の簡易浮桟橋等の整備に係る費用を計上しております。また、漁港

海岸については、施設の長寿命化を図るため、箱崎前浦漁港海岸恵美須地区の護岸の補修に係る

費用を計上しております。 

 港湾・県営漁港について、䭈辺港については年次計画に基づき順次整備を進めておりますが、

本年度はイオン側のロータリー終点付近エリアの整備に係る費用を計上しております。 

 勝本港については、県において黒瀬地区の物揚場等の整備が進められており、市は埋立地の水

路整備に係る費用を計上しております。また、壱岐新時代プロジェクトの一つでもある「水産資

源を活用した観光・地域活性化の取組」として、埋立地を中核とした海業の拠点として、本年度

は建物の新設及び既存施設の改築の設計に係る費用を計上しております。 

 商工業の振興につきまして、商工業を取り巻く環境は、長引く物価高騰による買い控えや飲食

機会の減少等での消費低迷に加え、人手不足も重なり、非常に厳しい状況にあります。 

 そのような中、食品、生活用品等の長引く高騰に悩む市民生活の下支えと、消費拡大による商

工事業者支援により地域経済の活性化を図るため、重点支援地方交付金を活用して「消費下支え

プレミアム付き商品券」を４月に発行いたします。今回は過去最大の１００％のプレミアム率と

し、２,０００円で４,０００円分の商品券をお１人５セットまで購入いただけます。また、より

多くの市民皆様にお買い求めいただけるよう、１０万セット準備いたしております。 
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 生活応援給付金事業と連動した形で発行することとしており、給付金を元手に御購入いただけ

るものと考えておりますので、市民皆様の御理解と御活用をよろしくお願いいたします。 

 雇用の創出につきましては、高校生向けに市内企業説明会を１０月に実施し、身近にある企業

の事業内容を知っていただくことで、将来的な市内就職の推進に取り組んでいるところです。 

 また、学卒者だけでなく島外の求職者向けに、９月に島内事業者とのマッチング及び関係人口

創出等を目的とした「壱岐な職場見学モニターツアー」を実施しました。本市への移住を検討さ

れている求職者１４名の参加のもと、市内７事業を見学したところです。ツアー実施後は、今後

の本市への移住、就職の意向等の追跡調査を行い、効果検証を行うこととしております。 

 市といたしましては、引き続き県、労働局、商工会等の関係機関と連携し、就職支援のほか事

業承継等の推進に取り組んでまいります。 

 基本目標２、全ての市民が自分らしく安心して健康に暮らせる島、健康・医療体制づくりの推

進につきましては、本市では、市民皆様がいきいきと健やかで充実した生活を送れるよう、「壱

岐市健康づくり計画」に基づき、各種健（検）診、相談、健康教室の実施に取り組んでおります。

しかし、健康づくりを推進するためには、市民皆様をはじめ、地域の関係団体や関係機関が幅広

い分野で連携協力して推進していくことが重要でありますので、今後とも市民皆様と行政が一体

となった市民協働での健康づくり活動を展開し、健康寿命の延伸を目指してまいります。 

 また、令和８年４月から予防接種法に基づき、乳幼児の感染症対策を目的とし、妊娠中の方を

対象としたＲＳウイルス母子免疫ワクチンを定期接種として実施いたします。本市においても安

全・安心に接種ができるよう、壱岐医師会の御協力のもと、円滑な接種にむけ準備を進め、乳幼

児の健康を守る取組を推進してまいります。 

 国民健康保険については、県が財政運営の責任主体であることから、所要額の通知を県から受

け、令和８年度の予算編成を行ったところです。県に納付する国民健康保険事業費納付金は、被

保険者数の減少に伴い総額では減少傾向にあるものの、１人当たりの医療費は引き続き高い水準

で推移しており、国保財政の運営は依然として厳しい状況にありますが、物価高騰等の影響を勘

案し、令和８年度の従来の医療給付費分の税率については、据え置くこととしております。 

 一方、令和８年度からは、子ども・子育て支援法等の改正により、新たに子ども・子育て支援

金事業納付金が追加されることとなっております。市としましては、国における地方税法関連法

令の公布日以降に、税率の設定に伴う国民健康保険税条例の一部改正を行うこととしております。

被保険者の皆様には新たな負担となりますが、御理解くださいますようお願い申し上げます。 

 後期高齢者医療については、運営主体である長崎県後期高齢者医療広域連合との連携のもと、

被保険者皆様が適切な医療サービスを受けられるよう努めてまいります。 

 保険料については、２年に１度の見直しの年度であり、国保と同様、令和８年度から子ども・
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子育て支援金事業納付金が追加となります。御負担をおかけすることとなりますが、御理解いた

だきますようお願いいたします。 

 市としましては、引き続き早期発見、早期受診及び健康づくりの推進により、医療費の抑制に

努めてまいりますので、国保・後期の被保険者に限らず、市民皆様の御協力をお願いいたします。 

 介護保険については、令和８年度は「第９期介護保険事業計画」の最終年度となりますので、

事業の進䬖状況の総点検を行い、令和９年度から１１年度までの第１０期計画策定の準備を進め

てまいります。 

 高齢者福祉の充実につきましては、高齢者が住み慣れた地域で健康かつ生きがいを持って暮ら

し続けるためには、元気な時期からの介護予防、とりわけフレイル予防への継続的な取組が重要

です。行政をはじめ、社会福祉協議会等の関係機関や地域が一体となり、高齢者を支える体制づ

くりを進めてまいります。 

 具体的には、老人クラブや高齢者サロン等の集いの場において、介護予防や健康作り、フレイ

ル予防の重要性を啓発する教室や講座を、地域の様々な組織・団体の協力を得ながら、引き続き

積極的に展開してまいります。 

 また、高齢者の健康・福祉増進を目的として、６５歳以上の方へ高齢者入湯優待券を交付し、

外出機会創出や交流促進を通じて心身の健康保持と生きがい作りを支援します。あわせて、敬老

祝金・敬老事業、老人クラブ活動やスポーツ大会への支援、外出支援事業を実施するとともに、

認知症高齢者を地域で支える見守り体制の強化を図り、安心して暮らせる地域づくりを推進して

まいります。 

 障がい者福祉の充実につきましては、地域社会において非常に重要な課題であり、行政として

の責務でもあります。本市における障がい者のための施策に関する基本的な計画である「第３次

壱岐市障がい者計画」では、「障がいのある人が自立し、安心して生活できるまちづくり」を基

本理念としており、ライフステージに応じたサービスの提供、社会参加の促進、やさしい社会の

実現等、障がい者の方々が地域で自立した生活を安心して送ることができるようなまちづくりを、

関係機関や地域住民と連携しながら進めてまいります。 

 また、毎年５月に開催されている「長崎県障害者スポーツ大会」に参加することで、障がい者

の方々の健康維持や精神的な安定を図るとともに、社会参加の促進や自己肯定感の向上につなげ、

生活の質が高まることを期待しております。 

 地域共生社会の実現につきましては、地域住民の抱える課題が複雑化していることを踏まえ、

支援を必要とする方々が地域で安心して暮らせるよう総合的、横断的な相談支援体制を充実させ、

早期発見と早期解決につなげて、地域包括ケアシステムの深化とともに、必要な支援が円滑につ

ながるよう、医療、福祉、介護、地域が連携した包括的支援体制を整え、切れ目のない支援を進
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めてまいります。 

 また、社会福祉協議会や地域団体との協働を通じ、地域住民や多様な主体の参画を促進し、支

えあいの力を高め、誰一人取り残さない安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

 持続可能なコミュニティの形成につきまして、本市では、壱岐市自治基本条例に基づいて、小

学校区単位にまちづくり協議会を設置し、安心して暮らせる地域コミュニティの維持・活性化に

取り組んでおります。 

 市としましては、全ての校区での早期のまちづくり協議会の設置に向けて、地域担当職員等と

連携し、各地域のキーパーソンへの働きかけなども行いながら、地域住民の機運の醸成に努める

とともに、既に設置されている地域においては、組織運営アドバイザー等の積極的な活用を促し

ながら、まちづくり協議会のさらなる活動の活性化を図るための取組を強化してまいります。 

 基本目標３、未来を育む子育てと学びの島、学校給食費の無償化につきましては、令和５年度

から学校給食費支援事業として、子育て世帯に係る経済的負担の軽減や、安心して子育てができ

る環境整備のために、小・中学校の給食費の一部助成を行ってまいりましたが、小学校について

は、令和８年度から国の給食費負担軽減交付金が創設されたことによりまして、支援の拡充を行

ってまいります。具体的には、国の交付金で不足する額について重点支援地方交付金を活用し、

小学校給食費の完全無償化を行います。 

 また、中学校については国の支援はありませんが、重点支援地方交付金を活用することで、こ

ちらにつきましても、令和８年度については無償化を行います。 

 これにより、令和８年度は小・中学校において給食費は無償化となりますが、継続していくた

めには、国からの支援が必要不可欠となりますので、今後も中学校給食費に係る支援について、

国に要望を行ってまいります。 

 学校教育の充実につきましては、保護者が不安なく、楽しく子育てができるよう、壱岐市の全

ての小・中学校が、子どもの成長に応じた質の高い学びを保障する環境を目指して、授業改善に

よる学力向上、特別支援教育の充実、不登校等の個に応じた教育支援の充実を重要施策として取

り組んでおります。 

 具体的施策には、「授業改善を目的とした各種研修会の実施や学校訪問による直接指導の実

施」、「ニーズ・重要性が年々高くなっている特別支援教育を充実させるため、特別支援教育支

援員の配置及び特別支援教育に係る研修実施」、「児童生徒が自発的・主体的に成長・発達でき

るよう生徒指導に係る研修会の開催・教育支援教室「太陽」の機能充実・スクールカウンセラー

派遣・スクールソーシャルワーカーの充実」の３点を重要施策として、学校教育の充実を図って

まいります。 

 こども誰でも通園制度の実施につきまして、こども誰でも通園制度は、全ての子どもの成長を
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応援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多

様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するものです。具体的には、現行

の幼児教育・保育に加え、０歳６か月から満３歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象に、

月１０時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず、時間単位等で柔軟に利用でき

る新たな制度です。 

 令和７年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化、令和

８年度から同法に基づく新たな給付として規定され、全国の自治体において実施されます。本市

では制度開始時点において、石田こども園での事業実施を予定しており、利用料につきましては、

国が標準として示している１時間当たり３００円を予定しております。 

 本制度は、児童福祉法において乳児等通園支援事業として規定されており、新たに条例を制定

する必要があることから、今回、議案を提出しておりますので、御審議賜りますようお願いいた

します。 

 妊娠・出産支援につきましては、令和５年度から本市独自の支援策である「生まれてくれて

“ありがとう”」事業として、市内で製造された３万円相当の出産記念品の贈呈を行い、子ども

の健やかな成長を応援してまいりましたが、妊娠・出産の次なる支援事業について検討を重ねた

結果、今後については、市内に住所を有し、医療的な理由で市外分娩取扱施設での健診や分娩が

必要となる妊婦を対象に、交通費及び宿泊費の助成を行うこととし、所要の予算を計上しており

ます。 

 金銭的負担の軽減を図ることで、安心して妊娠・出産を迎えていただく、また次の妊娠を望む

場合も金銭的負担を理由にためらうことなく、安心して家族計画を立てられることで、出生率の

増加につなげたいと考えておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。 

 婚活支援につきましては、令和５年の人口動態調査によりますと、本市の婚姻率は２.１％と

全国の３.９％、長崎県の３.２％を大きく下回っており、これは若者の流出に伴って、新たな出

会いの場や機会自体が少ないことが要因と考えております。 

 「第４次壱岐市総合計画」に掲げる「２０５０年人口２万人」の維持のためにも、独身男女の

出会いの場の創出支援に取り組むことが重要であると考え、長崎県とも連携して１８歳以上

３９歳以下の独身者に対して、県のお見合いシステムや民間のマッチングシステムへの登録料の

補助を行うことで、若者の出会いを応援する取組を推進しております。 

 本年度も引き続き、長崎県婚活サポートセンター等と連携した支援事業を進めるとともに、め

ぐりあいイベントの開催支援等を通じて、若者の出会いの場や機会の創出に努めてまいります。 

 壱岐市立郷ノ浦図書館の移転につきまして、１１月から移転準備のため休館している郷ノ浦図

書館については、移転先となる壱岐の島ホールの現１０６会議室の改修工事が完了し、現在、蔵
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書の搬出及び配架作業等、本年春のオープンに向けた開館準備を進めているところです。 

 開館日等については決定次第、広報誌及びホームページ等を通じて、速やかに市民の皆様へお

知らせすることとしております。移転後も、多くの市民皆様に広く御利用いただけるよう、今後

も準備を進めてまいります。 

 基本目標４、地域の価値と新しい人の流れが未来をつくる島、カルチャーターミナル壱岐プロ

ジェクトの推進につきましては、新しい長崎県づくりのビジョン「未来大国」の実現に向け、本

市では長崎県未来大国づくり応援補助金を活用し、令和７年度から９年度までの３か年事業とし

て「カルチャーターミナル壱岐プロジェクト」を推進しております。 

 人口減少・超高齢化が深刻さを増すなか、「第４次壱岐市総合計画」に掲げる「２０５０年人

口２万人」の維持という目標を達成するためには、１９歳から３５歳のくびれゾーンにあたる若

年層の人口流入・定着が不可欠であり、これにより担い手を確保し、経済の活性化が図られるよ

う自律的好循環を生み出さなければなりません。 

 事業２年目の取組といたしましては、本市の持つ豊かな資源を最大限に活用して、人材育成・

教育プログラムを開発し、「学び」を切り口に島をまるごとキャンパスとして、大学生や企業人

材等の交流人口、二地域居住人口の拡大を図るとともに、新たなビジネスの創出を支援する仕組

みを構築し、中長期的な人口増加につながる取組を推進してまいります。 

 文化・スポーツの振興につきましては、昨年開催した「ながさきピース文化祭壱岐市大会」で

は、市民皆様の主体的な関わりと事業への取組により、市民同士の繋がりが深まり、これまで守

り育ててきた文化及び伝統の大切さが再認識され、本市の文化を次世代へつなげていくための契

機になったものと考えております。今後も、壱岐ならではの文化や歴史を活かすため、市内文化

関係団体の一本化による人づくり・基盤づくりを進めるとともに、「ながさきピース文化祭」で

実施した俳句に関連する事業を展開してまいります。 

 また、壱岐市島外スポーツ団体等誘致促進助成金は、これまで補助対象を文化関係団体につい

ては高校生までに限っておりましたが、文化活動を行う一般団体も補助対象へと拡大することと

しております。本市では文化活動やスポーツ合宿等を実施する関係団体に対して、滞在費の一部

を助成することで、交流人口の拡大や宿泊施設をはじめとした関係施設の利用拡大等の活性化を

図ってまいります。 

 スポーツ分野については、２月に長崎県スポーツ表彰及び長崎県スポーツ教育長顕彰が発表さ

れ、壱岐少年サッカークラブの皆さんが長崎県社会体育優良団体賞を、壱岐ブレイブスの皆さん

が長崎県スポーツ奨励顕彰（団体の部）を受賞されました。こうした近年の子どもたちの活躍を

大変うれしく頼もしく思いますとともに、引き続き各種補助事業による支援や市内関連施設の環

境整備を進めてまいります。 
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 また、「壱岐ウルトラマラソン」、「ツール・ド・壱岐島」、「新春マラソン大会」等のス

ポーツイベントの開催、小学生から大学、実業団、プロチームまでの合宿誘致や大会開催等、ス

ポーツによる地域振興を継続的に展開してまいります。特に「壱岐ウルトラマラソン」は、ポー

タルサイト「ランネット」の２０２５年ウルトラマラソン部門において８９.７点の高評価を獲

得し、初めて全国第１位の評価を得ました。次回大会でも市民皆様の御理解と御協力を頂きなが

ら、参加者も関係者も満足し、楽しめる大会を目指し、運営に取り組んでまいります。 

 歴史文化資源の保全・活用につきましては、１１月に開催された国の文化審議会無形文化遺産

部会において、令和７年度ユネスコ無形文化遺産への新規提案候補として神楽及び温泉文化が選

定され、３月末までにユネスコ事務局に提案書が提出されることとなっております。審査の優先

順位は神楽、温泉文化の順とされ、神楽については本市の「壱岐神楽」も構成一覧の対象となっ

ており、令和１０年度の登録に向けて関係機関等との連携をより強化するとともに、温泉文化に

ついては令和１２年度の登録に向けた国や関係機関の今後の動向を注視してまいります。 

 また、昨年実施した原の䭜遺跡の発掘調査では、全国的にも１０数例しか見つかっていない貴

重な青銅鏡の破片をはじめとする６万７,０００点を超える遺物が出土しております。次年度も

引き続き調査を実施し、原の䭜遺跡を中心に弥生時代の壱岐島の実態解明を進めてまいります。 

 ＵＩターンの強化につきまして、「第４次壱岐市総合計画」に掲げる「２０５０年人口２万

人」の維持に向けては、ＵＩターンのさらなる増加を推進する必要があります。情報発信の強化

とともに、移住相談会や各種イベント開催のほか、ワンストップ相談・支援窓口の体制強化に努

めます。また、移住に係る費用等の支援については、より効果が高まるように適切な見直しなど

を実施してまいります。 

 さらに、移住を検討している人の行動を後押しするため、国も推進している二地域居住の促進

を図り、ふるさと住民登録制度の実装も見据えて、本市を拠点とした多様な暮らし方や働き方の

機会の情報発信に努めてまいります。 

 加えて、移住者の確保を図るための空き家バンクの運営や良質な住まいの提供に関して、空き

家等管理活用支援法人の制度を活用し、空き家の所有者と移住者等の活用希望者との適切なマッ

チングなどを行いながら、空き家のさらなる有効活用を促進してまいります。 

 観光の振興につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、本市の観光業は大きな

打撃を受け、依然として厳しい状況が続いております。現状、航路航空路の乗降客数は、徐々に

回復傾向にある中で、物価及び燃油高騰の影響をはじめ、旅行者の価値観やニーズの多様化等に

より、本市観光業を取り巻く環境も変化しております。 

 こうした状況の中、本市では滞在型観光促進事業を活用した長崎しま旅促進事業、西日本旅客

鉄道株式会社及び九州郵船株式会社との共同企画として実施する壱岐島Ｐｒｅｍｉｕｍ往復乗船
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券事業、対馬市との連携による壱岐・対馬周遊ツアー送客支援事業等、関係事業者及び関係団体

等と連携し、各種の誘客施策に取り組んできたところであり、本年度においても、国・県の交付

金を活用した即効性の高い施策に、引き続き取り組むこととしております。 

 また、壱岐行き教育旅行推進事業費補助金をはじめ、本市独自の補助メニュー活用による教育

旅行誘致並びにインバウンド誘客の取組等を積極的に進めることで、国、県等の直接的な支援策

のみに頼ることなく、安定した観光需要の確保を図ってまいります。 

 本市では、昨年４月に「第４次壱岐市総合計画」に掲げる主要施策に基づき、「壱岐市観光戦

略」を策定したところであり、高付加価値な観光地域づくり、受入環境の充実、セールス・プロ

モーションの充実を基本戦略の３本柱として、各種施策に取り組んでまいります。 

 観光は本市の基幹産業の一つとして、交流人口・関係人口拡大の入口とも言える重要な分野で

あると認識しており、今後も壱岐市のファンを増やし、「選ばれる島」であり続けるため、市民

皆様、観光関係事業者及び関係団体の皆様と一丸となり、観光振興を図ってまいります。 

 基本目標５、持続可能な社会基盤が整い安全な暮らしを守る島、再生可能エネルギーを活かし

た地域振興につきまして、本市は、国内初となる気候非常事態宣言を発出し、２０５０年までに

市内のエネルギーを再生可能エネルギーに完全移行する決意を示しております。島内完全再エネ

化を実現するため、不安定な再エネを水素貯蔵と組み合わせて、安定的に活用するための実証研

究につきましては、市民の生活に欠くことのできない医療分野での実証試験に着手することとし

ております。このことにより、全国的にも厳しい状況にある国立病院経営における経費削減と、

非常時に対応できる医療体制の強靭化の実現に繋げてまいります。 

 また、より一層の再エネ導入を促進するための施策として、令和７年度から取り組んでいる市

内の住宅・事業所等への太陽光発電設備等の導入に対する支援等も継続し、市民生活に係る脱炭

素化の推進にも注力してまいります。 

 循環型社会の構築につきましては、さらなる循環型社会の構築に向けて、一般廃棄物の適正な

処理に努めてまいります。壱岐市クリーンセンター及び壱岐市汚泥再生処理センターについては、

施設稼働開始から１３年が経過しておりますので、毎年の定期補修を実施し、施設の長寿命化を

図ってまいります。 

 あわせて、ごみの減量化及びリサイクル推進のため、４月からトレイ類に加えて新たにシャン

プーや洗剤等のボトル類をリサイクル品として回収することとしているところであり、今後、市

民皆様が分別に戸惑われることがないよう周知に努めてまいります。 

 また、環境にやさしい社会を構築していくうえで、長崎県が推進する「動物殺処分ゼロプロジ

ェクト」の実現に向けて、公益財団法人どうぶつ基金様、長崎県及び民間ボランティア団体等と

連携しながら、飼い主のいない猫等の不妊去勢手術を令和６年９月から令和８年１月末までに
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３,７３５頭の猫に実施してまいりました。 

 手術が必要な猫も少なくなってきたことから、不妊去勢手術は３月をもって終了することとし

ております。手術費用を負担していただきましたどうぶつ基金様に対しましては、厚くお礼を申

し上げます。今後、殺処分される動物が増えることがないよう、飼い方や䭱のやり方等に対する

普及啓発にも努めてまいります。 

 公共交通体系の充実につきまして、持続可能な地域交通ネットワークの構築に向けた「壱岐市

地域公共交通計画」については、パブリックコメントでお聞きした御意見を踏まえ、策定作業を

進めているところです。本計画の方針を基に、来年度には陸上交通における路線バスの再編及び

区域運行・デマンド交通への転換等の具体的な施策の実行計画となる「利便増進計画」を策定し、

令和９年度から段階的に施策を実施していく予定としております。 

 今後、国・県の補助事業等を最大限に活用し、利便性・効率性が高い、持続可能な公共交通体

制の構築に向け、引き続き取り組んでまいります。 

 市道の管理につきましては、市民生活や経済活動を支える延長約１,３２８キロメートルに及

ぶ市道の除草作業等について、各自治公民館の御理解と御協力をいただいておりますことに対し、

厚くお礼と感謝を申し上げます。 

 令和８年度についても、バックホウ、タイヤショベル、ダンプトラック等の補助を行い、

１級・２級の幹線道路については、年次的にのり面等の一部に張りコンクリートの施工又は防草

シートの設置を実施することで、市道における適正な維持管理と除草作業に係る市民皆様の負担

軽減を図ってまいります。 

 上下水道事業の運営につきまして、水道事業の運営については、公営企業として将来にわたり

持続可能な事業経営を維持するため、アセットマネジメントをベースとする施設更新計画を基本

とし、老朽設備の更新及び維持管理に努めてまいります。 

 令和８年度以降についても水道施設運転監視・保守点検業務を委託し、機器類等の予防保全的

な維持管理により長寿命化を図り、重大事故を未然に防ぐことでコスト縮減を図ってまいります。 

 下水道事業については、下水道整備区域・漁業集落排水整備区域において、さらなる加入促進

を図るとともに、施設の維持管理を安定的に行っていくため、「ストックマネジメント基本計

画・機能保全計画」に基づき、老朽化する施設の計画的な維持管理を実施し、施設の長寿命化を

図ってまいります。 

 合併処理浄化槽設置整備事業については、令和８年度も国、県の補助制度を活用し、７０基の

設置補助を予定しております。 

 今後も汚水処理施設の整備により、生活環境や住居環境の改善、海域や河川等の公共用水域の

水質保全を図ってまいります。 
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 公営住宅の整備につきましては、国の社会資本整備総合交付金事業を活用し、現在、お茶屋敷

団地の改修工事を実施しております。今後も「壱岐市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画

的に整備を実施してまいります。 

 消防・防災につきましては、令和７年中の災害発生件数は、火災発生件数２５件、救急発生件

数１,８１０件であり、火災件数は令和６年と比べて２件減少、救急件数は２３２件減少してお

ります。 

 火災予防については、３月１日から７日まで春季全国火災予防運動が実施され、さらに５月ま

で林野火災予防の取組を行います。この時期は、空気が乾燥して火災が発生しやすくなりますの

で、市民皆様には、火の取扱い等、十分御注意をお願いいたします。草木を焼却する場合は、必

ず消防署に届出を行い、消火の準備を行うとともに、火が消えたことの確認を徹底していただく

ようお願いいたします。 

 近年の災害は、激甚化、頻発化の傾向にあります。いつ発生するか分からない自然災害等に対

し、避難所における環境改善のため、今回、国の交付金を活用した資機材の整備に係る予算を計

上しております。また、市の組織変更及び指定避難所の見直し等に伴い、今回「壱岐市地域防災

計画」を修正いたします。 

 基本目標６、効率的で質が高く持続可能な行政力を備えた島、ふるさと納税の推進につきまし

ては、壱岐出身の皆様をはじめ本市を応援していただける全国の方々から寄附をいただいており、

本市の重要施策実現のための貴重な財源となっております。令和７年度の寄附額は約７億４千万

円となり、対前年比で約５千万円の減となる見込みであります。 

 ふるさと納税を取り巻く環境は、規制の厳格化のみならず、昨今の物価高騰による生活必需品

の人気の高まりや返礼品送料の値上げ等、厳しい状況にある中、９月には県内自治体が２年間の

認定取り消しになるなど、大きな衝撃を受けたところであり、改めて制度を遵守するとともに、

適切に取り組んでまいります。 

 引き続き「第４次壱岐市総合計画」に掲げる年間寄附額３０億円の達成に向けて制度を最大限

に活用し、産業振興による返礼品の開発や安定供給等を図りながら、さらなる寄附獲得に向けて

取り組んでまいります。 

 企業版ふるさと納税については、これまでに株式会社ファウンテック様はじめ８社の企業様か

ら１,８２０万円の御寄附をいただいております。今後も、本市を御支援いただいております企

業やゆかりのある企業への案内はもとより、エンゲージメントパートナー制度と併せて、関係企

業への働きかけを行うなど、積極的に本制度を活用してまいります。 

 令和８年度予算につきましては、国の令和８年度の地方財政対策については、物価高が続くと

ともに、社会保障関係費や人件費の増加等が見込まれる中、地方公共団体が様々な行政課題に対
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応しながら、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方が安定的な財政運営を行うために必

要となる一般財源総額について、経済・物価動向等を適切に反映し、令和７年度地方財政計画の

水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本として、地方財政対策を講じると

されております。 

 このような中、本市の財政状況は、令和６年度末一般会計の市債現在高は、これまでの財政健

全化の取組により２２９億４,０１３万８,０００円（対前年度比８億５,４３６万９,０００円

減）と減少し、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率も、国の

示す基準を下回ってはいるものの、経常収支比率については９７.９％と、市政施行後の最高値

となっており、物価高騰をはじめとする現下の社会経済情勢の影響を強く受けた形となっており

ます。 

 本市の財政構造は、依然として市税をはじめとする自主財源の歳入全体に占める割合が低く、

収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存している状況でありますので、引き続き持続可能な

財政基盤の確立を推し進めるとともに、「第４次壱岐市総合計画」における「一人ひとりが主役

のまちづくり」を目指す政策の忠実な展開を図るための予算編成を行っているところであります。 

 なお、令和８年度の一般会計の予算規模は２４７億５,０００万円（対前年度当初予算比マイ

ナス４億７,０００万円１.９％減）、特別会計を含めた予算規模は３２５億９,４３８万

２,０００円（対前年度当初予算比マイナス５億８,６９８万６,０００円１.８％減）となってお

ります。 

 次に、議案関係について御説明いたします。 

 その他の議案につきまして、本日提出した案件の概要は、令和７年度予算の専決処分の報告

１件、条例の制定・一部改正に係る案件６件、計画の策定１件、市道路線の認定に係る案件１件、

予算案件１４件であります。 

 何とぞ慎重に御審議をいただき、適正なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、今日までの取組を振り返りながら、市政運営に対する所信の一端と新年度の事業内容等

について申し述べましたが、今後も様々な行政課題に誠心誠意全力で対応しながら、財政の健全

化に努め、壱岐新時代の実現のため、市民皆様が幸せを実感できる壱岐市の未来を皆様とともに

創ってまいります。 

 結びに、議員各位並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ、令和８年

度の施政方針といたします。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これで、施政方針の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。再開を１１時とします。 
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午前10時53分休憩 

 

午前11時00分再開 

○議長（土谷 勇二君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

・ ・  

日程第５．報告第１号～日程第２７．議案第３１号 

○議長（土谷 勇二君）  日程第５、報告第１号から日程第２７、議案第３１号までの２３件を一

括議題とします。 

 ただいま上程いたしました議案等について、提案理由の説明を求めます。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  提案いたしました議案等につきましては、担当部長、課長等より御説明

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  原財政課長。 

〔財政課課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課課長（原  裕治君）  報告第１号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決

処分の報告について御説明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）について、地方自治法第１８０条第１項並びに、

壱岐市議会基本条例第１２条第１項第７号の規定により、別紙のとおり専決処分したので、地方

自治法第１８０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。本日の提出でございます。 

 予算書の１ページをお開き願います。専決第１号、専決処分書、内容につきましては、令和

８年２月８日に執行されました衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る費用につ

きまして、衆議院の解散日であります１月２３日に補正予算を専決処分したものでございます。 

 令和７年度壱岐市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,１２１万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７９億４,３６９万７,０００円とする。第２項は、

記載のとおりでございます。 

 ２ページから３ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等

については、記載のとおりでございます。 

 事項別明細書により、内容を御説明いたします。まず、歳入について御説明いたします。

８ページから９ページをお開き願います。１６款県支出金３項１目総務費県委託金は、衆議院議
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員総選挙費委託金として２,１２１万円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１０ページから１１ページをお開き願います。２款総

務費４項６目衆議院議員総選挙費に選挙管理委員会員報酬以下、記載のとおり、総選挙の執行費

用として２,１２１万円を補正しております。 

 以上で、報告第１号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の報告を終わり

ます。 

〔財政課課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  議案第１０号、議案第１１号を続けて御説明いたします。 

 議案第１０号壱岐市行政組織条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出で

ございます。 

 提案理由でございますが、市長の権限に属する事務文書について見直しを行い、行政ニーズへ

の対応とより効率的な行政運営を図るため、所要の改正を行うものでございます。 

 次のページをお開きください。改正条文につきましては、記載のとおりでございます。主な改

正内容につきましては、議案第１０号の参考資料を御覧いただきたいと思います。 

 市長の施政方針と重複いたしますが、改めて御説明させていただきます。２の主な改正内容の

（１）は、市民生活に、より近い視点で総合的な支援を行う体制を明確にするため、「市民部」

を「市民生活部」に名称を変更いたします。（２）は、妊娠・出産から高齢期までを一気通貫で

支援する体制を確立するため、「保健環境部」を「健康未来部」に名称を変更するとともに、子

育て支援課の業務を現在の市民部から同部へ移管します。（３）は、市民生活に不可欠な社会基

盤を一元的に維持、強化する体制とするため、「建設部」を「社会基盤部」に名称を変更すると

ともに、環境衛生課の業務を現在の保健環境部から同部へ移管いたします。 

 これらの組織機構の見直しを行うことで、さらなる部局間の連携強化を図り、市民サービスの

向上と持続可能な行政運営体制の確立を図ってまいります。議案関係資料１の１ページから

２ページに新旧対照表を記載しておりますので、御参照ください。 

 附則といたしまして、第１項に、この条例は、令和８年６月１日から施行することを規定して

おります。第２項は、本条例改正に伴う壱岐市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の

一部改正を、第３項は、壱岐市水源保護条例の一部改正を定めております。 

 以上で、議案第１０号の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について御説明いたし

ます。 
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 壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出で

ございます。 

 提案理由でございますが、国内外の経済、社会情勢の変化に対応するため、国家公務員等の旅

費に関する法律が一部改正されたことに伴い、壱岐市においても国の改正内容に準じて所要の改

正を行うものでございます。 

 次のページをお開きください。改正条文につきましては記載のとおりでございます。 

 主な改正の内容につきましては、議案第１１号の参考資料を御覧いただきたいと思います。主

な改正内容の表に記載のとおりでございますが、交通費については、鉄道賃における特急料金の

距離規定を廃止、これまで定額としておりました宿泊料を国の定める旅行先の区分の額を上限と

して、実費支給とする宿泊費に改めるなど、旅費の種類、支給基準を国に準じた内容に改正する

ものでございます。議案関係資料１の３ページから１４ページに、新旧対照表を記載しておりま

すので、御参照ください。 

 附則といたしまして、この条例は、令和８年４月１日から施行するとしております。 

 以上で、議案第１１号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどをよろしくお願いいた

します。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  目良教育次長。 

〔教育次長（目良 顕隆君） 登壇〕 

○教育次長（目良 顕隆君）  議案第１２号壱岐市立図書館条例の一部改正について御説明申し上

げます。 

 壱岐市立図書館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由は、壱岐市立郷ノ浦図書館の移転に伴い、図書館の位置を変更するため所要の改正を

行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。壱岐市立図書館条例の一部を改正する条例の改正文でございま

す。また、議案資料として、資料１の１５ページに新旧対照表、及び参考資料として議案第

１２号の改正概要について記載いたしておりますので、御参照願います。改正の内容でございま

すが、条例第２条の表中、壱岐市立郷ノ浦図書館の位置を改めるものでございます。 

 附則として、この条例は、令和８年４月１日から施行するものでございます。 

 郷ノ浦図書館につきましては、平成８年に現在地へ移転し、約３０年にわたり開館しておりま

したが、駐車場が不足していること及びバリアフリーに対応できていないことから、壱岐の島

ホール１０６会議室へ移転をいたします。よって、条例第２条にある郷ノ浦図書館の位置を、現

在の郷ノ浦町本村触４９０番地９から壱岐の島ホールの同町本村触４４５番地へ変更を行うもの
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でございます。 

 現在、移転作業を進めており、開館につきましては本年春の予定でございます。開館準備が整

い次第、市民皆様へお知らせをしてまいります。今後も市民誰もが親しみ、利用しやすい図書館

として運営を行ってまいります。 

 以上で、議案第１２号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔教育次長（目良 顕隆君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  吉田市民部長。 

〔市民部部長（吉田 博之君） 登壇〕 

○市民部部長（吉田 博之君）  議案第１３号について御説明申し上げます。議案第１３号壱岐市

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 

 壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり定める。

本日の提出でございます。 

 提案理由は、壱岐市乳児等通園支援事業の実施に向けて所要の条例を制定するものであります。 

 次のページをお開き願います。条文につきましては、記載のとおりでございます。参考資料と

しまして、制定条例概要を掲載しておりますので、御参照願います。 

 こども未来戦略に基づき新たに創設され、通称こども誰でも通園制度と呼ばれる本事業は、児

童福祉法において乳児等通園支援事業を規定するとともに、令和７年度に子ども・子育て支援法

に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化をされ、令和８年度から子ども・子育て支援

法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されるものであり、本市におきましても、

本制度の実施に当たり、新たに条例の制定を行うものであります。 

 施行期日は令和８年４月１日からといたしております。 

 以上で、議案第１３号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔市民部部長（吉田 博之君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  議案第１４号壱岐市堆肥センター条例の一部改正について御

説明申し上げます。 

 壱岐市堆肥センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございま

す。 

 提案理由は、当該施設整備後の年数経過による維持管理費の増加に伴い、運営の効率化を図る

とともに、壱岐市農業共同組合の堆肥センター利用料との単価差について解消を図るため、使用

料のうちの収集及び散布料金について所要の改正を行うものでございます。 
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 次ページをお開き願います。壱岐市堆肥センター条例の一部を改正する条例、改正案について

は記載のとおりでございます。 

 改正内容について御説明いたします。議案資料１、改正条例新旧対照表１６ページを御参照願

います。別表中の区分の欄、堆肥センター使用料１トン当たり収集、散布に係る使用料８１０円

を１,０００円に、ただし最低利用料金として８１０円を１,０００円に改めるものでございます。 

 議案に戻りまして、附則として第１項、施行期日は令和８年７月１日から施行することといた

しております。 

 第２項は、改正する堆肥センター使用料については、本条例の施行日、令和８年７月１日以後

の施設の利用に係る利用料について適用する旨を経過措置として定めております。 

 以上で、議案第１４号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  山川消防本部消防長。 

〔消防本部消防長（山川  康君） 登壇〕 

○消防本部消防長（山川  康君）  議案第１５号壱岐市火災予防条例の一部改正について御説明

いたします。 

 壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、火災予防条例の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うも

のであります。 

 次のページをお開きください。壱岐市火災予防条例の一部を次のように改正いたします。改正

案につきましては記載のとおりでございます。 

 改正内容でございますが、令和７年１１月１２日、総務省より通知された対象火器設備等の位

置・構造及び管理、並びに対象火器器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省

令の一部を改正する省令、及び対象火器設備等及び対象火器器具の離隔距離に関する基準につい

ての一部改正に伴い、火災予防条例についても改正が行われました。国の基準を尊重し、その内

容を統一するため、壱岐市火災予防条例を改正するものであります。 

 また、資料１７ページから１９ページに、新旧対照表、改正概要の参考資料を添付しておりま

すので、御参照願います。 

 なお、施行日は令和８年３月３１日施行といたします。 

 以上で、議案第１５号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔消防本部消防長（山川  康君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 
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○地域振興部部長（塚本 和広君）  議案第１６号過疎地域持続的発展計画の策定について説明い

たします。 

 過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり定めることについて、過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法第８条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。本日の提出でご

ざいます。 

 提案理由でございますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条に基づき、

過疎地域持続的発展計画を定めるときは、議会の議決を経る必要があるものでございます。令和

３年に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定され、令和３年度から令和１２年

度までの１０年間の限時法となっております。償還額の７割が交付税に算入される有利な地方債

である過疎対策事業債の借入れを行うためには、本計画の策定が必須であることとなっておりま

す。 

 なお、本計画には事業名を記載しておりますが、後年度、計画書に記載していない新規事業に

過疎対策事業債を活用する場合は、本計画に当該事業を追加することとなります。今回の過疎地

域持続的発展計画は、長崎県が策定した過疎地域持続的発展方針及び第４次壱岐市総合計画に即

した内容とし、パブリックコメントによる意見募集及び長崎県との事前協議を経て作成しており

ます。次ページ以降が計画書となりますが、目次に記載のとおり、１、基本的な事項から、１２、

再生可能エネルギーの利用の促進まで１２項目についてそれぞれの内容を記載した計画となって

おります。 

 以上で、議案第１６号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平本建設部長。 

〔建設部部長（平本 善広君） 登壇〕 

○建設部部長（平本 善広君）  議案第１７号市道路線の認定について御説明いたします。 

 市道路線を別紙のとおり認定するものでございます。本日の提出でございます。 

 提案理由でございますが、一般県道渡良浦初瀬線、渡良浦工区におけるバイパスの供用開始に

伴い廃道時期となる旧県道部を市道として受け入れる必要があるため、市道路線の認定を行うも

のでございます。 

 路線の認定につきましては、道路法第８条第２項の規定に基づいて、議会の議決を求めるもの

でございます。 

 次のページをお願いいたします。路線調書でございますが、認定路線につきましては、路線名、

市道君戸宮之浦線、道路の区分、壱岐市郷ノ浦町渡良浦字君戸１１８６番４地先から、壱岐市郷

ノ浦町渡良浦字宮之浦１１６１番７地先まででございます。認定路線の延長は２６５.５メート
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ルでございます。 

 次ページ以降には認定路線の位置図及び延長などを記した図面を添付いたしておりますので、

御確認いただきますようお願いいたします。 

 以上で、議案第１７号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〔建設部部長（平本 善広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  原財政課長。 

〔財政課課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課課長（原  裕治君）  議案第１８号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）につ

いて御説明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億６６０万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２７６億３,７０９万７,０００円とします。第

２項は、記載のとおりでございます。 

 繰越明許費の補正、第２条、繰越明許費の追加、変更は、第２表繰越明許費補正によるもので

ございます。 

 地方債の補正、第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正によるものでございます。本日の

提出でございます。 

 ３ページから５ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等に

ついては、記載のとおりでございます。 

 ６ページをお開き願います。第２表繰越明許費補正についてでございますが、１、追加として、

２款１項総務管理費のＳＸ推進事業ほか７件、合計８,８６１万４,０００円について、年度内に

事業が完了しない見込みであるため、繰越し明許費の追加として計上しております。 

 次のページを御覧ください。７ページ、２、変更は、５款１項農業費の県営圃場整備事業外

３件の事業について、先に計上しておりました繰越明許費に合計１億３００万円を増額する変更

を行うものでございます。 

 次のページをお開き願います。８ページから９ページ、第３表地方債補正の１、変更は、以下、

計上しております各地方債につきまして、対象事業費の実績見込み、及び県との協議による同意

額に合わせ、記載のとおり限度額の変更を行っております。 

 それでは補正予算の主な内容につきまして御説明いたします。まず、歳入について御説明いた

します。 

 １４ページから１５ページをお開き願います。１１款１項１目地方交付税は、普通交付税

９,３８５万２,０００円、特別交付税１億円を計上しております。１５款国庫支出金２項１目総
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務費国庫補助金の、新しい地方経済生活環境創生交付金は、令和７年度予算に計上し、繰越しで

執行するＳＸ推進事業に係る国の補助金で、１,５８３万２,０００円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。１６ページから１７ページ、同じく１５款２項１目総務費国庫

補助金の物価高騰を対応重点支援地方創生臨時交付金は、令和７年度国の予備費分を７年度の既

存事業へ充当、及び定額減税の不足額給付事業の実績見込みによる補正を行うもので、７０９万

５,０００円を計上しております。 

 次の地域未来交付金地域防災緊急整備型は、令和７年度国の補正予算による避難所環境改善に

係る資機材導入費用の２分の１補助金で、８００万円を計上しております。このほか、国庫支出

金、県支出金全般におきまして、実績見込みまたは事業費の確定による補正を行っております。 

 次のページをお開き願います。１８ページから１９ページ、１９款繰入金１項１目基金繰入金

は、今年度事業の実績見込み及び財源調整により繰入金の補正を行うもので、合計３億６７９万

７,０００円を減額しております。 

 次のページをお開き願います。２０ページから２１ページ、２２款起債につきましては、詳細

補正で説明のとおり、合計５,５３０万円を減額しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。歳出につきましては、別紙資料２の令和７年度３月補

正予算案概要から主な内容について御説明いたします。 

 まず、歳出全般につきまして、今年度の事業実績見込み、及び入札執行による事業費の確定な

どによる補正を行っております。 

 ２ページをお開き願います。２款総務費１項３目財政管理費の基金積立金は、今年度の一般財

源総額の調整によりまして、財政調整基金２億６,２００万円、減債基金３,３００万円の積立て

を計上しております。 

 次のページをお開き願います。３ページ、同じく２款１項６目企画費のＳＤＧｓ推進事業費は、

国の事業計画に合わせて次年度予定しておりました事業を令和７年度で予算化するもので、

３,０１６万４,０００円を計上しております。 

 ８ページをお開き願います。３款民生費２項１目児童福祉総務費の放課後児童クラブ等育成支

援事業補正額３０万円以下２件の事業につきましては、国の補正予算を活用し、事業所等に対し

て光熱水費等の支援を行うものでございます。 

 １６ページをお開き願います。９款消防費１項５目災害対策費の地域未来交付金地域防災緊急

整備型事業は、国の２分の１補助により避難所環境改善のための資機材整備を行うもので、

１,６００万円を計上しております。 

 以上で、議案第１８号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）について説明を終わりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〔財政課課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  議案第１９号から議案第２１号について、続けて御説明申し

上げます。 

 初めに、議案第１９号令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て御説明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ

１,１５３万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億９,６９５万

円とします。診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５,０２１万３,０００円とします。 

 第２項は、起債のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 補正内容につきましては、実績見込み及び保険基盤安定繰入金の交付決定に伴う補正でござい

ます。 

 次に、議案第２０号令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８４万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,３１３万７,０００円とします。 

 第２項は、起債のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 補正内容につきましては、後期高齢者医療保険料の収納実績見込み及び保険基盤安定分交付決

定に伴う補正でございます。 

 次に、議案第２１号令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）について御説

明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,１０７万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億９,６２３万

２,０００円とします。 

 第２項は、起債のとおりでございます。本日の提出でございます。 
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 補正内容につきましては、介護給付費、地域支援事業費等の実績見込みに基づく補正、及び介

護給付費準備基金積立金を計上いたしております。 

 以上で、議案第１９号から議案第２１号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い

申し上げます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  議案第２２号令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第１号）について、御説明申し上げます。 

 令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７０８万６,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５,６３０万１,０００円とする。 

 第２項は、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 事項別明細書により、内容を御説明申し上げます。８、９ページをお開き願います。まず、歳

入について御説明いたします。 

 １款使用料及び手数料１項１目使用料について、機械使用料９６４万３,０００円を減額補正

いたしております。 

 ３款繰入金１項１目減価償却基金繰入金について、備品購入の入札結果に伴い、８４７万

２,０００円を減額補正いたしております。 

 ４款繰越金１項１目繰越金に前年度繰越金として６１６万９,０００円を増額補正いたしてお

ります。 

 ５款諸収入１項１目受託事業収入に作業受託事業収入として、４８６万円を増額補正いたして

おります。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。１款総務費１項

１目一般管理費について、備品購入費の入札執行残８４７万２,０００円を減額補正いたしてお

ります。 

 ２款基金積立金１項１目減価償却基金積立金を１３８万６,０００円を増額補正いたしており

ます。 

 以上で、議案第２２号について説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平本建設部長。 
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〔建設部部長（平本 善広君） 登壇〕 

○建設部部長（平本 善広君）  議案第２３号令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第

３号）につきまして、御説明申し上げます。 

 第１条、令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、令和７年度壱岐市下水道事業会計予算、第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。 

 収入につきまして、７５７万８,０００円を減額し、支出につきましては、５０７万８,０００円

を減額いたしております。 

 第３条、予算、第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。支出につきまして、

２５０万円を減額いたしております。本日の提出でございます。 

 ４ページ、５ページには、予算実施計画を記載いたしております。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。予算実施計画明細書の収益的収入及び支出でござい

ますが、収入につきまして、営業外収益７５７万８,０００円を減額し、支出につきましては、

営業費用５２８万円を減額し、営業外費用２０万２,０００円を増額いたしております。 

 営業費用５２８万円減額の主な理由につきましては、下水道施設における電気料及び郵便料、

放流先水質検査に係る業務委託料の実績見込みにより減額をいたしております。営業外費用につ

きましては、企業債利子償還金の不足額２０万２,０００円を増額いたしております。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。資本的支出につきましては、建設改良費２５０万円

減額の主な理由につきましては、下水道管の補修工事に係る工事請負費につきまして、実績見込

みにより減額をいたしております。 

 １０ページには予定キャッシュフロー計算書、１２ページ、１３ページには予定貸借対照表を

記載しておりますので、御確認いただきますようお願いいたします。 

 以上で、議案第２３号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

〔建設部部長（平本 善広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  原財政課長。 

〔財政課課長（原  裕治君） 登壇〕 

○財政課課長（原  裕治君）  議案第２４号令和８年度壱岐市一般会計予算について御説明申し

上げます。 

 令和８年度壱岐市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４７億５,０００万円と

します。 

 第２項については、記載のとおりでございます。 
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 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることが

できる事項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為によるものでございます。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債によるものでございます。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高

額は３０億円と定めるものでございます。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、第１項第１号に定めるものでございます。本

日の提出でございます。 

 ２ページから５ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算の款項の区分の金額につきまし

ては、記載のとおりでございます。 

 ６ページをお開き願います。第２表債務負担行為で、令和８年度以降に発生する債務負担の内

容につきまして、記載のとおりでございます。 

 次のページを御覧ください。７ページ、第３表地方債で、令和８年度に借り入れるものの起債

の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。

限度額の総額を１６億１,６７０万円としております。 

 それでは、事項別明細書により、主な内容について御説明いたします。 

 １２ページから１３ページをお開き願います。１款市税につきましては、２２億９８２万

８,０００円、令和８年の税制改正の影響、見込み等を考慮いたしまして、対前年度８８４万

９,０００円の増としております。 

 また、軽油取引税及び地方揮発油税の等分の完成率の廃止、自動車税の環境性能割の廃止に伴

う減収分につきましては、国から補填されることとなっており、９款地方特例交付金に４,５８３万

２,０００円を計上しております。 

 １６ページから１７ページをお開き願います。１０款地方交付税は、普通交付税９０億円、特

別交付税１０億円を計上しております。 

 ２４ページから２５ページをお開き願います。１４款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金の

エネルギー構造高度化転換理解促進事業補助金は、長崎県壱岐病院へのＲＥ水素システムの導入

に向けた構成機器等を同病院に導入し、実証試験に着手する事業の国の１００％補助で３億

２,０２９万６,０００円。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、学校給食支援事業、畜

産経営体質強化飼料高等緊急対策支援事業など３事業に充てる国の交付金で、６,９６４万

４,０００円を計上しております。 

 ２８ページから２９ページをお開き願います。１５款県支出金２項１目総務費県補助金の国境
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離島地域雇用機会拡充事業交付金は、雇用機会拡充事業に係る補助金１億９,２０３万３,０００円

を計上しております。 

 ３０ページから３１ページをお開き願います。１５款県支出金２項７目教育費県補助金の長崎

県公立学校情報機器整備事業補助金は、小学校タブレット端末更新に係る県３分の２の補助金

４,９７４万２,０００円を計上しております。 

 ３４ページから３５ページをお開き願います。１７款寄附金１項２目指定寄附金は、令和８年

度のふるさと応援寄附金を１１億円、企業版ふるさと納税寄附金を１,１２２万円の見込み額で

計上しております。１８款繰入金１項１目基金繰入金は、財源調整のための財政調整基金を４億

６,７００万円、減債基金を４億円、特定目的基金につきましては、地域福祉基金ほか９つの基

金から１５億７,１６８万６,０００円、合計２４億３,８６８万６,０００円を計上しております。 

 ４２ページから４３ページをお開き願います。２１款起債は、合計１６億１,６７０万円、退

前年度１億７,４９０万円の減としております。１目辺地対策事業債は、市道住吉船橋線など補

助及び単独起債事業の道路改良事業に充当するもので、２億６,９６０万円を計上しております。

２目過疎対策事業債は、市道錦線道路改良事業など道路改良事業、ケーブルテレビ通信施設更新

工事、䭈辺港ターミナル整備工事などに充当するもので６億円を、ソフト分の過疎地域持続的発

展特別事業分として、離島航空路線確保対策補助金、磯焼対策協議会負担金などに２億３,５２０万

円を計上しております。４目衛生債の一般廃棄物処理事業債は、クリーンセンター、汚泥再生処

理センターの改修工事などに充当するもので、１億７,５６０万円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。歳出につきましては、別資資料３、令和８年度当初予

算案概要により御説明いたします。 

 ５ページをお開き願います。２款１項６目規格費のジェットフォイル更新支援事業は、九州郵

船のジェットフォイル更新費用について、国、県、壱岐市と対馬市で負担し補助するもので、令

和８年度分、７,５７５万円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。６ページ、同じく６目規格費の長崎県未来大国づくり応援補助

金事業は、新しい長崎県づくりビジョン未来大国の実現に向けて、県の２分の１補助金を受けて

行う３か年事業の２か年目として、壱岐の魅力再編と学びのコンテンツ化プロジェクトなど、

３つの事業に３,２４５万円を計上しております。 

 １０ページをお開き願います。同じく６目規格費のふるさと応援寄附金は、令和８年度の目標

額を１１億円とし、その積立金と返礼品の経費等を合わせまして、１１億３,９２０万１,０００円

としております。 

 １３ページをお開き願います。３款民生費１項１目社会福祉総務費の社会福祉法人施設整備費

補助金は、国、県の補助事業を受けて障害者グループホームの整備を行う事業者に対して市が支
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援を行うもので、３,０００万円を計上しております。 

 １８ページをお開き願います。４款衛生費１項１目保健衛生総務費の母子保健事業は、８年度

より新たに妊婦が検診時または分娩時に、市外の分娩取扱施設を受診するために要した交通費等

の助成を追加するもので、３,５９０万５,０００円を計上しております。 

 ２０ページをお開き願います。同じく４款衛生費１項３目環境衛生費の野犬対策費は、他自治

体を参考として新たな野犬捕獲機及びシステムを導入するもので、２９３万８,０００円を計上

しております。 

 ２３ページをお開き願います。５款農林水産業費１項４目畜産業費の畜産経営体質強化飼料高

等緊急対策支援事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、８年度も引き続き

支援を行うもので、２,４４１万３,０００円を計上しております。 

 ２６ページをお開き願います。同じく、５款農林水産業費３項３目漁港管理費の䭈辺港ターミ

ナル整備事業は、駐車場整備等の工事費として、８,５００万円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。２７ページ、６款商工費１項４目観光費の壱岐行き教育旅行推

進事業は、教育旅行誘客のための助成１,５５０万円を計上しております。７款土木費２項２目

道路橋梁維持費の市道環境保全事業は、防災対策工事のほか、新たに維持管理作業員の配置、維

持管理作業に係る助成内容の見直しを行うこととしており、７,２６０万３,０００円を計上して

おります。 

 ２９ページをお開き願います。同じく、７款土木費４項１目港湾管理費の勝本海業プロジェク

トは、継続事業の勝本港埋立工事に加え、地域活性化拠点施設整備を計画するもので、５,４００万

円を計上しております。 

 次のページをお開き願います。３０ページ、８款消防費１項３目消防施設費は、小型動力消防

ポンプ軽積載車、防火水槽の整備として、合計３,７５４万４,０００円を計上しております。 

 ３２ページをお開き願います。９款教育費３項１目、学校管理費の中学校施設整備事業は、特

別教室空調整備及び２中学校の屋内運動場の空調整備の設計に係る費用として１,４００万

７,０００円を計上しております。 

 ３５ページをお開き願います。同じく９款教育費７項１目学校給食費の学校給食支援事業は、

令和８年度から始まる国の小学校給食費負担軽減に係る補助に加え、物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を活用し、令和８年度の小中学校の給食の無償化を行うもので、１億２,２１２万

２,０００円を計上しております。 

 以上が、歳出の主な内容でございます。 

 その他、基金の状況につきましては、資料３の３６ページ、地方債の状況に関する調書は、予

算書の２６２ページに記載のとおりでございます。 
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 以上で、議案第２４号、令和８年度壱岐市一般会計予算について説明を終わります。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

〔財政課課長（原  裕治君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  議案第２５号から議案第２７号まで続けて御説明申し上げま

す。 

 初めに、議案第２５号令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算について御説明申し上

げます。 

 令和８年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２億１,４３８万

７,０００円とします。第２項及び第２条、第３条、第４条につきましては、記載のとおりでご

ざいます。本日の提出でございます。 

 予算の編成につきましては、長崎県国保運営方針に基づき行っております。 

 ６ページから７ページをお開き願います。歳入、１款国民健康保険税でございます。令和８年

度から子ども・子育て支援金制度の導入に伴い、その財源となる子ども・子育て支援金、納付金

が国民健康保険などの全ての医療保険料に上乗せして徴収される仕組みとなっております。 

 国民健康保険税は、これまでの基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額、介護納付金賦課額の

３つの区分に加えて、第４の区分として、子ども・子育て支援納付金分が新たに加算されること

となります。制度の趣旨や負担内容につきましては、市の広報誌、市ホームページ、納税通知書

への周知文書の同封などを通じて、被保険者の皆様に今後丁寧にお知らせしてまいります。 

 ４款県支出金は、長崎県からの研究費等交付金２４億４,２９９万２,０００円を計上しており

ます。 

 ６款繰入金は、一般会計繰入金法定分２億６,７３５万９,０００円を計上しております。 

 ８ページから９ページをお開き願います。歳出でございますが、２款保険給付費は２３億

８,０４０万３,０００円を計上いたしております。そのほか、生活習慣病の早期発見、重症化予

防を図るため、特定健診や特定保健指導などの事業費を計上いたしております。 

 次に、議案第２６号令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算について、御説明申し

上げます。 

 令和８年度壱岐市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億６,８２８万６,０００円

とします。 



- 37 - 

 第２項は、起債のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ４ページから５ページをお開き願います。歳入、１款後期高齢者医療保険料２億８,８９４万

円は、令和８年度が保険料率の改定年度であることや、子ども・子育て支援金制度の導入により、

前年度と比較し１,５２０万２,０００円の増となっております。また、４款１項繰入金１億

７,７９７万２,０００円は、広域連合への納付金でございます。 

 ６ページから７ページをお願いします。歳出、１款総務費２８７万９,０００円は、運営事務

費でございます。２款後期高齢者医療広域連合納付金４億６,４００万７,０００円は、長崎県後

期高齢者医療広域連合への納付金でございます。 

 次に、議案第２７号令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算について、御説明申し上げま

す。 

 令和８年度壱岐市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８億

４,４１６万９,０００円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

２,０４８万６,０００円とします。第２項及び第２条、第３条、第４条は、記載のとおりでござ

います。本日の提出でございます。 

 ６ページから７ページをお開き願います。保険事業勘定につきましては、前年度と比較いたし

まして１,１６３万７,０００円の増となっております。 

 歳入の１款介護保険料につきましては、５億９,１３２万４,０００円を見込んでおり、前年度

と比較し１４８万１,０００円の増となっております。 

 ８ページから９ページをお開き願います。主な歳出でございますが、２款介護給付費３４億

６,８１４万４,０００円は、保険者として負担する介護サービス費でございます。３款地域支援

事業費３億２,５５０万４,０００円は、壱岐市が行う介護予防事業、日常生活支援総合事業、高

齢者の総合的な相談窓口や配食サービスなどの費用でございます。 

 ４０ページからの介護サービス事業勘定につきましては、主に地域包括支援センターの運営事

務費でございます。 

 以上で、議案第２５号から議案第２７号までの説明を終わります。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  議案第２８号令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計について御

説明を申し上げます。 
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 令和８年度壱岐市の三島航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４,８１８万２,０００円と定める。第

２項及び第２条、第３条は記載のとおりでございます。 

 予算の内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書により説明いたします。 

 １０ページ及び１１ページをお願いいたします。主な歳入について御説明いたします。１款

１項１目船舶使用料で１,３５０万円を計上いたしております。次に、２款１項国庫補助金は

３,２９９万５,０００円を計上しております。国庫補助金につきましては、標準的な事業経費等

を前提とした事前算定方式となっており、既に内示もあっておりまして、前年度と比較しますと

減額となっております。次に、３款１項県補助金は２,４３３万８,０００円を計上いたしており

ます。県補助金につきましては、国からの補助金控除後の残額をもとに算定することとなります。

２項の県負担金は、国境離島航路運賃軽減事業に伴う運賃低廉化による県の負担金でございます。 

 次に、４款１項一般会計繰入金は、国、県の補助残額と国境離島航路運賃軽減事業に伴う運賃

低廉化に伴う市の負担金を計上いたしております。 

 １２ページ及び１３ページをお開き願います。主な歳出について御説明申し上げます。１款

１項１目一般管理費では、海事職員４名、会計年度任用職員３名の人件費を計上いたしておりま

す。 

 次に、１４ページから１７ページが２目の業務管理費でございますが、１５ページの１０節需

用費の修繕料２,８００万円につきましては、主に中間検査に係る修繕料とドックに係る費用で

ございます。 

 次に、１７ページの１３節使用料及び賃借料は、ドック検査に入った際に係る臨時代船の要船

料及び本島に居住する船員の通勤用として、就航前後の船舶借上料を計上いたしております。 

 １８ページから２５ページにかけましては、給与費明細書でございます。 

 以上で、議案第２８号の説明を終わります。御審議の程をよろしくお願いいたします。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  議案第２９号令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算に

ついて、御説明申し上げます。 

 令和８年度壱岐市の農業機械銀行特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４,８８７万２,０００円

と定める。第２項は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 事項別明細書により、内容を御説明申し上げます。 
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 ８、９ページをお開き願います。まず、歳入について御説明いたします。１款使用料及び手数

料１項１目使用料５,０２４万８,０００円は、主に機械使用料の収入でございます。３款繰入金

１項１目減価償却基金繰入金１,０４１万７,０００円は、機械器具購入のための繰入金を計上い

たしております。４款繰越金１項１目繰越金７００万円は、前年度繰越金を計上いたしておりま

す。５款諸収入１項１目受託事業収入８,１２０万５,０００円は、道路、公園等維持管理に係る

作業受託料を計上いたしております。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。１款総務費１項

１目一般管理費１億４,８８６万１,０００円は経常的経費でありまして、主には需用費に

３,４７４万円、備品購入費に、ミニ油圧ショベル草刈機アタッチメント付き１台の購入費

１,０４１万８,０００円。負担金補助及び交付金に、オペレーター等人件費分として、農業機械

銀行振興会への負担金等７,７０３万円を予算計上いたしております。 

 以上で、議案第２９号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平本建設部長。 

〔建設部部長（平本 善広君） 登壇〕 

○建設部部長（平本 善広君）  議案第３０号及び議案第３１号を続けて御説明申し上げます。 

 初めに、議案第３０号令和８年度壱岐市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。 

 第１条、令和８年度壱岐市水道事業会計予算は次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量につきましては記載のとおりでございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。収入第１款水道事業収益は７億

４,５９８万９,０００円、支出第１款水道事業費用は８億８,８１８万８,０００円でございます。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。収入第１款資本的収入は３億

２,２６７万３,０００円でございます。 

 ２ページをお願いいたします。支出第１款資本的支出は５億７,９２３万９,０００円でござい

ます。 

 第５条から第９条につきましては記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ４ページには別表債務負担行為、６ページから９ページには予算実施計画書、１０ページには

予定キャッシュフロー計算書、１２ページから１５ページには職員の給与費明細書、１６ページ

から２３ページには令和７年度及び令和８年度の予定損益計算書、予定貸借対照表を記載いたし

ております。 

 ２４ページ、２５ページをお願いいたします。令和８年度予算実施計画明細書の収益的収入及
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び支出の収入でございますが、主な内容といたしましては、水道料金、他会計補助金、長期前受

金戻入など７億４,５９８万９,０００円を計上いたしております。 

 ２６ページ、２７ページをお願いいたします。支出でございますが、原水及び浄水費につきま

しては、水質検査委託料、水道施設電気料など１億９,２２３万８,０００円を計上いたしており

ます。配水及び給水費につきましては、漏水調査委託料、水道施設運転監視委託料、水道施設修

繕費など２億６,６７９万１,０００円を計上いたしております。総係費につきましては、職員の

人件費、郵便料、口座振替手数料など８,４５６万４,０００円を計上いたしております。 

 ３０ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございますが、建設改良企業債、

他会計出資金、工事負担金、他会計負担金補助金として、３億２,２６７万３,０００円を計上い

たしております。３１ページの支出でございますが、水道施設建設改良費につきましては、給配

水管布設工事費、基幹施設改良費として３億６,６８０万８,０００円、企業債償還金につきまし

ては、２億４２９万８,０００円を計上いたしております。 

 続きまして、議案第３１号令和８年度壱岐市下水道事業会計予算につきまして、御説明申し上

げます。 

 第１条、令和８年度壱岐市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量につきましては、記載のとおりでございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。収入、第１款下水道事業収益

は３億８,４３３万２,０００円、支出第１款下水道事業費用は３億７,７７０万１,０００円でご

ざいます。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 ２ページをお願いいたします。収入、第１款資本的収入は１億７,３０８万６,０００円、支出、

第１款資本的支出は２億３,７６７万６,０００円でございます。 

 第５条から第９条につきましては、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ４ページには、別表債務負担行為、６ページから９ページには、予算実施計画書、１０ページ

には、予定キャッシュフロー計算書、１２ページから１５ページには、職員の給与費明細書、

１６ページから２３ページには、令和７年度及び令和８年度の予定損益計算書、予定貸借対照表

を記載いたしております。 

 ２４ページ、２５ページをお願いいたします。令和８年度予算実施計画明細書の収益的収入及

び支出の収入でございますが、主な内容といたしまして、下水道使用料、他会計負担金、他会計

補助金、長期前受金戻入など、３億８,４３３万２,０００円を計上いたしております。 

 ２６ページ、２７ページをお願いいたします。支出でございますが、処理場費につきましては、

光熱水費、公共下水道施設及び漁業集落排水処理施設における維持管理業務委託料など、１億
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４３１万８,０００円を計上いたしております。総係費につきましては、職員の人件費、下水道

処理水の放流先水質検査業務等に係る委託料など、４,０８９万６,０００円を計上いたしており

ます。 

 ３０ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございますが、建設改良企業債、

国庫補助金、他会計補助金、他会計出資金として、１億７,３０８万６,０００円を計上いたして

おります。 

 ３１ページの支出でございますが、建設改良費につきましては、中央水処理センター汚水処理

設備改築事業、䭈辺漁港浄化センター施設更新工事など１億１,９６０万円、企業債償還金につ

きましては１億１,６５６万２,０００円を計上いたしております。 

 以上で、議案第３０号及び議案第３１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

〔建設部部長（平本 善広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これで市長提出議案等の説明が終わりました。 

・ ・  

○議長（土谷 勇二君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の本会議は、３月６日金曜日午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後０時18分散会 
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令和８年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第２日） 

 

議事日程（第２号） 

                    令和８年３月６日 午前10時00分開議 

日程第１ 報告第１号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第８ 

号）の専決処分の報告について 

質疑なし、 

報告済 

 

日程第２ 議案第10号 壱岐市行政組織条例の一部改正について 
質疑あり、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第３ 議案第11号 
壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改

正について 

質疑なし、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第４ 議案第12号 壱岐市立図書館条例の一部改正について 
質疑あり、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第５ 議案第13号 
壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

質疑あり、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第６ 議案第14号 
壱岐市堆肥センター条例の一部改正につい

て 

質疑あり、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第７ 議案第15号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 
質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第８ 議案第16号 過疎地域持続的発展計画の策定について 
質疑あり、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第９ 議案第17号 市道路線の認定について 
質疑なし、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第10 議案第18号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９ 

号） 

質疑なし、 

予算特別委員会付託 

 

日程第11 議案第19号 
令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号） 

質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第12 議案第20号 
令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第２号） 

質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第13 議案第21号 
令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第４号） 

質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第14 議案第22号 
令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第１号） 

質疑なし、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第15 議案第23号 
令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算

（第３号） 

質疑なし、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第16 議案第24号 令和８年度壱岐市一般会計予算 
質疑なし、 

予算特別委員会付託 

 

日程第17 議案第25号 
令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計予算 

質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第18 議案第26号 
令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計予算 

質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 
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日程第19 議案第27号 
令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予

算 

質疑なし、 

市民文教常任委員会付託 

 

日程第20 議案第28号 
令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予

算 

質疑あり、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第21 議案第29号 
令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予

算 

質疑なし、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第22 議案第30号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算 
質疑なし、 

総務産業常任委員会付託 

 

日程第23 議案第31号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算 
質疑なし 

総務産業常任委員会付託 

 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第２号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番 菊池 弘太君       ２番 酒井 真吾君 

３番 松本 順子君       ４番 䬢口伊久磨君 

５番 武原由里子君       ６番 山口 欽秀君 

７番 山内  豊君       ８番 山川 忠久君 

９番 植村 圭司君       10番 清水  修君 

11番 赤木 貴尚君       12番 音嶋 正吾君 

13番 小金丸益明君       14番 中田 恭一君 

15番 中原 正博君       16番 土谷 勇二君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局局長 草合 正吉君  議会事務局次長 松永 淳志君 

議会事務局書記 川村  亮君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  篠原 一生君  副市長  中上 良二君 
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教育長  山口 千樹君  総務部部長  平田 英貴君 

地域振興部部長  塚本 和広君  市民部部長  吉田 博之君 

保健環境部部長  村田  靖君  産業推進部部長  松嶋 要次君 

建設部部長  平本 善広君  消防本部消防長  山川  康君 

教育次長  目良 顕隆君  総務部次長  小川 和伸君 

地域振興部次長  岡部 一也君  総務課課長  渡野 浩司君 

財政課課長  原  裕治君  会計管理者  篠崎 昭子君 

 

午前10時00分開議 

○議長（土谷 勇二君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

・ ・  

日程第１．報告第１号 

○議長（土谷 勇二君）  日程第１、報告第１号を議題として、質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、これで報告第１号の質疑及び報告を終わります。 

・ ・  

日程第２．議案第１０号～日程第７．議案第１５号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２、議案第１０号から日程第７、議案第１５号までの６件

を議題として、これから一括して質疑を行います。 

 議案第１０号について、質疑の通告がありますので、これを許します。５番、武原由里子議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  議案第１０号壱岐市行政組織条例の一部改正について御質問いた

します。 

 ４点のうち、まず１点です。市長が替わり、今回で３回目の機構改革となりますが、課や部の

名称が変わるだけでなく、庁舎の場所も変わり、管轄も変わり、職員は大変戸惑っておられ、ま

た市民もますます市役所との距離が大きくなっているように感じます。この条例提出までのプロ

セスは、どのようになっているんでしょうか。 

 ２点目です。こども家庭センターが、郷ノ浦庁舎の地下に新設されておりますが、子育て支援

課の移管によって、また䭈辺庁舎に移るということになるのでしょうか。その場合、壱岐こども

センターとの連携が難しくなると思いますが、このあたり市民へ分かりやすく周知広報する点に
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ついて、これまでの広報の実績、また今後の対応についてお答えください。 

 ３点目です。今、福祉事務所が郷ノ浦庁舎、ひまわり、䭈辺庁舎に３か所に分散しております

が、これが全く市民には分かりづらく、本当に市民生活で困っている市民にとって、誰に相談し

ていいか分からない状態になっているのではないでしょうか。このあたりも市民への広報の改善

方法についてお尋ねいたします。 

 ４点目。担当課が変わり、これまでの申請用紙や申請方法等の見直し等はされているのでしょ

うか。 

 以上、４点お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  おはようございます。５番、武原議員の行政組織条例の一部改正

についての御質問にお答えをいたします。 

 私のほうから１点目と４点目に、そして２点目、３点目は市民部長より答弁をさせていただき

ます。 

 まず、１点目の条例提出までのプロセスはとの御質問ですが、今回の機構改革は、人口減少、

少子高齢化の進行、行政課題の複雑化、高度化、さらにはＤＸ推進など、社会情勢の変化に的確

に対応し、市民サービスの向上と持続可能な行政運営体制の確立を図ることを目的として、検討

を進めてまいりました。検討に当たりましては、庁内においての課題整理、現行組織の検証、将

来的な行政需要の見通しを踏まえた協議を重ね、最終案を取りまとめております。その過程で、

財政的影響や人員配置、庁舎配置の在り方についても精査をし、本定例会議に提出をさせていた

だいております。 

 また、市民皆様への十分な周知期間を確保する観点から、本定例会議で議決をいただいた後、

速やかに広報紙やホームページ、窓口掲示等を通じた丁寧な周知を行い、施行を６月とすること

といたしております。あわせまして、職員への説明、準備期間を確保し、円滑な移行を図ること

といたしております。 

 庁舎の配置変更につきましても、窓口機能の整理や業務効率の向上を目的したものであり、市

民の利便性を損なわれることがないよう、案内表示の充実や相談体制の強化など、きめ細やかな

対応を講じてまいります。 

 今回の機構改革の目的は、施政方針や議案説明でも申し上げましたが、子育て支援課を䭈辺庁

舎へ移管し、妊娠・出産期から高齢期まで一気通貫で支援する体制を強化を図ることとしており

ます。あわせまして、同庁舎の教育委員会と連携が図られ、子どもに関する施策をより円滑かつ

効率的に推進できる体制となるものと考えております。 

 また、市民生活に欠かせない社会基盤を一元的に守り抜く観点から、環境衛生課の業務を建設
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部へ移管し、生活環境をより一体的に推進する体制を整備してまいります。これにより、生活環

境の保全や公共インフラの維持、管理などにおいても、より迅速で一体的な対応が可能になるも

のと考えております。 

 次に、４点目の申請用紙や申請方法の見直しについての御質問でございますが、まず、申請様

式でございますが、市役所では多くの施設等を管理しておりまして、その所管も幾つもの部署に

またがっております。そのため、機構改革以前より、申請様式が統一されていないことは認識を

しております。議員御指摘のように、今回の機構改革に合わせまして、市民皆様に混乱が生じな

いよう、各種申請様式を可能な限り統一様式へ調整し、市民皆様にとって分かりやすく記載しや

すい様式への見直しに向け、内部調整を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、申請方法についてでございますが、これまでも多くの申請書類は、所管課窓口以外の各

支所や事務所での提出は可能でございました。しかしながら、周知不足等により利用者の方へ御

不便をおかけした点があれば、改めまして周知徹底を図ってまいります。 

 機構改革は、組織の再編にとどまるものではなく、市民サービス向上につながる具体的な改善

を伴うものでなければならないと考えておりますので、今後とも市民皆様の視点に立った申請手

続の簡素化と利便性向上に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  吉田市民部長。 

○市民部部長（吉田 博之君）  ５番、武原議員の２番目と３番目の質問に対しまして、市民部の

ほうよりお答えいたします。 

 まず、前段のこども家庭センターがまた䭈辺に移るのかということでございますが、御質問の

とおり、こども家庭センターいきいろは、子育て支援課所管であるため、今回の機構改革により

現保健環境部へ移管されますので、䭈辺庁舎となります。 

 次に、壱岐こどもセンターについてですが、事業は現在の施設で継続し行います。所管の子育

て支援課とは今より距離が離れますが、連携体制を弱めることなく、これまでどおり役割分担を

明確化し、子育て支援課は、制度、給付、行政手続を中心に担い、壱岐こどもセンターは、発達

支援、専門相談機能を中心に担うことで、専門性を高めながら相互補完し、子どもたちへの支援

に努めてまいります。 

 議員御承知のとおり、こどもセンターとの共同事業もあり、䭈辺庁舎へ移管されることで職員

の移動時間が長くなるなどの懸念事項もありますが、事業の方法を見直すなど、市民、職員双方

がよりよくなるような体制づくりに取り組むことといたしております。 

 周知広報につきましては、市報などによる市民全体の広報はもちろん、現在活用しているイン

フォメーション等の更新や、現利用者へは直接対面による周知、それからアプリ、ＬＩＮＥ等を
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活用し、個別にお知らせする方法も行うことといたしております。 

 次に、３番目の御質問にお答えします。御質問のとおり、令和７年１月の機構改革により、老

人福祉に関する事務が長寿支援課へ移管されたため、郷ノ浦庁舎、䭈辺庁舎に福祉事務所機能が

あります。福祉事務所所長は市民部長を充てることとなっており、市長の権限に属する事務の一

部を事務委任規則により、現在は私が所長として委任を受けておりますが、同規則の１０条の規

定により、事務の一部について保健環境部長へ専決をさせております。このことにより、福祉事

務所として十分その機能は果たしていると考えております。 

 次に、市民には全く見えず、誰に相談してよいか分からない状態との御指摘でございますが、

先ほど述べました周知広報は当然でございますが、より市民に近い民生委員、児童委員、社協の

相談員など、個人や団体と連携し、これまで以上に身近な行政となるように努めてまいりたいと

考えております。 

 また、現在、実証運用中でありますが、市民が壱岐市ホームページのＡＩチャットボットを活

用することで、２４時間いつでも容易に相談窓口を特定することも可能となっておりますので、

お知らせをさせていただきます。 

 福祉行政は、市民生活の安心を支える基盤であります。庁舎が分かれていても、市民から見れ

ば一つの福祉であることを認識の下、関係部署が一体となって、アナログとデジタルの双方から、

より分かりやすく、より相談しやすい体制づくりと周知の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  それぞれ御丁寧にありがとうございました。 

 １点目につきまして、やはり今のプロセスを聞いておりましたが、これから職員への具体的な

ということが最後にございました。やはり以前の長寿支援課のほう、そちらのほうの移管のとき

は、私も担当の方に聞きましたら、そちらのほうが、移ったほうが仕事がしやすいんですという

話を事前に聞きましたので、そういうことであれば問題はないのかなと思っておりました。今度

が、どうしても今、御説明が２番、３番でございましたけど、担当部長から、どうしても䭈辺に

いらっしゃった方が、今、郷ノ浦にいて、やっと慣れた状態でのまた戻るというところが、職員

さんも含めて、市民の皆様も、なぜこのタイミングというのを、やはりいろんな方から声が私の

ほうにも入りましたので、やはりそのプロセスの中で、もう少し事前に声を聞きながらされてい

たのかどうかというのを確認したかったのでお聞きいたしました。これからということですので、

決まればあれなんでしょうけども、一つ、２番のところでも、実際子育て支援課の方が、幼児教

育アドバイザーの方が、子どもセンターのほうにも今も出向いて支援をされたりとか、すごくや
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っと充実、手厚くというか、そういうプロの方がされて入られたのでよかったなと思った矢先に、

こういう形でまた離れて䭈辺庁舎に行かれるということでしたので、ちょっと心配も兼ねてお聞

きいたしました。市教委との連携というところで、そこらはすごくいいんだろうなと思いますが、

やはりどちら、本来であれば、さっき３番の福祉事務所としての機能での子育て支援課だったの

かなと思ったんですね。幼保連携で、教育委員会との連携を優先されたんだろうと思いますが、

この辺りが先ほど市民部長も言われましたように、福祉事務所として離れていてもきちんと仕事

は皆さんできるようにということで、福祉事務所として、皆さんの今４つの課に分かれています。

市民福祉課、保護課、子育て支援課、長寿支援課。皆さん専門職の方、社会福祉主事の方がいら

っしゃるかどうか確認しましたところ、それぞれに１名以上いらっしゃいました。なので、その

方たちがきちんと福祉事務所の機能を果たしていらっしゃると思っていますが、そういうあたり

も市民には全く見えないので、やはりプロの方がいて初めて市民はどの人に相談していいか分か

らないというのが、すごくやっぱり不安なので、この方は福祉のスペシャリストですというのが

分かるような形で、各担当課がもう少し広報がされたほうがいいのかなと思って、そういう気持

ちを込めてお尋ねいたしました。はい、すいません。 

 それで、こういう機構改革が市長の思いということでされていると思うんですが、やはり最終

的には職員、市民がより生活のほう困っていることが解決するためのということで、タイミング

がここのタイミングだったのかなとすごく思いましたので、今回お聞きいたしました。 

 また、４番目の申請用紙、方法と見直しは検討していただくということで、これは前の機構改

革の後の、前の結果が今こう出てきていますので、やはり中身がはっきり分からないまま、先に

機構改革がされた結果がこの４番のことかなと思ってお聞きいたしております。詳細は、また委

員会のほうで検討されると思います。 

 以上、はい、ありがとうございました。 

○議長（土谷 勇二君）  次に、議案第１２号について、質疑の通告がありますので、これを許し

ます。９番、植村圭司議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  私のほうから、議案第１２号壱岐市立図書館条例の一部改正につ

いてということで質問させていただきたいと思っております。 

 この条例は、この春から郷ノ浦図書館が移動するということで、壱岐の島ホールに入るという

ことで、位置の変更をするという条例ということで理解をしております。それで、位置の変更と

いうのはいいんですけども、そもそも、この市立図書館の設置に至る背景について分からないこ

とがありましたので質問したいと思っております。市立図書館の今後の展開をお伺いしたいと思

っております。 

 まず、この市立図書館については、令和元年の１２月に新たなる市立図書館の検討指針として
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図書館整備基本計画というのがあったと思います。この基本計画には、図書館の設置について建

設計画の結論が出ていまして、旧公立病院跡地というのがあったんですけども、これは財政上の

予算の工面、問題ということもあって、白紙撤回されているというふうに理解しているんですね。

そうなった場合に、この基本計画の中には、この壱岐の島ホールの１０６号室に改修して利用す

るということが望ましいというふうに書かれていましたので、それに従ってやっているのではな

いかというふうに思ったところ、ただ、この基本計画につきましては、調査研究を重ねて将来的

な判断に立っての提案だったということにありまして、この壱岐の島ホール移転というのが案と

してあったんですけども、そのままになっている状態で今に至っているということに理解をして

おります。 

 つきましては、市立図書館の今後、ここのまま１０６号室で固定されるのか、それとも新しい

図書館をさらに造ろうと思っていらっしゃるのか、そこの方針をお伺いしたくて質問しておりま

す。 

 そのために、まず質問としましては、市立図書館整備基本計画の目的はこれで達成されたとい

うふうに認識されているのか。将来的には市民が集うコミュニティ複合施設を備えた新図書館の

建設が理想という記載がございましたので、どちらの方針なのかをお伺いしたいということでご

ざいます。新たな図書館の建設する将来的展望というのがあるかどうかということですね。 

 ３番目に、これは現方針にあります移動した後の話なんですが、マンモス象のある中庭、それ

と旧小金丸幾久記念館の活用というのを考えていらっしゃるのかということでお伺いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。目良教育次長。 

○教育次長（目良 顕隆君）  おはようございます。植村議員の御質問にお答えをいたします。 

 質問の１つ目、市立図書館整備基本計画の目的はこれで達成されるのかについてでございます

が、現在の郷ノ浦図書館に関しましては、施設自体の老朽化や駐車場不足、またバリアフリーに

対応しておらず、壱岐市図書館協議会からも対策を求められたことから、移転場所の検討を重ね

てまいりました。これに対し、様々な要件を満たす場所として、現状では壱岐の島ホール

１０６会議室が最適との判断に達しましたことから、昨年１１月４日から現在の図書館を休館し、

壱岐の島ホールへの移転を行っているところでございます。 

 今回の移転で基本計画の目的は達成されるのかとの御質問につきましては、当面は先ほど申し

ましたバリアフリーの対応など、目の前の課題を改善するための移転でございまして、これをも

って計画の目的を達成したとは考えておりません。 

 議員が言われますように、壱岐市立図書館整備基本計画には、将来的には市民が集うコミュニ

ティ複合施設を備えた新図書館の建設が理想としており、これからの図書館の在り方や理念、目
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指す方向性は、それを踏まえた検討を行っていきたいと考えているところでございます。 

 次に、２つ目の御質問の新たな図書館を建設する将来展望はあるのかにつきましては、教育委

員会では、新たな整備については現在のところ考えておりませんが、今、壱岐市が取り組んでお

ります４つの港プロジェクトにおいて、他世代が集う学びの場と交流の場が一体となった空間づ

くりなど検討されているところであり、現時点ではお示しできるものはございませんが、その中

で公園や図書館機能を含んだ交流施設の整備など、調査研究を行ってまいります。 

 次に、３つ目の御質問ですが、ステゴドン象がある中庭は、上流の常盤郷からの水郷の上にご

ざいまして、さらに豪雨時には地形的に増水しやすいことから建物の建設等には適していないと

思われるため、活用については考えておりません。 

 また、旧小金丸幾久記念館におきましては、閉館以来、彫刻美術品の収蔵庫とされていること

から、現時点では図書館施設として活用していく計画はございません。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  御答弁ありがとうございました。 

 私も同じようなことを考えていまして、これで目的が達成されたということではないというこ

とで、同じく思っております。将来的な理想像としてはなんですけども、コミュニティ複合施設

としての建設ということを掲げておいたほうが今後のことについては展望として開けていくのか

なと思っております。この点、最後に市長にも御答弁いただきたいのですけども、今後の図書館

の在り方について、どういうふうにするべきなのかということをお伺いしたいと思っております。 

 そして、マンモス象の話、ステゴドン象のところですけども、建設物ができないというのは理

解できます。あそこ水郷でもありますので、あまりがちゃがちゃとやっておくべきじゃないと思

いますんで。ただ、あそこも天気がいいときは広々とした使えるスペースかなというふうに思い

ますので、本を読むくらいはできるんじゃないかなと思いますので、そういった使い方もあるの

かなというのはちょっと思っておりますが、それはお任せいたします。これからも意見交換とか

していただければと思っております。 

 そして、小金丸記念館、旧ですね、ここも今は利用中ということでございますので、その活用

というのも時とともに変わっていくかもしれませんけども、今のところそういうことで理解いた

しました。 

 さっき言いました市長のほうにお伺いしたいのは、今のところ当面はということで、今回の

１０６ということでございますので、将来的な図書館の展望というか、どういったものを造るべ

きなのかということを市長のほうにお伺いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 
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○市長（篠原 一生君）  植村議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 議員もおっしゃるとおり、私もこの市民の人が集うコミュニティ複合施設が必要だというふう

に思っておりますが、これが進んでいない理由も先ほど議員もおっしゃったように、理想はそう

ですけど、現実、財政状況であったりとか、できないと。今それが止まっているというのが、ほ

かにもいろいろとあるんですけども、それだけ難しい問題が山積みしている。それを今回のこの

壱岐新時代プロジェクトの中で前に一歩でも動かしていこうと思っておりまして、今のこのコミ

ュニティ複合施設、これを郷ノ浦のプロジェクトの中で現在検討しているというところでござい

ます。 

 ただ、今まで止まっているというのもありますし、お金の問題というのが一番大きくあります

ので、そこは時間がかかるということで、今回まずこの駐車場不足は、ずっと何年もこのままし

ておくわけにもいかないので、まず今回１０６に移転したというふうに思っております。 

 今度３月１９日に全員協議会で皆様にこの郷ノ浦プロジェクトほか、各町のプロジェクトにつ

いて御説明しまして、３月３０日にまた市民の皆様に御説明しようと思っております。ただ、そ

こで来年度からすぐすぐできますというものでもないというのは事前にお伝えはしておきますけ

ども、どうにかこの理想と現実を諦めずに落としどころを見つけようと考えているところでござ

います。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  次に、議案第１３号について、質疑の通告がありますので、これを許し

ます。９番、植村圭司議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  続きまして、１３号について質問させていただきます。 

 議案第１３号壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてということで、これはこの春から誰でも通園ということで、法に基づいた制度が始まるとい

うことでございますので、新しい制度が始まるということで、御説明を受けたいと思っておりま

す。法に基づく設備及び運営に関する基準ということでございますので、そこら辺は理解できて

いるんですけども、新たな制度であるということを踏まえまして、市の考えを伺いたいと思いま

す。事業内容と周知の時期や方法、そして課題があれば、その課題と解決の方法というのを伺い

たいと思います。お願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。 

○市民部部長（吉田 博之君）  ９番、植村議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、本条例でお示しします乳幼児等通園支援事業、市議も言われましたけれども通称こども

誰でも通園制度となっておりますが、保護者の就労要件に問わず、ゼロ歳６か月から満３歳未満

の未就園児が、月一定時間まで保育所等を利用できる新たな制度であり、子どもの育ちの保障と

保護者の育児負担軽減、孤立防止を目的するものであります。 
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 壱岐市といたしましても、多様な家庭環境や子育てニーズに対応する支援策の一つとして必要

な制度とあるという認識を持っております。 

 事業内容につきましては、未就園児を対象に月１０時間を上限として、まずは石田こども園に

おいて時間単位での利用を想定いたしております。利用に当たっては、国が推奨する総合支援シ

ステムを活用し、円滑な運営を図ってまいります。また、既存の一時預かり事業との役割整理を

行いながら、利用者にとって分かりやすい制度設計に努めていきたいと考えております。 

 周知につきましては、本格実施に向け、年度内に行う予定であります。具体的には、市ホーム

ページや回覧、ＬＩＮＥ、窓口での資料配布、乳幼児健診時の案内、子育て支援拠点や保育施設

を通じたチラシ配布など、複数の媒体を活用し、丁寧に周知に努めてまいります。 

 課題といたしましては、保育士の確保や受入枠の調整、事務負担の増加、既存事業との整理な

どは想定されます。先にモデル事業として取り組まれました自治体施設からは、既存の園児との

関わりのバランスを保つことや、適用のための配置が課題とされるなどの意見もありますが、今

後、利用実績やニーズ等の状況を見ながら、保育現場との十分な協議を重ね、受入体制を段階的

に整備するとともに、総合支援システムを活用した事務の効率化を図ってまいります。 

 なお、壱岐市としましては、現在、保育施設での一時預かり事業や、子育て支援室、こどもセ

ンターでの子育てルームの開放、ミニひろば、いきっこひろば、赤ちゃんひろばなど、交流の場、

遊びの場事業を行っております。民間におかれましても、地域子育て拠点事業、子育てサークル

事業などが行われております。今後、本事業につきましても、子どもの健やかな育ちを支える施

策としての位置づけ、安心して利用できる体制づくりに努めてまいりたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  お答えいただきました。 

 説明としては、そういった説明になるかと思います。それで、今なかったんですけども、この

前、子ども・子育て会議の中でも説明があっていると思うんですが、利用できる日が月曜日と金

曜日の週２回ということですね。ちょっと今、説明なかったんですけども、それであるとか、あ

とは９時半から１１時半の２時間ですということで、午前中に限られているということ。それと、

定員がゼロ歳児が１人、１歳児が１人、２歳児が１人ということで、合計３人ということになっ

ているということですね。料金３００円ということで、今、そういう体制であろうというふうな

ことは、これまでの説明、昨日私もペーパーを見まして分かったのですけども、こういった周知

をこれからしていくということだと思うんですが、これで十分じゃないということで、今の表現

としては、まずは始めたいというようなことだったと思ったのですが、例えば、定員が３人しか
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いないんですけども、こういった定員は十分じゃないと思うんですね。そういった十分じゃない

ものについて、今後どういうふうに、いつまでぐらいに拡幅していくというめどが立っているか

どうかをお伺いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  吉田市民部長。 

○市民部部長（吉田 博之君）  植村議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 先ほどの答弁ではありましたけど、今後、利用実績やニーズ状況を見ながらということになっ

ております。制度の中で説明をさせていただきましたけども、まずは市といたしましては、まず

保育の必要な方、現在の保育施設で預かるわけでございますが、そちらのほうをまず十分、充足

するということが大前提であります。その中で、今回の制度につきましても、必要な施策という

ふうに考えておりますので、取り組みたいと考えております。 

 まずは、先ほど説明していましたように、石田こども園でやりたいと。石田こども園を選定し

た理由につきましては、まず、施設自体に既存の園児がおりますものですから、余裕がない施設

ではまず預かることが困難だと思っております。そういった中で、まずはこども園から始めたい

というふうに考えております。 

 そして、この制度につきましては、一時預かりと違いまして、一旦いろんな方法があるんです

けども、壱岐市で考えておるのは、まず、今まで通園とかをしたことない園児が、いきなり集団

の場に入るというのはかなり困難だと。既存の園児に対しましても、来られる園児に対しても困

難だと考えておりますので、部屋が余裕のあるこども園から始めたい。その部屋につきましても、

子育て支援室としての活用もいたしておりますので、その事業がない時間から始めたいというふ

うに考えております。 

 当然、これは民間保育事業者にも広げていく事業であります。今後そういったところの取組に

つきましても、民間事業者のほうと相談をして、これに取り組みたい事業者があれば、それにつ

いて認定をし、登録をしていただくような形になっております。 

 先ほど、市議から指摘がありましたように、足らないんじゃないか、そこら辺は、ある程度理

解をしております。しかしながら、まずは一旦始めていただいて、先ほど説明したように拡充し

ていくと、広げていくというところを行いたいと思っております。新しい事業でございますので、

慎重に取り組みたいと考えております。 

 また、清水議員からのほうも質問が上がっておりますので、その際にまた述べられる部分につ

いては述べていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  ちょっと私の質問も悪かったかもしれませんけども、めどが立っ

ているんですかという質問だったんですけども、進めながらというふうなことで理解をしようか
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と思っております。ほかにも質疑があるようでございますので、私はこれでやめたいと思います

けれども、この件については、今後、一般質問とかしながら、あとほかにもいろいろな方法でコ

ミュニケーションを取りながら、改善方法に向けたらと思います。これで終わります。 

○議長（土谷 勇二君）  同じく、１０番、清水修議員からも質疑の通告があっておりますので、

これを許します。清水議員。 

○議員（１０番 清水  修君）  おはようございます。 

 引き続き、議案第１３号について、まず通告のとおり重複しますけれども、まずもって４項目

の質問をさせていただきます。どうも議案資料とか議案説明などを見ますと、何でこの時期なの

と、４月１日は来月なのに本当にこれでできるんですかって正直思いましたので、このように失

礼な、取りあえずこども誰でも通園制度を始めてみる内容になっているように感じますので、次

の４点を伺いますということで挙げています。 

 １つ目は、市長の施政方針の中で、かなり行を割いて、しっかりお知らせされていました石田

認定こども園で１時間３００円、月１０時間までを上限に開始していくということなんですけど、

まずもって思ったのは市民へのお知らせとか、これでそういうことを望んである通園制度を利用

して、ちょっとでも預けようじゃないけど、一緒に子育て勉強してみようという親子さんがどれ

くらいおられるのかは、まだ全然分かりませんけれども、それでまず間に合うのかなということ

で、１点目は間に合いますかという質問です。 

 ２つ目は、この誰でも通園制度はどのような手順で利用できるのか、この辺がはっきりまず市

民の子育ての方にお知らせが届かないと、手続もできないしということになりますので、その辺

もう一度重なると思いますけれどお願いします。 

 それと、議案の条例の中の第５条に必要な事項は市長が別に定めると、いわゆる実施要領とか

いろんなものだと思うんですけども、例えばどういうことを定めようとされているのか。 

 ４つ目に、この議案の参考資料の中に、新たに制定しなければいけないっていうふうに言われ

ていたと思うんですけど、参考資料の中には改正という、改正の概要、改正の内容等々あったの

で、何かを改正されるのかと思ったりしましたので、その辺も補足していただければと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。 

○市民部部長（吉田 博之君）  清水議員の質問にお答えします。 

 まず１番目の件でございます。本事業の市民周知につきましては、４月の制度開始に向け、必

要な情報提供は間に合うよう準備を進めております。具体的には、制度の概要、対象児童、利用

方法、申請手続等について整理した上で、市ホームページ、市内回覧、ＬＩＮＥ、子育て支援課

窓口での資料配布を随時準備いたします。 
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 また、乳児健診や子育て支援拠点、各保育施設を通じたチラシ配布等により、対象世帯へ直接

届く形での周知も併せて行います。 

 次に、２番目の質問の利用手順について、簡単にお知らせをさせていただきます。利用につき

ましては、国の総合システムを使用していただき、アカウントの発行、支給認定申請をしていた

だきます。申請書には、申請者や子どもの情報や配慮すべき事項の有無を入力していただきます。

自治体は、その申請が行われた後に、支給認定を行います。その後、申請者と利用施設との初回

面談を行うようになります。面談では、受入れに当たってアカウントの作成時に入力した内容を

基に、児童の健康状態や生活状況等、その子に合った狙いを決めるなどして、安心して利用でき

るよう確認を行います。実施施設は、面談を経て受入れの可否を判断し、可となった場合は、申

請者が利用予約を申請を行い、実施施設は利用予約の確定を行います。施設への利用に当たって

は、使用時に実施施設側でＱＲコードを示しておりますので、読み込みを行ってもらうことで利

用開始となります。利用終了時も同様です。月１０時間の残り利用可能時間等の確認もできるよ

うになります。月の利用実績を総合システムから確認を行い、市から請求を行い、利用者は使用

料の納付を行う流れとなります。 

 実際の受入れにつきましては、既存事業の一時預かり保育と同様、５月の連休明けを予定して

おります。理由といたしましては、良質な生活環境となるよう、新学期が始まり、新たな施設、

クラス編成に既存の園児がなじみ、落ち着いた頃を考えておりますので、御理解をお願いしたい

と考えています。 

 ３番目に、必要な事項はとはどういうものかということにお答えします。制度の運用に当たり

実務的かつ詳細な事項について、規則や要項等で定めることを想定しており、その具体的な内容

といたしましては、まず１に利用対象児童の詳細な要件であります。年齢の基準日、居住の確認

方法、他制度利用との関係整理などを明確にしていきたいと思っています。 

 第二に、利用申請及び認定手続の方法であります。申請方式、様式、認定期間変更、取消しの

手続等を定める予定にしております。 

 第三に、利用時間及び利用上限の取扱いであります。月１０時間の範囲内での管理方法、未使

用時間の取扱い、キャンセルポリシー等、運用上必要な事項を整理していく予定にしております。 

 第四に、利用負担額及び徴収方法であります。実施負担の考え方や支払い等について定めてい

きたいと考えております。 

 第五に、実施施設の要件及び受入体制に関する事項であります。安全管理、事前面談の実施、

緊急時対応など、児童の安全確保に関する事項を明確にしていきたいと考えております。さらに、

既存の一時預かり事業等調整事項や個人情報の取扱い、事故発生時の報告手続などを含め、円滑

かつ適正な運営に必要な事項を定める予定としております。 
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 壱岐市としましては、制度の趣旨である子どもの健やかな育ちの保障と保護者支援が適切に実

施されるよう、国の基準を踏まえつつ、本市の実情に応じた支援ができるように努めてまいりた

いと考えております。 

 最後に、４番目の御質問にお答えします。本条例につきましては、議案説明の際に述べました

ように、新たに制定する条例となります。御指摘の参考資料に、改正概要、主な改正内容と表記

しているのは誤りでございます。標準フォーマットを使用したわけでございますが、制定の概要、

制定の内容とすべきだったと考えております。大変申し訳ございませんでした。 

 なお、同参考資料におきましても、新たに条例の制定を行う旨の記載をいたしておりますので、

御承知していただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  清水議員。 

○議員（１０番 清水  修君）  先ほどの植村議員と重複した部分もしっかり丁寧に御説明いた

だき、御回答いただきありがとうございました。 

 内容に入る前に、一つだけ、まず最初に言いましたように、この議案質問なんですけど、私は

令和６年の１２月の一般質問のときに、子どもの子育て環境の件の３項目に、令和８年度から通

園制度が始まりますと、どのような準備をされますかという質問をして、市民部長さんからは

「壱岐市においては、８年度の実施に向けて国の動きを注視しながら、７年度中に条例を整備な

ど、事業の実施基準や利用手続等について定めていくとし、民間関係施設も含めた事業実施につ

いて検討を進めてまいりたいと考えております」という御回答をいただいておりました。私もこ

ういうあれになるとは思っていなかったので、そんなに気には留めていなくて、もうちゃんとこ

のことについては、壱岐市が準備をされるのかなと思いきや、この３月議会での条例の制定の議

案だったので、１月会議もありましたし、１２月会議もありましたので、一番根本になる条例は、

もっと早く提出されて、その準備をしっかりしていって、先ほど言われたように４月はいろいろ

落ち着かない部分もあるから、５月の連休明けからそういうふうにするということであれば、非

常にスムーズに納得できることだったんだと思うんですけど、まずその辺の、何でこの時期にば

たばたとされるようになったのかを、もし言える範囲がありましたら教えてください。 

○議長（土谷 勇二君）  吉田市民部長。 

○市民部部長（吉田 博之君）  清水議員の２回目の御質問のお答えいたします。 

 確かに３月議会の提案ということで、そういった懸念も……と思います。年度内に改正すると

いうところで、３月議会を提案させていただいたわけでございます。我々としても、先ほど清水

議員おっしゃっていただきましたように、国の状況等、それから受入施設の状況等、整備等、本

当に４月から受け入れられるかというそちらのほうの準備のほうを先に考えていた関係で、条例
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の提出が遅くなりました。そこにつきましては、御指摘の部分があるかと思いますので、おわび

といいますか、遅くなりましたことにつきましては、おわび申し上げたいと思っております。 

 しかしながら、今回、条例を制定の議案を出させていただいて、４月からの実施に向けて、こ

の議決をいただきましたら、先ほど言われましたように、しっかり周知広報をして、皆さんにこ

の利用がどうなのかというところもあるかと思いますけども、しっかりまず利用を考えてある方

に周知をいたしまして、その受入れ体制につきましては、現時点でできる範囲でしっかり受けて

いきたいと思っております。 

 その中で、先ほども述べましたけども、その状況を見て民間のほうでも、こういうことであれ

ば、自分の施設でもできるんじゃないかというところを検討されている民間の事業者もあります

ので、そういったところと法律上の規制がありますので、その実施要綱に準じたことがきちっと

できるか、施設基準はどうなのか、保育士の配置基準はどうなのかも含めながら、より広く行い

たいと思っております。 

 そういった意味で、３月議会の提出になりましたが、どうぞ御審議のほどはよろしくお願いし

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  清水議員。 

○議員（１０番 清水  修君）  了解しました。そこで幾つか再質問をさせていただきますが、

例えば、この１年前に壱岐市こども計画というのが概要版出されて、そこの中にもきちんとこど

もどこでも通園制度についての計画の内容も書かれてあって、当初は５名を計画値として上げら

れてもありました。 

 私もこのどこでも通園制度は、確かに施設とかに預けなくても子育てができる環境に、壱岐は

比較的多いのかもしれないけれども、これからのいろんなＵターンとかＩターンとか、いろんな

ことも含めて、子育て環境をよりよいものにしていっていただくためには、かなり大事な制度だ

と改めて思いました。 

 とりあえずというか、当初は石田のこども園、やっぱりここが一番施設的にも受入れ体制的に

も、どこを見回してみてもすぐ取り組める場所であるというのも分かるわけですけど、壱岐市全

体を考えると、じゃあ勝本や箱崎や沼津から石田まで、そういう施設利用をするって、ちょっと

正直思わざるを得ませんので、先ほど部長も言われましたように、民間のいろんなそういった

３歳児までをゼロ歳児から預かる施設が、民間施設もありますので、ぜひそういうお力を借りな

いと、この制度を広く理解していただいて利用していただけるように、新たな給付型ですから、

それなりの予算も、実情に応じて人員の確保や何かも含めて、やっぱり努力をしていただきたい

なというふうに思いますので、そこの部分をまず要望します。 



- 58 - 

 それと、先ほど周知の面で、最後に個別にもちゃんと便りを出しますと。どこのお子さんが保

育施設等に行かれてないとかいうのは分かられてあると思いますから、やはりそこはきちんと丁

寧にどこの世帯にも送っていただいて、やはりこの制度の、ただただ親御さんというか、ちょっ

と困ったから預けに行こうとかそういうことではなくて、やはり自分の子どもさんをよりよく育

てる。そして、ずっと読んでいけば、親子通園とかいうこともできるような、そういったことも、

親も集団保育とか、そういうのを学べる、一緒に学べるとか、本当に大事な要素というか制度に

なっていますので、そこのところを重ねて要望したいと思いますけど、何か追加とかがありまし

たらお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  吉田市民部長。 

○市民部部長（吉田 博之君）  清水議員の３回目の質問にお答えします。 

 要望ありがとうございます。当然我々もこの子育てにつきましては誰でもということでありま

すので、保育を必要とされている方も、それから一生懸命自宅で見られている方も、こちらのど

ちらの方も一緒に育てていくよという制度でございますので、その制度のことにつきましては、

しっかり理解して行いたいと思っております。 

 それから、先ほど急に預けたいとか、そういったときには、もう今、御承知といいますか、先

ほども述べましたけども、一時預かり制度というところを、この市内の公立保育所、こども園、

５か所で既に行っておりますので、そういった緊急時の対応というのは、緊急時というか、どう

しても家で見られないとか、少しレスパイト型になりますけれども、そういったところもしっか

り併せて対応していきたいと思っております。 

 それから、こども誰でも通園制度の利用ももちろんでございますが、先ほど述べましたように、

親子共々、保育園に預けていない方も預けている方も一緒に交流できる場というのを、民間も含

めて、今でも多く実施していますので、そういったところもしっかり周知・広報していただきま

して、いろんな制度の中で、一緒に保護者の方とお子様と育てて、一緒にいい育ちになるように、

今後も努力をしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  次に、議案第１４号について質疑の通告があっておりますので、これを

許します。６番、山口欽秀議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第１４号は、堆肥センターの堆肥の収集料金の値上げの議案

でありますが、この収集の料金の値上げによって、市の収入というのはどのくらいの収入増とい

うふうに見ていらっしゃるか、それをまずお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。松嶋産業推進部長。 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  おはようございます。６番、山口議員の収集料金の値上げに
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よる市の収入増はどれだけかとの御質問にお答えをさせていただきます。 

 令和６年度の年間分の収集及び散布の実績で推計をいたしますと、石田町堆肥センターで約

２５万９,０００円、郷ノ浦町堆肥センターで約５９万２,０００円、合計８５万１,０００円の

増を見込んでいるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  ８０万円の収入増ということでありますが、全体として堆肥セン

ター、維持管理費が増加しているということで今年度以降、その維持管理で、例えばセンターの

機能向上とか、そういう点でちょっと考えていることがあるのか。それから、堆肥の利用という

のが、今後、飼料の値上げ、肥料の値上げの中で、堆肥の利用について、その機能強化とともに、

肥料の堆肥の利用について、今後検討、利用拡大の考えがあるのかどうか、それをお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  再質問にお答えをさせていただきます。 

 機能向上の何か予定があるのかというようなことでございますが、今のところ維持をしていく

というところで、機能向上の計画はございません。 

 また、堆肥利用につきましては、現在、農業関係は様々な資材の高騰で大変というところで認

識をしておりまして、現在、壱岐市の堆肥の、完熟堆肥でございますが、１トン当たりの単価と

農協さんの単価が９４０円差がございます。私どもやっぱり、今回の収集の料金については対象

がほとんど畜産農家でございまして、子牛価格も上向き傾向にあるため、今回改正をさせていた

だきますが、堆肥の購入の農家については、子牛農家、園芸農家が多いということで、資材全般

の高騰も続いておる中で、値上げについては最終的にはする方向と考えてはおりますけども、現

段階では検討中というところで、据え置くというところで、今のところ考えておるところでござ

います。 

 以上であります。 

○議長（土谷 勇二君）  以上で通告による質疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、以上、議案第１０号から５件の質疑を終わりま

す。 

 ここで暫時休憩をします。再開を１１時５分といたします。 

午前10時55分休憩 
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午前11時05分再開 

○議長（土谷 勇二君）  休憩前に続き会議を開きます。 

・ ・  

日程第８．議案第１６号～日程第９．議案第１７号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第８、議案第１６号及び日程第９、議案第１７号の２件を議

題として、これから一括して質疑を行います。 

 議案第１６号について質疑の通告があっておりますので、これを許します。６番、山口欽秀議

員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第１６号についてお伺いします。 

 過疎地域持続的発展計画の改定に伴う策定の中で、計画をずっと見ていますと、壱岐みらいキ

ャンパス構想推進事業というのが、前回の古いほうの発展計画にはなくて、新しいところへあり

ましたので、どういう内容かということを聞く内容ですが、よく、議案と、それから市長の施政

方針を見ますと、市長は、基本目標４のところで、カルチャーターミナル壱岐プロジェクトとい

う名で、この内容、壱岐みらいキャンパス構想推進事業について触れられているということが理

解できました。 

 それから、予算書のほうで見ると、新しい新年度予算で見ると、未来大国づくり応援補助金と

いう内容で、この内容の推進をしようという意図が、予算になっているなという理解はできまし

たが、これまで市長のいろいろの話では、体系的な説明がなされなくて、名前も、初めて壱岐み

らいキャンパス構想推進事業というようなことでありましたので、どのような内容、そして、今

後どういう推進の考えなのかを改めてお伺いしたいということでありますので、よろしくお願い

します。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。小川総務部次長。 

○総務部次長（小川 和伸君）  ６番、山口議員の御質問にお答えいたします。 

 壱岐みらいキャンパス構想推進事業につきましては、昨年度末に公表させていただいた地域の

特徴を生かした壱岐新時代プロジェクトのうち、教育と観光を組み合わせたまなびのみなとプロ

ジェクトの取組となります。 

 令和７年度中に実施計画の検討を進めてまいりました。その詳細につきましては、先ほど市長

のほうから答弁ありましたとおり、３月１９日の全員協議会において議員の皆様に御説明をし、

３月３０日に市民皆様向けにも公表させていただく予定で進めさせております。 

 また、令和８年度、令和９年度につきましては、長崎県未来大国づくり応援補助金事業におい

て、学びの仕組みづくり等を推進することとしております。 

 令和１０年度以降も、国や県の有利な財源の活用や、民間の活用を検討しておりますが、補助



- 61 - 

裏の一般財源負担がございますので、過疎債の活用の可能性のある事業として、過疎計画に記載

させていただいておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  新たな事業を開始されるということで、こういういろんな様々な

計画を市はつくられるわけですけど、この場合もそうですけども、市民への周知をきちっとして

いただくというのが必要かなと思いますので、説明をしっかりやっていただくというようなこと

で、要望を出して終わります。 

○議長（土谷 勇二君）  同じく、５番、武原由里子議員からも質疑の通告があっておりますので、

これを許します。武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  同じく議案第１６号です。１つ目が、５年前に策定されました過

疎地域持続的発展計画から削除されている事業が幾つか見受けられます。計画策定のプロセスに

ついてお尋ねいたします。また、これまでの実績の評価とされた上での計画だと思うんですが、

それは誰がどのように実績評価をされているのかです。１点目。 

 ２点目が、社会情勢などの変化に伴い、やはり計画の見直し等は必要だと思いますが、それに

ついての記載がございません。どのようなタイミングで、誰がその計画の見直しを実施されるの

でしょうか。 

 以上、２点お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  ５番、武原議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、１番目の御質問について、計画策定のプロセスでございますが、本計画は、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき策定するものであり、長崎県が定める過疎地域持

続的発展方針及び第４次壱岐市域市総合計画との整合を図りながら、各課において事業計画や財

源等を精査した上で、掲載事業を整理しているところでございます。 

 次に、これまでの評価についてでございますが、過疎地域持続的発展計画は、法の趣旨として、

持続的発展支援法で、そのための財政支援としてのいわゆる過疎債を活用するための計画であり、

計画自体の性質上、評価にはなじまないと考えております。 

 ただし、計画に記載しております個別事業の評価は、所管課において、毎年度の予算編成過程

や決算審査、壱岐市行政改革推進委員による政策評価を実施し、事業の効果検証を行っていると

ころでございます。 

 市としましては、法の趣旨を踏まえ、地域の持続的発展に資する計画として運用してまいりま

す。 
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 ２番目の質問ですが、見直しの時期につきましては、当該年度に過疎対策事業債の活用を予定

する事業の中で、現計画との整合を確認し、計画に記載のない事業が生じた場合には、必要に応

じて、軽微変更として国に変更の手続を行っております。 

 また、計画の基本的な方向性に影響を及ぼすような社会情勢の変化が生じた場合には、その時

点で改めて見直しを検討し、必要があれば、議会の議決をお願いすることとなります。 

 したがいまして、計画期間中におきましても、社会情勢や財政状況の変化、国・県の制度改正

など、必要に応じて見直しの検討を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  １点目は、これは法に基づいて、県と壱岐市の総合計画に基づい

てということで、今、答弁ございました。実際、評価はして、この計画についてはしていないが、

個別の事案についてはということで。 

 これは過疎債を使うための計画ということで、今、第４次総合計画の中でも、特に重点的に過

疎債を使ったほうが有利ということのものでの計画と先ほども説明がございましたから、その辺

りが、具体的、かなり網羅をされている分野と、個別具体的な、本当に計画として上げられてい

るのもありますし。 

 今回、ばさっと削除されているのも見受けられましたので、その辺りが、プロセスとしては、

庁内で、各課、部でやって、今、出されて、パブリックコメントもしてからということだと思う

んですが、その辺りが、ここでいきなり私たちにも出てくるものですから、このプロセスが、今、

分からずにお聞きいたしました。 

 その点、２点目にも関係あるんですが、普通は計画の中にそういう見直しのタイミングとか、

やり方とかも普通書かれているんですが、今回の持続的発展計画には何一つそこら辺のはなかっ

たですので、策定の実施主体とか、そういう見直しとか、やっぱり、その辺りも通常の計画的に

必要ではないかと思ったんですが、その辺りは、担当課としてはどうでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  先ほども申し上げましたけれども、法の趣旨が、過疎地域の

持続的発展を主眼としておりまして、その中で、過疎地域に対して特例措置を講じると、その特

例措置が、いわゆる過疎債を充当する。 

 過疎債を充当する際には、この計画が必要だというようなところでございますので、先ほど申

し上げましたように、個別の事業計画については、政策評価などで評価しておりますので、計画

自体については、先ほど申し上げました県の方針、そして、第４次壱岐市総合計画にのっとって

やっておりますので、この過疎計画自体には必要ないかなというふうに思っております。 



- 63 - 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  同じく、３番、松本順子議員からも質疑の通告があっておりますので、

これを許します。松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  私は、１２番目の再生可能エネルギー、これについて４点聞かせ

ていただきます。 

 離島においては、新しいエネルギー開発で、バイオマスエネルギー、これが有効とされている

ということが言われておりまして、長崎県議の鵜瀬議員がよく視察とかにも行かれているのを、

発信を私も見させていただいているんですけど、こういった新しいエネルギー、特にこのバイオ、

壱岐には向いているんじゃないかと思いますけれども、こういうものを導入する計画がないのか

ということです。 

 あと、やはり再生可能エネルギー１００％の島を目指すということで頑張っておりますけれど

も、そこに導入されているのが、結局、太陽光パネルと風力、こちらのほうを考えておりますの

で、アルバトロス・テクノロジーの洋上風力実証実験、２０２６年の春を目指すという基準を私、

去年暮れに見ておりますので、実際これが今どうなっているのか、いつから行われるのかという

のを聞かせていただきます。 

 ３点目が、太陽光パネルは、国産のペロブスカイト、これが実用間近と言われております。従

来品はいろいろと有害物質があったりとかありますので、ペロブスカイトも鉛が使われていると

は言われているんですけれども、こういった従来品から新しいものへの転換、そういうのが考え

ているのかどうかということ。 

 ４点目、２０３０年に向かって太陽光パネルの廃棄の問題が出てきます。太陽光パネルの処理

についての計画、壱岐においてどういうふうに計画されているのかというのをお伺いします。よ

ろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  ３番、松本議員の御質問にお答えいたします。 

 １番目の御質問ですが、本市において、バイオマスエネルギーは安定的な再生可能エネルギー

として有望であると考えております。本市にはバイオマスエネルギーとしてメタン発酵によるバ

イオガスとなり得る資源が多くあります。畜産業からのふん尿、下水道施設等からの汚泥、壱岐

焼酎の焼酎かす、飲食店や宿泊施設から出る食品残渣などは、足元にあるバイオマス資源となり

得ます。 

 また、本市には自給肥料センターや堆肥センターもあるため、メタン発酵処理後の残渣につい

ても肥料として活用できる仕組みもそろっております。 

 市としては、これまでも焼酎かす等が多額の費用をかけて廃棄処理等がなされている状況から
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バイオガスとしての利用についての検討を行った経緯もございますが、資源量の確保の問題等か

ら具体的な計画にまでは至りませんでした。資源量の確保以外にも、事業としての経済性が成り

立つかや誰が主導して事業化するのかなど、検討すべき課題は多くあると考えております。 

 しかし、畜産からのふん尿や下水汚泥、食品残渣等の利用も考慮すれば、資源量の確保の問題

については解決できる可能性があることから、事業の経済性やプレイヤーの問題等も含め、バイ

オマスエネルギーの実現可能性について研究してまいります。 

 ２番目の御質問ですが、株式会社アルバトロス・テクノロジー等が参画するＦＡＷＴ小型海上

実験コンソーシアムによる湯本湾での小型洋上風力発電実証実験につきましては、今年の５月か

ら設置工事に着手され、設置工事終了後６月下旬または７月上旬以降１年間、実証実験が実施さ

れると事業者側から伺っております。２月２５日には設置区域の自治公民館を対象とした住民説

明会も実施されていると承知しております。 

 ３番目の御質問ですが、ペロブスカイト太陽電池につきましては、従来品との比較において軽

量であることや量産できることで低コスト化が見込まれること、ゆがみや曲げに強く、これまで

設置できなかった場所にも設置できることなどから、本格的な実用化に向けて世界中で実証研修

が進められていると認識しております。 

 ただし、耐久性や発電効率の面など、実用化に向けて改善が必要となる部分があるとも理解し

ております。 

 また、コスト的にも、現状では導入に踏み切るには時期尚早ではないかとも考えております。 

 ペロブスカイト太陽電池は、国においても注目している技術であり、今後、様々な研究成果に

より早期の実用化が図られると考えておりますので、本市においても適切なタイミングで導入が

図られるよう、製品化の動向等を注視してまいります。 

 ４番目の御質問ですが、太陽光パネルの廃棄や処理につきましては、環境省の太陽光発電設備

のリサイクル等の推進に向けたガイドラインや資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン

（太陽光発電）にのっとって実施されるべきと考えております。市において現状廃棄される太陽

光パネルの処理についての計画はございませんが、市が所有する太陽光発電設備等の廃棄等に備

え、廃棄計画等の策定について検討したいと考えております。 

 また、民間事業者や個人が所有する太陽光パネルの廃棄等につきましても、適切な手続が実施

されるよう、国が示すガイドライン等の情報提供等に努めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  バイオマスエネルギーは、本当に期待したいと思っております。

洋上風力の実証実験は実際もう行われることが間近、住民説明会もきちんとされたということで、
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そこは受け入れますけれども、やっぱり新しい技術どんどん開発されてます。海水を使ったエネ

ルギーとかも今開発されておりますし、火力においても、本当アンモニアを使った火力発電所と

かもありますので、新しいものを見ながら計画を随時変えていくっていう考え方はお持ちでしょ

うか。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  松本議員の御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のように、様々な手法、技術とかが研究されておりますので、その辺は我々として

も取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  以上で、通告による質疑を終わります。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、以上で議案第１６号外１件の質疑を終わります。 

・ ・  

日程第１０．議案第１８号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第１０、議案第１８号を議題とします。 

 本件につきましては、議長を除く１５名で構成する特別委員会を設置し、審査を行うようにし

ておりますので、質疑については委員会でお願いをいたします。 

・ ・  

日程第１１．議案第１９号～日程第１５.議案第２３号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第１１、議案第１９号から日程第１５、議案第２３号までの

５件を議題とし、これから一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、以上で議案第１９号外４件の質疑を終わります。 

・ ・  

日程第１６．議案第２４号 

○議長（土谷 勇二君）  次に日程第１６、議案第２４号を議題とします。 

 本件につきましては、議長を除く１５名で構成する特別委員会を設置し、審査を行うようにし

ておりますので、質疑については委員会でお願いをいたします。 

・ ・  

日程第１７．議案第２５号～日程第２３.議案第３１号 
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○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第１７、議案第２５号から日程第２３、議案第３１号までの

７件を議題とします。 

 これから一括して質疑を行います。 

 議案第２８号について質疑の通告がありますので、これを許します。５番、武原由里子議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  議案第２８号令和８年度三島航路事業特別会計予算についてお尋

ねいたします。 

 １点目です。三島航路事業運営委員会がございますが、このメンバー構成と、どのような議論

がされているのか、お知らせください。また、今、各地域で船員不足が言われてます。壱岐でも

かなり大変な状況になってると聞いておりますが、三島航路においてもそのような状況ではない

かと心配しておりますので、今の現状に対してどのような対応されているのか、お尋ねいたしま

す。 

○議長（土谷 勇二君）  ただいまの質疑に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  ５番、武原議員の三島航路事業に関する御質問にお答えをいたし

ます。 

 １点目の三島航路事業運営委員会の協議内容についてでございますが、それと委員の構成でご

ざいます。 

 本委員会は、地元市民代表の方で構成をしておりまして、１１名から組織されております。構

成委員は、まちづくり協議会、そして各島の公民館長様、そして寄港地であります渡良浦、そし

て郷ノ浦の先町の公民館長、そして三島地区の老人の代表の方、そして女性の代表の方、と併せ

まして郷ノ浦中学校、そして三島小学校の校長先生となっております。 

 本委員会では、三島航路に関する計画全般及びその他重要事項について調査、審議をいただい

ております。 

 開催状況といたしましては、毎年１回開催をしており、会議の主な内容としましては、フェ

リーみしまの運航状況等の報告や地元からの改善要望等の協議となっております。 

 ちなみに、本年度は、プロパンやガソリン等の運搬における臨時運行の実施月の見直し、昨年

度は船員及び陸上作業員の確保対策などを協議いただいたところでございます。 

 次に、２点目の船員確保対策についてでございますが、議員言われましたように、全国的に船

員が不足をしている中で、船員を確保することは極めて難しい問題であると認識をいたしており

ます。 

 現在、フェリーみしまの船員は、定員は７名でございまして、充足をいたしております。毎日

４名体制で運航いたしておりますが、数年前には船員を募集しても全く応募がなく、長期間にわ

たって１名不足した状況で運航している時期もございました。 
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 そのような中、先ほどお話がありました三島航路事業運営委員会において、委員の方から御助

言をいただき、船員確保対策として、本年４月から船員を送迎するという形で船を借り上げまし

て、壱岐本島から船員が通勤できる体制を整備いたしました。これによりまして、船員の負担軽

減が図られ、船員募集にも成果が現れておりますので、今後も継続して実施してまいります。 

 あわせまして、若年層に対する海事分野への理解促進のため、市内両高校や中学校に対しまし

て、船員の業務内容、募集情報等の紹介も行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  詳細、ありがとうございました。地元の方の声を対応していただ

いて、今のところ大丈夫ということですが、やはり本当に皆さん高齢になられて大変な業務だと

思います。今、若年層に対するという本当に大事なことだと思います。 

 今、唐津のほうが、前は中学校卒業して行かれてたのが、もう行けなくなっておりますので、

またその人数もなかなかすぐには確保できないような状況に今なって、全国的に本当に大変って

いうことはやっぱり聞いておりますので、いち早くこの三島の方たちが困られないような体制を

今後ともしていただきたいと思って、お聞きいたしました。御丁寧にありがとうございます。 

○議長（土谷 勇二君）  以上で、通告による質疑を終わります。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、以上で議案第２５号外６件の質疑を終わります。 

 以上で、議案に対する質疑を終わります。 

 これより、委員会付託を行います。 

 議案第１０号から議案第１７号及び議案第１９号から議案第２３号並びに議案第２５号から議

案第３１号までの２０件をタブレットに配信しておりますので、議案付託表のとおり、それぞれ

の所管の委員会に付託をいたします。 

 お諮りします。議案第１８号及び議案第２４号は、議長を除く全議員で構成する予算特別委員

会を設置し、これに付託して審査をすることにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。したがって、議案第１８号及び議案第２４号につ

いては、議長を除く全議員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託し、審査を行うこと

に決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長を除く１５名を指名したいと思います。御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。したがって、議長を除く１５名を予算特別委員会

委員に選任することに決定しました。 

 今定例会における予算特別委員会の正副委員長につきましては、議会運営委員会で協議し、総

務産業常任委員の中からとし、委員長に山内豊議員、副委員長に小金丸益明議員と決定いたしま

したので報告いたします。 

・ ・  

○議長（土谷 勇二君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 次の議会は、３月９日月曜日午前１０時から開きます。 

 なお、９日、１０日両日は一般質問となっております。計９名の議員が登壇する予定です。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前11時31分散会 
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                          令和８年３月９日 午前10時00分開議 
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午前10時00分開議 

○議長（土谷 勇二君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（土谷 勇二君）  日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いいたします。 

 それでは、質問順位に従い３番、松本順子議員の登壇をお願いします。松本議員。 

〔松本 順子議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（３番 松本 順子君）  皆さん、おはようございます。参政党の松本です。今日は、本年

度最後の一般質問のトップバッターを務めさせていただきます。では、通告に従い、３番松本順

子が一般質問を行います。 

 本日は、大きく３点用意させていただいております。 

 １番目の質問に参ります。 

 壱岐における外国人との共生社会についてです。 

 １２月議会で議員発議させていただいた、外国人による不動産取得問題での質疑の中で、私は、

壱岐では外国人との間にまだ問題は起こっていないと答えましたが、その後、大島の災害時の指

定避難港に外国人の方が遊漁船を係留しっぱなしになっている状況がありました。その方は、家

は大島にあっても、年に２回程度しか来島されないため、対応を求めても対応していただけない

状況が続いております。住民の方々は船の老朽化やロープの劣化などを大変心配されています。
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去年、来島の際に話合いをされておりますが、住民側に「お前死ね」と暴言を吐かれていたそう

です。この件に関しましては、振興局とともに水産課の担当の方が本人との話合いを今後も継続

していくということでしたから、解決に努めていただきたいと思っております。 

 そうしていくしかない状況なんですけど、島にとっては避難港という重要な役割のある港内で

のことですし、地域住民にとっては重要なことです。住民の不安解消のためにも一刻も早い解決

をお願いいたします。 

 壱岐市内においては、以前からごみ出しなどで小さなトラブルはあってきました。その辺は地

域住民の声かけで収めてきたところで、大きな問題にまでは発展してこなかったと思います。し

かし、今後、私たちの国はきちんとした法整備をしないまま、外国人労働者だけでも１２３万人

を上限に受け入れることを決めました。特定２号ともなれば配偶者や子どもの帯同が認められ、

先日の高市首相の国会答弁で、この特定２号には上限がないことが分かりました。 

 一方で、３月６日の自民党法務部会において、ＪＥＳＴＡ（ジェスタ）が可決しました。ＪＥ

ＳＴＡは入国審査を事前にする仕組みで、電子渡航認証制度です。簡単に言えば、おかしな人を

入国させない仕組みになっています。この仕組みができれば、悪質な外国人が入国することは避

けられるのかもしれませんが、今後、永住権を得る外国人が増え、土地や家屋を取得する外国人

が増えていき、私たちの暮らしは、新しい日本人となる外国人との共存社会になっていきます。

壱岐にどんな国からどれくらいの外国人が来られるかは分かりませんが、受け入れる際にはトラ

ブルが起きないよう、壱岐の特性も踏まえた壱岐市のルールづくりが最優先の課題だと思います。 

 そこで４点お伺いいたします。 

 １番目、大島の外国人の方の住所は、大島の家ではなく、日本のほかの県にありました。以前、

壱岐市で外国人に購入された不動産をお尋ねした際には、住民基本台帳に記載されている分は、

分かるとお聞きしていましたが、このように現在、壱岐市に住所を置かず不動産を持つ外国人の

方はどうやって市は把握できるのでしょうか。 

 ２番目、文化、風習、生活習慣、価値観が違う外国人との共生社会に向けて、トラブルを未然

に防ぐためのルールづくりはされているのでしょうか。 

 ３番目、それを外国人にきちんと伝え、理解してもらうためにはどうされますか。 

 ４番目、日本人の移住者に対しても、地域住民からは公民館への加入を求める声があります。

空き家バンクを通して移住された方には、その声かけはされているとのことですが、外国人を含

む空き家バンクを介されていない方々に対しての方法はないでしょうか。 

 これは、もともと壱岐の方であっても、加入されていない方もおられますので、そこも含めて

加入していただくための良い方法はないでしょうか。 

 お願いします。 
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○議長（土谷 勇二君）  松本順子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。 

〔市民部部長（吉田 博之君） 登壇〕 

○市民部部長（吉田 博之君）  ３番、松本議員の、まず１番目の御質問にお答えいたします。 

 壱岐市に住所を置かず不動産を持つ外国人はどうやって把握できるのかということでございま

すが、壱岐市に住所を置かない外国人による不動産取得につきましては、登記簿謄本から国籍等

を直接確認する手段はなく、市レベルでの把握は難しいのが実情であります。 

 一方で、国内非居住者が国内不動産を取得した場合は、外国為替及び外国貿易法に基づき、財

務大臣への届出義務があるため、国レベルでの監視、情報収集は可能となっている状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

〔市民部部長（吉田 博之君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  おはようございます。３番、松本議員の２番目と３番目の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、２番目のトラブルを未然に防ぐルールづくりはとの御質問に、外国人労働者の観点から

お答えをさせていただきます。 

 壱岐市内の外国人労働者の実数については、市では把握しておりませんが、昨年１０月末時点

の長崎労働局が公表する外国人労働者は、対馬労働基準監督署管内となりますので、壱岐市と対

馬市を合わせた数となりますが、１１４事業所３４６人となっております。 

 外国人労働者の受入れ制度につきましては、在留資格制度や技能実習制度、特定技能制度など、

国の制度に基づき運用されております。例えば、技能実習制度は、出入国在留管理庁を中心に所

管されており、また、労働関係法令の遵守については、長崎労働局が監督機関となっております。

さらに、長崎県におきましても、多文化共生や外国人材受入れ促進の施策が進められているとこ

ろでございます。 

 したがいまして、壱岐市単独で制度を設計する立場にはありませんが、国の制度内容を正しく

把握することや、県の施策との整合を図ること、事業者等と情報共有を行うことは、重要な役割

であると認識をしております。 

 特に、生活上の課題や地域でのトラブルは、最終的に、基礎自治体である役所に寄せられるこ

とが多いことから、国、県との連携体制や必要に応じた相談など、つなぎ役として機能を果たし

てまいります。 

 次に、３番目の外国人に理解してもらうための方法はとの御質問にお答えをさせていただきま
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す。 

 市といたしましては、市ホームページは、言語切替えにより、英語、中国語、韓国語に切替え

ができますが、それだけでは十分とは言い切れないと考えておりますので、まずは、出入国在留

管理庁のポータルサイトや厚生労働省の外国人向け相談窓口、長崎県の外国人材受入れ総合窓口

などを御活用いただくことなどをおつなぎしていくことも必要というふうに考えております。 

 また、市の業務における実例的なことではありますが、実際に外国人の方から問合せがメール

で届く部署もあり、外国語での問合せであっても翻訳サイトやアプリ等を活用することにより、

日本語に翻訳して回答を行い、御理解いただいた事例があると聞いておりますので、これらのデ

ジタル技術を活用しながら、移住担当部署とも連携をして、外国人の皆様に情報等が伝わるよう

な手法など、研究・検討をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  おはようございます。３番、松本議員の４番目の御質問にお

答えいたします。 

 本市においては、転入者の方向けに自治公民館への加入を促す文書を作成し、転入手続時に関

係資料の一つとして配付しております。自治公民館は自治組織ですので、市といたしましては、

加入促進文書の配付を行い、加入についての啓発を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  壱岐に住所を置かない方の不動産に関しては、私も今回、地元の

方がおっしゃることを確認してからと思いまして、法務局でお金を支払って事実確認をいたしま

した。その方の住所も一応分かりました。これに関しては、国でないと把握ができないというこ

とですので、仕方のないことかとは思いますけれども、ここら辺の法改正も、この間の土地の取

得に関する意見書のほうに盛り込めれば良かったのですが、ちょっと間に合いませんでした。 

 あと、ほかのことに対しては、現在、壱岐市の住民ルールとしましては、ごみ出しでのリサイ

クルや、粗大ごみの出し方ははっきりと示されております。そうであれば、壱岐市内の住民間で

伝え合って解決もできてきたわけです。地域生活ルールとしては、壱岐市自治基本条例にのっと

り、地域活動や清掃活動への協力もうたわれております。 

 まずは、先ほどパンフレットということも言われましたけれども、こうしたルールがあるとい
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うことを、その方の母国語の言語でお伝えしなければならないと思っております。それに対して、

翻訳サイトとかアプリで今対応しているということですので、デジタルを活用して、どうぞよろ

しくお願いします。 

 また、その上で、大島のような事例を参考に、これから起こり得ることとして、車の長期違法

駐車とか、この間、インバウンドのときにも言われていましたけども、文化財への破損、破壊、

そういった行為とか、あと、農産物や海産物、そして家畜動物やペットへの被害と起こり得るこ

とへの対応を考えていかなければならないと思います。日本人でもこういうことはされる方がい

らっしゃるかもしれませんけれども、それに加えて、外国人の方が加わってくるということです

ので、対応する数がもっと増えてくる可能性が高くなって大変かと思います。 

 また、大島の船の係留のようなケースを防ぐには、地元以外の船は有料にするとか、契約書を

交わすとか必要ではないでしょうか。そして、事が大きくなる前に、市が把握できるように、個

人や地域だけで判断しないとすること、相談できる窓口を住民に知らせておくことが必要ではな

いかと思いますけれども、こういった対策はいかがでしょうか。 

 外国人向けの窓口は先ほど幾つか相談があったと言われていましたけど、こういうことがあっ

た場合に、私たち壱岐市民はどの窓口に行けばいいでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  松本議員の再度の御質問にお答えをいたします。 

 地域振興部からの観点になりますけども、現状で、壱岐市として外国人政策という枠組みでの

対応は、特段ないと捉えておりますが、それぞれの部署で担当をしております。 

 今後、そういったことが必要になってくれば、どこかの部署で担当するような形での検討をし

ていくことになろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  なかなか部署どことは決められないということですから、新たに

そういう外国人対策と言ったら失礼かもしれませんけれども、そういう相談窓口を一つ設けるこ

ともありなのかなとは思います。 

 あと、公民館についてですけど、私たちの価値観、核家族化や個人の個を大事にする教育の中

で、横のつながり、地域のつながりが薄くなってしまっています。私も何年か前まで、やっぱり

そういう人の一人でした。人口減少が進み、消防団の人数も減り、公民館や婦人会など維持が困

難だったり、地域の課題が増える中、島外からの人を受け入れながら、そのつながりを保とうと

頑張っているのが、現在の壱岐市の姿だと思います。壱岐市の皆さんが今頑張っていることだと

思います。 
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 防災の観点からも、地域の横のつながりは大事ですので、新たに壱岐島民となられる方、不動

産を取得される方に対して、まずは公民館への加入、まちづくり協議会など、地域活動への参加

の促進をすることで、顔の見える付き合いが全ての人にとって、安心・安全な暮らしを維持でき

るものとなるように、住民任せにしない壱岐市の対応をお願いいたします。 

 １番目の質問はここで終わります。 

 ２番目の質問に移ります。壱岐市の犬猫問題についてです。 

 まず、猫について２点お伺いします。 

 １番目、動物基金さんとの避妊去勢手術、ＴＮＲさくら耳猫プロジェクトが今月で終了します。

今後の継続はありますか。あるならどのような形で実施となりますか。 

 ２番目、県知事が替わったことで、ＴＮＲ活動や殺処分ゼロ宣言への影響はありませんか。 

 次に、犬について４点お伺いします。 

 以前から問題となっている、野犬への餌󠄀やりをしている方の現在の状況はどうなっていますか。 

 ２番目、登録をしないまま犬を飼っている方への指導はどのようにされていますか。 

 ３番目、２月になってから野犬を見ることがまた多くなってきましたが、飼い犬の放し飼いに

も遭遇します。犬取締条例と県の動物愛護と管理に関する条例で指導できるとおっしゃっていま

したが、市民からはもっと厳しい壱岐市の条例をと要望する声もあります。これに応じていただ

けないでしょうか。 

 ４番目、１２月議会の一般質問でも言いましたが、野犬が増える原因の一つには、外で飼育さ

れている犬の管理ができていない人的要因があります。そうしたところにお伺いして、避妊去勢

手術をお願いするたびに、「お金がね、高いもんね、補助金はあるとで、猫はただでしよろう

が」と言われます。ないものを飼い主の義務としてお願いしておりますが、正直心苦しい思いで

す。壱岐の野犬問題解決のために、その蛇口を閉めるために、避妊去勢手術に補助金をお願いし

たいのですが、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  ３番、松本議員の壱岐市の犬猫問題についての御質問にお答

えいたします。 

 初めに、猫について１項目めのＴＮＲの今後の継続があるかとの御質問にお答えします。 

 令和６年９月から、動物基金の協力による猫の不妊去勢手術、イキイキ！さくらねこＴＮＲ大

作戦を実施し、令和８年２月末までに約３,９００頭の猫の手術を実施しました。 

 昨年１２月会議では、松本議員の一般質問に対して、次年度も継続実施したいと回答しました
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が、その後、応募があった猫の頭数を確認したところ、実際には３月中に手術を終えることがで

きる頭数しかいなかったため、動物基金との協議により３月で終了することとなり、３月１９日

に閉院式を実施する予定としております。 

 壱岐市としましては、把握している猫の手術は実施しておりますし、動物基金としましても、

壱岐島内に手術が必要な猫はいなくなったと考えられておりますので、基本的に動物基金との協

力によるＴＮＲの今後の継続はありません。 

 今後は、手術が必要な猫につきましては、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助金を活用

した手術の実施を進めるとともに、手術が必要な猫が増えないよう、適正な飼い方についての普

及啓発に努めてまいります。 

 次に、猫について２項目めの県知事が変わったことで、殺処分ゼロ宣言への影響はとの御質問

にお答えします。 

 ３月８日執行の長崎県知事選挙において、新人の平田研氏が当選されました。平田知事は、知

事選のマニフェストにも、動物もハッピーな環境づくり、保護犬・保護猫のマッチング支援、動

物福祉の発信強化、意識醸成と示されており、長崎県としましても、次期総合計画で策定した内

容に沿って施策を進めると考えておられます。 

 壱岐市としましても、長崎県とも連携しながら、殺処分ゼロに向けて施策を進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、犬について１項目め、野犬への餌󠄀やりで指導されている方の現在の状況はとの御質問に

ついてお答えします。 

 野犬に対する餌󠄀やり行為につきましては、個体の定着や繁殖を助長し、住民の安全・安心な生

活を脅かす問題であるため、発見や通報があった場合には、壱岐保健所等と連携の下、当該行為

者への訪問による指導を実施しているところです。また、こうした行為を未然に防止するため、

広報紙等を通じて、野犬の餌󠄀やり等を見かけたら、環境衛生課へ連絡をしていただくよう周知し

ております。また、動物の適正な飼い方等についても、引き続き、壱岐保健所等とも連携しなが

ら、市民の皆様に対しまして強く指導周知を図ってまいりたいと考えています。 

 次に、犬について２項目め、登録をしないまま犬を飼っている方への指導方法はとの御質問に

お答えします。 

 狂犬病予防法第４条により、犬の登録と年１回の狂犬病予防注射は、飼い主の法的義務であり

ますので、基本的には登録されているものと考えております。市としましては、広報紙やホーム

ページ等を通じて、飼い犬の登録や狂犬病予防注射の義務について周知活動を行っており、狂犬

病予防、集合注射の折には、その場で犬の登録の受付も実施しているところです。また、犬の放

し飼い等の通報があった場合には、登録状況を確認し、登録されていない場合は、登録をするよ
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うに、壱岐保健所等とも連携し、指導を行っているところでございます。 

 次に、犬について３項目め、もっと厳しい壱岐市の条例をとの御質問にお答えします。 

 壱岐市犬取締条例では、飼い主が遵守事項に違反している場合は、必要な措置を命ずることが

できると規定されており、また、長崎県動物の愛護及び管理に関する条例では、動物による人の

生命、身体もしくは財産に対する侵害を防止するために必要と認めるときは、知事は飼い主に対

し、必要な指導を助言するものと定められておりますが、罰則等の規定はございません。 

 しかしながら、２０１９年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律の第２５条では、不

適正な飼養によって周辺の生活環境が損なわれているときは、原因者に対し、都道府県が立入検

査、指導・勧告・命令を行うことができるようになっており、違反した場合には、同法第４６条

により５０万円以下の罰金に処すると規定されています。また、狂犬病予防法第２７条でも、犬

の登録申請をしなかった者、狂犬病予防注射を受けさせなかった者に対し２０万円以下の罰金に

処すると規定されています。法律において厳しい規定が制定されておりますので、現在のところ、

新たに条例を制定すること、改正することは考えておりません。 

 最後に、犬について４項目め、不妊去勢手術に補助金をお願いしたいとの御質問にお答えしま

す。 

 飼い主の不妊去勢手術に対する助成事業につきましては、飼い主の経済的負担を軽減するとと

もに、野犬の繁殖を抑制するという観点から、野犬対策の一つの手段であると認識し、本市にお

きましても、過去に当該助成事業を実施しておりましたが、平成２５年度をもって廃止をいたし

ました。廃止の主な理由としましては、助成の対象となっていた犬の多くが屋内飼育であり、屋

外で繁殖の可能性がある犬に対する実効性が乏しかったこと、また、費用対効果の観点から、野

犬の増加抑制に対する直接的な効果が限定的であると判断したためでございます。 

 こうした経緯や当時の実績等を総合的に勘案し、現時点におきましては、本市として、当該助

成事業を再開する予定はございません。野犬対策としましては、令和８年度当初予算に計上して

おります、山口県周南市でも捕獲実績のあるＩＣＴを活用した遠隔捕獲システムを導入し、捕獲

率の向上を目指したいと考えているというところでございます。 

 以上でございます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  今最後におっしゃられた新しい捕獲器のほう、これに関しては、

また改めてお尋ねしたいと思います。 

 まず、動物基金さんのほうとのプロジェクトは３月で終わるということで残念ですけれども、

そういうふうに決められたのなら、受け入れるしかございません。 
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 そして、まず、平田県知事の公約です。ＴＮＲへの言及はありませんが、保護活動は継続の方

向ということでよろしいですね。 

 猫は多分また増えていくんでしょうけど、猫嫌いな人でなければ、猫はネズミを捕ってくれる

し、共存していける動物です。 

 しかしながら、野犬に関しては、人との共存はかなり難しいと思います。問題はこちらのほう

が本当に大きいのは確かです。補助金に関して、外で飼ってある方にこちらからやっぱり働きか

けていく必要があるんじゃないかなと私は思っております。そこにやっぱり補助金があるよとい

うことを伝えることで、じゃあ、しようかなということになってくると思いますので、やはりそ

ういうことに、力を注いでいただくことがまず大事なんじゃないかと私は思います。だって、捕

まえることはもう環境課のほうで頑張っていただくしかありませんし、じゃあ、あとほかに何が

できるのって言ったら、やっぱりそういう飼育がちゃんとできていない方に声をかけていくこと

だと私は思います。 

 最近、本当に雌犬を飼われている方、手術をしたくないんだったらお願いですから、野犬が来

ないように柵をしてください、対策をしてくださいと言ったら、本当に立派な柵を作っていただ

いて、中は本当は倉庫を使ってドッグランみたいに使えるような立派なものを作ってくださった

方もいらっしゃいます。なので、必ずしも避妊去勢手術ということではなく、野犬との接触を避

けるような対策を飼い主さんにしていただければ、それで十分なんだと思いますよ。逃げられな

いようにしていただきたいことはありますけれども、そういったことがあります。ただ、そこに

やっぱり補助金があるということが大事じゃないかなというふうに思います。 

 優先順位として、私は本当に市長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、通告も何もしてい

なくて申し訳ないですけれども、優先順位として、今後の猫のこの補助金、こういったものを犬

に回してもらうとか、ふるさと納税を活用するとか、そういったことはできないんでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 猫の部分を回すというお話ですけども、猫は先ほどからお話もしていますとおり、動物基金さ

んの御厚意で無料でさせていただいておりますので、その分回すということはないというところ

です。 

 先ほどの避妊去勢手術に対する犬の補助金をという話なんですけども、過去やって成果が出な

かったという実績が出ていますので、野犬対策として補助金を出すというところは、対策として

あっていないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 
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○議員（３番 松本 順子君）  補助金に関しては、多分周知活動も足りないんじゃないかなと私

は思っております。もしも出していただけることがあるなら、外で飼ってある方たちを対象に、

しっかり周知活動をしていただければと思いますけれども、今現在それは望めないということで

すね。 

 あと、壱岐市の犬取締条例の中には、市長の権限として、特に危険な野犬に対しての薬殺も可

能となっております。その権限を持つ市長にもう一つ質問させてください。 

 条例については、県の動物愛護と管理に関する条例、先ほどから言われておりましたけれども、

確かに罰則つきあります。でも、その中の条例の第４章の罰則の中に、市・町条例との関係とし

て、第１５条に市・町がこの条例に定める手続その他の内容に関して、条例を制定した場合にお

いて、当該条例の規定で、この条例の規定と同等以上の効果を有するものとして規則で定めるも

のが適用される市町の区域については、当該規定に相当する規則で定める規定は適用しないとあ

ります。これは、有効なものであれば、県の条例より厳しい条例を壱岐市でつくってよいという

ことになると思います。 

 ほかの自治体では罰則規定を設けているところもありました。対馬も大変厳しくなっておりま

す。普通につないでいないこととか、ふん尿の始末はもちろん、そういう普通に壱岐の条例にも

書かれているようなことに対して、５万円以下の罰金という文言が書かれております。 

 この犬取締条例をパワーアップできる条例づくりに、壱岐市も取り組んでいただきたいと思う

んですけれども、市長としては、そういうお考えはいかがでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど来の説明にもありますけども、基本この犬・猫に関しては、県の業務となっています。

壱岐市はそれを手伝うというところになっておりますので、県よりも上乗せするというところは

考えておりませんし、基本的に法令は全てそうですけども、上位、国、県、市という流れで下り

てきますので、上位の分を上乗せするような条例をつくれないというのが基本の考えでございま

すし、先ほど来より言いますけども、５０万円以下、そして２０万円以下の罰金もあるというと

ころがありますので、さらに壱岐市を厳しくするというのは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  壱岐市としては、そこまでということがちょっと残念でなりませ

んけれども、市民からも要望が出ていることでもありますので、今後取り組んでいただけたらと

いう願いはずっと持ち続けております。 

 ３番目に行かせていただきます。 
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 イルカトレーナー専門学校についてです。 

 イルカパークの指定管理者は、今後３年間の継続が決まりましたので、今回の質問はその経営

に反対するものではございませんし、取り立てて何か物申したいというものでもございません。

回答をお聞きして、内容を持ち帰り、見直して何かあればまたの機会にお伺いしようと思ってお

ります。 

 では、質問に入ります。エンゲージメントパートナーとなった国際志学園、私もホームページ

で確認しましたが、この学校は、医療スポーツや福祉、理美容の専門学校とのことです。イルカ

トレーナーという資格が存在しないことは、高田社長に聴いてはおりましたが、トレーナー専門

学校としては、水族館等の海洋生物を学べる学校があります。そこで３点お伺いします。 

 １番目、なぜ海洋学、水産学部がない学校なのか。 

 ２番目、エンゲージメントパートナーをこの学校と結ぶのは別に構わないのですが、国際志学

園がイルカに特化して決まった経緯を説明お願いします。 

 ３番目、指定管理者応募の資料に３年間の計画として記載はされていましたが、パートナーが

決まりましたので、今後の具体的な学校計画と赤字解消までの道筋を説明お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  ３番、松本議員の御質問にお答えいたします。 

 イルカパークの指定管理者であるＩＫＩ ＰＡＲＫ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社において

は、自立的な財務改善の手だての一つとして、専門学校の誘致を検討されてきました。市といた

しましては、この経営改善に向けた民間の主体的な取組を後押しするため、北九州市にある学校

法人国際志学園とエンゲージメントパートナー協定を締結したところでございます。 

 １番目の、なぜ専門分野がない学校なのかについてでございますが、開設予定の学校では、仮

称でありますが、ドルフィントレーナー専攻などの設置が検討されており、既存の学園ネット

ワークを生かした多角的な学びの場を目指すと伺っております。 

 ドルフィントレーナーについては、松本議員おっしゃるように、資格というものはなく、知識

や技能の習得が主となりますが、将来的に必ずしもドルフィントレーナーのみならず、同学園に

おかれては、例えばドルフィントレーナー専攻の学生であっても、同学園グループ内のネット

ワークと通信課程を利用し、保育士や介護士等、他の資格も取得できるような仕組みづくりを可

能にしたいとの構想をお持ちでございます。 

 市としましては、指定管理者が進めるこの誘致活動が、イルカパークの安定経営、ひいては地

域の活性化に寄与するものと考え、必要な支援・協力を行っていく考えでございます。 

 ２番目のエンゲージはともかく、イルカに特化して決まった経緯の説明についてでございます
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が、本市が特定の分野に特化して学校を誘致したというものではなく、指定管理者が経営の安定

化を目指す中で、同学園からイルカパークの施設を実地研修の場として活用したいという御提案

もあり、指定管理者と同学園が連携して専門学校を誘致することが、本市にとってプラスになる

取組であると判断し、エンゲージメントパートナーを締結したところでございます。 

 ３番目の今後の学校計画と赤字解消までの道筋を説明いただきたいとの御質問について、専門

学校開設までの大まかなスケジュールについてですが、今後、長崎県への設置許認可の手続を含

めた開設の準備を進められ、２０２７年、令和９年４月の開校を目指すと伺っております。 

 経営面での効果については、現在もイルカパークでは、島外の専門学校から実習を受け入れて

おり、一定の受託収入がございます。本市に学校が開設され、常時実地研修の受入れを行うこと

になれば、指定管理者のさらなる収益増や経営の安定化に大きく寄与するものと考えております。 

 また、本専門学校の構想は、市が進めている「まなびのみなと及びあそびのみなとプロジェク

ト」等の方向性とも親和性があることから、若者の居住による経済波及効果など、地域への相乗

効果も期待されます。 

 市としましては、指定管理者の経営改善に向けたこの取組を後押しするため、必要な協力を行

っていく考えでございます。 

 以上でございます。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  改めて質問というわけではないんですけど、内容については分か

りました。今後、改めて決定したこととか方針とか、報告の場を設けていただくことはあるんで

しょうか。特に、学園側の代表の方とか同席していただいての説明会とかの予定はありますでし

ょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  松本議員の御質問にお答えをいたします。 

 今のところ、学園長とか、そういった場は考えておりませんけども、進捗󠄀状況については逐次

報告をしていきたいと思います。 

 また、議会からの御要望とかございましたら、また投げかけて学園のほうとも調整をしていき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  松本議員。 

○議員（３番 松本 順子君）  分かりました。市民の方もかなり関心の高いイルカパークですの

で、ぜひ進捗󠄀状況の報告、そして今後のことを市民の方にも公表できるような仕組みをつくって
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いただければと思っております。 

 では、今日の質問はここまでにいたします。どうもありがとうございました。 

〔松本 順子議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、松本順子議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時５０分といたします。 

午前10時39分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時50分再開 

○議長（土谷 勇二君）  再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、９番、植村圭司議員の登壇をお願いします。植村議員。 

〔植村 圭司議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（９番 植村 圭司君）  おはようございます。それでは、９番、植村圭司が通告に従いま

して一般質問をさせていただこうと思います。 

 いつもいろいろとお願いとかしているんですけども、今日は課題提起といいますか、市民の皆

様と問題を共有しようということで持ってまいりました。航路活性化についてということで質問

させていただきます。 

 この前の１月２７日、航路対策協議会がございまして、印通寺唐津航路についてのお話でござ

いました。その場には議長と市長、総務部長、総務課長同席でございましたので、その内容は共

有できているわけでございますけれども、市民の皆様と今日は共有したいと思っております。 

 この中の会議の際、出てきましたのが、赤字路線であります印通寺唐津航路についてでござい

ました。この印通寺唐津航路といいますのが赤字路線でありまして、改善が必要という認識でご

ざいましたので、今日は共有したいと思います。 

 また、その航路問題だけでなくて、船員不足という問題もございました。この船員不足のため

に、船はあっても船を動かせないという状況があるということでございましたので、この船員不

足問題について何とかできないかというふうに思っております。 

 そこで、今日は今後航路安定維持に向けて対策が必要と考えまして、５つ質問をしたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目なんですけれども、印通寺唐津航路の現状認識をどのように考えておられるかと

いうのを確認したいと思います。 

 その次に、この航路の課題解決に向けた改善策は何なのかということを具体的に問いたいと思

います。 
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 その改善策の中で様々あるんですけども、まずは唐津港長期ビジョンというのがございます。

これ国土交通省が定めたものでございますが、この長期ビジョンを定めた関係で連携が取れてい

るか、どうするかという話。 

 それと、また唐津港から接続バスですね、このバスの改善などで当該機関との調整をすれば何

とかなるようなこともあるんではないかと思いまして、その調整ができないかということを問い

たいと思います。 

 ４つ目に、この解決方法の一つに補助航路の検討ということで、補助航路間の場合のメリッ

ト・デメリットということをお伺いしたいと思います。 

 最後に、船員不足につきまして、船員が不足しているところ、今その九州郵船さんのフェリー

の話をしているんですけれども、三島航路もこの船員不足というのがあったかと思いますので、

これを補うために市ができることは何なのかということをお伺いしたいと思います。 

 以上、５点よろしくお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  植村圭司議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  おはようございます。９番、植村議員の航路活性化についてお答

えをいたします。 

 まず、１点目の印通寺唐津航路の市の現状認識はという御質問ですが、本航路につきましては、

本市と唐津市を結ぶ重要な生活航路であり、住民の移動はもちろんのこと観光面や生活物資、漁

業・農業の生産物の輸送など、物流面においても地域経済と住民生活を支える非常に重要な基幹

的交通手段であると認識をいたしております。 

 一方で、同航路は利用者の減少及び物価、燃油の高騰等により、年間約２億円前後の赤字を抱

えており、現状博多航路の黒字で補填することにより航路が維持できている状況となっておりま

す。 

 また、全国的な課題でもあります船員不足や人材の高齢化の影響により、将来にわたって運行

を維持できるかという非常に強い懸念を抱いているところであります。 

 本市といたしましては、当該航路は単なる採算性のみで判断するべきものではなく、本市にお

ける住民の移動確保、地域間連携、産業振興の観点からも極めて重要な社会基盤であると考えて

おります。 

 また、唐津航路は博多航路のドック入り等による配船調整時の代替機能も担っており、安定的

な海上交通を確保する上で極めて重要な役割を果たしております。 

 そのためにも、印通寺唐津航路の補助航路化に向けて、現在、国・県・航路事業者と連携し、

利用促進策の強化、運行経費の抑制、安定的な船員確保対策等について協議を重ねているところ
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であり、今後も持続可能な航路の在り方について、危機感をもってスピード感のある総合的な検

討を進めてまいります。 

 次に、２点目の課題解決に向けた具体的な方策ですが、前提として、航路の維持・改善は基本

的に運行事業者の経営努力によってなされるべきものではありますが、本市といたしましても市

民生活を守る観点から、これまで以上に側面支援を行っていく考えであります。 

 その上で、現在航路対策協議会において検討されている点も踏まえて申し上げますと、具体的

には、第１に収支の確保に向けた取組です。観光需要の取り込みや企画乗船券等の検討に加え、

市民に対する利用促進策の実施など、利用拡大に向けた取組を検討してまいります。 

 第２に、運行コストの適正化です。ダイヤの最適化による運行効率の向上を図るとともに、国

の離島航路補助制度の最大限活用等に向けた調整を行い、事業者の負担軽減を後押しいたします。 

 第３に、重要課題である船員確保対策です。関係機関と密接に連携し、次世代を担う人材の育

成や若年層への就労促進、さらには処遇改善の検討など、持続可能な運行体制の確立に向けた取

組を支援していく必要があると考えております。 

 今後とも国・県・関係自治体、そして航路事業者と緊密に連携し、住民生活を支える印通寺唐

津航路の安定維持に取り組んでまいります。 

 次に、３点目の関係機関等の連携と唐津港からの接続バス改善についてでございますが、議員

御指摘のとおり、国土交通省において唐津港長期ビジョンが示されております。 

 同ビジョンは、唐津港を北部九州における物流交流拠点として位置づけ、港湾機能の高度化、

防災機能の強化、観光振興やクルーズ需要への対応、さらには背後圏交通との連携強化を図る方

向性を示したものであると認識をいたしております。 

 本市といたしましては、ビジョンの検討メンバーでもある航路事業者の九州郵船と緊密に連携

を図ってまいりたいと考えております。 

 市が単独で調整に動くのではなく、運行の当事者である九州郵船とともに、佐賀県や唐津市、

交通事業者等の関係機関に対し、接続バスの見直しや利便性の向上に向けた具体的な申入れを行

うなど、事業者と足並みをそろえた実効性のある働きかけを検討してまいります。 

 また、本市の観光施策とも密接に連動させることで、交流人口の拡大による航路の利用促進を

図るとともに、広域的な周遊ルートの構築についても、事業者や関係自治体と共通認識をもって

検討を進めてまいります。 

 今後も、事業者の主体的な取組を尊重しつつ、市として必要な側面支援を行い、関係機関との

調整が円滑に進むよう努めてまいります。 

 次に、４点目の補助航路化の場合のメリット・デメリットについてですが、印通寺唐津航路の

補助航路化につきましては、国土交通省の離島航路補助制度を活用し、国及び県の公的支援を受
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けながら航路を維持する仕組みであります。そのメリットとして、最大のメリットは赤字部分に

対して公的補助が入ることです。 

 次に、その補助を受けることで運行の安定性が格段に高まり、運行経費の全てを利用者運賃に

転化することなく、急激な運賃上昇を抑制する点が挙げられます。 

 また、経営の安定化が図られることで、将来的な課題であるジェットフォイルの更新やフェ

リーの建造といった多額の資金を要する機材更新などについても、より前向きな検討が可能にな

るものと考えております。 

 一方、デメリットといたしましては、第１に公的補助を前提とする構造となるため、制度改正

や国・県の方針変更の影響を受ける可能性があります。 

 第２に、運行計画やダイヤ編成、さらには運賃設定等において一定の制度的制約が生じます。 

 本市といたしましては、本航路を将来にわたり安定的に維持していくため、制度の詳細や負担

の在り方を十分に精査した上で、利用者負担の抑制と航路の安定確保の両立を図る観点から、現

在、補助航路化に向けた検討を長崎県離島航路対策協議会印通寺唐津航路分科会において審議を

いただいております。 

 最後に、５点目の船員不足を補うために市ができることについてでございますが、印通寺唐津

航路及び三島航路を含む離島航路におきましては、全国的な船員不足は深刻な課題であり、航路

の安定的な維持を揺るがしかねない極めて重要な課題であると認識をいたしております。 

 離島航路は、市民の通勤・通学・通院に加え、物流や地域経済活動を支える命綱であり、その

持続可能性を確保することは行政にとっても大きな関心事であり、事業者と協力して取り組むべ

き広域的な課題であると考えております。 

 まず、今後の方向性として、先ほども申し上げましたが、補助航路化等により赤字を国・県そ

れぞれ２分の１ずつ支援されることから、経営と運行の安定化を図られ、結果として船員の処遇

改善及び雇用環境の安定・人材確保の基盤強化につながるものと期待をいたしております。 

 その上で、市として取り組める具体的な方策としましては、若年層に対する海事分野への理解

促進の支援や、海事組合などの求人情報の提供などを行い、航路事業者と連携を図りながら、事

業者の主体的な採用活動を補完する取組を検討してまいります。 

 参考までに、昨日の議案質疑でも武原議員の御質問の中にお答えいたしましたが、フェリーみ

しまの船員確保対策といたしましては、過去に市内両校に対し、直接船員の募集情報を提供を行

ったほか、本年４月からは船員送迎用の船を借り上げ、壱岐本島から船員が通勤できる体制を整

備いたしております。 

 以上でございます。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 
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○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  るる説明いただきました。この航路については重要な基幹航路と

して認識もされてありますし、社会基盤としてやっていくということで、その決意というのは分

かりましたので、私と認識も同じでございまして、この航路がなければ生活が成り立たないと、

壱岐島民の生活が成り立ちませんので、何とか守っていただきたいと思っております。 

 それは行政だけが頑張るんじゃなくて、我々市民のほうもこれを利用して積極的に乗っていっ

て、赤字解消のために何とかしないといけないなとは思っております。 

 お話がありました赤字が２億円、年間約２億円ほど出ているということでございまして、これ

から先船も老朽化してまいりますし、いろいろ諸問題出てまいりますので改善が必要だというこ

とでございますので、そこは共有できたかというふうに思っております。 

 会でもあったんですけども、一つここで２億円の赤字とは言いますけれども、車の利用者、乗

用車ですね、乗用車の利用者が年々増えているという状況でございました。コロナ禍のときは非

常に少なかったんですけども、現在といいますか、令和６年の状況で乗用車の利用者が戻ってき

ている、過去最高だというふうになっておりました。 

 言いたいことは、一定お客さんのほうも戻ってきてて、船の中には自動車も乗っているという

状態でありながら赤字だということですね。これから先どうするのかということになっています

ので、この乗用車等を利用している中での赤字というのは、なかなか解消も難しいのかなと思っ

ております。 

 とはいえ、やっぱり利用者のほうは１００人未満の利用が約９割だということで、まだまだ定

員に満たしていないという状況もございます。ですから、壱岐から乗っていく、もしくは壱岐に

来島されるお客さんの増加をというのを見込むように頑張っていくというのが本筋かというふう

に思います。 

 その中で、この車の利用者について、ちょっと現場に近い方から話を聞いたんですけども、こ

の対策協議会の中では工事関係車両が増えてきているというふうなお話だったと思ったんですけ

ど、工事がそんなに増えているような感じも実際しないんですね。ですから、何かちょっと違和

感があったもんですから、現場の方に確認したところ、最近の傾向としましては、介護利用の方

で乗用車を使う方が増えているというふうなことをお伺いしました。 

 と言いますのも、島外に出て行かれた子どもさんたちが、親の介護のために帰省をすると。そ

の帰省の際に、やっぱりその両親の通院とか、あと介護のために車を使うということが結構増え

まして、長期間壱岐に滞在するということのために車を持ってくるということがありまして、こ

の介護のために移動してくる車の方が増えているということもお伺いしまして、なるほどそうか

と。 
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 ですから、島外に行かれた方も、壱岐に帰ってくるのに車を使っているということもあるんだ

ろうなというふうなことを考えている次第です。ですから、こういった方々に対する支援と言い

ますか、移動ですね、島内から島外、その逆も、そういった移動に対する支援というのもあって

もいいのかなというのは思っております。 

 こういったことで現状を共有したところで、次の話になってくるわけなんですけども、問題解

決策なんですけども、具体的な問題解決策としましては、壱岐としては側方支援ということでお

話がありました。いろいろ手法というのはあるかと思うんですけれども、補助航路化に向けて協

議を進めているということでございました。 

 この補助航路化については、説明があったとおり制約もございます。ですから、一足飛びにこ

の補助航路化のほうに向かうのがいいのか、それともこれまでやってきたように、様々な支援を

していったりなんだりで対策をしたほうがいいのか、そこの検討が必要かと思っております。 

 その中で、解決方法の幾つかございまして、ちょっとお話なかったんですけれども、運行関係

では減便をするとか、ダイヤの見直しをするとか、あとは料金関係であれば、この前値上げした

ばっかりですけれども、値上げをするかしないか、さらにはその使用船舶を減らすか減らさない

かとか、あとは利用拡大商品をつくっていくかとか、あとは陸上交通の接続化ということで、幾

つか対策があるかと思います。 

 今お話がありましたのは、連携して陸上交通のそのバスの接続とかを積極的にやっていきたい

というふうなことでございましたので、それはそれでやっていただきたいと思います。これも佐

賀県とか唐津市のほうにも要望していただいて、連携してやっていただきたいと思っております。 

 ちょっと順番にいきたいんですけれども、この課題解決の方法で、今その補助航路化の話に向

けての協議でございますが、これは実質的にはもう近い将来に向けた計画なのかどうかという、

検討しているのかというのをお伺いしたいんですけども、まず時期的にいつ頃を目指してその補

助航路化をしようとされているのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  植村議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、船舶の決算は１０月から９月であったと思います。ですので、その今年度の決算が令和

８年の９月で終わると思いますので、新しい決算年度に入る前に、その方針は決定をして、補助

航路化にする、しないというところは決定するということで今進められております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  新決算の前ということでございますので、今年の８月から９月ぐ

らいには方針決定してというふうなことになろうかと思うんですけれども、そういった準備を進
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めているのであれば、いろいろほかの方法で改善するということも考えてはきたんですけれども、

その補助航路化ということで方針を固めているのであれば、その方向で質問をしたいと思ってい

るんですけれども、なかなかその補助航路化についても、メリット、デメリットとさっき述べて

いただきましたが、あるもんですから、ここはあと半年ぐらい時間がありますので、その間に

様々な調整をしていただいて、決めていただきたいと思うんですね。 

 まさに今その離島の航路対策協議会を１回やっただけでございますから、分科会はさらにまだ

３月に予定されていると思うんですけれども、この分科会もありますし、離島のその航路のため

の協議会が続くと思いますので、方向は定めているとは思われますけれども、いろんな方法もさ

らに検討も加えていただきたいと思っております。 

 そういうことを前提として、今からお話をするんですけれども、補助航路化というのはありつ

つも、まずその唐津港の長期ビジョンが出てくるんですけれども、唐津港長期ビジョンは、これ

令和４年に国交省のほうで事務局をやってまして決めているんですけれども、定期旅客航路の利

用促進というのがありまして、唐津壱岐航路を利用しましょうというふうなことも中に入ってい

るんですね。 

 それを踏まえますと、さっき九州郵船さんが入っているからというようなことではあったんで

すが、壱岐の意見がどれだけ反映されているかよく分かんないんですけれども、国交省のほうと

もここは連携をして、壱岐唐津便の航路利用の方法についての積極的な関わり方というのを促し

ていただきたいんですね。 

 これは、どう絡んでいくかというのがあるんですが、先ほど九州郵船さんとも連携してという

ふうなことでございましたので、国交省だけじゃなくて、唐津港全体の話でございますので、唐

津市と佐賀県と九州郵船と関係機関が結構増えてくるんですけれども、そことよく緊密に連携を

取って協議を進めていただきたいと思っております。 

 そのためには、国交省のこの長期ビジョンも含めまして、国交省に何ができるかというような

こともお話を聞いて、ちょっと積極的に関わっていただきたいというお願いをしていただきたい

と思うんですけれども、この辺いかがでしょう、何かできることがありましたらば。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  植村議員の再質問にお答えをいたします。 

 今言われました長期ビジョンに関しましては、国土交通省が策定をいたしておりますので、国

土交通省のほうへも当然要望等もできようかと思います。 

 まずもって、この計画の中に壱岐市も入れていただければ、検討メンバーとして入れていただ

ければなおよかったんですけれども、そこは唐津市のほうでされておりますので、この年度が変

わりましてから、市長もしくは副市長と一緒に唐津市の昭和バス等、唐津市等にもできれば出向
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いてお話ができないかというふうに内部では今調整をしているところでございます。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  市長、副市長と一緒にというふうなことでございました。積極的

にやっていただきたいと思います。 

 ここについては、以前はレインボー壱岐号という長崎行きのバスもあったりしたもんですから、

利用者があったんですけども、これも要望は長年やっていましたけれども、実現できていないと

いう状況で非常に厳しい状態でございます。 

 しかしながら、唐津に着いたときに船を降りて、そこからアクセスするところがどこにもない

と、バスがないのは当然なんですけれども、近くにはＪＲ西唐津もありまして、もっと行けば唐

津市内にもアクセスはできると思うんですね。 

 こういうことになってくると、その船の利用の可能性というのも増えてまいりますし、その駅

を使えば今度は福岡方面への移動も可能になります。福岡空港、福岡駅、博多駅とか姪浜を経由

して行くことができますし、そこに向かう佐賀沿線ですね、その方々へのアクセスというのも、

壱岐へのアプローチも可能になりますので、この唐津港からＪＲの駅、唐津市内へのアクセスに

ついての要望というのを強くしていただきたいと思っております。 

 さっき言った車を使う方も、ここで車を降りていけば西九州自動車道も使いやすくなっており

ますし、長崎方面へも行ける状態でございますので、この唐津便の利用というのは、思ったより

も便利にできるんじゃないのかなというふうなことがありますので、この辺の周知というのも併

せていただきたいと思っております。 

 ちょっと時間的に間に合うかなんですけども、その補助航路化っていう話に向かっている最中

に水を差すようではありますが、すいません、需要拡大の件ですね、ここも積極的にやっていた

だきたいんですね。 

 以前、唐津から壱岐に来るお客さんに対する企画乗船券というのがあったみたいな感じなんで

すけれども、観光連盟さんのほうでも商品化とかをされて、唐津行き便に対するその企画乗船券

的なものをちょっと強化をしていただきたいと思っていまして、それについては支援をしてもい

いんじゃないかと思うんですね。この働きかけというのはいかがでしょうか。可能性としてあり

得るかどうかなんですが。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  植村議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 航路の活性化という意味で壱岐市と、そして唐津市ですね、双方にメリットといいますか、そ

ういったものはあると思いますので、旅行商品とかの造成、今後壱岐市と唐津市周遊、そういっ

たプランとかができれば、航路の利用促進にもつながっていくと思います。 
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 そしてまた、唐津港の長期ビジョンで言いますと、そこに人流とかにぎわいの創出づくりとい

うのがございますので、なかなか二次交通の問題とかも、課題とかもございますので、その辺も

例えばその辺の周回のバスとか、レンタカーとか、そういったものができれば、またどんどん利

用者も増えていくのではなかろうかと思ってますので、そういった話合いの場を今後検討してま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  可能な限りやっていただけるということでございますので、そこ

は積極的にやっていただきたいと思います。 

 ただ、次に話すんですが、補助航路になってしまうと、ある程度の制約が出てくるんではない

かというふうに思っていまして、この企画乗船券とかいろいろやったとしても、運賃とかに反映

することができなくなってくる可能性があると思うんですね。 

 ですから、その働きかけの方法も、だんだん制約がかかってくるというふうなこともなりかね

ませんので、ここはメリット・デメリットのバランスを見ながらになってくると思うんですけれ

ども、とはいえ、先ほど申しました唐津との連携の中で何ができるかっていうのは、これから編

み出していただくものになってくると思いますので、壱岐市としてもそこはちょっとよく考えて

いただいて、積極的にこの路線を利用できていただけるように考えていただきたいと思います。 

 これを踏まえての話なんですが、補助航路のメリット・デメリットの話になってまいります。

補助航路も説明がありましたけども、国と県でその赤字を埋めるという補助でございまして、そ

ういった恩恵を受ける代わりに、やっぱり本気ばっかりではなくて、デメリットもあるんだとい

うふうに理解をしております。 

 安定的な航路運航には支障ないんですけども、例えばその利便性の悪化というのが考えられる

かなと。島民が使いたい時間に船が出るのか出ないのか、または、運賃のほうも固定化されて、

割引サービスですね、こういったものが使いにくくなるんじゃないかというふうな懸念をしてい

るわけなんですけれども、さっきの説明もありましたとおり、交通手段としての確保というのは

しっかりしていくと。 

 しかも、経営の安定にも寄与するということで、ジェットフォイル等の更新とかにも回せると

いうことで、メリットがあるということを強調されてありました。これは納得できるところでご

ざいます。 

 しかしながら、デメリットもありまして、国・県のその制度変更ということに振り回されると

いうこともあり得るということでありました。この度合いが今後どういうふうになってくるか。

特に、最近国際情勢も危うくなってまいりまして、燃油の高騰とかも考えられますし、船員不足
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もありまして、様々不透明さが増している中で、このデメリット差が出てきた場合に、国の都合

でやっぱりじゃあちょっと欠損分を減らしましょうというふうになってくると、航路の安定化に

も影響を与えてくると思うんですね。 

 今、指定航路ですので便数等は確約されているわけですけれども、こういった国の補助の変更

ということで、安定的なその運営というのが担保されているのかどうか、そこについての説明を

もう少し詳しくしていただきたいんですが、必ずこの安定的な確保というのが保障されるのかど

うか、そこをどう考えてあるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  植村議員の再質問にお答えをいたします。 

 国の支援がどうなるのかと、で、経営といいますか、補助が継続的になされるものなのかとい

うところでございますが、今回唐津航路につきましては、基幹的航路ということで重要な航路だ

ということで、市とか市町の間を越えて、県とかを越えて運行するような重要な航路だというこ

とで、国が赤字の２分の１を出す、県が２分の１を出して赤字を補填するんだということになっ

ております。 

 で、三島航路につきましては、逆に市の内部で運行するということですので、内航的な運行と

いうことで、国が２分の１、４分の２ですけど、県が残りの２分の１、そして運行自治体である

三島であれば、壱岐市が２分の１を出すというような形で支援がされております。 

 ですので、やはりそういう重要な航路であるということで、まず印通寺唐津航路においては、

国が定めた基準に認められれば、当然国・県においてその航路は維持を図っていただけるものだ

というふうに認識をいたしております。 

 将来的にというところをどういう見通しかということでございますが、今申し上げますように、

当然支援を継続していただけるという前提で考えております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  そうですね、その前提に立たなければ協議は進まないと思います

ので、当然の話かなというふうに思います。 

 ちょっと一つ市長のほうにも確認をしたいんですけども、この航路、非常に大事な話なんです

けども、補助航路のその導入というのが、大体規定路線のかもしれないんですけども、デメリッ

トもございますので、最大の効果を生かしながらデメリットを抑制する方法として、市民に不利

益にならないように、なるべくならないような形で目指していただきたいと思うんですけども、

その辺の市長のちょっと決意のほどをお示ししていただければ助かるんですが。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 
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○市長（篠原 一生君）  植村議員の質問にお答えさせていただきます。 

 先ほど来より御説明があるように、九州郵船の経営がしっかりしていればそれで済む話ではあ

るんですけども、とはいえ、先ほどからもありますが、市民の皆さんにとってなくてはならない

足だというふうに考えております。 

 そういったところで、壱岐市としても全力でこの航路を残すというふうに思っています。 

 さらに、今回のこの補助航路化ですね、壱岐市はお金を出さなくていいというのもまた非常に

大きなポイントだなというふうに思っておりますので、まずこの航路を安定させるという意味で

補助航路化を目指すと。 

 ただ、この前も国交省運輸局の方とお話しする中で、経営努力はどんどんしてください、当た

り前なんですけども、「補助金もらっているから何でもいいというわけではなくて、どんどん努

力をしてくれ」と。そういった中で、「先ほどの観光の商品であったりとか、そういったものに

関しては止めるものではありません」ということがありましたので、もちろん補助がどんどんな

くなっていく、壱岐市は出しませんけども、なくなっていく、そこを市として応援する。 

 前回の航対協のときの話もあったんですけども、この船員不足ですね、急激に進行しているな

という思いがございます。 

 その中でいろんな方の、海運関係の方のお話とかいろいろ聞くと、やはり船員の処遇ですね、

ここが船員を集められるかどうか、当たり前、これは船員だけの話じゃなくて会社もそうですけ

ども、そこをよくするしか結局は集まってこない、無理やり働けとも言えるものでもありません

ので、そういったところも含めて、この２億円の補助がまずしてもらえる、それを内部留保では

なく、この処遇改善等に充てていただく、これが持続する大きなポイントだと思っておりますの

で、この補助航路化というのを鍵󠄀にして、この唐津航路のみならず、壱岐と本土の航路を守って

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  航路を守っていくということでございました。ぜひともよろしく

お願いしておきたいと思います。 

 特に、利用者のデメリットとかならないように、出てこないように、そこを注意していただき

たいと思います。 

 それで、船員の不足問題についても触れていただきました。ちょっと最後にこの話を触れたい

んですけども、船員不足につきましては、この前、質疑のときにも三島航路の話が出まして、今

工夫もして、改善しているというふうなお話でございました。今はいいということかなというふ

うに思います。 
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 後々どうなるか分かりませんから、ここの三島のほうも含めて、船員不足の対策というのは要

るのかなと思っています。 

 ちょっとこれ新聞情報なんですけども、昨年９月の話ですが、書いてあった記事なんですけど

も、国交省の話としましては、何でやめるのかという話の中で、新聞の記事の話として担当者の

方がおっしゃっています。これは国交省の担当者ですけども、「生活スタイルが合わないとやめ

る人がいると、転職する人もいるというようなことが多い。」また、九州管内で離島航路が

８４あるらしいんですけども、このうち４航路がこの人手不足で減便したという実態があるとい

うふうなことでございました。 

 そして、この担当者とは別の担当者なんですけども、船員政策課というのがありまして、ここ

の担当者の方は、働き方改革で１人当たりの労働時間が減ったということがあると、船員不足に

つながったということがあって、船員確保への取組を継続するというふうなことで、国交省とし

ての行政的態度を示してありました。 

 ですから、これは壱岐だけの問題とか、九州郵船だけの問題でもなくて、日本全国的に広がっ

ている問題でもあるという認識でいいと思います。 

 その対策として何があるかということも触れられていまして、これは離島航路に詳しい大学の

先生の話です。 

 その方のコメントなんですけども、海上交通路も専攻されていますけども、「船員不足が加速

するおそれがあり、事業者への自助努力だけでは対応は難しいという現状があって、離島を抱え

る自治体には、離島航路への就業を条件に、奨学金の返済を免除する制度など、若者が離島航路

により関心を持ち、働きたいと思える支援策を打ち出すことが求められる」というふうになって

まして、さっき答弁がありましたこの支援策、若者が離島航路により関心を持つ支援策というこ

とは、これは壱岐市もやっていくというふうなことで、さっき答弁があったと思いますので、こ

の方向でお願いしたいと思います。 

 ここに書いてある内容の中には、奨学金ですね、離島航路への就業を条件に奨学金の返済を免

除する制度の創設というのも有効じゃないかというふうな指摘でございました。 

 私も、これはなるほどそうだなというふうに思った次第でございまして、今壱岐市のほうでも

包括ケアのほうで専門学校生、卒業生の方に奨学金の返済の保証、奨学金の保証補助というのを

やっていたりしておりますから、何らかの条件をつけて、この船員になった方に、海事学校を卒

業した方で、奨学金の返済がある方への保証の必要というのがあるんじゃないかと思うんですけ

れども、そういったことも検討されていかがと思うんですが、そこはどうでしょうか、あり得る

かないかなんですけれども。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 
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○総務部部長（平田 英貴君）  植村議員の再質問にお答えをいたします。 

 先ほど、ちょっと先に言われました退職の理由でございますけれども、九州郵船のほうにもお

聞きをいたしましたけれども、やはり議員が言われるように、その生活スタイルがやはり退職の

理由になることも多いと。 

 やはり１週間船内に宿泊して帰るという、毎日やっぱり家から通勤ができないということは、

今の若い方たちにとっては非常にハードルが高いということで、そういうことで毎日通勤ができ

るような船に乗られる方が多いということでお聞きをしております。 

 それと、奨学金の支援の制度についてでございますが、九州郵船の航路だけではございません。

市内には内航海運業を営んでおられるところもございますので、そういうところとの兼ね合いも

ありますので、一概にじゃあ奨学金をという支援をということではなくて、そのあたりも含めて

総合的にそういう支援ができるかどうかは、検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  植村議員。 

○議員（９番 植村 圭司君）  お答えいただきました。そうですね、生活スタイルの話は、実際

には何か九州郵船さんに聞いたら、３週間ぐらい乗るらしいんですね。１回乗ったら３週間ぐら

いは乗ったままで、帰ってこられない日があって、なかなか家にゆっくりできるというのはない

というふうなこともあるみたいで、生活スタイルの関係で辞めていく方がいらっしゃるというふ

うな話はお伺いしました。 

 逆にそういったスタイルがいい方もいらっしゃるかもしんないんで、そういった機会も含めて

ＰＲといいますか、職業安定的なＰＲというのはあるのかもしれないなというふうに思いました。 

 特に、これ国交省が最近言っているんですけれども、船員職業安定法というのが改正されたと

いうふうなことで、自治体が無料で職業紹介できるというふうに変わっているらしいんですね。

これは法律によって変えているらしいので、壱岐市もその船員さんを無料で職業紹介できる仕組

みが出来上がっているということでございますので、その辺をちょっと有効に活用されて、船員

さんの募集というのに加勢をしていただけたらというふうには思います。 

 また、周知のほうも小学校とか中学校のほうでも、その船員さんに対する授業といいますか、

実際に職業の体験とか、そういったものを通じて、海の仕事はこんなもんだよとかというのを周

知していくということも大事かなというふうに思いますので、子どもへの周知ということも、今

後のためにもいいのかなというふうに思っております。これは私の私見です。 

 ところで、そして奨学金の話、これ検討するということでございましたので、今日は問題提起

をしておきますので、ここの検討というのを深めていただければ幸いです。 

 奨学金以外に何があるかというと、ちょっと見ましたところ、隠岐の島にある隠岐汽船さんの
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話なんですが、ここも船員が不足しているというふうなことで、対策が必要だということで、こ

こはこれ今年の２月の新聞からなんですけれども、「慢性的な船員不足に対して、関係自治体や

県が一緒になって１００万円の支給をしている」ということも事例としてありました。 

 こういった方法で、いろんな自治体さんが船員対策をしておりますので、今後壱岐市のほうで

も何らかの支援策というのを考えていくことが必要かと思っておりますので、なるべくそういっ

たことも結果として出していただきたいと思っています。 

 ということで、部長、船員対策ですね、よろしくお願いいたします。はい。 

 そういうことで、今日は課題提起ということで準備してまいりましたので、この場でのお答え

というのはないかと思いますが、今後、研究のほうをよろしくお願いして終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。 

〔植村 圭司議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、植村圭司議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、酒井真吾議員の登壇をお願いします。 

〔酒井 真吾議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（２番 酒井 真吾君）  それでは、２番、酒井真吾が通告に従いまして一般質問を行いま

す。 

 質問、旧芦󠄀辺中学校グラウンドの利用について。 

 第２グラウンドを残土処理場として利用し、埋め上げを行い、第１グラウンドと同じ高さ、一

面にして陸上競技場として活用できないものなのか。陸上、サッカー、グラウンドゴルフ、合宿、

大会誘致につなげ、交流人口の拡大。 

 あらかじめ訂正があります。「残土処理場」として記載しておりましたが、「建設発生土処理

場」として、訂正して質問を行います。 

 今、使用していない旧芦󠄀辺中学校の第２グラウンドなんですけど、埋め上げを行い、陸上競技

場の施設を造ることは、壱岐の未来につながるものと考えます。 

 今、単純に観光地で観光客は増えていると思われますか。恐らく減少傾向にあると思います。

インバウンドを含め、ここを増やすことは重要なことでありますので、今後とも新たな取組に期

待しております。 

 それと、合宿、大会誘致を含む交流人口の数は増えていると思われますか。私は増えていると

思います。実際、令和６年度、スポーツ団体取扱実績を出していただきました。競技としてサッ

カー、野球、バスケット、バレー、陸上の順で、競技だけで延べ６,６４７泊していただいてお

ります。バスケット、陸上の一部は大学、実業団、それ以外の競技はほとんど小中高の育成世代

です。各種団体来ていただいております。壱岐へお越しいただき、消費をしてもらうには、この
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二本柱でやっていくべきかと考えます。 

 例えば、年間３６５人が宿泊するとします。単純な計算で申し訳ありませんが、そうすれば、

１人の人口増加分の消費に近いものが生まれます。３,６５０人なら１０人の増加です。令和

６年度のスポーツ関連で換算しますと、約１８名増加となります。人口減少の歯止めが効かない

今の状況にあることを考えますと、交流人口の拡大こそが、それに代わる取組ではないかと思い

ます。グラウンドを整備し、陸上競技場、サッカーグラウンド、モルック、そしてグラウンドゴ

ルフ、競技以外にも地域の運動会、学校の遠足、そして障害物がない夜空でのドローンショー、

新しいものをつくって、それに価値を見出すことも必要ではないでしょうか。多岐にわたる分野

に及び、壱岐市の価値を高めるものだと思います。 

 今、市が取り組まれている実業団の陸上の誘致は、様々な相乗効果をもたらしていると感じて

います。そのようなスポーツ団体と壱岐の小中高の子どもたちが指導を受けるとか、練習に参加

することで、より一層子どもたちの成長につながるのではないでしょうか。大学や実業団との練

習に参加することができるようになれば、壱岐の子どもたちにも注目が置かれ、いずれスカウト

まで行くようなことがあれば、大学進学も特待生としての価値も取得できるようなことも考えら

れます。そこに、私が描くような施設があれば、より多くの方々にスポーツを通してお越しいた

だけるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  酒井真吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平本建設部長。 

〔建設部部長（平本 善広君） 登壇〕 

○建設部部長（平本 善広君）  ２番、酒井議員の御質問にお答えをいたします。 

 本件につきましては、壱岐市内における建設発生土の受入れ地不足という課題に関連する内容

でございますので、建設部より答弁をさせていただきます。 

 現在、市内における建設発生土の受入れが可能な施設は、芦󠄀辺町国分本村触に所在する民間事

業者１社のみとなっております。しかしながら、当該施設の受入れ可能量は年々減少しており、

令和８年度中には受入れが困難となる可能性もあることから、公共工事の円滑な実施に向け、新

たな受入れ地の確保が喫緊の課題となっております。 

 このような状況を踏まえ、令和７年度当初より長崎県壱岐振興局建設部と協議を重ね、次のよ

うな取組を現在進めております。 

 まず、市及び県の公共工事担当課間で、発生土量や受入れ土量、発生時期等の情報共有をこれ

まで以上に徹底を行い、公共工事間での有効活用を積極的に推進することで、搬出量の削減に努

めております。 

 次に、発注段階から設計等の見直しを行い、可能な限り建設発生土量の抑制を図るなど、計画

的な土量管理に取り組んでおります。さらに、これらの対策と並行しまして、県及び関係機関と
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連携し、私有地、民有地を含め、関係法令に適合した安全で安心な受入れ地の確保について検討

を進めているところでございます。 

 建設発生土の取扱いにつきましては、廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法の適用を受け、

適正処理が義務づけられております。一方、適正な土質を有する建設発生土につきましては、原

則として廃棄物には該当しませんが、搬出・搬入・埋立てに当たっては、生活環境の保全及び災

害防止の観点から、盛土規制法等の関係法令の規制を受けることとなります。一定規模以上の盛

土行為には許可が必要となり、安全確保措置が厳格に求められていることから、新たな受入れ地

の確保は容易ではないといった状況でございます。 

 議員御質問の建設発生土の再利用につきましては、資源有効利用促進法では、建設発生土は指

定副産物、いわゆる再利用可能な資源と定められておりますので、市としましても、埋立てや盛

土の材料として活用することが最も有効な方法であると考えておりますが、受入れ地の選定に当

たりましては、地元住民皆様の御理解、御協力が不可欠であることから、関係機関、建設業協会

を含めまして、慎重に協議を進めてまいりたいと考えております。 

 今後につきましても、法令遵守を徹底するとともに、災害防止及び生活環境の保全を最優先に、

建設発生土の適正処理と有効活用に取り組みまして、公共工事の円滑な執行のため、課題解決に

向けた協議を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〔建設部部長（平本 善広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  酒井議員。 

○議員（２番 酒井 真吾君）  発生土の処分場としては、十分に市民生活に配慮していただきま

して、市と県としっかり協議をしていただいて進めていただきたいと思っております。 

 最初の質問では、グラウンドの発生土としての質問でしたので、なかなか私も幅広く問題を提

起したもので、なかなかお答えが難しかった部分もあるかと思います。今度は、次の質問では、

具体的な質問内容を提示してお願いしたいと思っております。 

 ここでですね、前回、３日やったですかね、５日やったですかね、施政方針の中で、「地域の

価値と新しい人の流れが未来をつくる島」の（２）文化・スポーツの振興とあり、その中に、

「近年のこどもたちの活躍を大変うれしく頼もしく思いますとともに、引き続き各種補助事業に

よる支援や市内関連施設の環境整備を進めてまいります。」と言葉がありました。やはり、壱岐

の未来を背負ってくれる子どもたちのためにも環境を整備していただきたいと思います。確かに

お金はかかります。しかし、理想と現実をあきらめず、どこかに落としどころを見つける努力は

お願いしたいと思います。 

 ここですみません、市長に一つお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  酒井議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 酒井議員が冒頭お話しいただきましたように、スポーツ合宿は成果が出てきております。ただ、

補助金を出しているというのも来ている理由の大きな一つだと思っております。できれば、宮崎

市ではないですけれども、施設があるので補助金がなくても来てもらえるような、そういった形

が持続できるスポーツ合宿、また、子どもたちの教育にもつながるのかなというふうに思ってい

るところではありますけども、実は以前、宮崎市長とも話したときに、温暖化でなかなか宮崎の

合宿も減っていると。暖かいところに行かなくても、日本全体が暖かくなっているというような

問題もありまして、それだったら何があれば壱岐に来てくれるのかというところを今、研究して

いるところであります。ただ、例えば４００メートルトラックタータンの分があれば本当に来る

のかと、造ったけど来なかったというふうになってもいけませんので、その辺もちゃんと研究し

ながら、本当にこれがあれば来るというところを今、研究しているというところです。 

 一方で、お金の話だけではなく、子どもたちの施設、教育についても、施設整備も重要だと思

っておりますので、その両面から先ほど言いますように、落としどころですね、教育施設だけで

は何億かかるというのはちょっと合わないですけれども、外から呼び込む観光交流施設としても

価値があるというような合わせ技で、今、何かできないかなというふうには考えているところで

ありますけれども、なかなか今、勝本の野球場もそうですが、今あるものに手を入れるというの

が非常にやりにくいというのが、実際研究している中で思っているところであります。ただ、ま

たゼロから造るというのも費用的なものもかかりますので、何が言いたいかというと、頭を悩ま

せているというところでありますが、諦めず何かいい落としどころがないかというのは、引き続

き検討していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  酒井議員。 

○議員（２番 酒井 真吾君）  ありがとうございます。 

 私もやはり補助金ありきではものは進みませんし、持続はできません。でも、最初やるにはお

金が必要になってきます。言われるように頭が痛いところでもありますし、しかし、子どもは減

少して今年１００人いるかいないかですかね、来年はまた以上に減ります。しかし、子どもは確

かに生まれてきています。壱岐の宝でもあります。私たちを支えてくれる子どもたちは、しっか

り生まれてきてくれています。何かいい案を皆さんとともに考えていけたらなと思っております

ので、御協力をお願いいたします。 

 続きまして質問いたします。 

 Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用について、Ｂ＆Ｇ体育館等ですね。 
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 使用状況の確認、あまり使用されていないのであれば、建物の中に公園を造ってはどうか、床

を撤去し、土を持込み、芝を張り、遊具を設置する。Ｂ＆Ｇ体育館に限らず、今、使用されてい

ない旧芦󠄀辺中学校体育館と室内に公園を計画してはどうか。 

 極端な発想と思われるかもしれませんが、あるものを有効活用するには、こういう発想も必要

かと考えます。私が調べたところ、体育館を改修して公園にされた事例はありませんでした。ま

た、大きく改修しなくても人工芝を張り、遊具を設置するなど、創意工夫をすれば新しい何かが

できると思います。新しく造るにはお金がもちろんかかります。今言われたようにあるものをど

う使うかが一番大切だと思っております。 

 また、室内公園だけでは利用する方もいずれは減少すると考えられますので、室内の公園兼ド

ローンの資格取得場として活用してはできないかと考えます。今やドローンの活躍の場は、災害

時の避難者の捜索や物資の輸送、農業においてもスマート農業を推進する動きがあると思われま

す。これに鑑み、いち早くこの壱岐で資格取得ができる施設として生まれ変わり、多くの方がこ

の島で資格を取得し、災害活動や農業の分野、そのほかにもドローンでの撮影やドローンアート

にも手がける人々が出てくるのではないでしょうか。農業の分野で活躍すれば、この壱岐の農業

の基盤にもつながり、島内の法人化農業の柱にもなりかねません。いっそのこと、この島でド

ローン撮影コンテストやドローン競技大会なども開催し、地域を盛り上げる一つの光になるので

はないでしょうか。市民の交流の場、憩いの場、癒しの場の公園であり、また、ドローンの資格

取得試験場ともなれば、これからの未来につながると考えます。 

○議長（土谷 勇二君）  岡部地域振興部次長。 

〔地域振興部次長（岡部 一也君） 登壇〕 

○地域振興部次長（岡部 一也君）  ２番、酒井議員のＢ＆Ｇ海洋センターの利用についての御質

問にお答えをいたします。 

 まず、１つ目の使用状況の確認ですが、本年１月末時点で１８の個人・団体の延べ１,２６７名

に御利用いただいております。卓球、ソフトバレー、バドミントンの定期利用に加え、バレー

ボール、バスケットボールでも御利用いただいております。利用日数は実数で１６５日、延べ

２１７日となっております。 

 次に、２つ目の使用が少ないようであれば室内公園は造ってはどうかということですが、当施

設は、その名のとおり、Ｂ＆Ｇ財団の支援を受け、昭和６１年５月に建設をし、３９年を経過し、

老朽化も進んでおりますが、本市といたしましては、先ほどの利用状況で御説明しましたとおり、

定期利用を含め一定の利用者がおられることから、市民のスポーツの場としての役割を継続する

こととし、現時点において、室内公園などの用途変更は考えておりません。 

 なお、旧芦󠄀辺中学校体育館等の施設におきましても、定期利用を含め、一定の利用者がおられ
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ることから、現時点において用途変更は考えておりません。 

 以上でございます。 

〔地域振興部次長（岡部 一也君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  酒井議員。 

○議員（２番 酒井 真吾君）  ありがとうございました。 

 私の確認不足もありまして、なかなか使用される方が多かったかなと、つくづく今反省してい

るところであります。耐用年数もありますし、３９年経過ともあります。後々は、使える部分は

もちろん、今まで以上に使っていただければよろしいですし、もし使えない場合でも、また耐用

年数が来ましたら補強もするとなれば、またお金もかかりますので、解体等もいろいろ、私の考

えでもちょっと矛盾しているところも出てきますけども、あるものを今後もまた使えるところが

あれば、しっかりと使用していきたいと思っております。 

 続きまして、３番目の質問に移りたいと思います。 

 壱岐市島内の公衆トイレの状況、設置について。 

 場所、設置数は把握されていると思いますが、足りていますか。また、和式から洋式への改修

はされていますか。と、ウルトラマラソン時の仮設トイレですが、和式が多いと思いますが、洋

式に変えることはできますか。 

 まず、公衆トイレを定期的に清掃している方々、本当にありがとうございます。毎日の生活の

中で、皆さんがお気づきにならない点があると思います。それは、幹線道路上にトイレがないと

いうことです。もちろんあるところにはあります。勝本から郷ノ浦へ行く途中には、風土記の丘

のトイレがあり、郷ノ浦から石田に行く途中には、池田憩いの広場のトイレがあります。石田か

ら芦󠄀辺に行く途中には、安国寺のトイレがあります。しかし、芦󠄀辺から郷ノ浦に向かう途中には、

トイレがありません。頻繁に使用するものではありませんが、検討をお願いしたいと思っており

ます。 

 また、私も観光地に行くことはありますが、その際、公衆トイレを使用することがあります。

和式トイレを目にした瞬間、別のトイレを探します。私だけかもしれませんが、どんなにすばら

しい観光地でも、トイレが和式で古かったら、気持ちも冷めます。どうでしょうか。もっとトイ

レがきれいならと思うことがあります。今、壱岐に観光で来ていらっしゃる皆様がどう感じてい

らっしゃるかと考えたとき、私と同じ気持ちになられる方もいらっしゃると思います。また、今

の子どもたちは、和式トイレを使用することは皆無の状態だと思いますし、年配の方が使用され

る際は不便だと思います。トイレを利用する方々への心配りという配慮から、感じる感謝の気持

ちが島全体の清掃意欲につながり、島外からの観光客などにも伝わるのではないかと感じていま

す。壱岐への観光客は様々な形で壱岐島内を巡られます。車、バイク、自転車等々、素早く移動
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される方もいれば、じっくりと回られる方もいらっしゃいます。このような方々、島民の方々が、

よりよく使える公衆トイレの改修及び設置を切に願います。全てを変える必要はありませんが、

観光ルート上のトイレ、使用頻度が多いトイレを重点的にお願いしたいと思います。 

 そして、女性からの意見が多いものとして、ドアの建具が悪い箇所、鍵󠄀がきちんと閉まらない

箇所等を再点検していただきたいと思います。また、夜は暗くて怖いとの意見もありましたので、

外灯等の設置も含めて考えていただきたいと思います。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  ２番、酒井議員の御質問にお答えいたします。 

 公衆トイレの場所、設置数は把握されているかと思いますが、足りていますかとの御質問につ

いてですが、現在、市内に９５か所の公衆トイレがあり、各所管において把握し、管理をいたし

ております。 

 今後、効率的な管理を行うため、令和８年度から所管を集約し、一部を除き、公衆トイレにつ

いては観光課において管理することとしております。現在のところ、公衆トイレの数が不足して

いるという要望等は寄せられていない状況であり、足りているという認識でございます。 

 また、和式から洋式への改修はされていますかとの御質問についてですが、全体数に対する洋

式便器の率は約５０％という状況であり、洋式便器が少なくとも１つはあるところが９５か所の

うち６８か所ございますので、洋式便器があるトイレは７１.５％という状況でございます。こ

れまでも段階的に洋式化を進めており、一度に実施することは困難でありますが、今後も計画的

に整備を図ってまいります。 

 それから、ウルトラマラソンでの仮設トイレの洋式化についてですが、本年度の大会において

は公衆トイレのないエイドステーション８か所に仮設トイレを設置し、その全てが和式となって

おりました。この件において大会参加者等からの御意見を踏まえ、令和８年度の大会においては

全ての仮設トイレを洋式化することとしており、既にリース会社と協議しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  酒井議員。 

○議員（２番 酒井 真吾君）  ありがとうございます。 

 私も去年、おととしですかね、寒い中、トイレを使わせていただいたんですけど、参ったとい

う気持ちもありましたので、今、答弁いただいたように、皆さんが負担の少ないトイレを目指し

てではないですけども、設置をお願いいたしたいと思っております。 
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 この前の施政方針の中に、先ほどと一緒なんですけれども、（２）の文化・スポーツの振興の

中に、「２０２５年ウルトラマラソン部門において８９.７点の高評価を獲得し、初めて全国第

１位の評価をいただきました。次回大会でも市民皆様のご理解とご協力を頂きながら、参加者も

関係者も満足し、楽しめる大会を目指して運営に取り組んでまいります」という言葉がありまし

た。本当に壱岐市の皆様が協力していただいた結果だと思っております。 

 先ほどの話の続きでもないんですけれども、和式トイレから洋式トイレに変えたからといって

評価が上がるわけでもありませんが、しかし、気持ちが全然違うと思います。来ていただいてお

りますので、おもてなしの優しさは必要だと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

次回の大会も皆様とともに盛り上げて楽しめる大会にしたいと思っております。 

 最後に追加になるんですけど、これは答弁は要りません。皆さんにちょっとお伝えしたいんで

すけども、郷ノ浦港ターミナル、駐車の件ですけども、臨時駐車場がトンネル横の中央水処理セ

ンター前ですかね、あると思うんですけども、夜間、夜、歩道も狭く、外灯もなく、暗くて危な

いという声がありました。ターミナル駐車場に停められなかった方、また、長期駐車されます方

もいらっしゃいます。夜中小さい子どもを抱いて大きな荷物を持って移動されるのは正直大変だ

と思います。私も意見いただきまして歩いて確認したんですけど、ちょっとやっぱり歩道も狭く

危ない部分がありました。ターミナルの早期改修が行われないのであれば、臨時駐車場までの道

のりに安全対策のために外灯をつけていただけたらと思っております。それか、足元を照らす、

何ですかね、掲示板、掲示板というんですかね、そういうのもあったらいいのではないかと思い

ましたので、追加で発言させていただきました。 

 以上です。どうもすみません。ありがとうございました。 

〔酒井 真吾議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、酒井真吾議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を午後１時といたします。 

午後０時02分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時00分再開 

○議長（土谷 勇二君）  再開します。 

 一般質問を続けます。 

 次に、５番、武原由里子議員の登壇をお願いします。 

〔武原由里子議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（５番 武原由里子君）  こんにちは。５番、武原由里子が、通告に従って大きく３点、質

問いたします。 
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 まず１点目です。壱岐の文化遺産の保存・修復と利活用について。 

 石田町出身の電力王、松永安左エ門氏とその義弟、熊本利平氏が残した文化遺産群のうち、碧

雲荘と花雲亭及び松永記念館について、その方向性について以下の４点についてお尋ねいたしま

す。 

 まず１点目です。国登録文化財「碧雲荘」と市指定文化財「花雲亭」の現状と課題について。 

 ２点目、碧雲荘と花雲亭の整備について、松永安左エ門記念館の構想と連動させた保存・修

復・利活用の計画をつくる考えはないでしょうか。 

 ３点目、松永安左エ門記念館新築の現状と課題、また今後のスケジュールについて。 

 ４点目、ふるさと納税の活用とＰＦＩ事業による進展についての展望をお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  武原由里子議員の質問に対する理事者の答弁をお願いします。岡部地域

振興部次長。 

〔地域振興部次長（岡部 一也君） 登壇〕 

○地域振興部次長（岡部 一也君）  ５番、武原議員の壱岐の文化遺産の保存と修復と利活用につ

いての御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、国登録文化財「碧雲荘」と市指定文化財「花雲亭」の現状と課題ですが、現状

としましては、碧雲荘は建設から８４年、花雲亭は移築から８３年を経過しており、通常の管理

を石田社協様にお願いしております。 

 建物としては、造りが重厚であること、また、文化財担当者が定期的に目視による状態確認を

行い、必要に応じて修繕等を行っていることで、経年劣化による老朽化は進んでいるものの、比

較的しっかりと維持できているものと考えております。 

 課題としましては、文化財としての価値を残しながら、いかに維持管理をしていくかというこ

と、また、認知度のさらなる向上を図る必要があると認識しております。 

 まずは市民の方に、改めて碧雲荘、花雲亭のこと、そして建物にまつわる人物として、熊本利

平や松永安左エ門がどういった人物であったのか、ここ壱岐そして日本社会全体に至るまでどう

いった功績があるのかを知ってもらうことが肝要であると考えております。 

 次に、２つ目の碧雲荘と花雲亭の整備について、松永安左エ門記念館の構想と連動させた保

存・修復・利活用の計画をつくる考えについての御質問にお答えいたします。 

 ただいま申し上げましたとおり、現状は両施設とも比較的しっかりと維持できておりますので、

現施設の保存や修復のための大規模な工事は考えておらず、現在の価値を損なわないよう、引き

続き維持管理に努めてまいります。 

 利活用につきましては、これまでも議会で御質問や御意見をいただいてきたところであります

が、観光、文化伝承、市民対話や交流の場など、多面的な活用が期待できる施設と認識しており
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ます。 

 続きまして、３つ目の松永安左エ門記念館リニューアルの現状と課題、及び今後のスケジュー

ルについての御質問にお答えいたします。 

 まず、リニューアルに関する現状でございますが、本年度において、石田のまなびのみなとプ

ロジェクトと連携させ、進めることで、引き続き内容の検討を重ねているところでございます。 

 これまでも申し上げてきたとおり、松永翁は壱岐を代表する偉人であるとともに、日本を代表

する実業家でもあります。現代において、大学や高校などではより社会や仕事に直結した学びが

重要となる中で、松永翁が壱岐で学ぶ大きなきっかけとなるとともに、学びという切り口が、松

永翁の功績や考え方を伝える新たな指標になるものと考えております。 

 そこで、島内外から多くの学生や社会人が石田に学びに来る仕組みをつくることをリニューア

ルの大きな柱としたいと考えております。 

 一方、リニューアルに当たっての重要な課題の一つは、何といっても財源の確保であると認識

しております。先ほど申し上げました、石田のまなびのみなとプロジェクトと連携させ、進める

ことは、課題解決の一助となるものと考えております。 

 このプロジェクトの進捗󠄀を踏まえ、昨年の秋以降、松永翁ゆかりの電力関連法人である電力中

央研究所、中部電力そして九州電力といった各社へ、このリニューアルの考え方の骨子を説明し

てきたところであり、今後、整備を進める段階に応じ、御理解、御協力を得るため、引き続き接

触していきたいと考えております。 

 一方で、築５４年を経過している現在の記念館につきましては解体する方向とし、本年度、解

体設計業務を完了しており、解体工事はリニューアル計画の決定後の時期を適切に判断し、着手

するよう考えております。 

 今後、石田地区の皆様にとって、また壱岐市民の皆様にとって、最適でよりよい施設となるよ

うさらに検討を進め、お示しをしていきたいと考えております。 

 最後に、４つ目のふるさと納税の活用とＰＦＩ事業による進展、展望についての御質問にお答

えいたします。 

 改めまして、整備に当たっては財源の確保が課題でありますので、整備の方向性が定まり次第、

国の交付金等をはじめ、ふるさと納税、またＰＦＩへの導入など、民間の活力を最大限に生かせ

るようなあらゆる手法を今後検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〔地域振興部次長（岡部 一也君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  御丁寧に答弁いただきました。 
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 本当に今、これをちょっと見ていただくと、この建物が分かる方は相当……、見えますでしょ

うか。先ほど市長に見ていただいたら、すぐにこれが花雲亭とおっしゃられました。 

 花雲亭、２か所ございます。石田社協の建物の手前にございまして、中もすごくきれいにされ

ております。これが８３年前に建てられて、移築されている。本当にすばらしい建物があり、ま

た敷石には菊の御門まであるんですね。こういう立派なものが石田町にございます。 

 こちらが碧雲荘の門です。実は、この門だけで普通の家１軒分の費用がかかる。それぐらい、

縄文杉とか一枚板を使っていらっしゃるということでした。こちらも全体の建物なんですが、

８４年たっても本当に立派だということで、先日行きましたら、障子もきれいに張り替えてあり

ました。 

 やはり、ゆかりの方が結構、全国からお見えになって見学をさせてくださいと、社協さんのほ

うに来られるということです。 

 そこで、私も何回も行ってはいたんですけど、今回、初めてここの黄金の間というところを紹

介いただきました。なぜ黄金の間というのか。ここにふすまがありまして、稲穂があるんです。

実は、よく見ると金粉を使って立体的に、この稲穂の米粒が金粉で全て作られている。そのため

に黄金の間といって、上のほうにも書いてありました。 

 実はこれは、私も８年ぐらい前になりますが、壱岐でお茶の教室をされている方にお願いして、

子どもたちの伝統文化、子ども教室で茶道教室をしたときに、こちらも使わせていただきました。

本当に立派な施設が、なかなか市民の方にも伝わっていない。まして、子どもたちは初めてあの

場に行き、こんなところがあったんだなと、その当時癩癩今は大学生になっている子どもたちで

すけれども癩癩感じたと思います。 

 やはり、本当にさっき言われました、市民にとってもまず知っていただくこと。なかなか行く、

そこにたどり着くのに本当に難しいと思います。前回の一般質問でも山川議員がされていました。

いつも開いてはいるんですけれども、特別、なかなか行こうと思わない。そこにはたどり着かな

い。なんかこう、定期的なイベント的なことでもされたらどうですかっておっしゃっていました。 

 私もまさにそうだと思います。このように、このときは読み聞かせをしました。やはり、何か

この場を使って、先ほども対話の場にもなるとおっしゃっていました。まさに、熊本利平さんは

外からの方たちをこの花雲亭でお出迎えをして、いろんな話をされていたということです。 

 やはり、こういう大変立派な、もう二度と同じものはできない、それぐらい立派なものですの

で、まだ保存状態もいいということです。これはもう、利活用をぜひしていただく。そのために

は行政だけの力では難しいと思います。 

 そこで、やはりこのときにも市民の力、茶道の先生、壱岐には何人もおられます。教室も流派

が３つありまして、それぞれにされておりますので、そういう方たちと一緒になって、こちらの
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花雲亭また碧雲荘を使っていただければということで、今回、前回もありましたけれども、再度

質問いたしました。御丁寧に答弁をいただきました。 

 私としては、松永安左エ門記念館の構想計画と一緒になったその一体型で、また、まなびのみ

なととしてもできるのではないかと思いますので、これからまた、いろんな話がされると思いま

す。そういうときに、この花雲亭と碧雲荘も一緒に考えていただけるとありがたいなと思ってお

ります。 

 熊本利平さんの本に、実は、やっぱり熊本利平さん、１００年後の未来を考えてこの建物を残

していると。特に熊本利平さんは、やはり大正時代から壱岐を教育王国にしたいということで、

今のＳＤＧｓの４番目です、質の高い教育をみんなにということを実践された方です。島に住ん

でいても、家庭の経済状況にかかわらず、誰もが無料で質の高い基礎教育や職業訓練を平等に受

け、全ての世代の人が生涯にわたり、様々な機会に学習できるようにするという思いで、この熊

本利平さんは壱岐のためにも、壱岐の教育にも本当に携わってこられています。 

 こういうことも含めて、この建物を市民皆さんにまず知ってもらう。そしてまた、観光として

も利用できる。本当に以前、こちらがちょっと見にくいんですけれども、実はこれは松永安左エ

門さんの生家、今ございます。そこでお茶会をされたとき、ちょっと私も参加したときに撮った

写真です。本当に庭もきれいにされていまして、建物もまだまだ使えるということで、このとき

もお茶の先生が自分で整備、きれいにお掃除をされて、お茶会をされて、たまたま観光の方もお

られてお茶を出したりされておりました。 

 こういうところの利用で協力したいという市民の方もたくさんおられますので、ぜひそこはタ

イアップしながらやっていただきたいと思いますが、そのような計画で、市としてはどう対応さ

れますでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  岡部地域振興部次長。 

○地域振興部次長（岡部 一也君）  武原議員の質問にお答えをいたします。 

 今、議員がおっしゃった、いろんな市民の方に知っていただいて、いろんな市民の方にイベン

ト等で御活用いただくことで、活動いただく方の技術とかそういったものの向上、また、その中

で松永安左エ門や熊本利平さんのことを知る機会というふうになるというふうに思っております

ので、学びの島、教育の島ということもございますので、そういったところをしっかりと進めて、

周知ですね、イベント等の呼びかけをするとか、市からありませんかと、そういったことを含め

てしっかりと取り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  ありがとうございます。石田社協さんの中の奥というか、地下に
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ございますね。本当に見えづらく、また石田のほうから下から上がってくると、すごく石垣とか、

すばらしいものも残っておりますので、やっぱりこれは、前に山川議員がおっしゃったように、

一度はそういう企画的なところでイベント的にやって、皆さんにお披露目をするような場が必要

かなと思いますので、そのあたりも今後、検討していただきたいと思います。 

 財源についても、本当に言われたとおり今からとなると思いますが、やはり電力会社も、もと

もと建て替えるときの寄附も申出が以前、あったと聞いておりますので、また引き続きやってい

ただきたいと思います。 

 では、本当に壱岐の文化遺産、またすばらしいものを後世に残していくような形でぜひお願い

いたします。 

 では、１番目を終わりまして、続いて２番目の質問に行きます。 

 令和８年度の予算についてお聞きいたします。 

 一人一人が主役のまちづくりを目指す政策の実現を図るための予算編成を実施し、今年度同様、

市民皆様が幸せを実感できる壱岐市の未来を皆様とともにつくっていくと、施政方針で市長が発

表されております。壱岐新時代の実現に向けた市長の決意について、以下の５点について伺いま

す。 

 １点目です。新年度予算の目玉政策と財源について。 

 ２点目、今後の財政計画の課題はどのように考えておられますでしょうか。 

 ３点目、エッセンシャルワーカーをはじめ、ＤＸで代替できない専門職等の人手不足への対応

策について。 

 ４点目、政策方針に触れられていない取組で、市長の重点政策の進捗󠄀状況について、特に、

４つの港についてお尋ねいたします。 

 ５点目、市民との対話と共創を実現する政策について。 

 以上５点、お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  それでは、私のほうから、１点目と４点目について御答弁させていただ

きます。 

 まず、１点目になります令和８年度当初予算の目玉と財源はというところでございますが、ま

ず前提といたしまして、現在の物価高等の影響によりまして、あらゆる費用が増加傾向というふ

うになっております。そのような中で、必要な行政サービスを維持しつつ、新たな取組や従来の

事業を発展的に進めていくことを念頭に、令和８年度の予算編成を行ったところでございます。 

 令和８年度当初予算の主な内容については、施政方針でも申し上げたとおりでございますが、
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今年度一番の目玉政策はというふうに聞かれますと、学校給食費の支援事業というふうに考えて

おります。 

 米の価格や給食材料費の高騰を要因としまして、来年度、壱岐市の給食費は見直しを行う予定

でありますが、このうち、小学校の学校給食費は国の支援制度が創設されましたが、中学校給食

については補助がございません。そのような中ではありますが、令和８年度は国の物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用して、小中学校の学校給食の完全無償化を実施することとし

ております。 

 特に、中学校給食費は保護者負担なしとすることについては、県内でも一部の市町しか行うこ

とができていないようでありますが、壱岐市では、本市の重要な課題である子育て施策に交付金

という財源を有効活用するという観点から、小学校に加え、中学校給食費の無償化を行います。 

 しかしながら、現時点では、中学校においては財源がある来年度のみの対応となりますので、

今後の支援につきましても、引き続き、長崎県市長会などあらゆる場において、給食費の無償化

は日本全国どこでも均一に受けられるユニバーサルサービスとして、国が責任を持って制度化す

ることを求めてまいりたいと考えております。 

 また、今後も引き続き、特定の事業に限ったことではございませんが、国・県の補助金のほか、

ふるさと納税など外からの財源を活用するなど、知恵を絞って、より効果的な事業の実施につな

げてまいります。 

 続きまして、４番目になります市政方針に触れられていない重点政策の進捗󠄀状況についての御

質問でございますが、これは、４つの町の特徴を生かした、壱岐新時代プロジェクト構想を指す

ものと認識しております。 

 本構想につきましては、昨年度に市民皆様に向けて発表し、この１年間、国や県の財源を活用

し、取組を始めたところです。議員の皆様には、３月１９日の全員協議会において、また市民の

皆様には、３月３０日の午後から、壱岐の島ホール中ホールにおいて、各プロジェクトの実施計

画、スケジュール等について、詳しく御説明申し上げる予定としております。 

 まず、郷ノ浦の「つながりのみなとプロジェクト」についてですが、国土交通省の地域生活圏

形成の取組により推進をしております。エンゲージメントパートナーである西松建設様の協力を

得ながら、「健幸でウォーカブルなまち」をコンセプトに、郷ノ浦エリア、本村触エリアを中心

に、町全体のグランドデザインの検討を進めてまいりました。 

 施設整備等が伴いますので、ＰＦＩやソーシャルインパクトボンドなど、民間資金を活用した

事業手法の導入準備も進めております。 

 そのほか、健康面の取組としては、京都大学の鎮守の森コミュニティ研究所と地域の方が連携

し、町歩きやヨガなどを組み合わせた体験プログラムの創出、東京科学大学を中心とした超健康
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コンソーシアムと、壱岐産食材の免疫活性化機能などの分析に取り組んでおります。 

 また、去る２月２１日には、中央福岡ヤクルト販売株式会社様との共催によりまして、壱岐の

島ホール大ホールにおいて健康フォーラムを開催いたしました。６００名強の市民の皆様に御参

加いただきまして、テレビにも出ていらっしゃいます料理研究家の浜内千波先生やヤクルトの研

究室の方による基調講演、また、壱岐高、壱岐商業高校、郷ノ浦中学校の３校合同による吹奏楽

など、楽しみながら健康について考える機会を創出したところです。 

 続きまして、勝本の「あそびのみなとプロジェクト」につきましては、勝本港埋立工事及び辰

の島遊覧船乗り場の移転が、令和１０年４月供用開始を目指し、工事を進めております。 

 並行して、漁協、商工会、まちづくり協議会などで構成する協議会を設置し、海業による地域

活性化について協議を重ねております。 

 先進地視察といたしまして、福井県高浜町の水産業の６次産業化、福岡県宗像市の道の駅むな

かた、北九州市脇田漁港の釣り桟橋など港湾施設、佐賀県唐津市の呼子朝市などを訪問し、現地

の課題や取組を学び、勝本での海業の取組の具体化を地域の皆様とともに進めております。 

 ３つ目の芦󠄀辺の「くらしのみなとプロジェクト」につきましては、国土交通省の二地域居住推

進のモデル地区として、二地域居住先導的プロジェクト実装事業を活用し、取組を進めておりま

す。ＪＡＬとの二地域モニターツアーを通して、ふるさと納税やマイルを活用した航空移動費の

負担軽減の取組、また、本市への移動手段の確保をワンストップで実現するＭａａｓやサブスク

による費用負担の平準化などに関する調査も併せて実施し、二地域居住者、自治体、民間事業者

にとってサステナブルな事業モデルの構築を進めております。 

 モニターツアーには全国６市町が参画し、４５名の募集枠に対し１６２名と３倍以上の申込み

があり、その中でも壱岐が一番人気だったと報告を受けております。 

 さらに、移住や二地域居住の受皿となる住環境については、島内建設業の皆様と推進をしてお

ります。 

 建設業者の方々とともに、宮崎県の空き家活用の取組を先進地視察に行きました。空き家を問

題ではなく遊休資産と捉え、空き家活用を建設業における新たなビジネスチャンスとする取組を

推進してまいります。 

 最後に、石田の「まなびのみなとプロジェクト」については、学びを切り口に交流人口を拡大

し、宿泊施設等の観光振興にも寄与、将来的には二地域居住や定住人口の増加につなげるもので、

長崎県未来大国づくり応援補助金を活用し、推進をしております。 

 民宿の活性化につきましては、ＭＢＡ（経営学修士）取得者の都市圏企業の方々と民宿組合で

連携し、民宿の経営課題の洗い出しから課題解決に向けた取組の伴走支援を行い、民宿経営の持

続可能性を高める活動を行っております。 
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 島丸ごとキャンパスとして、学びを切り口に、大学生をはじめとした若者を呼び込む壱岐未来

キャンパス構想につきましては、行政だけでは実現が難しいため、大学との連携を進めておりま

す。 

 具体的には、東京大学、慶應義塾大学、法政大学、立教大学、武蔵野美術大学、立命館大学、

皇學館大學、西南学院大学、長崎大学などとの体制構築を進めているところです。 

 教育プログラムにつきましては、豊島岡女子学園中学校・高等学校と連携し、３年間かけて、

壱岐市の地域課題を探求するフィールドワークと授業を開発いたしました。この経験を経て、総

合型選抜で東京大学に進学する生徒も出てきております。この豊島岡女子学園モデルを他の高校

への横展開はもとより、大学生向けや企業研修向けにも応用展開してまいります。 

 既に、大学においては、法政大学と単位認定型フィールドワークプログラムを開発し、令和

８年度に実践いたします。このカリキュラムをほかの大学に横展開するとともに、連携大学でコ

ンソーシアムを組み、壱岐をフィールドとした他の大学の授業を受講しても、公域単位互換制度

により単位取得ができる仕組みづくりに向けても取組を進めているところです。 

 各プロジェクトについて、地域の皆さまとともに、そして不足する資源はパートナー企業の力

を借りながら、壱岐新時代に向けて全力で邁進してまいります。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  私のほうから、２点目と３点目に答弁させていただきます。５点

目につきましては、総務部次長のほうより答弁させていただきます。 

 まず、２点目の今後の財政計画策定の課題はとの御質問でございますが、７年９月会議の決算

特別委員会の中でも申し上げましたが、現時点では数値目標などを設定する計画を改めて策定す

ることは考えておりませんので、令和３年度に策定をいたしました壱岐市財政基盤確立計画にお

ける内容について、当初の計画期間は経過しておりますが、同計画の内容を引き続き財政運営の

羅針盤として、財政健全化の取組を進めていく方針でございます。 

 議員御指摘のとおり、本市の財政構造は、市税をはじめとする自主財源が歳入に占める割合が

低く、収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存している状況でございますが、一方で、現在

の目まぐるしく変化する社会経済情勢下においては、策定した計画の数値目標のみに拘束される

ことなく、柔軟な財政運営を進めていく必要があると考えております。 

 また、健全な財政運営ができるかということを確認・検証していくことは、当然必要なことで

はございますので、その現状につきましては、毎年、中期財政見通しを作成し、今後の見通しを

含めたところで、議員皆様方に御説明するとともに公表を行っているところでございます。 
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 いずれにいたしましても、第４次の壱岐市総合計画の各種施策の実現と持続可能な財政基盤の

確立の両面から財政運営を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目のエッセンシャルワーカーをはじめ、ＤＸで代替できない専門職等の人手不足へ

の対応策についてお答えをいたします。 

 議員御承知のとおり、エッセンシャルワーカーとは、社会の維持に不可欠で、市民の生命、生

活、安全を支える仕事に従事する方のことと認識をいたしております。 

 このエッセンシャルワーカーを壱岐市役所に充てた場合、全ての職員がエッセンシャルワー

カーに当たると考えておりますが、主に保健師、看護師、介護・福祉職員、保育士、栄養士、消

防職員などがこの専門職員の代表するものであると考えております。 

 現在、全国の地方において、人口減少と高齢化の進行により、生産年齢人口が減少する中で、

地域社会を支える担い手の確保が大きな問題となっております。中でも、議員御指摘のように、

エッセンシャルワーカーは、本市のような離島地域においてはその担い手確保が重要な課題であ

ると認識をいたしております。 

 そこで、今回は市役所職員の人材確保対策について答弁をさせていただきます。 

 市職員は、市民生活の基盤を支え、日々の安心と安全を確保する職種であると認識しており、

市民生活にとって必要不可欠な存在であると認識しております。特に、専門職種はいずれも対人

支援を本質とする職であり、ＩＣＴやＤＸの活用により事務の効率化は可能であるものの、本質

的業務そのものを代替することは難しいものと考えております。 

 その上で、市民生活の安全・安心を支える職員については、計画的な新規採用を実施しており、

本年度は総務省の地域活性化起業人制度を活用し、壱岐市役所の魅力とともに、その職種の必要

性と地域の命、暮らしを守る最前線に立つことへの誇りとやりがいを発信してまいりました。 

 今年度の実績で申し上げますと、募集する試験職種にもよりますが、申請者ベースで昨年比の

約１.８倍、受験者ベースで約１.５倍の増となっております。 

 近年、全国的に採用募集者数が減少傾向にあり、県内の自治体でも募集に苦慮する中、本市に

おいてはこれらの取組等により募集人員が増加するなど、一定の成果が見られております。 

 また、これらの取組に加え、ＤＸによる現場負担の軽減と人材定着対策として、内部事務の効

率化や電子化を進め、専門職が本来業務に専念できる環境づくりを推進しております。 

 今後とも、計画的な専門職員の採用、外部人材の活用、ＤＸの推進による業務の負担軽減を三

位一体で推し進め、壱岐市におけるエッセンシャルサービスの安定的な提供体制の確保に全力で

取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 
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○議長（土谷 勇二君）  小川総務部次長。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 登壇〕 

○総務部次長（小川 和伸君）  ５番、武原議員の５点目の御質問にお答えいたします。 

 市民との対話と共創につきましては、２０１５年から対話型のまちづくりをはじめ、ＳＤＧｓ

推進事業にも主要な柱として組み込み、１１年間にわたり継続してまいりました。 

 対話は市政運営の重要なコミュニケーションインフラとして、また共創は政策推進の基本スタ

ンスとなっております。 

 対話の取組につきましては、引き続きＳＤＧｓ推進事業として実施し、今後も様々な機会で市

民皆様との対話を重ね、よりよい未来に向けて一緒に前へ進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  大変詳細な御説明をいただきました。ちょっと時間もあまり足り

ませんので、幾つかだけ再質問いたします。 

 ３点目のエッセンシャルワーカー、人手不足に対してございましたが、今、説明がなかった点

で一つお聞きいたしたいと思います。 

 土木のほうが４名不足ということで、この間、市報にも載っておりました、退職者の補充がで

きていないという。土木に関してはかなり専門職になるかと思うんです。そのあたりは困ってい

らっしゃらないのかというのが一つですが、いかがでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  武原議員の再質問にお答えをいたします。 

 議員がおっしゃられるように、土木職につきましては技術職員が不足をいたしております。数

年、ずっと募集をかけておりますが、応募がないという状況が続いております。これは本市に限

らず、長崎県も含めて県内全市が同じような状況になっております。 

 技術職の確保というのが非常に今現在、難しい状況でございまして、私どもといたしましても、

土木科があるような高校、県内の高校とかにも就職の採用試験を受けていただけないかというよ

うなお願いに、次年度以降、回ってはどうかということを総務部の中で協議をしているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  本当に、全国的に技術職が足りない、本当にそうだと思います。
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しかしながら、やはり壱岐出身者とかもたくさんいらっしゃると思いますので、土木職に限らず、

今言われました職種、エッセンシャルワーカーと言われる技術の資格の方々を、やはりヘッドハ

ンティングではないですが、やはりもう、壱岐のためにここは、ということで、やはり積極的に

採用をしていただくような形の試験等も検討していただきたいと思って質問いたしました。 

 最後の５点目なんですけれども、対話、共創、市長の施政方針でもよく使われている言葉なん

です。２０１５年からもう１１年間、ＳＤＧｓ対話会等々されております。私も何度も参加して

おりますが、やはりどんどん参加する方が減っているのかなというのをすごく感じました。やは

り、見直しながらステップアップというか、するのはいいのかなと思って、ちょっと今回、お聞

きいたしました。 

 私が今回、政務活動費を使いまして、２月２日と３日、滋賀県のＪＩＡＭというところで研修

を受けたんです。そこでは、やはり人口減少社会における地域の課題、課題解決に向けてという

ことで学んでまいりました。そこが、やはり対話と共創だったんです。人口減少とどう結びつく

かと私も最初、思ったんですが、実際はやはり、本当に壱岐も取り組んでいますように、ここで

しっかりと地元の未来に愛着を持ってそこで学び、その地域に還元する愛着が人を呼ぶというこ

とです。 

 なので、やはりここをもう一度、この対話会、共創社会も含めてバージョンアップといいます

か、やっていただきたい。今まで、１１年間の積み重ねをベースにやっていただけるかなと思っ

てちょっと御提案いたしました。 

 今、全国１１か所、地域創造塾ということをやっておられます。まさに、壱岐でもやっている

ような形なんですけれども、そこが地元の若い事業者をメインにしてそこで学ぶ。それを高校生

とかと一緒にやっていく。地元の方がプレイヤーとしてしっかりと地元を愛し、そこを守ってい

く。今は、どうしても外からの力を壱岐市は借りているのが多いかなと思っておりますので、い

やいや、壱岐にもたくさんいろんな人材いらっしゃいます。特に、若い世代にそういう場をつく

り、それをもっと若い中高生にも参画していただきながらやっていかれたらいいのではないかと

いうことで御提案いたします。 

 ちょっと時間がないですが、後でまた、資料等はお渡ししたいと思います。 

 本当に、最初に言われたように、壱岐を市民みんなが主役の町にするには、やっぱり外からだ

けではなく、市民が本当にここに生まれて住んでよかった。最後までここで住み続けられたとい

うところを実感しないと、ここは難しいと思います。どうしても仕事がない、子育てできないと

言って外に出ていく若い世帯が増えております。それではいけませんので、やはり今、ここで立

ち止まってしっかりと「あなたが必要です。壱岐にはあなたが必要なんです」というところを、

やっぱりもう少し地元の方にも発信していただきながら、できるような政策、予算の使い方もし
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ていただきたい。 

 特に、会計年度任用職員は不安定なために、どうしても外のほうに流れていっている。本当に

若い方が家族で出ていかれているような現実もございますので、そのあたり、もう一度、そうい

う職員の採用も確保も含めてやっていただきたいと思います。 

 では２点目、終わります。 

 ３点目です。地域共生社会の実現に向けた次期壱岐市福祉計画の策定についてお尋ねいたしま

す。 

 令和８年度末を終期とする第３次壱岐市地域福祉計画の分析評価を実施し、地域住民の声を反

映させた第４次壱岐市地域福祉計画が展開されるものと考えております。現在、国土交通省地域

生活圏形成リーディング事業のまとめに入っていると思いますが、その地域共生社会の実現に向

けた地域福祉計画につなげることで、市民福祉の向上を実現する「シン地域福祉」への発展を期

待して、次の４点について伺います。 

 壱岐市の第４次地域福祉計画に反映できる国土交通省事業の結果と成果について、簡単にお願

いいたします。 

 第２点目です。次期地域福祉計画は、壱岐市社協の地域福祉活動計画との一体化が図られるこ

とを期待しておりますが、その点について、市長はどのように、市社協さんに提案するような考

えはないでしょうか。 

 ３点目です。地域福祉計画にもたらされる地域生活圏の意義とその重要性についてお尋ねいた

します。 

 最後に、市長の考える地域生活圏における地区公民館は、どのような役割を果たすことになる

でしょうか。 

 以上４点、お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  吉田市民部長。 

〔市民部部長（吉田 博之君） 登壇〕 

○市民部部長（吉田 博之君）  ５番、武原議員の①から③の質問に対しまして、市民部のほうか

らお答えさせていただきます。 

 時間的なこともありますので、少し割愛させていただく部分もあるかと思いますが、御承知願

いたいと思います。 

 まず、１点目の地域生活圏形成リーディング事業についての成果、結果ということでございま

す。 

 御承知のとおり、この事業を活用いたしまして、政策提言ＡＩによる将来予測シミュレーショ

ンを実施しており、本市の多様な統計データや各種指標等の投入を行っている最中であります。 
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 具体的な結果につきましては、今後精査していく状況にございますが、この取組を通じて、将

来の人口動態や地域ごとのサービス事業を客観的なデータとして可視化できることが最大の成果

であると考えております。 

 これまで、各部局が個別に抱えていた課題や予測をＡＩという共通の物差しで横断的、客観的

に分析、予測することにより、極めて重要なエビデンスを得られることとなると考えております。 

 この結果を計画に反映させることで、将来のニーズの変化を先取りした、より実効性の高い福

祉施策の立案が可能になるということを期待しております。 

 ２点目の御質問にお答えいたします。２点目の御質問につきましては、令和７年９月会議にお

いて同市議より同様の質問があり、その際答弁させていただいておりますので、再度のお答えと

なると思っております。 

 本市が、将来を見据えた地域福祉の在り方や地域福祉推進のための基本的施策の方向を定める

地域福祉計画に対しまして、御承知のとおり、地域福祉活動計画は、地域福祉の推進を目的した

民間の活動行動計画となります。 

 計画の策定に当たっては、市の総合計画はもとより、各種個別計画との整合を図りつつ、広く

市民の声を反映しながら進めていく必要があり、現在のところ、民間の活動行動計画である地域

福祉活動計画との一体化の提案は考えておりません。 

 その理由の一つに、両計画は法律上の位置づけが違うということに加えまして、民間の活動行

動内容を行政が縛るものではないと思われるところがあるからでございます。 

 しかしながら、両計画は位置づけこそ違うものの、地域福祉を推進する上で連携が必要な計画

と認識しており、両計画の策定に関しましては、整合と連携を図っていくことで以前より確認さ

せていただいているところであり、必然的に地域福祉計画に沿った地域福祉活動計画が策定され

るものと認識いたしております。 

 福祉の推進につきましては、官民一体化ではなく、一体的に行うものと、これが必要かと考え

ておりますので、御承知を願いたいと思っております。 

 ３番目の質問で、地域生活圏の意義とその重層性はということでございます。 

 少し割愛させていただきますが、地域生活圏が目指すのは、主体の連携、事業の連携、地域の

連携という３つの要素になり、分野の垣根を超えたリアル空間の質的向上を図るところでありま

すが、この多分野連携こそが複雑化する地域課題に対する重層的な支援体制を支える強固な基盤

となり、生活基盤そのものが持続可能なものとなることで、結果として福祉施策がより効果的に

機能し、住みなれた地域で安心し、暮らし続けられる壱岐新時代の実現に寄与するものと考えて

おります。 

 以上でございます。 



- 116 - 

〔市民部部長（吉田 博之君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  小川総務部次長。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 登壇〕 

○総務部次長（小川 和伸君）  武原議員の４点目の御質問にお答えいたします。 

 まず、地区公民館とは、社会教育法第２０条にその目的が規定された施設であり、本市におい

ても教育委員会所管の下、主に生涯学習や地域交流の場としての役割を担うものでございます。 

 一方、本市が推進します地域生活圏とは、先ほど市民部長からの答弁がありましたように、

３つの連携が必要条件となっております。この取組において、地域課題の解決や共助を中心的に

担うのは、地域の代表的な運営組織であるまちづくり協議会であると認識をいたしております。

したがいまして、地域生活圏における地区公民館の役割は、地域生活圏の概念そのものに新たに

規定されるものではありませんが、あくまでも学びの場としての本来的機能を堅持してまいりた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 

○議員（５番 武原由里子君）  簡潔にお答えいただきましてありがとうございました。今のとこ

ろ、今から利用していくというところですよね。そういうタイミングでまた説明があると思いま

すが。 

 最後の今、次長の考えというか、この地域生活圏はまちづくり協議会というところで、私は今、

地区公民館なのかとは思ったんですけれども、まちづくり協議会がこの地域生活圏というところ

での考えになるとおっしゃって。そうなりますと、やはりまだできていない３地区がどうなるの

かというところもございますので、やっぱりこれを機会にぜひその３地区がもしできないんであ

れば、またその３地区は別の地域生活圏としてのものをしないといけないのかなと。 

 一つは、地区公民館の在り方も再度また見直していただくことも必要なのかとはちょっと感じ

ておりましたので、ここでお聞きいたしました。そのあたり、まちづくり協議会の今後について

はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  武原議員の再度の御質問にお答えいたします。 

 まちづくり協議会につきましては、御指摘のとおり、まだできていないところがございますの

で、今後、鋭意、協議会が立ち上がるように努めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  武原議員。 
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○議員（５番 武原由里子君）  今年度、私は武生水地区なんですけど、何も動きがございません。

やっぱり何か一歩進まないといけないかなと思いますので、ぜひ次の令和８年度には何らかの形

でできるようにしていただきたいと思います。 

 それと先ほど、私も前回も聞いたんですが、この地域福祉計画と社協の計画と民間のとおっし

ゃいましたが、実は壱岐市の福祉事務所のお仕事を社協に幾つも委託されておりますよね。やっ

ぱり民生委員、児童委員に関する事務、また生活困窮者支援等を本当に大事なところを社協に委

託されております。だから、このあたりはしっかりと連携していくということで御回答いただき

ましたが、普通の民間とは違いますので、ほぼほぼ壱岐市の仕事が委託ということで大事なとこ

ろをされていると思いますので、なるべくそのあたりが来年度１年間かけてつくるときに、社協

の方たちとも一緒にできて、この地域生活圏、特にまたまちづくり協議会も含めて話をしていた

だきたいなと思っております。 

 特に、日々の暮らしができないと、ここは皆さん生活できなくなる。一番今問題は、地元の交

通機関がないので、皆さんの足が買物へ行く、病院へ行く、その足がすごく困っているというと

ころであります。そういうところも含めてぜひ考えていただきたいなと思って、今回聞きました。 

 人口減少に対していろんな取組ができると思いますが、やっぱりそこに住んでいる人が、ここ

が一番暮らしやすいんだよという思いを持たないと、誰も、ほかからも来ないし、また出て行っ

てしまうばかりだと思いますので、この壱岐の島でみんなが暮らせるように、しっかりと地域生

活圏を守りながら、地域のふだんの暮らしを支えるような計画、また取組をしていただきたいと

思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

〔武原由里子議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、武原由里子議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をします。再開を午後２時とします。 

午後１時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時00分再開 

○議長（土谷 勇二君）  再開します。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１３番、小金丸益明議員の登壇をお願いします。 

〔小金丸益明議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１３番 小金丸益明君）  久しぶりの登壇で身も心も足もガタガタしておりますが、どう

ぞよろしくお願いいたしたいと思います。 
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 ３月１日に壱岐高校と壱岐商業高校の卒業式が執り行われております。もちろん出席はいたし

ておりませんが、ケーブルテレビでその様子が放映されておりました。両校を合わせて２００人

程度の卒業生が巣立っていきます。そのほとんどが島外へ出ていくということで、壱岐の人口が

また減るかと非常に寂しい思いでございます。 

 その中で壱岐高校の卒業生の代表が女性でございましたが、答辞で歌を歌っておられました。

答辞で歌を歌うちゅうのは、歴史上初めてじゃなかろうかと思って大変びっくりしたと同時に、

最近の子どもたちの肝の太さに驚いたところでもございます。 

 私もせっかくの一般質問でございますから、歌の一曲でも皆さん方のよろしきがあれば歌いた

いと思いますが、教育長は「早春賦」という歌を御存じですかね。「春は名のみの風の寒さや 

谷の鶯歌は思えど 時にあらずと声も立てず」と。 

 まさに今の時期を歌った歌でございますが、間もなくすると壱岐島内で中学校、そして小学校

の卒業式、そして入学式が執り行われます。寒々とした体育館の中で私たち来賓も凍えながらの

出席でいつも難儀をしているところでございますが、非常に子どもたちの数の少なさに毎年驚く

ものでございます。壱岐島内の小中学校もそうですが、高校もその数に驚くこの近年でございま

す。 

 この子どもの数が少ないというのは、日本の日本病とも言える人口の減少、そして少子高齢化

が主な原因だと思っております。全国的に小学生も少なくなりまして、小学校の小規模化も進ん

でおりますし、小規模化で対応できない場合、統廃合が進められておるという報道がなされてお

ります。 

 長崎県内でも、長崎市をはじめ、島原、五島、対馬も統廃合に進んでおります。全国的に過疎

地域、そして離島・半島地域がその統廃合に拍車をかけておるようでございます。 

 私は、小学校の統廃合について今回質問を投げかけていましたら、教育委員会のほうから早々

と回答の表が出てきまして、私はこれは何を質問しようかと悩んでいるところでございますが、

小学校の児童の推移等々は後より教育長がるる詳しく説明をしていただくと思いますし、時間も

たっぷりあると思いますから、その点をお願いしたいと思いますが。 

 私は人口動態における少子化ということに着目いたしまして、壱岐の人口動態を少し調べてみ

ました。弥生時代、「魏志倭人伝」にも載っておりますが、壱岐島内には３,０００戸余りの家

があって人が暮らしておるという記述がございます。当時の推計では、約１世帯３人から５人だ

ろうということが載っておりますので、１万人から１万５,０００人が原の辻󠄀を中心に壱岐島内

に生活していたものと思います。１万５,０００人です、当時。 

 時は下りまして、大正９年に初めての国政選挙が行われております。そのときの壱岐の人口は

３万６,６６９人と記されております。また、昭和３０年、戦後１０年たった昭和３０年ですけ
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れども、そのときは壱岐の人口の一番ピークでございまして、５万１,７６５人と記されており

ます。壱岐が５万のとき、対馬は多分７万島民と言っていた時代の壱岐が５万と思います。 

 そして、団塊の世代と言われるのは、戦後すぐの昭和２１年、２２年、２３年生まれの方々を

指すそうでございますから、今で言う７７歳、７８歳、７９歳の方々が団塊の世代というわけで

すけれども、壱岐の場合、今年度７０歳になられる方が生まれたときが５万何がしの最高値であ

っているということから、全国の団塊の世代の人口ががっと上がったときよりも、七、八年遅れ

ての人口が一番多い時期を迎えたことになると思います。 

 時は下りまして、２０００年、人口が約３万４,０００人、そして２５年下って昨年２０２５年

が２万３,０００人余りとなっております。約２５年間で１万人減っておるような計算になりま

す。また、平成３年以降、死亡者のほうが出生者を上回っております。いわゆる赤ちゃんより死

人のほうが多くなっているということでございます。大体それまでは五、六百人が生まれて、

４００人、３００人が亡くなっておったわけですが、平成３年ぐらいから死亡者の４００人ぐら

いは変わりませんけれども、出生者が減ってきておるような状態が見て取れます。 

 また、出生者数が去年癩癩出生者は大体１月１日から１２月３１日の統計を取るようでござい

ますから、去年は１００人、９８人ぐらいだと聞いておりますから相当減っておるわけですね。

９８人、１００人生まれたとしても死人は４００人ぐらいをずっとキープしておりますから、生

まれるのと亡くなるのだけを差し引いても毎年３００人ぐらいは減っておると、人口が減るとい

うことでございます。人口が減るということは、子どもがいなくなるということにつながってい

ると思います。 

 また、社会減、社会増という表記がありますけれども、平成の半ばくらいまでは１,０００人

程度入って１,０００人程度出るような動きがずうっと続いておりましたが、平成の半ば以降は

どんどん入りが減っております、出るのも減っておりますけれども。令和４年、５年になります

と６００人ぐらい入って８００人ぐらい出るということで、社会の増減、転勤とか移動での社会

の増減にしても相当減っておるわけです。千何百人から五、六百、数百人までの移動になってお

るということですから、大体壱岐の島がずんずん縮んでいっているような感じを受けるわけでご

ざいます。そんな社会情勢の中で、子どもたちが減るのは至極当然の現象だと私は思います。 

 そこで、小学校が１８校ずっと続いております。明治何年でしたかね、学制が発布されて初め

てできたのが。盈科小学校がいまだに続いておりますが、盈科小学校はさすがに今でも２００人

を超す全校児童がおりますが、当初からマンモス校であったということで、盈科小学校の歴史と、

やはりその付近に住む郷ノ浦の地力というのを見せつけられるような思いがします。 

 私が通告いたしております３点、小学校の児童の数の推移、そして現状はということと、それ

に伴って今、複式学級が非常に多くなっております。ちまたでも自分の学校、そして他校の存続
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や複式学級が増えておるということを危惧する保護者も増えております。また、小学校の統廃合

について、ちまたでも関心が高まっております。 

 そういう状況の中で、ぜひ今回は教育長に、現状とまた統廃合のお考えを聞きたいと思いまし

て質疑をしております。あと十分に時間がありますので、市民の皆様に詳しく分かるように御説

明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  小金丸益明議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山口教育長。 

〔教育長（山口 千樹君） 登壇〕 

○教育長（山口 千樹君）  失礼いたします。どうも私も小金丸議員から質問されますと高校時代

のことを思い出しまして、すごく緊張するものでございます。この気分は、当時同じ高校にいた

者でないと分からないかなと思うところもありますけれども、どうぞよろしくお願いします。 

 それから、私も教育長の任期が今度の５月までなんですけれども、この３年間、考えてみます

と、樋󠄀口議員から２回ほどこの種の質問があって、そのときは言い方は悪いですが、冷たく「し

ませんよ」という話をしてきました。これは当時、私を教育長にされた白川市長との私がこの仕

事を受けるときの条件と申しますか、お話の中で統廃合はどういうお考えですかという話を聞い

たときに、地域の活力がなくなるから自分としてはあまりやりたくないんだということをおっし

ゃって、私も全く同じ気持ちでございましたので、それなら引き受けてもいいかなということで

来たところがございます。 

 しかし、樋󠄀口議員が２回、そして今度、小金丸先輩から３回目でございます。世の中には３個

の何とかというのもございます。３回言われているからではなくて、やはり３回も市議会議員さ

んがこの種の質問をされるということは、それだけ住民の市民の声があるのだなと私も思ってお

ります。 

 今からいろいろ数字のお話をしますけれども、その前に私の考えとしては、今度御質問を頂い

たことを契機に、令和８年度から壱岐市内の小学校の統廃合については動き出そうと思っており

ます。すぐやるという意味ではございません。ただ、どういう環境になっているのか、どこの小

学校からやるべきなのか、そしてその結果、何が起こるのかということを十分調査して研究して

動き出していこうと思っております。また、数字を説明する中で少し話していこうと思います。

よろしゅうございますでしょうか。 

 では、少し話をしてまいります。まず、児童数の推移と推移の現状についてでございます。 

 まず、５年前の令和２年度でございますが、壱岐市内の小学校は全部で１,４２８名の児童が

おりました。５年たちまして令和７年度、今年度の去年の５月１日時点で１,１５８名でござい

ます。議員の皆様には数字のデータを送っておると思いますので、これは市民の皆様向けにちょ

っとお話をしております。この５年間に２７０名減少しております。令和１０年、あと２年たち
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ますと１,０００名を切るだろうと思っております。５年後の令和１２年度には８４９名になる

と予想しております。当然、転校とか転入とかありますので、この数字は予想でございます。 

 さて、先ほど盈科小学校の話をされましたので、これから市内の全ての小学校について、令和

７年度、今年度の数と、それから５年後の令和１２年度の数を述べてまいります。 

 まず最初に、盈科小学校でございますが、２３５名が２０１名、約３０名以上減ります。この

ほか、郷ノ浦町から参りますと、渡良小学校が５２名から２９名、三島小学校は２名が０名、柳

田小学校が４１名から２３名、志原小学校は３５名が３６名、初山小学校は３８名から２３名、

沼津小学校が４１名から２６名となります。 

 次に、芦󠄀辺町に参りますと、芦󠄀辺小学校は３９名から３１名へ、箱崎小学校が５２名から

４５名へ、瀬戸小学校が７０名から５４名、那賀小学校が７９名から４５名、田河小学校が

８０名から５３名、八幡小学校が３２名から２６名と減ります。 

 次に、勝本町に参ります。鯨伏小学校が５６名から３５名へ、勝本小学校が６０名から４０名

へ、霞翠小学校が６３名から４３名へ減少する予想でございます。 

 最後に、石田町でございます。石田小学校は１４９名から１２５名、筒城小学校が３４名から

１４名となる予想でございます。このように児童数はどんどん減少してまいるということでござ

います。 

 次に、２つ目の、複式学級の現状と今後の見通しについても申し上げます。お分かりと思いま

すが、複式学級というのは、２つの学年を一つのクラスとして見るという教え方でございます。 

 令和７年度と、これも同じく令和１２年度とちょっと比較します。令和７年度は今、学校数で

見ますと、１８校中１１校に複式がございます。学級の数で言いますと、８７学級のうち２１学

級が複式でございます。これが５年後の令和１２年には１８校中１３、そして学級で言いますと

７３学級のうち３２になる見込みでございます。 

 複式学級というのは、議員の皆様、それから市民の皆様はちょっとネガティブな印象があると

思います。集団が小さいので、集団での学び合う場面が減少するんだというふうな印象があると

いうことはよく承知しております。 

 しかし、壱岐市では、そういうことに対応してコミュニティ・スクールという制度を導入して

おりまして、長崎県内では一番進んでおります。つまり、学校に地元の方がどんどん入っていく

という形を取っておりまして、そこで子ども同士の関係が薄くなった分を大人と子どもが関わる

ということで補うという制度を取り入れたり、それから今般、市長が予算をつけてくれましたの

で、優秀なＩＣＴ機器も入っておりまして、これを使って遠隔で話すと。例えば、ほかの学校の

子ども同士で対応するとかいうような場面をつくって対応しておりますので、思ったほど集団が

小さくなることの弊害はないのかなあというふうに私は思っております。逆に少人数になったお
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かげで、きめ細やかな対応ができておりまして、大きな弊害はないというのが現在の私の認識で

す。 

 ただ、複式にも大きな課題がありまして、実は指導する教師側の負担が非常に大きいんです。

一つの授業で２クラスの授業をしなければいけませんので、その負担が大きいというのが複式学

級の一番大きな課題でございます。ここは解消しなければいけませんので、壱岐市だけではなく、

ほかの市町とも連携しながら、何人になったら複式にするという要件を文部科学省が決めており

ますので、県教委を通じて文部科学省に、できるだけ壱岐で複式ができないようにということを

お願いしているところでございます。 

 最後、３番目でございます。統廃合の具体的な検討はなされているのかということでございま

す。先ほども申しましたけど、私もそろそろ動かなければならないと思っております。実は平成

２５年に壱岐市小学校統廃合に関する検討委員会というのが行われておりまして、そこでは統合

の必要性を感じる学校から統廃合に向けての話を進めていくというふうになっております。ただ、

それからずうっと具体的に統廃合を検討しているということは、市教委の中ではございません。 

 ただ、先ほど述べたことをもう一回言いますけれども、２年後の令和１０年には全校児童数が

２０名台というところが３校になります。そして、５年後の令和１２年には２０名台の学校が

５校と、さっき言った筒城小学校が１０名台になりますから、本当に小さくなった学校が６校に

なります。また、三島小学校は児童がいなくなるという状況になります。ということは、５年前

である現時点、次の令和８年度から本当に本気になって、どういうふうに進めていくかというこ

とを考えていかなければいけないなあと思っております。 

 これまで前向きな話をしてきませんでしたけれども、今回はそろそろやらなきゃいけないとい

う決心をしましたので、頑張ってまいりたいと思います。ただ、申し上げたいのは、一気にやっ

てしまうと、先ほども言いましたように、地域の灯は消えてしまうだろうと思います。保護者の

皆様は統廃合してほしいという気持ちがあっても、地域はそうは違う考えがあるだろうと思いま

す。そこら辺を十分に意見を聞きながら、しっかりとした根拠を持って進めてまいりたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

〔教育長（山口 千樹君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  小金丸議員。 

○議員（１３番 小金丸益明君）  詳しい数字を列記していただきまして、ありがとうございまし

た。 

 この数字で、教育長も御認識いただいておるように、２０人台、３０人台が増えていきます。

それを教育現場が了とするならば、私たち一般人が口を挟むべきところはないかと思いますけれ
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ども、やはり複式よりも複式じゃないほうを望む保護者は多いと思いますし、複式を全面的に否

定するわけでもございませんが、やはりいろいろな情報誌等を見ますと、複式とか小規模学校よ

りも、やっぱり適正数の二十数人から３０名で１クラスのほうが多様性が出て、いろいろな面で

よろしいというような情報もございます。 

 今少し言われましたけれども、昔は小学校がコミュニティーの中心であるということがよく書

かれておりましたし、教育長もそういう意向もおありだと思いますけれども、要はこの表を見て

分かるように、児童数が３０人だったときに多分きょうだい児もおるわけですよね、１年生から

６年生までに。ただ、Ｐ戸数、いわゆる保護者の数なんかはそれ以下ですから、校区に三十何人

の学校なんかＰ戸数は十何戸数しかないと思うんですよ。 

 ただ、地域の中で十何戸の家が、保護者が地域全体のコミュニティーの中心になっているかと

いうと、それはなっていないと私は思うんですよ、今は。昔はやはり長男と一番裾までは一回り

以上離れていたとか、１年生から６年生まで３人もいたとかいえば、何らかの格好で十何年も小

学校にずうっと保護者が関わってきましたから。そこに保護者がすうっと行けば、小学校の行事

等でコミュニティーができて、それが地域のコミュニティーに広がっていくというような考えで

あったろうと思いますけれども、今はやはりその地域のコミュニティーを小学校が支えていると

いう考えとは若干外れてきているんじゃなかろうかと思っております。 

 統廃合すれば地域が廃るという考えもないことはないと思いますが、適正な教育を施すことが

できるというような文言もあります。恐らく児童の数のことを書いてあるんだろうと思いますが、

こういうふうに将来図が出ておりますから、山口教育長を中心に令和８年に向かって検討を重ね

られて、壱岐市民が喜ぶような学校運営をしていただければと希望するばかりでございます。 

 ぜひ市長にもお考えを聞きたいんですけれども、エンゲージメントパートナーシップを推進す

るのもよろしいですし、ＳＤＧｓを推進するのもまかにならぬ事業ではございませんが、足元の

事業の教育にも顔を突っ込んでいただいて、この統廃合問題には教育長とがっちり肩を組んで

「さすが篠原市政」と言われるぐらい、そのような改革に取り込んでいただきたいと思っており

ます。 

 白川市長の統廃合の考えは今、教育長が言われましたが、現市長として、篠原市長の統廃合に

関する考え方があれば御教示いただきたいと思います。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  小金丸議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 結果から言うと、私も、統廃合について検討を始めるべき時期に来ているというふうに思って

おります。ただ、教育長も言いますように、いつまでに何校にすると、そういう数ありきではな

くて、検討を始める。そして、やっぱり一番大事なのは、子どものために何がよいのかというと
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ころです。当然、統廃合に関してはメリットとデメリットの両面がありますし、いろんな考え方、

いろんな立場があると思うんですけれども、それを全て検討していかなければいけないんですが、

やはり一番大事なのは、子どもに一番よい教育を与えるためにはどうするべきなのかということ

が大事だというふうに思っております。 

 先ほど教育長も３回答弁したというのがありましたけれども、私も最近いろんな直接この教育

に関わる方たちから、この小学校の統廃合の話も、むしろ要望のような形でも複数受けておりま

す。それだけ望んでいる方もいらっしゃるというふうに思っておりますし、反対の方に直接は聞

いてはいないですけれども、その辺を幅広く意見を聞きながら癩癩５年後の数字を出しておりま

すけれども、５年という限らなくてもいいんですけれども、５年使うぐらいの気持ちでゆっくり

皆さんと話し合って、無理にというよりも皆さんが納得して、子どもたちが今後も無理なく持続

できる学校教育というのを見つけていきたいというふうに思っております。 

 もう１点、私の考えとしましては、これはほかの首長たちと話したりもするんですけれども、

いつか人間は社会に出なければいけないと。優秀な方がいらっしゃって、その方が東大へ行って

ハーバードへ行ってみたいな方だったんですけれども、そういった方でもいつかは社会に出ると。

同じ属性の方たちだけで過ごしていても、それは子どもたちへの社会で生き残る力を与えること

になっていないというような話もありました。私も、ある程度の規模の中で自分の立ち位置、個

性等を見つけていくというのが、子どもたちが今からの社会で生き抜くために必要な力だという

ふうに思っておりますので、そういったのも鑑みて、この小学校の統廃合については検討を開始

したいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  小金丸議員。 

○議員（１３番 小金丸益明君）  市長も教育長も、大体同じ方向を向かれて検討に入るべきとい

うような考えですから安心はいたしましたが、前々から統廃合の基準は、１校２０人を割ったら

というような２０人の壁を、久保田教育長時代から言われておりました。 

 それも一つの基準かもしれませんが、私は小学校に在学しておる保護者は、なかなか声が出し

にくい面もあると思います。ですから、いつの時点かでは保護者のみならず、地域の声をアン

ケートか何かで調査されてもいいんじゃないかと。保護者だけに「どうしますか」「統廃合を望

みますか」ちゅうだけでは、上がったらそれで終わりですから、それよりもやっぱり各地域の声

をピックアップされてもいいかと思います。アンケート調査の実施等も考えてほしいなと思いま

すが、その点だけ答えていただければ。 

○議長（土谷 勇二君）  山口教育長。 

○教育長（山口 千樹君）  私も何らかの形で御意見を聞かなきゃいけないと思っております。ア
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ンケートをするとかどうかは今は答えませんけれども、市民の意見を聞くと、そういうことから

始めたいというふうに回答させていただきます。 

○議長（土谷 勇二君）  小金丸議員。 

○議員（１３番 小金丸益明君）  ありがとうございます。私ごときは統廃合をせろとか、急げと

か急ぐなという分際ではございませんから、これ以上の言及は避けたいと思いますが早めに検討

されて、子どもたちを中心に置かれて、よりよい教育の場、学校が適正な設置数でいけることを

心から祈念いたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〔小金丸益明議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、小金丸益明議員の一般質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（土谷 勇二君）  以上で、本日の日程は終了しました。 

 次の本会議は、明日３月１０日火曜日午前１０時から開きます。 

 なお、明日も一般質問となっております。４名の議員が登壇予定となっております。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時30分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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財政課課長  原  裕治君  会計管理者  篠崎 昭子君 

 

午前10時00分開議 

○議長（土谷 勇二君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（土谷 勇二君）  日程第１、一般質問を行います。 

 ７番、山内豊議員の登壇をお願いします。 

〔山内  豊議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（７番 山内  豊君）  おはようございます。７番、山内豊です。通告に従いまして、

３月会議の一般質問をさせていただきます。まだまだちょっと寒い日が続いておりますので、ど

うぞ御自愛いただきながら、市民の皆様も体に気をつけて年度末、そして新しい年度を迎えてい

ただきたいと思います。消防長におかれましても、昨日ちょっとお姿が見えなかったので心配し

ておりましたが、本日は消防長に対しての質問となっておりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。また、今回も大きく２点。１つ目は、私も属しております壱岐市消防団についてというこ

とで質問をさせていただきます。 

 昨今、少子高齢化だったり、人口減少が進む社会でやっぱりどうしても避けて通れない話題だ

なと思っています。その中でも、やっぱりまちづくりに関してもそうですし、いろいろなコミュ

ニティについてもそうです。やっぱりマンパワーがいないとどうしても成り立っていかないとい

うのが現状であります。そして、また、消防団においては地域防災を担う要として成業の傍ら頑

張っていただいておることに対して敬意を表しますとともに、なお一層の組織力の団結をもって、

日本一の壱岐市消防団としてまた頑張ってほしいと思っております。その中でもやっぱり、どう
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しても消防といえば火事現場に行ったりとか捜索をしたりとか、またまた壱岐市のイベントにお

いては立哨󠄀とか、ちょっと方向性の違うことに対しても貢献をしておりますし、大事な組織であ

ることは間違いございません。しかしながら、やはりどうしても人がいないと。どんどん辞めて

いくと。入っていてもなかなか顔を出さないと。本当に現実に即した問題が昨今浮き彫りにされ

ております。 

 その中で、今、安川団長の下、新しい消防団として生まれ変わりつつあります。イメージの払

拭にもしかりですけれども、消防団の組織内の充実、そして、そこにおられる酒井議員に聞いた

ほうが早いと思うんですけれども、やっぱり消防団は崇高な使命を持った方々がしっかりと携わ

っておられると。そういうところで、イメージの払拭、そして、ちゃんとした義務を果たすべき

というところで頑張っておられます。もちろん批判することなど一切ございませんので、その辺

は御承知おきいただきたいと思います。 

 それでは質問に入ります。今回、３月、年度内で第７期が終わりまして、４月から第８期とい

うことになりますが、まず１点目、今期間中の新入団員の数と退職団員の総数を教えていただき

たいと思います。そしてまた、速報値で構いませんので、来期４月から第８期間中の新入団員の

数を教えていただきたいと思います。 

 ２点目です。退職された団員の方が特別に機能別団員として携わっていただく制度があります。

その機能別団員の皆様方の主な役割ということをお願いいたします。 

 そして、３点目最後です。現在、壱岐市消防団として４地区とあります。その地区の再編もう

わさのレベルですけど進んでいるのかなというふうに考えております。地区の中の分団によって

は、１から３まであった部とか小隊が再編をされて２部体制、または１つの分団として存続をす

ると。その中でも、やっぱりどうしてもマンパワーが必要な組織ですから、人口減少に当たって

はこれから先一本化をしていくのかどうかということも含めて御質問させていただきます。御答

弁のほうよろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。山川消防長。 

〔消防本部消防長（山川  康君） 登壇〕 

○消防本部消防長（山川  康君）  ７番、山内議員の壱岐市消防団について、少子高齢化、人口

減少を急速に進む社会において地域防災を担う消防団も転換期にあるといえる。第８期を迎える

に当たっての御質問にお答えをいたします。 

 １番目の、第７期期間中の新入団員と退職団員の総数は。また第８期の新入団員数についての

御質問にお答えをいたします。 

 まず、壱岐市消防団は３年１期のサイクルで、階級移動等の編成替えを行っております。第

７期の期間は令和５年度から令和７年度の３年間を示しており、第７期期間中の新入団員数は
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３２名で、退職団員数は１０２名となっております。また、第８期のスタート時は７５０名で、

新入団員数は１８名を予定しております。現在、編成替えの事務処理を進めておりますので、確

定値は変動がある場合もございます。 

 次に、２番目の機能別団員の主な役割はについてお答えいたします。 

 機能別団員は、火災・水害・その他の災害において、消防団の初動体制及び後方支援体制を図

るため、平成３０年８月１日に発足されました。機能別団員とは、消防団員として培った豊富な

知識・技能等を活かし災害等の現場で不足する消防力を保管する役割を担うため、服務に従事す

る団員のことを示します。主な役割としては、災害時において分団長の出動要請に応じ、原則と

して分団長の指揮の下、災害防御活動に当たる任務を担っております。 

 ３番目に、地区ごとに再編の計画も進んでいるが、最終的に壱岐市で一本化する予定はあるの

かの質問にお答えします。現在、団員数も減少し、将来的には一定の団員数を確保できない分団

につきましては、近隣分団との連携強化や統合も選択肢の１つとして検討せざるを得ない状況に

あります。その際には、分団格納庫の配置、出動所要時間、消防水利の状況などを精査し、防災

機能を低下しない体制を前提に判断してまいります。統内の一本化についてですが、現時点では、

消防団幹部の話では一本化する考えはございません。 

 災害時には、各地区に精通した団員の迅速な初動体制が必要とあると考えております。したが

って、当面は現在の地区ごとの分団体制を維持しつつ、地域防災力の向上に努めてまいりたいと

考えております。 

 しかしながら、一本化することによる組織の運営の効率化や指揮・命令系統の明確化といった

効果が得られると判断した際は、消防団本部と十分協議の上、防災力を向上する体制となるよう

検討してまいります。 

 以上です。 

〔消防本部消防長（山川  康君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  山内です。御答弁ありがとうございました。 

 退職団員が１０２名で、新入団員が３２名で、今期が１８名ということですね。やはり、どう

しても消防団の減少というか、避けて通れないというところに来ているのかなと思います。団員

の定数が今９４０名というふうに規則で載っておりますが、そのうち７５０名からのスタートと

いうことになっています。どうでしょうか。消防団員を皆さん、各分団の方々安川団長を先頭に

募集をしているんですけれども、以前はものすごくイメージが悪かったなというふうなことがあ

りました。身内からのイメージがすごく悪くて、我々も一緒に勧誘に行くと、そこの奥様であっ

たりお母様であったりが「消防団はいつも飲んでばっかり」みたいな感じ、そういうイメージが
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あります。しかしながら、それはもう本当昔のことで、今はそういうことは全くないことはない

んですけれども、もうほぼほぼなくなったというようなことでございます。なぜ、消防団が増え

ないのかというところにやっぱり問題点を起こす必要があるのかなと思います。特別これがいい、

あれがいいとかという答えを持ち合わせているわけではないんですけれども、やはり、まずは消

防団が何をやっているのかというところから始めたいと思っています。実際、火事とか捜索とか

というところに行くというのは見る方はあまり少なくて、どっちかと言うと壱岐市が主催するイ

ベントのほうの立哨󠄀で活動服を着たりとか、団服を着たりして立哨󠄀をしているイメージが強いの

かなと思っています。やっぱりその辺でどうしても時間が取られてしまうということが、今の集

まらない現状にあるような感じもあります、実際ですね。去年が特にウルトラマラソンとかがず

っと重なったときに、全て消防団から、はい、消防団から、はい、次も消防団からというふうな、

そういう現団員からの意見も出ています。やっぱり本当のことを言って、しっかり理解をして入

っていただくというのが大前提ですので、そうしないと絶対に消防団という、何の組織もそうで

すけど続いていかないというのが根底にありますので、その辺をやっぱりしっかりと見極めて消

防団の勧誘も行っていきたいと思っております。 

 そして、また、ちょっと再質問させていただきます。消防団の数は、数というか任命する方の

条件というか、志操堅固でかつ身体強権なものみたいな、そういうふうにしっかり書いてあるん

ですけれども、実際、今は消防団として、組織として動くときに、纏、ラッパで音楽隊と、そう

いう専門部分ももちろんございますし、全てが組織としては音楽隊もその組織の一員なんですよ

ね。けれど、どうしても消防というイメージは火事現場に行く、捜索をする、そういうのがまず

第一だというふうに考えて、これから勧誘をしていくんですけれども、それで、すみません。消

防団員の今現在の平均年齢とかっていうのは、おおよそでお分かりでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  山川消防長。 

○消防本部消防長（山川  康君）  山内議員の再質問にお答えをいたします。 

 現在、７年の１０月１日現在ですけど、壱岐市消防団の平均年齢は４２.６歳でございます。

地区別に申しますと、郷ノ浦地区が４３.３歳、勝本地区が４４.５歳、芦󠄀辺地区が４１.９歳、

石田地区は４１.８歳となっております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  ありがとうございます。なぜこれを聞いたかというと、やはりな

かなかその世代から下というのが入ってこないというので、どの年代層をしっかり入れると消防

団として機能していくかというのが、多分この数字に現れていると思うんですよ。４０歳代とい

うのは、要するに合併する前、また合併した直後ぐらいに入られた方がいまだに続けてあられる
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と。しかしながら、消防団は定年性がないので、いつ辞めてもいいですよとなっているんですよ

ね。そこで、当時は辞めるんだったら２人入れてくれ、辞めてくれよとか、そういう暗黙の了解

的なものがありましたが、現在はそれもうなくなって、先輩方からどんどん辞めていかれるので、

かつ下が入ってこないと。今回の新入団員の１８名とかというのと同じで、その辺の危機意識と

いうかも含めて消防団を活動していくというふうに僕はもうやっていかなければ、なかなか存続

をしていかないなと思っております。そこで定年性を設けるとかというのではなくて、しっかり

とした消防団というイメージを市民の方にも分かっていただける、そのようにやっていかないと、

なかなか新しい消防団員の方も入ってこれないし、続けるという方もなかなか続けれない状況に

あるのかなと思っていますので、その辺をしっかり共有をしていきたいとこれからも思っていま

す。 

 そして、地区ごとの再編の話なんですけど、ちょっと私これ安心しました。将来的には一本化

もあっていいのかなと思いますけども、そういう場合は多分、もう本当のすごい遠い将来で、壱

岐の中でも集落が１つになって、その中で消防団として機能するというふうに考えています。も

う完全に水利の問題とか火事の現場の所在地とか、そういうので必ず問題が出てくると思います

ので、地区の枠は飛び越えないような形で進めていきたいなと思っています。一本化のこともも

ちろん考えてはおられるんでしょうけども、まずは地区でしっかりと機能して、その中で新しい

仲間を増やしながらやっていきたいと思っておりますので、その辺もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 あと、女性消防団員の方もおられると思いますが、現在、女性の消防団員の方は何名ぐらいお

られますでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  山川消防長。 

○消防本部消防長（山川  康君）  山内議員の御質問にお答えをいたします。 

 現在、女性消防団員は音楽隊と、ここにおられます武原議員も含めて１６人でございます。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  １６名ということです。音楽隊の方も結構おられるので、実際そ

の実動の方は少ないのかなと思います。その辺も女性の方にも理解をいただいて、火事現場に行

くと火を消すとか、トビを持って前に進んでいくとかだけではなくて、交通整理とかそういう別

な要件も出てきますので、ぜひ女性も入りやすい消防団として機能していただけるように、我々

も周知徹底をしていきたいと思っております。 

 最後に、これはちょっとお願いなんですけれども、出初行事が毎年１月６日にございます。そ

の中で１月５日の日に準備が各地区で行われます。昔は放水訓練が海水から引っ張ってやられた
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時代がありました。現在は水槽から水を汲󠄀んでやる。消防ポンプの長寿命化にも貢献をしている

のかなと思います。その準備段階で、地区によっては水利からそのまま中継をして水槽に水を貯

めるということもございますが、これがなかなか消防団の方大変なんですね。時間も要しますし、

組み立てから始まりますので。今年、郷ノ浦地区なんですけれども生コンのミキサー車から水を

持ってきていただきました。これ、もちろんお金がかかります。ですが、これをすることによっ

て消防団員の労力もすごい半減されますし、待ち時間というのがもう何時間もかかるわけですよ

ね。延長する期間が長いので、ぜひ、各地区統一して、水を持ってくる方法を、水利の水溜めは

ミキサー車を使うときの予算化をしていただきたいと思っております。ここにいらっしゃる酒井

議員も自ら運転をされて水を汲󠄀んで持っていかれているというふうにお伺いしておりますので、

そういう万が一のことも考えられますので、そういうことをぜひ予算化をしていただきたいと思

っておりますので、これはお願いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 消防団に関しては、これで終わりたいと思います。 

 それでは、２つ目の質問に行きたいと思います。 

 市長に質問をします。ちょうど４月で市長も任期２年になりますので、ちょっと折り返しにな

るかなと思います。選挙期間中、私も補欠選挙の期間中で一緒に選挙カーで回ったことをよく覚

えておりますし、その当時就任されて６月会議ではいろんな議員から市長に対する公約の実効性

とかというのを問われたと思います。２年経ちました。現在、市長がどういうふうにお考えかと

いうのもありますが、なかなか前に進めていないのが現状かなと思っておる中で、理想と現実と

いう高い壁を突きつけられたというふうなイメージを持っております。 

 それで、１つ目の質問ですが、首長としてのこれまでの自己評価、そして市長がやられている

政策または職務は、これは市長目線か市民目線か、同じ方向を向いているのかということと。 

 そして、２つ目が、これから先２年間もっと先に向けて成就すべき課題、そして必ずやり遂げ

るべき重点政策ということでお伺いをしております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  山内議員の御質問にお答えをいたします。 

 山内議員がおっしゃるとおり、私は市長に就任しまして今年度で一期の折り返しとなる２年が

経過しようとしております。この間、「一緒に前へ、壱岐新時代へ」をスローガンに掲げ、市民

の皆様の負託に応えるべく全力で壱岐市を牽󠄀引してまいりました。 

 就任前に作成した政策パンフレットは、多くの市民の皆様と対話を重ねる中で、壱岐新時代を

切り拓くために必要不可欠と考えた１００の政策をまとめたものです。現在の進捗󠄀状況につきま

しては、実施済みが８１事業、つまり進捗󠄀率は８１％というふうになっております。この１００の
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政策は壱岐新時代を迎えるため、壱岐を変えていくための挑戦的な内容となっており、中には実

現が容易でないものも多々ございます。 

 しかし、それら混乱な課題こそが壱岐のアップデートには不可欠と考え、就任当初より今日ま

で全力で取り組んでまいりました。特にいまだ実現できていない１９事業は、これまでにない新

たな挑戦でありますが、来年度は９割の実現に向け、さらなる歩みを進めてまいります。市民の

皆様とともに作り上げた１００の政策の進捗󠄀状況を顧みますと、市民の皆様、議員の皆様、そし

て市職員の協力のもと、市民目線を失わず市政運営を順調に進めることができていると自己分析

をしております。 

 この１００の政策自体が市民の皆様とともに作り上げたものであるからこそ、市長としての目

線と市民皆様の目線は壱岐の未来という同じ方向を向いていると確信をしております。 

 次に、これから先に向けて成就すべき課題、必ずやり遂げるべき重点政策はについてでござい

ます。 

 ４つの町が持つ特徴や歴史を活かした壱岐新時代プロジェクト、４つの港プロジェクトは、本

市が将来にわたって人が住み続ける島であり続けるために、今やらなければならない島のアップ

デートと捉えておりますので、必ずやり遂げたい重点政策でございます。これは全く新しい壮大

な挑戦であり、実現には相応の時間を要します。しかし、今が壱岐の長い歴史における重要な分

岐点でありますので、今後とも市民の皆様とともに、壱岐新時代の実現に向けて挑戦を続けてま

いります。 

 以上でございます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  どうでしょう。すみません。山内って言いにくいですかね。なん

か山口って。すみませんね、本当言いにくそうです。山内ですね。 

 市長の自己評価いただきました。８１％が出来ているということです。すみません。私、そう

いう実感がなくて大変申し訳なかったです。１００の政策もできるものから着々とやっていくと

いうふうに答弁でおっしゃられておりました。施政方針とか、各事業に対する市長からの説明等

と、各部長、次長からの説明をお伺いしております。 

 昨日も、武原議員から予算についての目玉ということで、市長に対して御質問がありました。

給食費の無償化は今回、小学校はオーケーと。しかしながら、中学校は、できないけれどもやり

ますよと。この心意気、私も惚れましたね。ありがとうございます。これをやっぱりずっと１年

間働きかけて、国に必ず政策としてまた持ってきていただきたい。中学校もこれからどんどん進

んでいきますし、給食費なんか相当高いですからね、今。なので、これはもう本当に目に見える
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政策として、後付けの目玉政策としてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 そして、市長の、私、昨日も武原議員の格式高い質問をお伺いしておりまして、しかしながら、

市長も格式高い答弁をされております。私、ちょっと本当にバカなのかなと思うぐらい、ちょっ

と分かりにくかったんですよね、実際。いろいろなことをしたいというその前向きな気持ちは分

かりますが、市長が目指しているまちの像というのがどこかの、近隣の市町とか、そういうとこ

ろをモデルケースにしているとか、この市町のこの部分だとか、そういうことが市長の中でもし

あればちょっとお尋ねをいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  山内議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 私も、壱岐観光の推進のときも思ったんですけれども、壱岐の魅力が多くあると。歴史も、自

然も、食も、人も多くある。その中で、なかなかこの壱岐というのがイメージがつきにくいとい

うのは前から課題に思っておりまして、壱岐が例えば日本のハワイとかそういったものがないの

かなとずっと考えていたんですけれども、結果として見つけることができなかったと。それだけ

壱岐は独自の魅力がありますし、様々な魅力があることがまた壱岐の魅力なのかなというふうに

思っております。そういった中で、今、４つの港ということで、まさにそれぞれ違うまちの魅力、

また歴史特徴がありますので、それを活かして壱岐独自の取組をしていくというのが、一番壱岐

に合っているのかなというふうに考えているところです。とはいえ、それぞれの中の一部には参

考にしているというところがございまして、例えば郷ノ浦のプロジェクトで言いますと、商店街

を活性化したいという、もともと地元というのもあって思いもあります。そういった中で参考に

したのが、四国の丸亀の商店街。あそこが商店街再活性でモデルになっているというような話も

ありまして、実は今回、エンゲージメントパートナーになっていただいている西松建設さんが取

り組んでいたというのもあって、こちらからそちらはアプローチをして、今回、この郷ノ浦プロ

ジェクトに関しても１年間、様々な検討いただいて、提案をいただいております。それを今度ま

とめて１９日に御説明できればというふうに思っております。あとは、海業もたくさんのところ

でしていますので、視察等を地元の方と行っているというところです。あとは特にモデルとして

はないですね。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  今度私も行ってみたいと思います。 

 独自のものがあるから壱岐だということは本当にそのとおりだなと思っています。観光にして

も何にしても独自のものがあるから離島なんだろうなと。これがつながってしまったら、多分壱

岐ではなくなるんだろうなという懸念もありますし。その中でやっぱり、市長がこれまでやられ
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てきた公約という、この名前の重さ。１００の政策は市民皆様と対話をしてきて培った政策であ

る。その公約の重さというのは、やっぱり大事にしてもらいたいなと思っています。４つの港プ

ロジェクトもそのうちの１つに入ってあるのだろうと思いますし、これからしっかりと見える形

で着手をしていくというふうに思います。しかしながら、私、令和６年の６月会議のときに質問

させていただいたときに、概算予算はどのくらいだということを多分言った覚えがあるんですよ

ね。その中で、概算までは計算できていませんということでした。市長の説明を聞きながら、私

なりに落とし込めないというのは、多分、数字がなかなかそこに入ってこないからイメージがで

きないのかなと思っています。実際、まなびのみなとプロジェクトの石田ですかね。松永安左エ

門の記念館のリニューアルの話があったときに、金額が１０億円かかるだろうということをお伺

いしています。それだとすぐパッと思い浮かぶんですよね。やっぱり１０億円出してどのくらい

のものができるんだろうなということ。その辺もこれから２年間かけてやられるんでしょうけど

も、もちろん財源がというふうな難しい問題もあります。その中でしっかりと国、県とパイプを

つなげながら予算を確保していくというのが大事になってきますので、できるだけ早めに、どの

くらいかかってこの補助金が使えるとかということを、横のつながりを保ちながらしていただき

たいと思いますし、これは他市町も同様に連携を取りながら、良いものは良いとしてまねをして

いく、悪いものは悪いものとして共有をしていくというふうなものがやっぱり日本国をつくって

いくかなと思っておりますので、ちょっと大きくなりましたけど話が。それが最終目標です、私

の。しっかりと壱岐をつくっていただきたいと思います。そして、できないものを逐一言ったっ

てしょうがないので、できないものはできないと。しかしながら、そこには必ず理由がある。で

も、その理由にかこつけてできないということを長引かせるのではなくて、しっかりと前を向い

て走っていただきたいと思います。 

 １つ財源の話が出ました。ふるさと納税の３０億円、今回１１億円ということで建てられてお

りました。市町の公約がたしか３０億円だったはずです。その３０億円をなかなか到達できない

かなと思います。なぜかというと、１０億円で推移しているところに３０億円と。その３０億円

を目指せる市長が考えられるその根拠というか、これがあるから３０億円でいけるんだよという

ことが分かれば、ぜひ教えていただきたいと思います。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  山内議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まさに、できていないところの１つがこの３０億円と思っております。ただ、この３０億円を

作ったとき、選挙のときになるんですけれども、ほかの地域、宮崎、都城市とかが１９０億円と、

肉と焼酎で１９０億円。壱岐が３０億円ぐらいできるはずだという思いでまずこの金額は、最初

１００億円って書こうかと思ったんですけれども、さすがにいきなり、今の実績と比べてという
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ところで、自分の中でいけるはずだということで３０億円にしました。できていないところでは

あるんですけれども、実は今度１０月に制度変更、ふるさと納税があります。ここが、先ほど山

内議員が言うように、今まで１０億円だったところから３倍に上がる、大きく変えなければいけ

ない。このまま同じことをしていても多分いかないので、この１０月に合わせていろいろ仕込み

をしているといいますか、新たな制度も今作っているところであります。ぜひタイミングを見計

らって、この新たな制度で壱岐がふるさと納税の聖地になるような取組に力を入れていきたいと

いうふうに思っております。 

 具体的にはまだ何も、何もというかまだ言えない状況ではあるんですけれども、近づいたらぜ

ひ報告させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  ３０億円。なかなかハードルが高いかなと思います。しかしなが

ら、１０月に何とか何とかサンテンマルとか言うんじゃないですか、それもしかして。それを仕

込みの真っ最中だということで楽しみにしております。ただ、今の現状を維持すると３０億円は

到底無理です。水産物もこういう現状ですし、肉もこういう現状です。一番の売れ行きは布団だ

ということになっています。やっぱり、そういう面で３０億円って到底無理なので、新しいチャ

レンジをまたそこでやっていくということは、しっかりと準備をされて、していただきたいと思

います。これがもし実現できれば、本当に財源がとかという話は抜きにもできるし、しっかりと

市長の施策として前に進めていけるのではないかと思っております。私なりにちょっと厳しいこ

とを言いますが、なかなか市長は市民目線でしっかりやってきたというふうにおっしゃられまし

たが、なかなかそれが目に見えて現れないというのが現状かなと思っています。これからあと先

２年ありますが、そこでしっかりと形として残していただきたいと思います。 

 もう、ついでのついでにどんどん質問しますけれども、観光に関して市長の考えがなかなか伝

わってこないなと思っております。もちろん、４つのみなとプロジェクトで、これは観光に絡み

つけてやるというのも大前提にあると思うんですけれども、観光行政を１つとって、市長はこれ

は私がやってきたことだというのがあるか、もしくは観光地の話もいっぱいありますし、観光地

というところにお客様が来られるということを考えたときに、まずそこを整備しないといけない

なというのがあると思います。観光行政に関して市長がどういう思いがあるかということをちょ

っとお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  山内議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 私も観光に携わっておりましたし、福岡市に出向したときも観光の担当として行っております。

そういった中で様々な観光、また状況が変わるというところがありますし、お客様がいて観光が
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ある、こちらが見てほしいものではなくてお客様が見たいものを見に来られるというところがあ

ります。そういった中で、壱岐で何が一番いいのかといろいろ考えてまいりました。その１つと

してインバウンドというのも当然ございますが、それも簡単にできるものではないことではあり

ます。ただ、これも壱岐市だけではなく、先ほど山内議員もおっしゃったように福岡市と連携す

るとか、他市との連携で可能性が見えてくるのかなと思っております。ちょうど明日、フランス

のクルーズ船が来ると。明日じゃないです。来週か。明後日。すみません。明後日ですけれども

来ると。今、話ではそのクルーズ船３年連続で来ますというような話もいただいていると。徐々

にこのインバウンド政策というのも日の目を見てきたのかなというふうに思っております。ただ、

壱岐市として離島というのがありますので、オーバーツーリズムになっている離島が多いという

のも１つ課題として思っております。まだなっていないので、その心配するのもあれなんですけ

れども、とは言え戦略的にやるというときに、やはり壱岐は壱岐が好きな方が何度も来るという

のが結局一番いいのかなと。そのためには壱岐に来てみて、壱岐が好きになって、二地域居住な

どで何度も来るようになって、最後に定住すると。それが一番スムーズな流れだと思っておりま

すので観光政策、その入り口になります。また、先ほども言うように、今までは何かを見に行く

というのが多かったんですけれども、今後は体験しに行くとか、何なら人に会いに行くというの

がメインの観光になってくるというふうになりますので、それは新たなプロジェクトの中で学び

に来るとか、何かをしに壱岐に来るというのをまちの全体としてやる中で観光が伸びていくとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山内議員。 

○議員（７番 山内  豊君）  ありがとうございます。オーバーツーリズムを目指してやってい

ただきたいと思います。インバウンドも、もちろん仕掛けがあってからのことなんでしょうから、

どんどん発信してよくないですかね。もったいないなという気がします。せっかく来られている

となったら、もっともっと発信して、逆にそういう方とアポを取って、子どもたちの学びとして

外語の学びとしてそういう時間を設けるとか、そういうこともあってもいいのかなと思いますし、

だんだんやっぱり市民に定着していかないと、市長が政策に関してはもうズバ抜けて敏腕でしょ

うから、それに対してしっかり発信をしていかないと、なかなか市民の方は追いついていかない

と思います。結局、「何もやっていないよね」というふうになってしまうので、周りを見たとき

にやっぱり市長の功績が残っていないと、市民の方はなかなか分かりません。実際ですね。難し

い文章の中で「こうしました」「ああしました」とかということを言われても、はっきり分かり

にくいので、そこは市長、すみませんね、立場を弁えて言いますけど、本当に見えるようにこと

を進めていただきたいと思います。もちろん、その中で考えてある部分もあるでしょうし、もう
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ちょっと先ということもあるでしょうから、それまでの経緯も含めてしっかりと見えるようなお

答えをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 あと２年先、２年間、しっかりと頑張ってやっていただきたいと思いますし、大変な時代です

よ。本当に大変な時代です。消費税もどうなるか分かりませんし、国の動向も見据えながら進め

ていかなければいけないと思います。しっかりと市長なりに見える化をして市民の方々に分かっ

てもらえるような政策を進めていただきたいと思いますし、これからどんどん変わっていく時代

に即応した、決して背伸びもしないで下を見据えてやっていただきたいと思います。 

 ちょっと時間も早いですが、これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〔山内  豊議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、山内豊議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をします。再開を１０時５５分といたします。 

午前10時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時55分再開 

○議長（土谷 勇二君）  再開します。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１０番、清水修議員の登壇をお願いします。清水議員。 

〔清水  修議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１０番 清水  修君）  皆さん、おはようございます。お疲れさまです。 

 本日、３月会議２日目の一般質問の２番目を行わせていただきます。１０番、清水修が通告に

従い、大きく２点についてお尋ねをいたします。 

 今回は、もう本当、人口減少社会がこんなになるのかというぐらい自分の身の回りにおしあて

ても何かやる気というか意欲が持てないような、そういう気さえするようなことが増えたかなと

いうような気もしていたものですから、今回、持続可能な社会を目指すための取り組むべき課題

についてということで２つ挙げております。 

 １つ目の質問は、地域の共生社会実現について、持続可能なコミュニティの形成としての、昨

日も出てきましたけどまちづくり協議会を中心にというようなそういう話もなっていっていると

いうような気はするわけですけども、やはりそこをいかに活性化・持続可能させていくかという

ことになろうかと思いますので、４点まずお尋ねします。 

 昨年の１０月２７日と今年の初めの１月２０日に、壱岐市地域支え合い・助け合い勉強会とい

うのに参加しました。一応、町協のほうに案内も来ていましたので参加したわけです。 

 私の住む地域は、御存じのように６５歳以上が５０％を超えるという限界集落にもう既になっ
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ています。だから、お互いが自分の耕作地やいろんな道路とかそういった維持管理をすることが

精いっぱいで、とても支え合いとか助け合いとか、そういう余裕は持てなくなっているような、

そういうことをいろんな活動を通じながら、要するにボランティアとかいろんな活動の中で集ま

ってこられる方々を見ればどうしてもそういう気がして、活動の輪が広がっていっていないとい

うのが現状でありますので、何かヒントがつかめないかという思いで参加しました。 

 確かに、集い合ってお互いの取組の情報交換などをすれば「ああ、そういう仕方もあるな」

「そういう考えもあるな」という収穫は当然あるわけですが、じゃあ地元に帰ってそれをもとに

何か違う切り口でやってみようかなということにはどうしても結びついていないという、そうい

う今があります。そこで、３月会議の市長様の市長方針において基本目標に、全ての市民が自分

らしく安心して健康に暮らせる島の（４）地域共生社会の実現と（持続可能なコミュニティの形

成）についての取組が述べられておりましたので、その中で地域住民が抱える課題が複雑化して

いることを踏まえ、支援を必要とする方々が地域で安心して暮らせるよう総合的・横断的な相談

支援体制を充実させとありました。確かにそれはそのとおりなんですけど、具体的に市民の方に

もそういう支援体制というものを一緒に出していただきながらお知らせできればなと思いました

ので、１点目に総合的・横断的な相談支援体制がどのように充実されているのかということを挙

げています。 

 ２つ目、同じく基本目標の高齢者福祉の充実のところで、外出支援事業を実施するとあります。

これをどのような支援を実施しようとされているのかというお考えをお尋ねします。 

 一方、地域交通ＤＸ、これはもう壱岐市全体のことでしょうけれども、地域公共交通再編計画

の策定と地域内調整というのを今年度初めのほうからされてあると思いますので、どれくらい進

んでいるのかというのが２点目です。 

 ３つ目、地域コミュニティの維持活動、町協がないところもありますから、公民館とか町協、

そういったところに参加できる方も高齢化で減少の一途でありますので、持続可能な活動は思う

ように進んでおりません。その文言の中で、組織運営アドバイザー等の積極的な活用を促しなが

らというのがありましたので、このアドバイザーさんの活用事例を、なかなかおられるというの

は分かっていても、どういうふうに頼めばいいのかとか、そういったことも含めて、そういった

活用事例を聞きたいと思います。 

 ４つ目ですが、これも直接の、あれではないかもしれませんが、要するに施設の老朽化が、い

ろんな場所で大きいものから小さい公民館クラスまで雨漏りとかエアコンの修理などとかが増え

てくるんだろうと思います。これまでは本来、補正予算等でこの修理をきちんと予算化して、現

状を把握して、そういうずっとしていただいていたと思いますが、それではなかなか現場の、例

えば老人クラブで先日１月に石田のほうで大ホールでイベントというか、あれがあったんですけ
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ど、そのときに空調は利いていなかったので、もう寒くてこたえんやったと言って、すぐ私の友

人が電話をしてこられました。だから、それは仕方ないんですけれども、できれば予備費とかを

これからはある程度そういった修繕せないかんことを想定されて応急処置のできる範囲でしてい

ただけると、幾らかいろんな皆さん方の集まりとか何か支障がなくできてくるのではないかなと

いうような思いがしましたので、そういった老朽化対策の部分での何かできることがあればとい

うことで尋ねております。 

 以上、４つお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  清水修議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。村田保健環境部長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  １０番、清水議員の、地域の共生社会の実現について、私の

ほうから１項目め、２項目めについてお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めについてお答えいたします。 

 令和７年９月に本市の長寿支援課地域包括支援センターが主体となりまして、地域助け合い・

支え合いフォーラムが開催されました。市内での事例紹介として、３つのまちづくり協議会によ

る事例発表が行われました。高齢者へのお弁当の配食サービスではなく、みんなが集まって一緒

に食べる供食の活動や、休耕地にミカンを植樹して地域住民が集まる居場所として整え、収穫体

験時に住民同士の交流を促す取組、ちょっとの困りごとを地域の人同士でワンコインで手助けす

るサービスなど、それぞれの地域での特色ある支え合いの事例が紹介されました。 

 令和８年１月には９月のフォーラムを踏まえた勉強会が開催され、地域での支え合いに関する

ワークショップでは、支え合いのための居場所づくりや有償ボランティアの在り方などについて

活発な意見交換が行われております。各まちづくり協議会において支え合いの取組の好事例がご

ざいますので、壱岐市としましては事例の情報共有等を通じて他の地域への展開等を支援してま

いります。 

 また、地域での支え合いのフォーラム等の実施に関しましては、現在、市の長寿支援課をはじ

め社会教育課、地域共創課に加えて外部の団体として壱岐市社会福祉協議会と連携して取り組ん

でおりますが、今後は子育て支援課や総務課とも連携して居場所づくりや地域住民同士の助け合

い、地域交通等の移動の支援等に関する相談に対応できるよう体制の充実を図ってまいります。 

 次に、２項目めの御質問にお答えします。 

 なお、ライドシェアの部分は総務部の所管になりますが併せてお答えします。 

 初めに、外出支援事業の支援の内容につきましては、外出支援サービスとしまして、寝たきり

や車椅子利用のため一般の交通機関では移送することが困難な６５歳以上の高齢者に対して、リ

フト付き自動車等を利用して移送サービスを行うことにより、寝たきり高齢者の社会活動の範囲
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を広げ福祉の向上を図ることを目的としております。自宅から病院間の通院、入退院時の移動に

利用でき、自己負担は利用者の世帯課税状況に応じて負担いただいております。利用時は市に申

請書を提出していただき本人の身体状況が利用を必要とするかを市が判断し、申請者と社会福祉

協議会に決定通知と利用登録通知を行います。事業運営は社会福祉協議会へ委託しておりますの

で、利用の際は社会福祉協議会各支所へ直接依頼していただいております。 

 次に、ライドシェアとかの交通移動支援はどれくらい進んでいますかについてお答えします。 

 交通移動支援等の進捗󠄀状況につきましては、現在、総務課において地域の実上に即した持続可

能な公共交通体系の構築を目指し、壱岐市地域公共交通計画を本年度中に策定するよう進めてい

るところであります。令和８年度には本計画の方針をもとに陸上交通における路線バスの再編、

区域運行、デマンド交通への転換等の具体的な施策の実行計画となる利便増進計画を策定する予

定としております。その後、新たな移動手段の実証実験を行い、その結果を踏まえまして、早け

れば令和９年度からの実装に向けて国・県の様々な補助メニューを活用しながら取り組んでまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  １０番、清水議員の３番目の御質問にお答えします。 

 地域での高齢化や人口減少が進む中で、耕作放棄地の増加は深刻な問題であると認識しており

ます。多くの耕作放棄地の管理について、まちづくり協議会がどこまで、どのように関わってい

くのかも難しい問題です。地域によっては、休耕地にミカンを植樹し地域住民の居場所づくりや

交流促進に活用しようとする事例もあります。耕作放棄地に新たな活用法を見出していくという

のも１つの考えだと思いますが、そのようなときに組織運営アドバイザーが活用できると考えま

す。組織運営アドバイザーは主にまち協の組織運営をより活発化するために支援を行いますが、

それに付随して地域や町協の困りごとに地域の人が対応できるような手だてを見つけるためのお

手伝いもできます。一例を挙げますと、昨年、初山地区まちづくり協議会で次期まちづくり計画

書の策定に当たり、地域の小中校生を対象にしたワークショップが開催されました。このワーク

ショップの開催に向けたまち協と地域担当職員及び地域共創課との協議や意見交換の場に常にリ

モートで参加してもらい、組織運営アドバイザーよりワークショップの設計や内容、そして流れ

からタイムスケジュールに至るまで総合的な提案をしてもらったところです。また、ワークショ

ップ当日は壱岐まで出向いてもらい、ファシリテーターとしての進行役をしてもらうなど積極的

に関わってもらいました。市としましても引き続き、各まち協において組織運営アドバイザーと
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地域担当職員の積極的な活用が図られるような環境整備に取り組んでまいります。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  清水議員の４点目の御質問にお答えをいたします。 

 施設の老朽化に伴う雨漏りやエアコン等の改修工事をできる限り早くできないかという御質問

でございます。 

 公共施設の各種修繕等につきましては、近年の夏場の気温上昇による熱中症対策もございます

ので、既存の空調の改修につきましては利用頻度も考慮しながら可能な限り対応してきていると

ころでございます。しかしながら、一般的な施設の空調の更新については地方債などの充当も難

しいものが多く、限られた財源の中では利用頻度や老朽具合などを勘案しながら年次的に行って

いるところでございます。 

 一方で、老朽化した施設においては、突発的な不具合が発生することも少なくありません。修

繕費用が少額の場合や人命等に関わる緊急な対応を要するような場合は、既存予算において流用

や予備費の充用などによる対応も行う場合もございます。皆様からお預かりをしている貴重な税

金を財源とする以上は、予算に基づいた計画的な執行を大前提とした上で、発生した不具合の規

模や緊急性等を適切に判断して、できる限り早く対応を努めたいと考えておりますので、御理解

のほどよろしくお願いをいたします。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  清水議員。 

○議員（１０番 清水  修君）  ４点にわたり丁寧に御質問、そして分かりやすく、自分も「な

るほど、そうだそうだ」と思いながら聞かせていただきました。ありがとうございます。 

 １点目の、支え合いとかそういう相談支援体制の件ですが、いろんな包括支援センターがあっ

て、あとはそれぞれの長寿支援課とか社会教育課とか社協とか、いろんな組織といいますか課が

ありますから、そういったところにいろんな形で相談をしていきながら、そういった支え合いが

外からはしていただけるし、私たちまち協や公民館等におきましても、そういったことを中心に

少しでも困っておられる方に手が行き届くように。本当に私もこのフォーラムや勉強会で聞いた

とき、ちょこっと手助けの有償ボランティアの事例を聞きました。うちの町協では環境整備の草

刈り等について有償ボランティアで、日当ボランティアで何回かやっているのですけれども、や

はり何らかのそれなりというか、今度はそれぞれのお困りごとに対する支援については助けても

らいたい方も何かお礼をしたいとか、そういう気持ちがどうしても起こられるから、ちょこっと

ボランティアに対して安価なワンコインとかそういう形でしたほうがお互いしやすいのではない
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ですかという事例を伺いましたので、そうやって何か地域の方とまち協がいろんなイベントとか

だけではなくてつながれるということが、見守りとか、そういったいろんな次の段階への活動に

もつながりますので、そこのところはしっかり受け止めて、次年度の活動に活かしていきたいと

思います。 

 ２つ目の外出支援事業については、寝たきりとか車椅子とか、いろいろそういう段階の方々が

おられるので、それに応じたいろんな申請とか何かをしながら、きちんと支援をしていっていま

すということでしたし、ＤＸ計画も今年度にあらかたの計画ができ、８年度にかなり具体的な実

装にして９年度にできるところから、そういったライドシェア的な取組もできていくという道筋

がよく見えましたので期待をしていきたいと思っております。 

 これはちょっと全然話が違うんで、別に異議とか何とかではないんですけれども、去年の選挙

のときに、どうしても選挙に行きたいけど要介護４だから、そういった外出支援が５しかできま

せんと。４であるならば、家族の方とか誰かにちゃんと連れて行ってもらってくださいとかいう

ようなことがあって、少しやり取りをして行ってもらったりしたことがありますけれども、その

辺も含めて、大事な選挙の一票に対しては、また同じような外出支援ではなくて、これは選挙管

理委員会等のことかもしれませんけれども、その辺もできるだけ権利が守られるようにお願いを

したいと思います。 

 ３つ目のアドバイザー活用事例、これも初山小学校の事例は何となく聞いていたので、よりや

り方等も詳しく伺いました。やっぱり、どうしてもこう、まち協も年数が経っていくと、どうし

ても今までしていたことをすることが丸みたいな形で、いわゆる５年経って次の計画を立てなき

ゃいけない、そういった中で地域住民の皆さんや未来を支える子どもさんたちの意見をより多く

吸い上げたいということで、うちではアプリを活用していろいろアンケートをしたり、いろいろ

な苦労を支援員さんにされていたようですけれども、そういったことを基にしながら、こういっ

たワークショップができるような、そういった段階に持っていけるように働きかけていければな

ということを思いました。やはりこういった、ちょっと私たちの身の回りでは打ち出しにくいよ

うな方の、最初はどうしてもそういった敷居が何でも高いので、その辺の部分をやっぱり一歩踏

み出しながら役立てていきたいと強く思いました。 

 そして、老朽化対策については、空調関係は本当にできるだけ素早くやっています。そして、

大きなものについては地方債等いろいろなものがあるので、なかなかすぐにはできない部分もあ

るけれども、人命に関わるとかそういった事象に応じて対応もしていただくということが、努力

されるということでしたので、本当にいろいろな面で大変それぞれの各課の御苦労おかけします

けれども、よろしくお願いをして次に進みます。 

 ２つ目の質問は、新しい人の流れをつくる取組についてです。 
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 地域の価値と新しい人の流れが未来をつくる島、希望の持てる島づくりに向けてのお尋ねです。 

 この部分が、やはりこれからは今までの一般質問の中でも出てきていますけれども、外からの

というよりも、やはりこの市民の皆さん方への理解というのが大事ですよということですので、

これからの協力を得るためにもこの３点についてお尋ねします。 

 未来大国づくりの１年目の取組として、カルチャーターミナル壱岐の魅力の再発見とか再定義

とかということを挙げておられました。この辺、どのように再発見されたり、壱岐の魅力はこう

なんでしょうという、先ほど市長さんが言われたこととだぶるのかもしれませんけれども、どう

いう再発見があったのかということをお伺いします。 

 ２つ目に、ここが一番大事と思うんですけど、この二地域居住事業の取組の状況はどこまで進

んでいますかということで、特定居住計画に基づき特定居住支援法人とか指定制度とか、二地域

居住等促進協議会とか何かそういうのを組織するとか、いろいろ文言的には調べれば出てきたん

ですけど、具体的にこういったことができていれば具体的な内容を教えていただければと思いま

す。当然、市長さんのお考えにもこの二地域居住ができる人たちは準島民という形での受け入れ

で交流人口をずっと増やしていって、定住に結びつけるというお考えでありますので、どこまで

進んでいるかということでお尋ねします。 

 ３つ目の、今年度のウルトラマラソンとピース文化祭、本当にどちらも、ウルトラマラソンも

最高の参加者でしたし、ピース文化祭もこれまでにない本当に次につながるイベントになったと

思います。今後の飛躍に向けての取組について、新しい人の流れにつながるという観点で、どの

ように今後の取組を考えられているかを尋ねます。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  小川総務部次長。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 登壇〕 

○総務部次長（小川 和伸君）  １０番、清水議員の１点目の御質問にお答えをいたします。 

 カルチャーターミナル壱岐プロジェクトにつきましては、今年度より開始した事業でございま

す。新しい長崎県づくりのビジョン、未来大国の実現に向け、本市の強みを活かして地域課題解

決や地域活性化を図ることを目的としております。人と文化が交わるターミナルとして学びを切

り口に壱岐の魅力を再編し、交流人口拡大から関係人口化、将来的には二地域居住や定住人口の

増加につなげる取組であります。具体的な取組としましては、複数のプロジェクトを並行実施し

ております。その１つ、ＩＫＩＴＯＮＥプロジェクトでは、色をテーマにした魅力の再編を進め

ております。農協まつりやカルチャーターミナルフェスなどのイベントに出展をし、市民の皆様

から好きな壱岐の色を募り、それを色見本帳としてまとめる活動を行っております。今後、集め

たこの壱岐らしい色を商品パッケージやＰＲ素材に活用するなど、実用化の段階へと発展させて

いく予定です。また、その過程についても、デザインや商品開発、マーケティング、プロモーシ
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ョンとビジネスを学ぶ要素に切り分けられますので、実践的に学ぶ教材としても応用していく予

定です。カルチャーターミナルフェスをはじめ、その他の取組においても本市の持つ自然資本や

歴史文化、あるいは日本社会の縮図ともいえる産業構造などの地域資源がリアルな社会課題に触

れ、学ぶための素材として活用できる可能性が、大学や企業等との調整の中でも確認されていま

す。次年度以降は本格的に教育プログラムを開発してまいります。実際に大学生や企業人が壱岐

に研修等に来島し、島丸ごとキャンパスとして地域で活動する機会が増えることで、市民皆様と

の交流機会も一層活発化するものと予想されます。こうした交流が市民の皆様にとって、地域の

ことや御自身の事業のことを改めて見つめ直し、壱岐の魅力を再発見する貴重な機会となること

に期待しておるところでございます。 

 以上でございます。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  １０番、清水議員の、２番目と３番目の御質問にお答えいた

します。 

 まず、二地域居住の促進につきましては、本年度、国土交通省の補助制度を活用して取組を進

めているところでございます。現状としまして、特定居住支援法人の指定制度につきましては、

壱岐市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要項を制定し制度を整備したところでござい

ます。また、壱岐市特定居住促進協議会につきましても、市内の主要な関係団体等に参画いただ

いて設立しており、２月２４日に会議を開催し、二地域居住の促進に関する市の取組の現状等に

つきまして、説明並びに意見交換等を行ったところでございます。 

 特定居住促進計画につきましても市で素案を策定し、当該計画において特定居住促進区域とし

ている地域住民の皆様への説明及び意見交換、長崎県への意見紹介を行い、先に述べました壱岐

市特定居住促進協議会においても内容を説明し、意見交換を行ったところでございます。 

 二地域居住者を準島民として、有人国境離島法の運賃低廉化の対象とすることに関しましては、

既に制度化が図られているところですが、どのような方を二地域居住者として認定するかについ

ては自治体の判断となります。特定居住促進計画において、二地域居住者の要件整理についても

示しておりますので、今後、国等と要件についての調整を行い、二地域居住者の具体的な取扱い

について協議を進めてまいります。 

 次に、文化・スポーツ振興についての御質問にお答えいたします。 

 本市の文化・スポーツ振興事業につきましては、今年度新設しました文化・スポーツ振興課に

おいて様々な取組を進めております。 
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 スポーツ面では、議員お尋ねの、壱岐ウルトラマラソンにおいて過去最高の８７８人のエント

リー、また、ポータルサイトのＲＵＮＮＥＴウルトラマラソン部門において８９.７点の高評価

をいただき、初の全国第一位を獲得できたことは、次回大会に向けての大きな活力となりました。

この評価をさらに継続し高めていくためにも、お金をかけて何かプラスするというより、いろい

ろと工夫・検討を重ねながら、引き続きランナーの皆様もとより市民の皆様にもさらに満足し楽

しんでいただける大会運営に努め、目標であるエントリー数１,０００人の達成を目指してまい

ります。 

 次に、文化面では、ながさきピース文化祭・壱岐市大会を開催し、市民皆様の主体的な関わり

と事業への取組によって、市民同士のつながりも深まり、それぞれの文化を次世代へつないでい

く契機となる大変意義のあるイベントであったと考えております。 

 特に俳句においては、夏井いつき先生の講演会を実現できたこと、また、市内小中学校への俳

句ポスト設置事業では、想定を超える１,４００もの句を投函いただくなど、大きな成果と反響

がありました。講演会では俳句への取組が市民皆様、特に子どもたちの豊かな心を作り出してい

く影響力の高さを認識したところであり、俳句ポスト事業では、全国的な俳句人口の多さも再認

識したところでございます。そうした俳句に取り組む方々の、いわゆる吟行ツアーの受皿となる

地域を目指すべきであると考え、俳句の聖地といえば愛媛県松山市と言われておりますが、本市

としては離島の俳句の聖地を目指し、離島俳句甲子園への取組に次年度から挑戦することとして

おります。 

 このような壱岐ならではの魅力的な文化・スポーツを新しい人の流れにつなげるため、文化団

体の要件を拡充した文化スポーツ合宿への補助金等を有効に活用し、交流人口の拡大を図ってま

いります。 

 以上でございます。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  清水議員。 

○議員（１０番 清水  修君）  何かわくわくするような話を最初の触りだけでもこうやって言

っていただけましたので、とてもよかったと思います。 

 １番目の色について、いろんなイベントをしながら、その参加者で今色を決めようとしている

という、なんかすごく、そういったのがやっぱりコンセプトとしてあるのとないのとでは、いろ

んなデザインとか、それから先の関連グッズとかいろんなのを作る商売といいますか、そういっ

たものにつながるところなので、この色の検討について、もう少し何か詳しい部分が、例えば何

色と何色と何色がとか、壱岐は海と空が何とかだからこうだとか、そういうことがあればお願い

します。 



- 147 - 

 ２つ目の、二地域居住の分ですが、この２月２４日に協議会を開催されて、ある程度の骨子と

いいますか、今度の全協等でもお話があるんだろうと思いますが、そこの中で出てきました特定

区域を設定するというところがあったと思うんですけど、特定区域というのはどこなのかという

部分がもし分かれば、２つ目では再質問します。 

 ３つ目のウルトラマラソンと俳句の交流ということで、離島俳句甲子園に挑戦されるというこ

となんですけど、ウルトラマラソンのほうでは、１,０００人を目指してお金をかけないでいろ

んなことに、参加者目線といいますか、または市民の方の協力者目線といいますか、そういった

ことの、今年度したのと違う今年の大会はこういうところがちょっと変わりますよというか、そ

ういう何か、もしできていればお聞かせください。 

 俳句甲子園ですけど、とてもすばらしい事業が始まるなと思っていますが、自分もちょっと、

前も言いましたけど国語大嫌いで、全然そういった感覚が、言語感覚がないので、非常にこれか

らの流れについていけないなと思う反面、なんか抗いたいなというふうに思って、ちょっとある

方にいろんな御指導を受けながら始めているんですけど。あと、この文化スポーツ合宿、いわゆ

るこれまではスポーツ合宿への補助というのがかなりの部分だったと思います。これからは文化

のそういった、俳句の会が向こうから来るとか、何かいろんな形でされていくんだろうと思いま

すので、その辺のこの離島の俳句甲子園に向けての、そういった新しい流れというのが、もうち

ょっと何か補足があればお願いします。 

 以上、再質問をお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  小川総務部次長。 

○総務部次長（小川 和伸君）  清水議員の１点目の御質問にお答えをいたします。 

 まず、ＩＫＩＴＯＮＥプロジェクトの進捗󠄀状況についてでございます。 

 これまで、先ほど申し上げましたとおり、イベント等の出展によりまして、大体３００色サン

プルぐらいを集めております。今、現時点としましては、その色を微調整してデジタル化をする

ようにしております。最終的には、大体、壱岐の色として５０色ほどの色見本帳というようなも

のを作成できればと考えております。その中で、特に多いと感じたのが、やっぱりブルーの色か

なと思っております。壱岐は周辺海に囲まれておりますので、皆さんが考える壱岐のイメージと

いえば、やはりブルーが多いと。ただ、そのブルーの中でも、例えばですが筒城浜の海の色と、

辰の島の海の色が若干違います。そういった同じブルーでも筒城浜ブルーとか、そういった名称

を付けながら、そういった色見本帳を制作していきながら、今後はホームページ等でも公開をし

て、そういった色を使って、例えばですが島内事業者さんがお土産の袋に使うとか。あとは今、

エンゲージメントパートナーとも協力しておりますので、商品化を検討していくというふうな流

れで考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  清水議員の二地域の特定区域の件についてお答えをさせてい

ただきます。 

 区域につきましては、現在、芦󠄀辺浦と瀬戸、この二地域を選定し、今後進めていくような形に

しております。 

 それから、文化・スポーツ関連に関しましては、次長のほうから答弁をさせていただきます。 

○議長（土谷 勇二君）  岡部地域振興部次長。 

○地域振興部次長（岡部 一也君）  ウルトラマラソンについての御質問にお答えをいたします。 

 令和８年度に新たに取り組むというところについては、昨日御質問がありました仮設トイレに

ついてを和式から洋式化をするということが１つ。２つ目が、見送り対応を昨年も強化いたしま

したが、さらに強化をして、ここについてはランナーの評価も大変高かったと。見送りまでして

いただいて感動したというお声をいただきましたので、そういったことについてさらに強化をし

たいというところ。あと、お金をかけるというところで、お金は少し若干かかりますが、少し動

画を撮影をして壱岐の魅力を伝えると、そういったものを発信してエントリー数を増やしていき

たいというふうに考えております。 

 現時点では、以上の３点程度が新たに取り組む内容となっております。 

 次に、離島俳句甲子園についてのもう少し具体的なことということでございますが、今回の事

業では俳句を知る、言葉を知る、郷土を知るということが子どもたちに伝えたい、子どもたちに

植え付けたいということで、一番効果のあると言われている小学生に対してこの授業を実施して

いくということを考えております。 

 具体的なスケジュールについては、５月ぐらいから全国の離島に授業の内容を呼びかけまして、

夏休みの間を利用して俳句とはこういうもんだよということをレクチャー、教えるという期間に

しまして、その後、予選をして１１月、はっきり日程まだ決めておりませんが、１１月ぐらいを

目途にトーナメントで優勝者を決めるというふうなことを今考えております。詳細についてはま

だ今から詰めるところがありますので、分かり次第またお示しをしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  清水議員。 

○議員（１０番 清水  修君）  ありがとうございます。時間も残り少なくなりましたが、私た

ちというか壱岐のランナーを中心に１,０００人突破応援隊を一応作って、いろいろ市の皆さん

方、担当の方々には御迷惑をかけている部分もあると思いますが、いろんな要望も聞いていただ

きながら、特に先ほど言われた見送り隊の部分が非常に、やっぱりそうだと思います。島に行っ
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て、こうやって手を振って船を見送るという場面は卒業シーズンでも同じですけど、やっぱりい

いもんだということで思うんですけど、これも今まで言ってきたんですけど、私もちょうど次の

日が市民体育大会があるもんで、ランナー関係の人たちとかは、そういうのはしたくてもできな

いという状況が今までずっと続いておりました。要望も、どちらかを１週間ずらして検討できな

いかというような要望も出したりはしておりましたけど、いろんな、いわゆる壱岐の島ホールと

離島センターの場所の確保とか、いろんなものの中でなかなかそこのところのあれができずに、

十分な私もお見送り体験ができていないんですけども、これは要望として、そういう競技者が連

日、前から言えば準備とウルトラマラソンと市民体育大会というのが続くものですから、どうか

調整できれば、ここは検討をしていただければと思っています。 

 あとは、私たちの応援団では逆回りコースの検討とかいうのも署名をしたり、何かいろいろし

て、そういった取組も検討をお願いしておりますので、単純に１回逆回りでやってみて、第

１０回大会の来年にもう少しきちんとしたものにとかいう、そういういろんなやり方もあろうか

と思います。確かに、これまでと同じように１０月にやって、そして準備は並行して、どうか検

討はされるかもしれませんけど、なかなか実装実験的にする機会とかもないかなというようなこ

とをいろいろ考えたりしておりますけど、その辺も含めて御検討していただければと思います。

本当にお金をかけずにという部分がありますけど、あともう１点はこのボランティアで施設応援

団とか、または給水所の拠点となります地元公民館とか、いろいろな方々が御協力をされている

と思います。あくまでボランティアだから、これもボランティアですよで「ありがとうございま

した」で終わっていいんでしょうけど、何らかの次につながるような部分もできるなら検討して

いただきたいし、また、商品というか、やっぱり２万円とか１万７,０００円かけて参加費を払

っていろいろ来られますので完走賞プラス、何か聞くところでは今年はフィニッシュタオル、そ

ういったのも検討しているみたいなことを聞いたりはしましたけど、そういった少しでも

１,０００人突破につながるようにお願いをして終わりたいと思います。 

 昨日のニュースかな、上五島での吉永小百合さんが、「てっぺんの向こうにあなたがいる」と

いう、このエベレストの女性の初の登頂者の田部井淳子さんの映画をＭＴＧ社長の松下さんがさ

れて、大々的にできたという放送があっていました。あるいは、そういった地元の社長とかいろ

んなエンゲージメントのいろんなそういった方々のお力をお借りしながら、これからさらにいろ

んなイベントがよりよいあれになっていくんだろうということを期待しています。先日の中央ヤ

クルトさんの健康セミナーは本当に、私も参加させてもらいましたけど、午前中は子どもたちの

発表会があって、午後に行ってみたら、ものすごい数の方が来られていて、本当にびっくりする

ぐらいの人手でした。やっぱりそういった力が一緒になってすることで生まれてくるんだなとい

うのを目の当たりにしました。 



- 150 - 

 最後に、この会議の俳句をして終わります。 

 はるあさし、島の未来へ、また一歩。頑張ります。ありがとうございました。 

〔清水  修議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、清水修議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を午後１時といたします。 

午前11時45分休憩 

 

午後１時00分再開 

○議長（土谷 勇二君）  再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１番、菊池弘太議員の登壇をお願いします。 

〔菊池 弘太議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（１番 菊池 弘太君）  こんにちは。１番議員、菊池弘太が一般質問させていただきます。 

 一般質問、２日目の終盤まで来ております。 

 先ほど、清水議員がマラソンの話をされましたが、マラソンでいいタイムを出すためには後半

が勝負です。最後までお付き合いください。 

 今回、５つのテーマを準備してきました。５つについては一見つながりがないように思います

が、市政の取組の見え方、見せ方というテーマでお伺いしたいと思います。 

 壱岐市においては、これまでも様々な施策や事業に取り組まれていると認識しております。し

かしながら、市民からは、市が今何をしているのか、その取組がどのような成果につながってい

るのかと、少し分かりにくい部分もあるのではないかと感じています。 

 本日、山内議員の質問にもありましたが、市や市長が目指す方向が見えにくいのだと思います。

それを端的に示したのがこちらになります。 

 これは、第４次壱岐市総合計画を策定する際に、市民と市の職員にとった満足度調査のアン

ケート結果です。上のオレンジ色のグラフが市職員の結果、下の青いグラフが市民の結果です。

これ、グラフの上のほうが満足度が高くて、下のほうが満足度が低いという結果です。なので、

職員の方のアンケートの満足度は高くて、市民の方のアンケート結果の満足度は低い、というよ

うなことが示されているものになります。ここにも書いてあるのですが、市民は行政に対して厳

しい回答をする傾向にあるのでこういう結果が出るのかもしれません。行政は施策を実施するこ

とに加えて、その内容や成果を市民に分かりやすく伝え、見える形にしていくことも重要である

と考えます。そうした観点から、今回は、見えない行政から見える行政へ、という視点で５つの

テーマについて質問させていただきます。 
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 まず、最初に、エンゲージメントパートナー企業についてです。 

 こちらは、率直に市民からの評価が悪いです。私の周りでは、エンゲージメントパートナー企

業がどのような活動をしているのか分からない、という声をよく聞きます。昨年開催された、壱

岐カルチャーターミナルフェス２０２５においては、エンゲージメントパートナー企業９社が登

壇し、これまでの壱岐での取組が紹介され、また、広報いき２月号にも掲載されたので、９社の

取組については分かりました。一方で、２０２６年３月時点で６０を超える企業・団体と締結状

況にありますが、２０２２年から始まったせいだと思いますが、中には活動実態が十分に見えな

い企業もあります。このことについて２点お伺いいたします。 

 本市のエンゲージメントパートナー協定において、締結を解除するルールはあるのでしょうか。

例えば、千葉県船橋市や鹿児島市では、２年以上連携実績がないかつ将来的に連携可能性が低い

と判断した場合は、包括連携協定の解除というルールが設けられております。 

 ２つ目です。北海道東川町のオフィシャルパートナー制度を参考にしていると以前答弁があり

ました。東川町の取組と、壱岐での取組は類似しているように思いますが、東川町は取組が功を

奏して、例えばファミリー世帯の移住が増えています。もともと北海道第２の都市である旭川市

のベッドタウンということで人口が増えた経緯もありますが、成果を出し続けているオフィシャ

ルパートナー制度の東川町、市民に不人気の壱岐のエンゲージメントパートナー企業。東川町は

２０１９年から、壱岐市は２０２２年からと開始時期の違いはありますが、本市の取組としてど

のような点が不足していると考えているかお伺いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池弘太議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。小川総務部次長。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 登壇〕 

○総務部次長（小川 和伸君）  １番、菊池議員の御質問にお答えをいたします。 

 エンゲージメントパートナー協定につきましては、令和８年２月末現在で６０件の企業、大学、

自治体等と締結させていただいております。 

 菊池議員の御指摘のとおり、どのような活動が行われているのか分かりにくいという声がある

ことも認識しております。本制度は、具体的な取組が決まってから締結する一般的な包括連携協

定と異なり、お互いの特徴を活かして何ができるかを共に考え、関係性を構築していく前段のプ

ロセスを大切にしております。事業の検討や構築の期間においては、外から活動実態が見えにく

いという側面がありますが、この信頼関係を築くプロセスこそが新たな価値創造につながる本協

定の最大の特徴です。 

 御質問の協定の解除についてでございますが、協定書においては活動実績が見られない場合や、

双方の事情により継続が困難となった場合は、協議の上で更新を行わない、あるいは解除できる

規定を設けております。しかしながら、本制度においては活動がないから解除するという考えは
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取っておりません。本協定は、締結を維持すること自体に市の財政的負担が発生するものではな

く、むしろ関係性を長く継続していくことこそが重要であると考えております。長期的なつなが

りを保つことで、将来的に新たなニーズが合致した際、迅速な事業展開や投資、ひいては本市へ

の経済的な還元へとつながる可能性が高まるためです。包括連携協定のように、実績がないから

解除するというルールに縛られることなく、多様な接点を持ち続け、壱岐の長いパートナーシッ

プを育むことで持続可能な地域課題の解決を図ってまいります。 

 次に、２点目の御質問にお答えをいたします。 

 本市のエンゲージメントパートナー制度については、北海道東川町のオフィシャルパートナー

制度を参考に創設をしました。また、時期を同じくして東川町においても自治体とのパートナー

締結の仕組みを同制度に盛り込まれ、制度の充実が図られておりますが、この自治体間での連携

という仕組みについては本市の取組を参考にされたという経緯もございます。東川町は、人口が

増加し続けている町として全国的にも注目されております。その背景には、１９８５年に写真の

町宣言を出し、自然と文化と人が出会う写真写りのよいまちづくりを進めてこられた経緯がござ

います。それにより醸成されたシビックプライドが東川スタイルとして定着し、その価値に共感

する人々を惹きつけ、移住者が増えた結果としてパートナー企業も増えていくというよい循環が

生まれているものと認識しております。 

 一方で、高校進学のタイミングで隣接する旭川市圏域へ流出するなど、本市と類似した課題を

抱えられているのも事実であります。東川町の特筆すべき点は、東川スタイルという共通の価値

観のもと、市民、地域事業者、オフィシャルパートナー企業、行政、議会が同じベクトルを向い

ている点にあります。そして、その実現のために、オフィシャルパートナーとの連携、地方創生

関係交付金やふるさと納税、地域おこし協力隊、地域活性化企業陣、その他の交付金や特別交付

税など、多様な制度を戦略的に人、物、金の資源として活用しているところが特徴的です。 

 本市としましても、こうした先進的な手法に学び、壱岐新時代の実現に向け戦略的に取り組ん

でまいりたいと考えております。また、お互いの良い部分を吸収し高め合いながら、双方の制度

がアップデートしていくような関係を大切にしていきたいと考えております。東川町も制度開始

から６年経ち、やっと形として見える成果が生まれてきております。本市におきましても、主に、

壱岐新時代に向けた４つのみなとプロジェクトにおいて連携の成果が生まれるものと考えており

ます。 

 早期に市民の皆様にも効果が体感いただけるよう、プロジェクトの実現に向けて邁進してまい

ります。 

 以上でございます。 

〔総務部次長（小川 和伸君） 降壇〕 
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○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  答弁ありがとうございます。 

 先ほどの質問の中で壱岐の特徴は何かなという、市長、考えられておりましたが、東川町の場

合、写真の町という強烈なＰＲする要素があります。なので、壱岐島もそういう要素があったほ

うがいいのかなとも自分も思っています。 

 東川町のオフィシャルパートナー制度という手引きがあります。ごめんなさい、こちらは壱岐

のやつです。壱岐のエンゲージメントパートナー制度の概要と、あとこちらが東川町のオフィシ

ャルパートナー制度の手引きです。これ２つを比べると、やっていることはほぼ同じです。まね

ているからだと思います。ただ、こっちに東川町にあって壱岐にないものが１つあります。それ

は何かというと、東川町の場合はオフィシャルパートナーが取り組んだ、連携した事例が出てい

ます。なので、市民の方もこれを見たら、こういう企業がこういう取組をしているんだなという

ことが一目瞭然で分かります。壱岐市の場合は企業との連携が、まだ日が浅いというのもあるか

もしれないのですけど、これが市民に伝わっていないのかなというふうに思っています。これは

以前、本市でも講演された佐賀県の元武雄市長である樋󠄀渡啓祐さんがよく使う言葉を紹介します。

「いい政策でも知られなければ意味がない。行政は政策を作るだけでなく、伝えることまでが仕

事である」ということをよく話されます。 

 ここから再質問です。 

 今後、エンゲージメントパートナー企業の発信方法についてどのように取り組んでいくかお伺

いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  小川総務部次長。 

○総務部次長（小川 和伸君）  菊池議員の御質問にお答えをいたします。 

 今後のパートナー企業との共創の状況なのですが、幅広くお知らせするということをしたいと

思います。特にはホームページとか、そういったものと、あとは、また次年度もカルチャーター

ミナルのイベント等も計画しております。そこでもまた今年度と同じような形でオフィシャル

パートナーとの共創の交流の場、そういったものを設けていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。また来年度もカルチャーターミナルフェ

スでエンゲージメントパートナー企業の方に登壇というか、そういう機会があるのかなというふ

うに思っております。私もそれでいろんな企業の方と知り合えたり、そういうのを楽しみにして

おります。エンゲージメントパートナー企業についての質問はこれで終わるのですが、私はエン

ゲージメントパートナー企業について３回目の質問をこれまでしています。なので、４回目の質



- 154 - 

問をしたくならないように今後の取組を期待しております。 

 続いて、２つ目の質問です。 

 次は、情報発信の在り方についてです。先日、広報委員会で大阪府八尾市議会の取組を視察し

てきました。議会の取組ではありますが、行政の情報発信にも参考になる点があると感じたので

御紹介させていただきます。 

 八尾市議会は編集方針として、伝える紙面づくりから伝わる紙面づくりへという基本方針が掲

げられており、単に情報を発信するだけでなく必要としている受け手にしっかり届くことを重視

している点が印象的でした。壱岐市においても情報発信が行われていないとは思いませんが、情

報が十分に届いていない部分もあるのではないかと感じています。 

 その一例として、先日募集が行われた壱岐市過疎地域持続的発展計画案に対するパブリックコ

メントがあります。本計画は１月１６日から２月１４日まで約１か月間募集が行われ、２月

２０日に結果が公表されました。意見提出者は１名であったとされています。この計画はこの後

の本会議でも議案にかけられる重要な内容であると考えますが、パブコメの意見が１件にとどま

ったことについてはもったいない結果ではないかと感じています。 

 そこでお伺いいたします。 

 今回のパブリックコメントが１件にとどまったことについて、市としてどのような所感を持っ

ているのかお伺いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  １番、菊池議員の御質問にお答えいたします。 

 壱岐市過疎地域持続的発展計画案に対するパブリックコメントを壱岐市政策市民参加制度パブ

リックコメント実施要項に基づき１カ月間実施しましたが、１件にとどまったことにつきまして

は市としても残念な思いでございます。 

 本市のパブリックコメントにつきましては、主に市のホームページにて意見募集を行っている

ところですが、ホームページでの周知に頼ったところが提出者が少なかった一因であるとも考え

ております。 

 今後の改善点としましては、４,８００人以上が登録している壱岐市公式ライン等のＳＮＳや

ケーブルテレビの行政情報枠を活用してパブリックコメントの実施に係る周知を行ってまいりま

す。 

 以上でございます。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 
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○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。壱岐市政策市民参加制度（パブリックコ

メント実施要項）の第１条の目的に次のように記載されています。 

 市政への積極的な市民の参画を促進するとともに、市の施策等の形成過程における公正の確保

及び透明性の向上を図り、市民とともに歩む共同の市政を推進することを目的とする。と書かれ

ています。つまり、市民が参加して初めてパブコメが成立します。たまたまかもしれませんが、

今回の壱岐市過疎地域持続的発展計画案について提出者が１件というのは重く受け止めるべきだ

と思います。 

 今後の改善点として、公式ＬＩＮＥの活用やケーブルテレビの活用ということがあったので、

今後はそのようにパブコメの意見が出るようにお願いできればと思います。 

 これは私からの提案になるのですが、今の公式ＬＩＮＥとケーブルテレビの周知も行いながら、

壱岐には様々な団体があります。例えば、壱岐市観光連盟、商工会はじめ、まちづくり協議会、

そして私も参加させていただいたのですけど、壱岐島リハビリテーション研究会のような様々な

組織などがあります。そういった組織に案内文を出して、パブコメ実施要項に記載されている市

民の参画を促進するということが市長が掲げる「一緒に推進」ということだなと思います。また、

エンゲージメントパートナー企業にもパブコメの案内をかけていいと思います。意見を出すか出

さないかは企業の判断になりますが、小さいボールを投げて、もしかしたらそこから事業が始ま

るかもしれません。案内紙を作って関係団体にメールを送付する手間をかけられないでしょうか。

もう一度質問します。 

 今後、パブコメを募集する際にどのようなことを心がけるでしょうか。お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  菊池議員の再度の質問にお答えをいたしたいと思います。 

 今、御指摘があったように、各種団体とかにも広げて周知を行ったらどうかというところでご

ざいますけれども、その辺が可能であるかどうかは今後研究してまいりたいと思います。その中

で、今回１件にとどまった理由が、周知の方法もそうなんですけれども、やはり行政計画という

ところでのとっつきにくさがあるのではなかろうかということも感じております。その中で計画

だけを出すのではなくて、分かりやすさを示すような何か資料とかができればいいのかなと思っ

ておりますので、その辺も含めて今後研究をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。情報というのは発信する側と受け手がい

て初めて成り立つものだと思います。なので、受け手のレベルに合わせて情報を発信するという

ことが今後は必要になるのかなというふうに思っています。 
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 また、パブコメに意見を出して意見が反映されたりすると、市役所の意見・考え方を聞けたり、

提出者である市民のエンゲージメントというのは高まります。ぜひ、めんどうくさいと思わず積

極的なパブコメの意見募集をよろしくお願いいたします。 

 続いて、３問目の質問です。 

 壱岐を代表する観光地、猿岩の近くに戦争遺構として黒崎砲台跡が残されており、観光資源の

１つとして紹介されています。一方で、この黒崎砲台については方針の由来や回数について資料

によって異なります。このことについては、壱岐の新聞社である壱岐新報で何度か報じられてい

ます。例えば、昨年８月８日読者が投稿する目安箱のコーナーで黒崎砲台の案内版が間違ってい

るという投稿がありました。最近では、今年２月６日の目安箱のコーナーで、作り直された黒崎

砲台の案内版、責任逃れの表記に疑問と市民からも投稿されています。 

 この看板を作り直す過程、情報発信、その内容の正確性や根拠の整理は重要であると考え、以

下３点についてお伺いします。 

 １つ目、看板を作り直す経緯について。 

 ２つ目、看板に記載する内容の検討について。 

 ３つ目、黒崎砲台の史実を市としてどのように把握しているのかお伺いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 登壇〕 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  １番、菊池議員の御質問にお答えいたします。 

 １番目の御質問ですが、議員御指摘の黒崎砲台をはじめ、旧町時代から島内各地に観光地案内

の看板等を設置しており、看板の状態や破損状況等について職員が日常的に点検を行っておりま

す。点検により把握したもの並びに市民皆様からの連絡や御指摘等も含め、必要が生じた場合は

修繕や表記の修正等を行っております。 

 今回、黒崎砲台については、看板表記の内容について市民の方から、戦艦土佐との表記が戦艦

赤城ではないかとの御指摘があり、担当課において黒崎砲台の記載がある文献・書籍等を確認し、

文化財班の学芸員とも協議を重ね内容を精査した結果、看板内容の修正が必要であると判断いた

しました。表記の修正等について部分的緊急的な対応も考えたところですが、経年劣化により文

字が読みづらい部分等もありましたので、今回、当該看板を改修することとしたところでござい

ます。 

 ２番目の、看板に記載する内容の検討についての御質問ですが、御指摘のように黒崎砲台につ

いては諸説がございます。以前の看板の作成当時では、砲身は戦艦土佐のものを使用したという

のが通説であり、戦艦土佐説を採用したものと考えておりますが、今回、改めて史実を確認する

ため、関係する資料を収集し、資料をもとに調査を行い、文化財班の学芸員とも協議を重ね内容
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を精査いたしました。結果として、現在の通説では、戦艦赤城の砲身を使用した説が有力である

との結論に至り、今回、戦艦赤城に記載を変更いたしました。 

 なお、今回の記載内容の変更に当たり、株式会社光人社が、２０１１年１２月１９日に発行し

た日本陸軍の火砲要塞砲、著者、佐山二郎、発行者、高城直一に記載された内容を参考にしたこ

とから、引用元である参考文献の情報についても看板に記載したところでございます。 

 ３番目の黒崎砲台の史実・事実関係を市としてどう把握しているのかという御質問ですが、例

えば今回のように市民皆様等から連絡・指摘があった場合や、ほかの関係機関等から指摘があっ

た場合など、調査や精査の必要が生じた場合は学芸員等にも協議の上、必要があれば表記を修正

するなどの対応を行っているところでございます。 

 新しい説が判明されるなど、歴史上の通説が変わることはありますので、可能な限り情報収集

に努め、必要が生じた場合は表記の修正等を適宜行ってまいります。 

 以上でございます。 

〔地域振興部部長（塚本 和広君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。看板を作り直す過程で、文化財団の学芸

員の方と協議して、文献も調べて作り直されたということは分かりました。ただ、現場で案内す

るガイドであったり、指摘した市民の声というのが届いているのかどうかがというのがちょっと

不十分なのかなという気がします。 

 私も気になって黒崎砲台について調べました。調べても分からないので防衛省に問合せをしま

した。そうしたら、幾つか資料を教えてくれました。その１つがこちらです。 

 これは、国公立公文書館アジア歴史資料センターで閲覧ができる資料で、レファレンスコード

Ｃ０１００３９５５０００の１２桁で検索すると、壱岐要塞黒崎砲台砲塔据付け完了後における

射撃試験実施に関する件という資料が出てきます。 

 ただ、これを見る限りでも正直よく分からないです。そして、先ほど答弁にもあったように、

歴史というのは変わることがあります。新しい資料や研究によって解釈が変わることもあります。

例えば鎌倉幕府。かつて私が習ったときは、「いいくにつくろう鎌倉幕府１１９２年」で覚えま

した。でも、現在の歴史の教科書は、「いいはこつくろう鎌倉幕府１１８５年」と記載されてい

ます。何が言いたいかというと、今一番困っているのは誰かというと、黒崎砲台を案内するガイ

ドさんなのだと思います。一般の観光客であれば、ある程度の説明で納得してくれることも、事

前に調べてきた詳しい方には案内の現場で困るのだと思います。これも私からの提案にはなるの

ですが、この黒崎砲台の看板の件も含めて一度、壱岐のガイドさんと意見交換というものを行っ

てみてはいかがでしょうか。 
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 黒崎砲台の看板もそうですが、昨日話にありました公衆トイレの数の問題、和式トイレの問題、

観光動線の老朽化している箇所など、現場目線でいろいろ課題を共有できる機会になると思いま

す。この点、いかがでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  塚本地域振興部長。 

○地域振興部部長（塚本 和広君）  菊池議員の再度の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 ガイドさん方と意見交換するということなど、非常にためになると思っておりますので、今後

検討してまいりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。壱岐島には様々なところで活躍するガイ

ドさんがおられます。ぜひ現場の声を聞いて、観光政策に反映させていただけることを願ってい

ます。 

 続いて、４つ目の質問です。 

 ４つ目の質問は指定管理者制度についてです。 

 この制度は民間のノウハウを活用しながら、公共施設の効率的な運営を図る重要な制度である

と認識しています。一方で、制度の運用に当たっては公平性や透明性、ＲＯＩの観点、リター

ン・オン・インベストメント、投資対効果、つまり投入した税金に対してどの程度の成果や効果

が得られるかということが重要になってきます。 

 昨年１２月議会の後に、この指定管理者制度について自分なりに調べて発信してコメントをい

ただきました。まず率直に、市民はこの指定管理者制度についてよく把握しておりませんでした。

いつもイルカパークのことが取り上げられます。イルカという動物を取り扱う以上難しい問題だ

と思いますが、指定管理料の金額でいえば、例えば壱岐国博物館、年間５,１８３万円、原の辻󠄀

一支国王都復元公園、年間３,０８０万円、壱岐出会いの村、年間２,５００万円。一方で指定管

理は受けているけど指定管理料をもらっていない施設もあります。壱岐市自動車教習所ゼロ円、

国民宿舎壱岐島荘ゼロ円、壱岐市ケーブルテレビゼロ円などです。 

 そして、指定管理者制度は公平性の観点から公募が原則ですが、壱岐市の場合は、１７施設中

１２個が非公募です。今まで議会が承認してきましたが、私はすごく違和感を思います。その中

で、１２月議会で特に不公平だと感じる、壱岐出会いの村と壱岐市猿岩物産館の非公募の理由に

ついて、改めて教えてください。また、昨年の１２月議会の総務産業常任委員会において、公

平・公正の在り方についても検討することと審査報告書を提出しております。その後、決定した

５つの指定管理者について、どのような指導を行ったのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 
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〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 登壇〕 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  １番、菊池議員の御質問の、指定管理者制度につきましてお

答えをさせていただきます。 

 まず、壱岐出会いの村と壱岐市猿岩物産館の非公募の理由でございますが、両施設の指定管理

者であります壱岐出会いの村振興会は平成９年４月に、両施設の維持管理及び運営に関する事業

を行うために設立された組織であること。そして壱岐出会いの村は、自然体験など小学生を主に

対象とした体験施設であり、投資効果等を単純に数値で判断する施設ではないと判断しておりま

すことをまずもって御承知おきいただきたいというふうに思っております。 

 その上で、非公募の理由につきましては、ただいま申し上げましたとおり、本振興会は両施設

を運営するために設立された組織であること。また、体験型観光施設であることから事故の可能

性を考慮する必要があり、開館以降２８年にわたり無事故で対応してきた本振興会は信頼性が高

いこと、シーカヤックや釣りイカダ、シュノーケリング等の体験の場となる海域を熟知している

振興会以外にふさわしいものがないことから非公募としたところでございます。 

 猿岩物産館につきましては、人件費を抑えるため隣接する壱岐出会いの村を運営する壱岐出会

いの村振興会が管理することが効率も良く、合理的な運営につながることから非公募としたとこ

ろでございます。 

 事業内容につきましては担当課において事前に協議を行い、９月のシルバーウィーク期間中や

全国的に流行しておりますソロキャンプ等、年間を通じた利用者の増加に努めること。また、人

件費の削減等により支出を再度見直し、指定管理料を２,５００万円まで削減した内容で申請を

されております。その後、１１月に壱岐市公の施設の指定管理者選定要項に基づき、選定委員会

において御審議いただき、指定管理者候補者に選定されたところでございます。 

 これらのことから、市としましては安易に非公募として選定したものではないことを御理解い

ただきたいと存じます。また、総務産業常任委員会における審査報告書で御指摘のとおり、建物

老朽化対策やサービス内容の見直しなども必要であると考えておりますので、次期指定の３年後

を待つことなく民間企業等での運営が可能か等あらゆる選択肢を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、１２月に決定した５つの施設の指定管理者にどのような指導を行ったかとの御質問でご

ざいますが、壱岐出会いの村振興会につきましては、１２月会議の折に御指摘いただきましたよ

うに情報発信が不十分でありましたので、インスタグラムとＳＮＳの活用を強化することを指導

し、また、市の各種イベントにおきましても、宿泊施設として積極的に活用いただくよう各部署

へ協力をお願いをいたしております。そのほかの３施設におきましても、委員会意見を踏まえ、

検討を進めているところでございます。 
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 以上でございます。 

〔産業推進部部長（松嶋 要次君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。これらの施設の存在を否定するつもりは

ないです。壱岐の観光振興に資する施設だと考えています。 

 １つだけ確認をさせてください。猿岩物産館はなぜ指定管理に選定されている、税金を投入す

る理由はもう一度お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  猿岩物産館がなぜ指定管理されているのかというところにつ

いては、出会いの村と同じ時期に整備をされまして、その当時から指定管理をされているところ

で、すみません。詳しいちょっと資料を持ち合わせておりませんので、あともって御回答させて

いただきたいと思っております。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  二十何年前に設立して、当時はそれが妥当だったんだと思います。

これは総務産業常任委員会の報告書にもあるんですけれども、時代が変わってきているので、本

当に１７施設見直す必要があるのではないかなというふうに思っています。猿岩物産館だけ年間

２８０万円の人件費が税金として出ています。答弁にはなかったのですけれども、例えば利益度

外視で地域に根差した物産販売店として活動する拠点なのであれば、郷ノ浦にもお土産屋さんが

あります。勝本にもあります。港にもあります。それらの施設が利益度外視で壱岐の農産品を販

売したら、同じように指定管理に選ばれるか。そうはならないですよね。なので、やっぱりおか

しいところに来ていると思います。なので、３年という期限があるかと思うのですが、それは毎

年毎年確認、チェックをお願いできればと思います。 

 先ほどＳＮＳでの発信という指導をしたということがありました。ＳＮＳの発信についてなの

ですけど、壱岐出会いの村のフェイスブックの一番新しい投稿が１年前の２０２５年３月２７日、

その前が２０２４年７月、その前が２０２０年４月です。５年間で３回です。インスタグラムに

関しては、新しいものから１月２７日、１月５日、１２月２７日、１２月１７日、１２月１６日、

１２月３日と、１か月に二、三回上げているかなと思います。ただし、２月と３月は１回も上げ

ていません。猿岩物産館についてはアカウントを見つけることもできませんでした。令和の時代

において情報を発信するのは最低限のマナーだと思います。元武雄市長の樋󠄀渡さんの言葉を借り

れば、「見つけてもらわなければやっていないことと一緒」です。まして税金が入っているなら

なおさらです。ＳＮＳでの発信は得意・不得意あると思いますが、スマホ１台あれば誰でもでき

ることです。壱岐市の全ての指定管理者に月１回のＳＮＳでの情報発信を指導することはできな
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いでしょうか。ＳＮＳでの発信をすれば売上げが簡単に上がるとは思いませんが、最低限やる必

要があると考えます。例えば農協の四季菜館アグリプラザでは、担当者が毎日のようにＳＮＳ等

で発信しています。情報を発信するようになって売上げが前年比１２０％ぐらいになっているそ

うです。島内の購買も増えましたが、島外への発送も増えているということでした。また、芦󠄀辺

の人になるのですが、定期的に清石浜の写真を上げている方がいます。きれいな写真をただイン

スタグラムに上げているだけなんですが、フォロワーが１,６００人超えています。厳しい言い

方をするのですが、ＳＮＳ発信ができないような施設は指定管理者制度としてふさわしくないと

思います。全ての指定管理者施設にＳＮＳでの発信を指導すること、そして発信ができない施設

は指定管理者としてふさわしくないと考えることについていかがでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  松嶋産業推進部長。 

○産業推進部部長（松嶋 要次君）  追加の質問にお答えをさせていただきます。 

 議員が言われますように、今の時代、ＳＮＳでの発信というのはやはり必要最小限、必要なの

かなというふうに思っております。今後、私たちの管轄も含め、そういった内容が検討できない

か研究してまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。本当に、ただ日常の生活を写真に上げる

だけでいいと思います。今日、雨降っています。風景を撮る。今日晴れています。こんな人が来

ました。それだけでいいと思います。壱岐の日常というのは、壱岐に住んでいない人からすると

非日常です。なので、本当に写真をただ上げるだけでいいです。それをやってもらえたらという

ふうに思っています。今後も指定管理者制度の指定の議案があると思います。その都度、深掘り

していこうと思うのでよろしくお願いいたします。 

 最後に、５つ目です。 

 市政運営について、市長にお伺いいたします。 

 篠原市長におかれては令和６年の就任以来、現在１期目の折り返しに差しかかろうとしており、

約２年が経過しようとしています。市長や本市の取組は市のホームページや、それこそＳＮＳで

拝見しております。一方で、市民の声の中には、取組が十分伝わっていない部分や、まだ道半ば

であると感じられる分野もあるのではないかと感じています。そこでお伺いします。 

 就任からこれまでの約２年間を振り返り、市長御自身としてどのような成果があったと認識さ

れているか。また、現時点でまだ十分に取り組み切れていない、あるいは今後さらに力を入れる

必要があると考えている課題について、どのように認識されているか、市長の率直な御所見をお

聞かせください。先ほどの山内議員との質問と重複するので割愛していただいても大丈夫です。
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お願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  菊池議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 菊池議員におかれましては、日頃から本市の情報発信に関心を寄せられ、市のホームページ、

または私のＳＮＳも御覧いただいておりますことに感謝申し上げます。 

 御質問の就任からの成果と認識についてお答えさせていただきます。 

 私はかつて秘書業務にも携わった経験もございますが、市長に就任して以来、改めてその職責

の重さを身が引き締まる思いで受け止めております。ＳＮＳにも一部掲載しておりますが、連日

の会議に加え、地域の行事や各団体の会合などへも積極的に自ら足を運び、市民皆様の生の声を

直接伺う機会を大切にしております。また、その隙󠄀間を縫うように各担当課からも多岐にわたる

報告、連絡、相談が絶え間なく寄せられておりますが、これほど多くの相談が寄せられていると

いうことは、逆を返せばそれだけ市役所が動いている証であり、大変うれしく感じてもおります。 

 このように、直接的・間接的に聞く市民皆様の声を速やかに政策決定に反映させ、様々な分野

におきまして事業のアップデートを行っているところでございます。具体的な成果につきまして

は、先ほど山内議員の一般質問でも触れさせていただきましたが、市民の皆様とともに作った

１００の政策の進捗󠄀状況が８１％ということで着実に壱岐市は変わってきている、前に進み始め

ていると確信をしております。一方で、こうした取組の多くは、いまだ種を蒔き、芽が出始めた

段階にございます。市民の皆様が日々の暮らしの中でその変化を当たり前のように実感いただけ

るまでには、まだ一定の時間が必要であると受け止めております。特に、壱岐新時代プロジェク

トにつきましては、全く新しく、かつ本市の未来を左右するような壮大な挑戦です。このような

新規の大規模プロジェクトは、市役所の力だけでは成し遂げられるものではございません。だか

らこそ、この壮大な挑戦を手伝ってくれる、また、その力を持つ多くの企業、大学との連携体制

をこれまで築いてまいりました。３月３０日には壱岐新時代プロジェクトのこれまでの進捗󠄀状況、

そしてこれからの方針を市民皆様に発表する場を設けます。プロジェクトの実現には、市民皆様

の御理解と主体的な関わりが必要不可欠です。公報につきましても、これまでの伝える公報から

届く公報へと、さらに手法の研究改善に努めてまいります。 

 先ほど菊池議員がおっしゃったように、私も以前、公報の担当もしておりまして、届かなけれ

ば公報誌ではないというのは、前田上市長もおっしゃっておりました。そういった中で、読んで

もらえる公報誌に気をつけていたところでございます。 

 一方で、多くの首長と話す中で、これだけ市は事業、全部数えたわけではないですけど、

１,０００事業以上ある中で何もしていないわけはないよねと。どうすれば市民の皆さんに伝わ



- 163 - 

るのかと、発信はしていると。そういうのも１つ、皆さん共通の課題でもございます。 

 そこで、１つ参考になったのが、東かがわ市というところの市長と話す中で、今ニュースリ

リース等報道機関に壱岐市はいろんな事業を投げ込んでおりますが、市民ジャーナリストという

制度を東かがわ市は取り組んでいると。条件がいろいろあるんですけれども、先ほどのようにフ

ォロワーが１０万人以上とか、そういった方を市のほうで選んで、その方には報道機関と同様に

ニュースリリースをするなどの取組もあるようです。今、研究をさせておりますが、様々な取組、

皆さん試行錯誤してやっておりますので、アンテナを張って壱岐市に合う、まさに時代に合った

情報発信に努めてまいります。 

 以上でございます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。今までの取組、そしてこれからの取組に

ついて教えていただきました。 

 やっぱり市役所はいろんなことをやっていると思います。それこそいろんな意見があると思う

んですが、割と窓口の方と普通に行政サービスを受けるんですが、結構自分としては満足度が高

いです。なので、やっていないとは全く思っていないですし、あとはそれを届けることと、若干

ギャップがある事業に関してはそのギャップを埋める作業というのが今後必要なのかなというふ

うに思います。 

 篠原市長になられてＳＤＧｓ未来課を一緒に推進課に改変されたと思います。これは市長の覚

悟だと思っています。市民対話会もいいんですが、もっと市民の声を拾う機会をつくっていけた

らいいのかなというふうに思っています。例えば、昨日、それこそまた公衆トイレの話になるん

ですけど、公衆トイレ９５か所で不足していないという説明があったかと思います。壱岐には、

貸切りバスの事業者が２社あります。そこの貸切りバスの運行スケジュールを作成する方と話を

してみてください。そしたら、どこにトイレが必要なのか教えてくれます。どこのトイレを改修

したほうがいいのかピンポイントで教えてくれます。いろんな会議があると思います。名簿とか

ももらって見ます。そこには大体、会長とか、理事とか、社長という肩書きの方が出席されてい

ます。そうではなくて、もっと現場の声を拾うような機会をつくって、そういう方々の意見とい

うのを反映させる機会をもっとつくっていけたらいいのかなというふうに思っています。そうい

う機会を検討いただくことはできないでしょうか。最後に市長にお伺いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  篠原市長。 

○市長（篠原 一生君）  菊池議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まさに生の声を聞くというのが非常に大事だというふうに思っております。私はもちろんです
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けども、職員が直接聞くというのは大事です。ただ、毎回いろんな方の意見を聞くというのは難

しいので、その代表者の方の会があると、これはもちろん必要なことであります。 

 ただ、一方で、今人口が減ってるんですけども、業務が増えてる、それは国のいろんな調査事

業であったり、県の事業だったりするんですけども、ちょっと昔話になったらあれですけども、

私がまだ旧町の役場の職員だった頃は、本当に半日ぐらいは現場の人と話してるというのが何と

なくイメージとしてありました。ただ、今本当に忙しくて、毎日机にかじりついてる、パソコン

に向かっている、この働き方をやっぱり変えないと、なかなか市民の皆さんと職員がじっくりと

生の声を話す機会がないのかなと思っておりますので、ＤＸ等も進めながら、そういった職員と

市民の方が話せる場、話せる時間を市役所としてつくっていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  菊池議員。 

○議員（１番 菊池 弘太君）  ありがとうございます。業務の効率化は本当に非常に大事だと思

います。自分も公務員をやっていたので分かります。本当に無駄な業務はきっとあるんだと思い

ます。なので、新しいこともやりつつ、これ無駄だよねという業務は減らしたり、あとは効率化

する、それこそ令和８年度予算案の中にＤＸの導入というのがあったと思うんですけど、本当に

業務効率をしていかないと共倒れになってしまうかと思うので、そういう便利なツールがたくさ

ん世の中に出てきてると思うので、そういうのもうまく活用しながら、市の職員もハッピーだし、

市民もハッピーだし、壱岐に来る方もみんな幸せということが理想だと思うので、そういう壱岐

になれるように、今後も自分も努力、情報発信、いろいろしていこうと思います。 

 これで、一般質問を終わります。 

〔菊池 弘太議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、菊池弘太議員の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を午後２時といたします。 

午後１時49分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時00分再開 

○議長（土谷 勇二君）  再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、６番、山口欽秀議員の登壇をお願いします。 

〔山口 欽秀議員 一般質問席 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  ６番、山口欽秀が３月議会最後の一般質問を行います。 

 高齢者、障害者、子どもたちなど弱い者が、行政の手が届いて、安心して日々を暮らせる、そ
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ういう社会をつくるために、自治体は常に福祉増進のために様々な施策をする、そういう使命、

責任があるというふうに私は思っております。そういう意味で、壱岐市がその役割をしっかり果

たすように、今回、高齢者の健康づくり、それから交通支援について質問をしたいと思います。 

 まず、第１番目の質問でありますが、高齢者の健康づくりについて伺います。 

 介護予防や健康寿命の延伸のための取組は、必要不可欠であるとしています。ところが、来年

のふれあいサロンの事業の計画が変更されました。講師派遣が今まで１２回であったのが、６回

に減らされてしまいました。サロンの充実という点では逆行しているのではというふうに思いま

すが、どのような事情からこのような事実になったのでしょうか。そして、今後、このふれあい

サロンの充実策というのをどのように考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  山口欽秀議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。村田保健環境部

長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  ６番、山口議員の高齢者の健康づくりについて、１項目めの

御質問にお答えします。 

 まず、ふれあいサロンとは何かという点でありますが、サロンは本来、市や社会福祉協議会の

事業として実施されるものというよりも、地域の皆様が主体となり、気軽に集い、支え合う通い

の場であります。 

 壱岐市の介護予防事業といたしましては、壱岐市地域包括支援センターによる介護予防教室の

実施と壱岐市社会福祉協議会へはつらつ元気塾として業務委託を行い、地域のサロンや老人クラ

ブ等を対象に専門職による介護予防教室を実施しております。 

 一方、ふれあいサロン事業につきましては、壱岐市社会福祉協議会が実施主体となり、日常的

に家に閉じこもりがちな高齢者の皆様が気軽に集い、楽しく過ごせる居場所を提供することを目

的としております。 

 サロンは、行政や専門職が主導する事業というよりも、地域の皆様が主体となり、お茶を飲み

ながらの茶話会や温泉やお花見などへの外出、季節行事の実施など、無理のない形で交流を深め

る通いの場であります。こうした日常的なつながりそのものが閉じこもり防止や介護予防につな

がるものと考えております。参加者が楽しめる内容を実施者とともに話し合いながら進めること

で、地域の人々との交流を深め、社会参加を促進することが期待されております。 

 今回の御質問は、こうしたサロン活動に対し、介護予防教室として、壱岐市地域包括支援セン

ターが介入する分、並びに壱岐市社会福祉協議会のはつらつ元気塾出前講座に関する見直しにつ

いての御指摘であると認識しております。 

 市や壱岐市社会福祉協議会、地域包括支援センターの職員が関わる介護予防教室は、あくまで
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その活動を支える一つの手段であり、主役は地域の皆様であります。 

 令和７年２月末現在、包括支援センターや社協職員が介入するサロンは、１０回以上が２２サ

ロンあり、多いところでは１４回開催されています。今回の見直しは、特定のサロンに市や社協

の関与が集中するのではなく、全てのサロンに一定の支援が行き届くよう、平準化を図るもので

あります。 

 また、取組が少ない地域、まだサロンが立ち上がってない地域への働きかけも視野に入れた体

制整備であります。講師派遣を前提としなければ活動できないという形ではなく、地域が自主的

に継続できる仕組みを整えることが結果として持続可能な介護予防につながるものと考えており

ます。 

 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるための身近な居場所づくりとして、サロン活

動を引き続き支援してまいります。 

 次に、２項目めの御質問にお答えいたします。 

 サロンは、壱岐市社会福祉協議会の事業で、日頃、家に閉じこもりがちな高齢者に対して楽し

く過ごせる場所を提供し、地域の人々との会話、レクリエーションなどを通じて仲間づくりや社

会参加を促進するもので、参加者が楽しめるプログラムを実施者と参加者で話し合って実施をい

たします。 

 令和８年２月５日に開催されましたふれあいサロン運営説明会において、参加者に対して新た

な方針について説明を行い、理解を得ることができたと考えております。参加者からの様々な御

意見に対しましては、相談コーナーを設けることで直接的な対応を行いました。また、地域の

ニーズに応じた支援を継続していく方針です。 

 今後は、次の３点を基本に、サロンの量と質の両面の充実を図ってまいります。１点目が地域

主体の活動を尊重すること、２点目が必要に応じて専門職が支援すること、３点目が多様なメニ

ューや出前講座を活用できる環境を整えることとなります。地域包括支援センターや社会福祉協

議会と連携し、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けるための身近な居場所づくりとし

て、サロン活動を引き続き支援してまいります。 

 以上でございます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君）降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  今の説明でありますが、もともとこれが通い場であって、地域主

体の行事だったんだと、だからそこを元へ戻すんだというような言い方でありますが、市はこの

ようなサロンを重要な市民の集う場として位置づけて、計画の中にも９０のサロンをつくるよと、

現在６３のサロンであるわけですが、そういうことも言っておりますし、様々な介護予防の重要
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性を啓発する場として進めるんだと、そのためのそういう講師の派遣等を進めるんだというふう

に計画に書いてあると思うんです。それを急遽、通い場だから減らすんだ、講師の派遣を半分に

するんだというのは理由になっていないと思うんです。なぜ半分にせざるを得ないのか、それを

明確に答えてください。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

○保健環境部部長（村田  靖君）  山口議員の御質問にお答えをいたします。 

 介護予防の効果につきましては、専門職の単発的な介入よりも、継続的な通いの場での高齢者

の方の参加や社会的つながりの維持が重要であると考えております。 

 必要な専門的支援につきましては、今後も確保しつつ、地域の自走力を高めることで、介護予

防につなげてまいりたいと考えております。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  当然、継続的な支援というのは必要でありますが、このように

１２回をやっていたのを半分にする、なぜか、その背景にあるものをしっかり市民にもしないと、

一応説明しました、納得されましたというふうには、私はなりません。いろんなサロンをやられ

ている方と聞いたら、やっぱり困ったと、大変だと、どうしようかと。市がそういうから、茶話

会にしようかという形で計画はされますが、根本的に新しいサロンを始めるにしても、やっぱり

講師の派遣等が必要であると。そして充実をして、私も地域で老人会でサロンをやっていますが、

いろんな方が毎月講師としてお世話になります。健康づくりとか、体操とか、ゲームとか、いろ

んな話をされます、１時間以上、楽しい時間を過ごす、高齢者が楽しみにしているわけです。新

しい知識で、こういう体操をすると体がいいんだとか、こういう食事をすると高齢化の中で十分

長寿につながるんだと、そういう学習の場ではあるわけです。ですから、やっぱり増やして、き

ちんと啓発啓蒙という点は欠かせないと思うんです。 

 この点で、包括の方にも伺いました。それから社協の方にも直接聞いて伺いました。社協の方

が言われるには、今６３のサロンをやる、これから増やそう、土日もあると、土日にも対応する

と、職員の働きの問題で大変だと。ある方は、社協の担当者が夜遅くまでサロンの手はずをする

ために連絡を取り合って、夜遅くまでやっとると、もう大変だというふうに見ているという方か

ら話を聞いたんです。そういう意味でいうと、社協のほうの今４人の方がいらっしゃいますが、

やっぱり４人では手が回らんので増やしてほしいと、人員を。そういうふうに社協の方は言われ

るんですが、そういう手当をすれば減らさなくても、現状維持で回す、それ以上に６３から

９０へサロンを増やすための取組につながるんじゃないかなと。そのあたりの人員不足について

はどういうふうに把握されていますか。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 
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○保健環境部部長（村田  靖君）  お答えいたします。 

 社協のほうの人員不足につきましては、別の法人になりますので、私のほうからコメントは避

けたいと思いますが、確かに人員、人材とか財政的な面については、限られた中で継続的に取り

組んでいくものだと考えております。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  そういうふうに人材不足ですね。市の包括の方も土日に来ていた

だいて、地域で血圧検査とか、沼津のまちづくり協議会の企画にも参加してもらって、大いに助

かっておるわけですけども、やっぱり人員不足を解消しなければ、この高齢化社会の中で十分な

手当ができないんじゃないかと。今回の予算編成を見ても、社協の事務局費については、令和

７年度と８年度と同額なんです。これだけ物価高が云々といって、言われて値上げするところが

あるのに、社協の事務局費は上がらない。一方で、こういうサロンの開催についての、やっぱり

後退と言われざるを得ないような実態が広がっているという点。社協でいくと、令和３年度は

３,７１８万円あったんです、コロナの影響かもしれないですが。今、２,８６２万円という予算

なんです、やっぱり減らされている。この世の中、高齢化の中で減らされている。きちんと対応

すべきだと思います。 

 そういう意味で、対応策、地域主体と言われますが、社協、それから包括の責任はしっかり守

りながら充実する方向で、とりわけサロンの講師、派遣を６回じゃなくて、増やす方向で検討し

ていただきたいと。それからサロンの講師の方も様々あるでしょうけども、講師の充実について

も取組を進めていただきたいと思うし、今サロンやってない老人クラブも多いですので、ぜひそ

のよさを伝えるためにも努力していただいて、そのためにもやっぱり人を増やすという取組が必

要だと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

○保健環境部部長（村田  靖君）  お答えします。 

 サロンは地域主体の活動でありますので、市としても包括支援センターや社協と連携をして、

講師派遣や相談対応などの支援を行ってまいりたいと考えております。ただ、講師派遣につきま

しては、初年６回ということで、残りについてはまちづくり、市の出前講座などがございますの

で、そちらのほうの活用もお願いしたいと考えております。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  高齢化社会の中で、壱岐市は第９期の介護保険事業の計画をつく

っています。その中にも、高齢者に向けて健康寿命延伸のための取組ということを言ってるわけ

ですから、サロンの充実のために努力を引き続きお願いいたします。 

 では、その２点目に、次へ移りたいと思います。 



- 169 - 

 同じように、高齢者の問題でありますが、壱岐市の養護老人ホームに関して質問いたします。 

 高齢になると生活不安が高まって、とりわけ１人になると生活が大変ということで、養護老人

ホームの必要性を感じられる方が増えるわけであります。 

 その中で、壱岐市現在の養護老人ホームの定員は１１０名なんですが、入所者は現在８７名と

いうふうに聞いているわけです。２３名の空きがあるわけです。一方で、１１０を超す待機者が

あるという点も考えたときに、なぜこの２３も空いているんだと。そして待機者もいるわけです

から、今後この入所者を増やす手だて、増やせないというんじゃなくて、増やす手だて、どう考

えていらっしゃるか、改善策をお伺いします。よろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

〔保健環境部部長（村田  靖君） 登壇〕 

○保健環境部部長（村田  靖君）  次に、養護老人ホームの改善策について、１項目め、２項目

めの質問について、併せてお答えいたします。 

 まず、入所者数が定員に達していない理由でありますが、新型コロナウイルス感染症発生以前

は、ほぼ満床に近い状況を維持しながら運営をしておりました。 

 しかしながら、感染症流行以降、施設内における感染拡大防止の観点から、１２室を感染症対

応のための確保をしてきたことが、入所者数が伸びていない主な要因の一つであります。 

 今後につきましては、先般開催されました壱岐市高齢者福祉計画、介護保険事業計画作成委員

会における委員の皆様からの御助言も踏まえ、感染症対応室の運用を段階的に見直し、受入れ可

能数の回復を図ってまいります。 

 また、２点目の入所者数を増やすためには、次に職員の勤務シフトの調整や適正配置による業

務の効率化や、入所申請後の意向確認の定期実施、入所までの手続期間の短縮を行うことで、必

要な方を速やかに入所へつなげる仕組みを整えてまいります。 

 また、入所される方も入所前面接にお伺いした後、御自宅の整理など、入所まで数か月を要す

る場合もあります。速やかな入所が可能となるように、担当者による入所待機者の事前状況把握

に努めてまいります。 

 長期の待機期間解消の対応として、複数の施設を申し込んでおられる方、入所の順番が来たの

で入所前面接を行ったところ、辞退されるケースも多いため、本人、御家族へ定期的に意思確認

の調査を実施し、面接から入所に至るまで長期間要することなく、円滑な入所を行い、入所者数

の回復に努めてまいります。 

 以上でございます。 

〔保健環境部部長（村田  靖君）降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 
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○議員（６番 山口 欽秀君）  高齢者がとりわけ独り暮らしになったり、年金生活とか病気がち

になったりすると、どうしても老人ホームの必要性が高まる方があるんですが、今言われました

コロナ前は満床だということですが、令和元年は１０７人ということでありました。その後どん

どん減って、令和２年が９９、令和５年が８９まで減ったんですよね。令和５年、６年８９とい

うふうで、８９のままだったんです。このあたり、コロナ終息をして、もう少し増やせる状況が

あったと思うんですが、先ほど言われたなぜ増やそうとすることができなかったのか、増やせた

のに増やせなかったのか、増やせなかったのか、そのあたりもう一度お願いできますか。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

○保健環境部部長（村田  靖君）  お答えをいたします。 

 老人ホームの入所定員が現在１１０になります。現在、感染症の対応居室として１２人、高齢

者虐待等がありまして、緊急の入所部屋として２部屋ございます。それで、現在１１０から

１２と２を引いて９６で、現在入所が８６ですので、１０室空いてますけども、この空きについ

ては先ほど申しましたとおり、入所決定から実際の入所までに一定の調整期間を要することが挙

げられます。 

 具体的には、入所前に本人や御家族との面接を実施しておりますが、その結果として辞退をさ

れる場合もありまして、次の待機者や御家族へ連絡を取り、また面接の日程調整を行う必要があ

りまして、数か月の期間を要する場合もございます。ですので、今後は定期的に待機者との連絡

調整を行いながら、速やかに入所につなげてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  待機者との関係です、速やかな連絡とか対応で入所を促すという

点で努力はいいのですけども、一方で肝心な入所をスムーズにできるだけの職員の配置というの

は十分なのか、その点で、今後１０、２０ぐらいは空いていると、入れるための、そのあたりの

職員の補充によっての入居者を増やすということについては、何の障害もないですか。 

○議長（土谷 勇二君）  村田保健環境部長。 

○保健環境部部長（村田  靖君）  お答えします。 

 現在、壱岐市老人ホームにつきましては、特定施設入居者生活介護という、国で特定が６０人

と、一般の入居者の方で５０人で、１１０なんですけども、国の人員配置基準に対しましては基

準を満たしておりまして、職員の数に問題はございません。ただ、介護の重い方や認知症の方も

いらっしゃって、現場の負担が増えておりますので、今後不足する場合はパート職員の募集を行

うなど、現場の介護体制の確保を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 
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○議員（６番 山口 欽秀君）  実際、老人ホームに行って伺いましたら、食事の介護が必要な方

がいらっしゃるとか、それからお風呂の前に数名の方が入浴の世話を受けるために待っていると、

そういうことが見て取れました。そういう意味でいうと、介護の手当の必要な方が一定の数がい

るなということを思いましたので、そういう職員の方の補充が十分じゃなければ、新たに入れら

れないということも思います。 

 職員の方に聞いて、職安のほうに求人しとるけども、なかなか応えてくれないという、そうい

う話も聞きましたので、市としては、またここでも介護人材不足での問題ですね。これはもう壱

岐だけじゃなくて、この少子化の中で人材不足というか、大きな問題になってきているという事

実を、先ほどのサロンの問題もそうですけども、今回の老人ホームの問題も十分、高齢者が安心

して入れるためにも、やっぱり人材をしっかり確保するという点で必要だなというふうに思いま

したので、努力していただいて、スムーズな待機者が入れるような努力をお願いしたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

 では、次に３点目に移りたいと思います。 

 高齢者の交通安全と移動支援についてお伺いいたします。 

 高齢者の交通事故のニュース、運転事故です、よく見聞きします。高齢者は、通院や買物に行

くことを考えると、なかなか車を手放せないという。とりわけ壱岐の場合、高齢者の気持ち、切

実です。車の運転が不安だという日々を送っていらっしゃる方も多くあります。そんな中で、高

齢者の免許返納支援策は壱岐市としてどう考えていらっしゃるかという点が一つ。 

 そしてもう一つ、高齢者、障害者です。今回、高齢者だけだと思いましたが、やっぱり壱岐で

は障害者の交通支援というのも求められているということを感じました。そういう面で、高齢者、

障害者、こういう方々の日常生活を支える身近なコミュニティ交通の整備についてどのようなお

考えなのか、この２点を質問いたします。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 登壇〕 

○総務部部長（平田 英貴君）  ６番、山口議員の御質問の高齢者の交通安全と移動支援策のまず

１点目の高齢者の免許返納者支援策をどのように考えているかについてお答えをいたします。 

 議員、先ほど言われましたように、近年、高齢者による交通事故が全国的に問題視されている

中、高齢者の免許返納者に対する支援策は、本市を含め、離島、過疎地域においては、運転免許

返納後の買物、通院などの移動手段のほか、高齢者の社会参加を図る上でも重要であると認識を

いたしております。 

 運転に不安を感じた場合に、自主的に免許返納を検討いただくなど、交通安全意識の向上を図

る自助の取組を基本とし、その上で、行政としての支援、いわゆる公助の役割として、交通事業
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者への支援や利用促進策などにより、移動手段の維持、確保を図るとともに、地域住民や民間事

業者などで、地域全体で支え合う、共助の考え方も取り入れながら、身近な移動を支え合うコミ

ュニティ交通の仕組みづくりが必要であると考えております。 

 そうした中で、本市では、高齢者の移動支援として、７５歳以上の高齢者の方に対し、市内路

線バス乗車カードを交付し、１路線１００円で乗車できるサービスを実施しております。 

 一方、民間では、運転免許返納者への支援として、運転免許返納者が取得できる運転経歴証明

書の交付を受けた６５歳以上の方に対して、壱岐地区タクシー協会がタクシー料金の１割引きを

実施するという取組を平成２８年９月から実施されているほか、平成３０年４月から壱岐地区交

通安全協会が交通安全協会会員で運転免許を自主返納した方には、運転免許経歴証明書交付手数

料を全額免除する制度があります。また、地域では、まちづくり協議会が主体となって、買物支

援や通院の支援事業が取り組まれております。 

 今後も、先進事例を参考に、交通政策及び高齢者・福祉担当部署のほか、地域や関係機関と連

携し、課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の日常生活を支える身近なコミュニティ交通の整備についてですが、先ほども申

し上げましたが、高齢者の交通安全対策及び移動支援策につきましては、本市の重要な政策課題

であると認識をいたしております。 

 高齢化の進行に伴い、自家用車の運転に不安を抱える方が増加する中、通院や買物など日常生

活を支える移動手段の確保は、安心して住みなれた地域で暮らし続けるための基盤でもあります。 

 現在、本市におきましては、地域の実情に即した持続可能な公共交通体系の構築を目指し、壱

岐市地域公共交通計画の策定を進めているところであります。 

 本計画においては、高齢者をはじめとする交通弱者の移動手段の確保を重要な柱の一つとして

位置づけ、将来を見据えた交通体系の再構築を図ってまいります。 

 具体的には、予約制によるデマンド型乗り合い交通の導入の可能性を検討し、利用者の予約に

応じて運行することで空車運行を減らし、効率的な運行体制の構築を図ってまいります。 

 また、既存バス路線再編と運行時間帯の見直し、特に通院時間帯や買物時間帯に合わせたダイ

ヤ編成の検討を進めてまいります。 

 あわせて、乗り合いタクシー方式の活用を検討し、交通空白地域においては、小型車両による

柔軟な運行形態も選択肢の一つであると考えております。 

 今後の日常生活を支える身近なコミュニティ交通の整備につきましては、既存公共交通との役

割分担を踏まえた効率的な運行形態の検討、地域の事情に応じた小規模、柔軟な移動サービスの

可能性の検討、地域住民や関係団体と連携した持続可能な運営体制の構築など、計画の中で総合

的に検討してまいります。 
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 今後とも、市民皆様の御意見をお聞きしながら、持続可能な移動支援体制の構築に取り組んで

まいります。 

 以上でございます。 

〔総務部部長（平田 英貴君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  まず、免許の自主返納についての関係ですが、先日、壱岐のリハ

ビリ研究会の主催で、まさにこの自主返納についての話合いがあったんです。その中で、皆さん、

いろいろな経験を出されたり、意見を出された中で、やっぱり家族は心配をしているけど、どう

しても買物に行かないかん、病院に行かないかんということで、なかなか返納が難しいという声

ですよね。家族で話し合うのか、強制的に車を運転できんようにするのかとか、いろいろありま

したが、なかなか難しいと、解決策がないということですよね。 

 その中で、私は、高齢者の安心の中で、返納するために、一定のあるところで、事故を起こし

てからやるとか、人にけがさせてからやめさせるんじゃなくて、一定の免許証更新があったりし

ますので、高齢者が迷ったときに一気に返納できるようなきっかけをということでいくと、今言

われた７５歳からバスでとか、タクシーの１割引きだとか、まち協でどうのこうのではない。や

っぱり弱いというのは分かってません、ずっと壱岐市、このままで続いてきてるわけです。私も

何度か質問しているわけですから、もっと思い切った支援策をすべきだという点で。 

 私は、お隣の同じ島で対馬市が返納したら支援金を出すと、１万５,０００円だったと思いま

すけど、タクシー券ですよね。高齢者が沼津で聞きましたら、大体２か月に１度くらい壱岐病院

に通われるわけです。そうすると、年間６回くらいやられる。沼津からだと３,０００円くらい

なんです、タクシーで。半分ですけども。そういうことでいくと、やっぱりそのくらいの思い切

った支援をしなければならないというふうなので、やっぱり支援策が必要だと。そういうことで

事故が減り、高齢者の安心が保たれればというふうに思いますが、そのあたりの支援、検討はど

うでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  山口議員の再質問にお答えをいたします。 

 これまでも公共交通におきましては、山口議員からは再三御質問いただいて、御意見をいただ

いておるところでございまして、私もその必要性というのは十分認識をいたしております。 

 今、お隣の対馬市の政策を御紹介いただきました。支援金を給付して、タクシー券になるもの

かもしれませんが、ものを支給しているということでございます。確かにそのような支援があれ

ば、当然市民の皆様にとってはそれはいいことだと思いますけれども、市役所といたしまして公

平性の観点を少し述べさせていただけたらと思いますけれども、壱岐市内の中心になります日常
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的に利用される大型のスーパーでありますとか、中核の医療機関であります壱岐病院につきまし

ては、やはり郷ノ浦の町内に集中をしていると。その助成券をどのような形で使うのか、１回で

タクシー代に全部充てていいのか、１回乗車につき５００円なのか、１,０００円なのかを使う

のかとなりますが、もし５００円を使えるとした場合に、近隣の郷ノ浦町に近い方は、タクシー

が１,０００円でしたと、５００円助成券を使うので５００円を個人で負担すればいいと。では、

勝本であるとか、芦󠄀辺の箱崎のほうであるという方になりますと、タクシー代が３,０００円か

かりますと、５００円助成券を使いました、じゃあ２,５００円を自己負担しますと。そういう

居住地で住民の方が、市民の方が居住地でその格差が出るんじゃないかということを私は心配を

いたしております。そのために、やはりその導入に当たっては慎重な協議検討は必要ではなかろ

うかということで、これまでもいろいろとそういう御意見をいただいておりますけれども、今現

在まだその政策の実行に移っていないということで御理解いただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  できない理由をるる考えても駄目です。やっぱり市民が困ってい

るんだから、そんなことを言ったら、対馬でも病院に近い人と遠くの人と当然いるわけです。で

も、つくるんです。そんな公平性、公平性、じゃあ今、初山でコミュニティバス、箱崎で走って

いる、じゃあ、あそこは便利ばっかりで、沼津は公平性は保たれてないじゃないですか。そうい

う点を、やれない事情を考えないで、やるための理由をしっかり持っていただきたいと思います。

これだけで議論すると時間がないので、ぜひそういう返納者に対する支援が必要です。そして、

高齢者が安心して車を放しても生活できる体制をぜひ一日も早くつくっていただきたい。それは

こういう支援制度とともに今から議論するこのコミュニティバスの、コミュニティ交通の問題で

す。 

 今言われた予約制タクシーの検討、バス、それから小規模計画をするという、これ、計画の段

階なんですね、今。そういう認識ですか、状況なんですか、壱岐市は。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  山口議員のほうにも、公共交通会議の協議の場に傍聴にも来てい

ただいていると思いますけれども、まさに今現在、新たな公共交通の再編計画をつくって、壱岐

市にどういう形の交通体系が必要なのかということをまさにこの計画でつくって、そしてまた

８年度にその計画を実行するための利便増進計画をつくって運行を始めるということになってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 
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○議員（６番 山口 欽秀君）  計画、計画づくりだというふうに言われますが、壱岐は過去に、

現在、壱岐市地域交通公共計画をこの３月までつくって、計画です。これの前に３つあるじゃな

いですか、計画が。平成３０年に壱岐市地域公共交通網形成計画というのをつくりました。その

翌年に壱岐市地域公共交通再編実施計画をつくりました。そしてその後、一昨年、壱岐市公共交

通利用状況等調査業務で報告書が出ました。このように、地域交通について熱心であるといえば

熱心ですが、計画についていくと、まず平成３１年の地域公共交通再編実施計画を見ると、これ

はまさに今の初山、箱崎の今のコミュニティバスの実施計画の計画で、まさに今、副市長をやっ

ている中上さんが総務のときにやられて、努力されて実施されたということでいいんですけども、

その後、この計画に沿って進めば、石田町とか、それから渡良とか沼津についても一定の計画が

あるじゃないですか。これは進んでないじゃないですか。なぜ石田に進まなかったのと思います

けども、その後、１定、空きますが、２年前、壱岐市地域公共交通利用状況調査で、ここでも今

回行われたような利用状況の調査を全面的にやってて、この調査の目的は来年度と書いてあるん

です。この中に来年度と書いてあるんですけれども、来年度、これは令和７年じゃないですか。

令和７年度の運行予定のオンデマンド交通の事業設計策定に資する示唆を得るためにやるんだと、

このように書いてあるんです。何でそのように進まないんですか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  山口議員の御質問にお答えをいたします。 

 今お示しをいただきました令和６年度の調査につきましては、本年策定をいたしております公

共交通再編計画、そして利便増進計画等において、その調査の結果を踏まえて計画を今進めてい

るというところでございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  この報告書に、最後のところに何て書いてあるかというと、石田、

郷ノ浦町においてシミュレーションをやったと。その結果、オンデマンド交通の導入を開始する

ことを提案すると書いてあるじゃないですか、これ。なぜ提案を受けて、そして細かく交通量調

査までしてつくった提案を、またこれで調査して、また計画をつくると。それぞれに５００万円

ずつ予算を費やしている。こんな計画づくりに計画をどんどん費やすのは無駄じゃないですか。

どうなっているかお答え願えますか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  山口議員の御質問にお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたけれども、今現在つくっております公共交通再編計画、そして次年度

に行います利便増進計画をつくった上で、まずはモデル地域を、実証実験の地域においてやりま

すけれども、今６年度に調査をしましたことも踏まえて、そのモデル地域、実証地域を選定をし
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ようというふうに考えて進めております。 

 それと、先ほど来言われておりますが、網計画、平成３１年に策定をいたしました網計画等に

つきましては、これは今現在、再編計画をつくっておりますが、国の指導によりまして、５年た

ったらつくり直しなさいということで、全国の自治体で再編計画は今作成を、昨年度からも進め

られているというふうに私は認識をいたしております。ですので、先ほどから言われるように、

計画、計画ということで幾つもつくってということではなくて、私どもも国の指導・方針の下に

作成をしておりますので、そのあたりはどうぞ御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  こちらのほうでもう既に、どこでオンデマンド交通のシミュレー

ションをやって、大体どこかで実証実験をやるかということは提案されているということを思い

ますが、それは違うんですか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  先ほど来言いますけれども、その結果を踏まえて、モデル、実証

実験の地域を選定をしたいということで考えております。ただ、今準備、なぜすぐにかかれない

のかと言いますと、今現在つくっております再編計画、そして利便増進計画をつくらないと、車

両の購入でありますとか、予約のシステムでありますとか、そういう導入費に補助金がつかない

ということで、財源が限られた中でありますので、できる限り国・県の支援をいただいて導入が

できるように、今急いでその再編計画、そして利便増進計画を策定をしているということでござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  ３月で完成するだろうこの壱岐市地域公共交通計画ですよね、パ

ブコメもやっているんですが、これにあるように、マスタープランだと具体的な、マスタープラ

ンでしょう、具体的なプランなんでしょう、これ。その上にまた新たにプランとして、利便性増

進実施計画検討作成をすると。今言われてるのは、国がその次の増進実施計画をつくらないと予

算をくれんからつくるという、そういうことですよね、今言われてるのは。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  先ほど平成３１年に壱岐市が策定をしております網計画が、それ

は新しくつくり直しなさいよということは国の指導でございます。そして、利便増進計画は、そ

の事業を実行する上で、車両を買うとか、予約システムを導入するという経費の補助制度として、

その利便増進計画は必要ですよということで示されておることから、今計画を急いでつくってい
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るところでございます。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  計画をつくった、またその次に計画をつくる、５００万円、

５００万円と１,５００万円をこのために費やしていると、そのことなんです。いかにお金の無

駄遣いか、そして実施までの時間がこんなに延び延び延び延びきているという、その間に高齢者

は困った生活が引き続き続くと、こういう事態じゃないですか。だから、もっと早く交通再編計

画に沿ってできなかったのか、そして今ももっと早く計画ができないのか、最初のこのやつでい

くと、オンデマンドの地域も確定しているし、やっぱりもっと早くできないのかと、そういうこ

とです。 

 １つ、最後に聞きますが、壱岐市が今後やろうとしている乗り合いタクシーがどこなんですか。

どこか自治体、どういう自治体をまねをするというか、参考にしてやろうというふうに考えてい

る自治体はありますか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  どこの自治体をモデルにするかということではなくて、私どもが

今考えているのはドア・ツー・ドアでできないかと。朝の今の路線バスの利用者の７割は高校生

であります。学生が利用する時間帯だけ、朝夕だけ路線バスは走って、それ以外はオンデマンド

のそういうバスに、コミュニティバスに変えてドア・ツー・ドアで運行ができないかということ

で考えておりますので、特段どこの市町を参考にしているということでは考えてはおりません。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  長崎県でも乗り合いで、波佐見町でやってます、それから佐世保、

佐々、それから東彼杵町、それから五島、幾らでも参考にする自治体はあるじゃないですか。ま

ず、そこへ行って、どうやっとるんだ、壱岐からすぐできるようなこと何かないか、そんな国の

補助金額どうのこうの言ってる場合じゃなくて、１,５００万円だったらどれだけ車買えますか。

補助金待ちじゃなくて、実際にやる、そのための一歩、やっぱりやる気が、そういう点で確認し

たいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（土谷 勇二君）  平田総務部長。 

○総務部部長（平田 英貴君）  やる気をということでございますが、当然その気持ちがあるので、

今現在、山口議員から御指摘を受けて、遅いという御指摘は分かりますけれども、当然、市民皆

様のためにどうにかできないかという心持ちを持って取り組んでおりますので、そのことは御理

解いただきたいと思いますが、計画に１,５００万円もかかっているじゃないかということで御
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指摘を受けますけれども、それ以上に、もしその利便増進計画等もつくらなければ、もっと壱岐

市の負担は増えますし、そしてなおかつ、この公共交通再編計画をつくることで、国からの、今

現在、約４００万円ぐらい支援が出ておりますが、それが９００万円に上がるとか、いろいろと

やはり利点もございますので、総合的に私どもは必要だということを考えてやっておりますので、

御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  総務部長のお言葉をぜひ信じて、今後、この壱岐市公共交通計画

が早急に前へ進むように期待して質問を終わります。 

 以上です。 

〔山口 欽秀議員 一般質問席 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  以上をもって、山口欽秀議員の一般質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（土谷 勇二君）  以上で、本日の日程は終了しました。 

 次の議会は、３月１２日木曜日午前１０時及び１３日金曜日午前１時３０分から各常任委員会

を、３月１６日月曜日及び１７日火曜日午前１０時から予算特別委員会を開催いたします。また、

次の本会議は３月１９日木曜日午前１０時から開きます。 

 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午後２時51分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和８年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ３ 月 会 議 会 議 録（第５日） 

 

議事日程（第５号） 

                    令和８年３月１９日 午前10時00分開議 

日程第１ 議案第10号 壱岐市行政組織条例の一部改正について 
総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 

 

日程第２ 議案第11号 
壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改

正について 

総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第３ 議案第14号 
壱岐市堆肥センター条例の一部改正につい

て 

総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 

 

日程第４ 議案第16号 過疎地域持続的発展計画の策定について 
総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第５ 議案第17号 市道路線の認定について 
総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第６ 議案第22号 
令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補

正予算（第１号） 

総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第７ 議案第23号 
令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算

（第３号） 

総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第８ 議案第28号 
令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予

算 

総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第９ 議案第29号 
令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予

算 

総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第10 議案第30号 令和８年度壱岐市水道事業会計予算 
総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第11 議案第31号 令和８年度壱岐市下水道事業会計予算 
総務産業常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第12 議案第12号 壱岐市立図書館条例の一部改正について 
市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第13 議案第13号 
壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第14 議案第15号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 
市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第15 議案第19号 
令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号） 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第16 議案第20号 
令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第２号） 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第17 議案第21号 
令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補

正予算（第４号） 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・可決 

 

日程第18 議案第25号 
令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会

計予算 

 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 
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日程第19 議案第26号 
令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別

会計予算 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 

 

日程第20 議案第27号 
令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予

算 

市民文教常任委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 

 

日程第21 議案第18号 
令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９ 

号） 

予算特別副委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 

 

日程第22 議案第24号 令和８年度壱岐市一般会計予算 
予算特別副委員長報告・可決 

本会議・討論あり・可決 

 

日程第23 同意第１号 壱岐市教育委員会教育長の任命について 
市長 説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・討論なし・ 

同意 

 

日程第24 同意第２号 壱岐市教育委員会委員の任命について 
市長 説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・討論なし・ 

同意 

 

日程第25 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
市長 説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・討論なし・ 

了承 

 

日程第26 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
市長 説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・討論なし・ 

了承 

 

日程第27 発議第１号 壱岐市議会委員会条例の一部改正について 
提出議員 説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・討論なし・ 

可決 

 

日程第28 発議第２号 
壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について 

提出議員 説明・質疑なし・ 

委員会付託省略・討論なし・ 

可決 

 

日程第29 議員派遣の件 原案のとおり決定 
 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第５号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 菊池 弘太君       ２番 酒井 真吾君 

３番 松本 順子君       ４番 䬢口伊久磨君 

５番 武原由里子君       ６番 山口 欽秀君 

８番 山川 忠久君       ９番 植村 圭司君 

10番 清水  修君       11番 赤木 貴尚君 

12番 音嶋 正吾君       13番 小金丸益明君 

14番 中田 恭一君       15番 中原 正博君 

16番 土谷 勇二君                 
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────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 山内  豊君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局局長 草合 正吉君  議会事務局次長 松永 淳志君 

議会事務局書記 川村  亮君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  篠原 一生君  副市長  中上 良二君 

教育長  山口 千樹君  総務部部長  平田 英貴君 

地域振興部部長  塚本 和広君  市民部部長  吉田 博之君 

保健環境部部長  村田  靖君  産業推進部部長  松嶋 要次君 

建設部部長  平本 善広君  消防本部消防長  山川  康君 

教育次長  目良 顕隆君  総務部次長  小川 和伸君 

地域振興部次長  岡部 一也君  総務課課長  渡野 浩司君 

財政課課長  原  裕治君  会計管理者  篠崎 昭子君 

 

午前10時00分開議 

○議長（土谷 勇二君）  皆さん、おはようございます。 

 山内豊議員より欠席の届出があっております。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日までに、篠原市長より追加議案４件を受理しております。 

・ ・  

日程第１．議案第１０号～日程第１１．議案第３１号 

○議長（土谷 勇二君）  日程第１、議案第１０号から日程第１１、議案第３１号までの１１件を

一括議題とします。 

 本件については、総務産業常任委員会へ審査を付託しておりますので、その審査結果について、

委員長からの報告を求めます。植村圭司総務産業常任委員会委員長。 
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〔総務産業常任委員長（植村 圭司君） 登壇〕 

○総務産業常任委員長（植村 圭司君）  令和８年３月１９日、壱岐市議会議長、土谷勇二様。 

 総務文教厚生常任委員会委員長、植村圭司。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に報告します。 

 議案第１０号壱岐市行政組織条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１１号壱岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１４号壱岐市堆肥センター条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１６号過疎地域持続的発展計画の策定について、原案可決。 

 議案第１７号市道路線の認定について、原案可決。 

 議案第２２号令和７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）、原案可決。 

 議案第２３号令和７年度壱岐市下水道事業会計補正予算（第３号）、原案可決。 

 議案第２８号令和８年度壱岐市三島航路事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第２９号令和８年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算、原案可決。 

 議案第３０号令和８年度壱岐市水道事業会計予算、原案可決。 

 議案第３１号令和８年度壱岐市下水道事業会計予算、原案可決。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  これから総務産業常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 

 なお、委員長の報告に対する質疑は審査の経過と結果であり、議案内容について提出者に質疑

することはできませんので申し上げておきます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑がありませんので、これで総務産業常任委員会委員長の報告を終わ

ります。 

〔総務産業常任委員長（植村 圭司君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから議案第１０号について討論を行います。討論はありませんか。

武原由里子議員。 

〔議員（５番 武原由里子君） 登壇〕 

○議員（５番 武原由里子君）  議案第１０号壱岐市行政組織条例の一部改正について、反対の立

場で討論いたします。 
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 篠原市長の任期から３度目の組織改革になる今回も、庁舎を大きく移動する環境衛生課と子育

て支援課は、市民生活にとって日常の困り事を直接相談する大変身近な部署です。今回、子育て

支援課が䭈辺庁舎に移転することで、教育委員会と同じ庁舎となるため、幼保連携は今後より密

になることは評価できます。しかし、子育て支援課は３年前に䭈辺庁舎から子どもに関する専門

職も移動し、壱岐市こども家庭センターが新しく郷ノ浦庁舎の地下に設置されました。幼児教育

アドバイザーも配置され、壱岐こどもセンターでの子育て支援や療育のサポートもされています。

また、特別支援学校に通学する児童や生徒、保護者への効果的なサポートが実施されています。

さらに乳幼児健診の会場は壱岐の島ホール中ホールのため、往復に時間がかかることになり、こ

れまで実施されていた個別的な手厚い対応ができにくくなります。 

 このように、現場の職員の仕事に対するパフォーマンスが低下することによって、子育て世帯

に対する柔軟な支援体制の構築が低下する可能性を大変危惧しております。 

 職場が多く、昼の人口が多い郷ノ浦庁舎の中にある子育て支援課は、子どもに関する相談や手

続が平日にしやすかったこともあります。また、保護課の隣にもあり、ケースワーカーさんとの

連携もすぐに対応できて、移動もせずに、対象の方はすぐ利用できておりました。 

 また、壱岐こどもセンターはエレベーターが故障しておりまして、子連れの保護者がこどもセ

ンターに行って相談するというのは本当に大変です。また、郷ノ浦庁舎から䭈辺庁舎に移転する

ことで、そこも移動に保護者が大変な状況になります。 

 本来、機構改革は市民にとっても職員にとっても住民の福祉の増進のために、市長が十分にヒ

アリングと熟慮を重ねるべきものと考えます。今回はそのどちらも不十分で、時期尚早と感じま

す。 

 改めて現場の声を聞いて見直すことを要望し、反対討論といたします。 

〔議員（５番 武原由里子君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１０号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第１１号について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号について討論を行います。討論はありませんか。 

 山口議員、議案第１４号に対する通告の提出があっておりませんが、理由がありますか。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  昨日、私のミスで、１２時までの提出期限を、文書での提出を怠

っておりまして、許可を受けておりませんが、急遽ですが許可の承諾をお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員の発言を許可します。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第１４号壱岐市堆肥センター条例の一部改正について反対討

論を行います。 

 条例の一部改正は、壱岐市堆肥センターの維持管理の増加に伴い、運営の効率化を図るととも

に、壱岐市農業協同組合の堆肥センターとの単価差１９０円を解消するため、使用料のうち、収

集及び散布料金を１,０００円に引き上げるものとするものです。 

 この値上げは、壱岐市からすると堆肥センターが苦しい、大幅な値上げではない、畜産農家に

とって負担とならないということなのでしょうか。しかし、今回の値上げによって、堆肥セン

ターの維持管理に新たな取組がなされるとの答弁はありませんでした。 

 今日の物価高騰の中、維持管理費の負担増、農協との単価差の解消のために値上げするのは、

現在の畜産に関わる農家の実態を見ない、畜産を振興していくことにつながらない市のやり方だ

と言わなければなりません。 

 畜産農家はこの間、飼料・肥料・資材の値上がりで経営が苦しい状態が増大しております。そ

して高齢の農家が畜産を辞めています。小規模農家は特に激減をしている状況です。 

 親牛５頭を飼育している繁殖農家に聞きました。経営は赤字で大変だと言われました。年間

５頭の子牛を競りに出して、１頭６０万円で売れて年間３００万円の収入となる。飼料代などで

年間３２０万円の経費がかかり、２０万円の赤字だと言われました。今年は８月までに子牛を出

せないのでそれまでは収入がゼロだと言われました。牛ふんは２か月に３回ほど収集してもらい、

１回に４トン程度収集してもらっているとのことです。１回４,０００円で、２か月に３回だと
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年間１８回となり、７万２,０００円が収集に支払っているわけです。結構な経費となっている

と思いました。 

 小規模畜産農家を支援しないと、一層減少することにつながります。壱岐市堆肥センターの経

営が大変でしょうが、小規模畜産農家はさらに危機的な状況にあるわけであります。 

 壱岐市は畜産農家の実態をつかみ、支援こそ必要です。赤字に苦しむ小規模農家を含め、畜産

農家への大きな支援こそ必要であり、その逆である収集・散布料金の値上げは畜産農家の経費が

さらに膨らむことになります。一層、畜産をやめる農家を増やすことになります。 

 よって、今回の条例改正に反対といたします。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号、１７号、２２号、２３号及び２８号から３１号までの８件について一括

討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１６号、１７号、２２号、２３号及び２８号から３１号までの８件を一括採決

します。この採決は起立によって行います。 

 各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第１６号、１７号、２２号、２３号及び

２８号から３１号までの８件は原案のとおり可決されました。 

・ ・  

日程第１２．議案第１２号～日程第２０．議案第２７号 
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○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第１２、議案第１２号から日程第２０、議案第２７号までの

９件を一括議題とします。 

 本件については、市民文教常任委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果につい

て、委員長から報告を求めます。山川忠久市民文教常任委員会委員長。 

〔市民文教常任委員長（山川 忠久君） 登壇〕 

○市民文教常任委員長（山川 忠久君）  委員会報告をいたします。 

 令和８年３月１９日、壱岐市議会議長、土谷勇二様。 

 市民文教常任委員会委員長、山川忠久。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に御報告します。 

 議案第１２号壱岐市立図書館条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１３号壱岐市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて、原案可決。 

 議案第１５号壱岐市火災予防条例の一部改正について、原案可決。 

 議案第１９号令和７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）、原案可決。 

 議案第２０号令和７年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）、原案可決。 

 議案第２１号令和７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）、原案可決。 

 議案第２５号令和８年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第２６号令和８年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算、原案可決。 

 議案第２７号令和８年度壱岐市介護保険事業特別会計予算、原案可決。 

 以上です。 

○議長（土谷 勇二君）  これから市民文教常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑がありませんので、これで市民文教常任委員会委員長の報告を終わ

ります。 

〔市民文教常任委員長（山川 忠久君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから議案第１２号、１３号、１５号及び１９号から２１号までの

６件について一括討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１２号、１３号、１５号及び１９号から２１号までの６件を一括採決します。

この採決は起立によって行います。 

 各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第１２号、１３号、１５号及び１９号から

２１号までの６件は原案のとおり全て可決されました。 

 次に、議案第２５号について討論を行います。討論はありませんか。 

 山口議員、第２５号に対する通告の提出があっておりませんが、理由がありますか。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  先ほどの通告と同じく、昨日までの文書での通告を怠りましたの

で、申し訳ありませんが発言の機会をよろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員の発言を許可します。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第２５号壱岐市国民健康保険事業特別会計予算に対して反対

討論を行います。 

 国民健康保険の被保険者世帯は、今年は令和３年よりも１,４７４人減であります。また、世

帯数は６２４の減となっております。これは保険税を払う人が大きく減少していることを意味し

ています。 

 今年の単年度経営収支は赤字になる見込みとしています。国保会計は構造的に赤字になる状況

にあります。被保険者は、保険税負担増による負担の押しつけを続けることなしにできない状況

と考えます。 

 高い国保税が続いております。国民の生活が物価高騰で困窮している中、高い国保税が続くと

いう点で、そして今後、この改善策がないという点で問題であります。抜本的な改善が必要です。

これは国・県の責任が大だと考えます。 

 今年は、国民健康保険税率は、医療分の限度額を６６万円から６７万円と引き上げるにとどま

っています。他の自治体が引き上げているところがあります。今年は市民負担を増やさない努力

を壱岐市はしているとも考えます。 

 しかし、国は今年から始まる子ども・子育て支援制度によって負担が追加されます。所得割

０.３３％、均等割１,０００円、平等割６８７円と負担が増えます。一層の国保税の負担増とな

る点で賛同できません。 

 国保税滞納の問題、資格証明書、特別療養費の問題、それから差押えの問題では、市民の生活
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実態をしっかりつかみ、市民に寄り添う対応が求められています。 

 湯本診療所の閉院についても、十分な市民への説明とその後の対応についても、品川病院に任

せるというだけでなく、高齢者の他の病院への通院、交通支援等を行うなど、高齢者に寄り添う

配慮が必要だと考えます。 

 おたすけ健康スタンプラリーについても、高齢者、市民が意欲的に外に出て運動に取り組んで

いる状況が広がっている事業をなぜ縮小するのでしょうか。健康増進の機運の後退につながらな

いか危惧いたします。 

 市民が一層外へ出て、運動して、健康づくりを進める体制をさらに進めることを求めて、反対

討論とします。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。松本議員。 

〔議員（３番 松本 順子君） 登壇〕 

○議員（３番 松本 順子君）  議案第２５号壱岐市国民健康保険事業特別会計予算について賛成

討論をさせていただきます。 

 私は議員になって以来、保険関連の予算・決算に反対の立場でありました。山口議員の質疑・

討論、本当に市民の味方でそのとおりだという気持ちは今も変わりありません。 

 しかしながら、私も次の後期高齢者医療広域連合の議員となり、その組織の役割は国や県から

の支出金、皆様からの保険料、支援金を滞りなく潤滑に運営することと理解しました。その役割

は壱岐市も同じであり、ここで反対することは違うんじゃないかと思うようになりました。まし

てや地方自治体が国にあらがって保険料をカバーすれば、そこに罰が与えられるとあっては、非

難すべきは国の姿勢であります。 

 国の話で言えば、令和８年度の一般会計予算で、歳入において、地方特例交付金として

３,８００万円もの補填がありました。地方の税収が減っても国がこうして補填できるというこ

とは、こんな周りくどいことをせず、保険税も最初から減税すればよいということです。壱岐市

がカバーするのではなく、国が保険税を引き下げればよいということになります。 

 そして、私たちはここで壱岐市に対して反対するのではなく、国に対して行動を起こすべきと

思います。私はこの件、今後も参政党とともに国に働きかけてまいります。 

 以上です。 

〔議員（３番 松本 順子君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 
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 これから議案第２５号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号について討論を行います。討論はありませんか。 

 山口議員、同じ理由ですか。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  申し訳ありません。複数の議案に対する通告を怠りましたので、

この議案についても発言をお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員の発言を許可します。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第２６号壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算に対する反

対討論を行います。 

 物価の高騰が止まりません。ガソリンなどの日用品の値上がりは市民生活を直撃しております。

後期高齢者は年金に頼る生活で年金が増えない中、天引きが増え、生活の苦しさが広がるばかり

です。 

 後期高齢者医療保険料は２年ごとに引き上げられています。年々、保険料は高くなり、物価高

のために高齢者の暮らしを圧迫しています。今年も大幅な値上げとなっております。保険料は被

保険者１人当たり均等割が２６年・２７年は５万２,４００円でありました。ところが今年、

２８年・２９年は５万６,２００円と、３,８００円の大きな値上がりとなっております。所得割

は１０.３１％から９.５９％へ若干減少はいたしましたが、賦課限度額は８０万円から８５万円

と引き上げられました。１人当たりの保険料額は６万９,７９２円から７万４,３０２円と、

４,５１０円の引き上げとなります。 

 そして、新たに導入される子ども・子育て支援納付金として、１人１,８４８円が付加される

ことになります。子ども・子育て支援金は、使途が明確にされていない保険料への上乗せで、さ

らに市民が苦しむという状況が広がると考えます。壱岐市としての軽減の対策が求められます。 

 医療費負担を保険料の引き上げで賄う今のやり方では、後期高齢者の負担は増えるばかりで、

医療への受診機会を奪い、命の危機を広げることにつながります。 

 壱岐市は国・県に対して保険料引下げのための財政支援を求めるとともに、独自の後期高齢者

への軽減策を検討し、取り組むことを求めて反対討論とします。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。松本議員。 
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〔議員（３番 松本 順子君） 登壇〕 

○議員（３番 松本 順子君）  第２６号後期高齢者医療事業特別会計予算に対し、賛成討論を行

います。 

 理由は、先ほどの第２５号国民健康保険事業特別会計予算と同じであります。 

 以上です。 

〔議員（３番 松本 順子君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第２６号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号について討論を行います。討論はありませんか。 

 山口議員、通告の提出があっておりませんが同じ理由ですか。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  はい、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員の発言を許します。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第２７号壱岐市介護保険事業特別会計予算に対して反対討論

を行います。 

 介護予防普及啓発事業の一つであるふれあいサロンの講師派遣が、１２回から６回へ、今年減

らされることになりました。高齢者福祉の充実の方向に反すると考えます。 

 市長は市政方針で、健康づくりの推進により、医療費の抑制に努めるとしています。そして高

齢者の福祉充実のために、行政をはじめ、社会福祉協議会等の関係機関、地域が一体となって高

齢者を支える体制をつくるとしております。具体的に、老人クラブ・高齢者サロン等の集いの場

において積極的に展開するとも述べているわけです。高齢者福祉計画では、社会参加の場を持つ

など、生きがいを持って活動できるよう、社会参加活動を推進するとも述べています。この方向

に反するのではないでしょうか。 

 普及啓発に努め、介護予防教室や講演会を行い、専門の講師の派遣も進めるともしているわけ

であります。ぜひその方向で大いに進めて、市民が高齢になっても健康で、外に生き生きと生活

できるよう取組が必要です。 
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 予算をつけていただきたい。とりわけ社会福祉協議会への委託事業が多いわけですから、社会

福祉協議会の活動を大きく支援する予算措置を求めるものであります。 

 介護予防のための啓発の場として、高齢者サロンの充実をさらに求めます。 

 また、高齢者福祉計画では高齢者の社会参加を推進するとしています。しかし、高齢者の外出

支援策が乏しいといえます。高齢者が運転免許自主返納したら自宅に籠るしかないのが実情です。

支援が必要です。 

 また、高齢者が加齢難聴になると、他人との会話を避けて外出を避けることになり、認知症に

なることで社会参加を遠のく事態にもなります。それを防ぐためにも、加齢難聴の検査の促進や

補聴器助成を考える必要があります。 

 高齢者の実情に合った細かい支援を求めて反対討論といたします。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。松本議員。 

〔議員（３番 松本 順子君） 登壇〕 

○議員（３番 松本 順子君）  議案第２７号介護保険事業特別会計予算に賛成討論をいたします。 

 介護保険に関しましては黒字で、８年度は保険料末置きとのことですので賛成といたします。 

 以上です。 

〔議員（３番 松本 順子君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第２７号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

・ ・  

日程第２１．議案第１８号～日程第２２．議案第２４号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２１、議案第１８号及び日程第２２、議案第２４号を議題

とします。 

 本件については、予算特別委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について委

員長から報告を求めます。 

 委員長報告につきましては、山内委員長が欠席のため、小金丸副委員長に報告を求めます。 
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 なお、事前に申出がありましたとおり、体調に配慮し、自席からの報告といたします。小金丸

予算特別副委員長。 

○予算特別副委員長（小金丸益明君）  議長の許可を得まして、自席から失礼いたします。 

 本日、山内豊議員が欠席のため、代わりまして副委員長の私のほうから報告をさせていただき

ます。 

 令和８年３月１９日、壱岐市議会議長、土谷勇二様。 

 予算特別委員会委員長、山内豊。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 議案番号、件名、審査の結果の順に報告いたします。 

 議案第１８号令和７年度壱岐市一般会計補正予算（第９号）、原案可決。 

 議案第２４号令和８年度壱岐市一般会計予算、原案可決。 

 以上であります。 

○議長（土谷 勇二君）  これから予算特別委員会委員長報告に対し、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑がありませんので、これで予算特別委員会委員長報告を終わります。 

 これから議案第１８号について討論を行います。討論はありませんか。 

 山口議員、通告の提出はあっておりませんが、理由は先ほどと同じでしょうか。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  はい、同じです。申し訳ありません。よろしく許可をお願いしま

す。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員、許可します。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第１８号壱岐市一般会計補正予算に対する反対討論を行いま

す。 

 壱岐市ＳＸ推進事業３,１６６万４,０００円、その中にはエンゲージメントパートナー交流会、

情報発信４６２万円、これらは地域の活性につながるのでしょうか。 

 令和３年度は、ＳＤＧｓ推進事業費は２,６６２万円でありました。令和７年度になると

３,９８４万円と予算は大きく膨れ上がっています。 

 令和３年に作成された壱岐市ＳＤＧｓ未来都市計画の壱岐市のあるべき姿を挙げて取組を進め

ています。地方創生、地域活性化への貢献として、その一例として、基幹産業である、１次産業
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である基盤の強化を挙げ、食品加工工場の誘致を行うことで、さらなる雇用を生み出し、地域の

活性化を図るとしております。 

 今回の補正予算に挙げた事業で、生活の質の向上につながり、市民や事業者の満足度が向上す

る好循環がつくり出せるでしょうか。事業の見直しが必要であると考えます。 

 今行われているＳＤＧｓ推進事業が、２０３０年の壱岐市のあるべき姿となっていく取組化を

見直す必要があると思います。ＳＤＧｓ未来都市計画では、官民連携で取り組むとしています。

官民連携は、行政と民間が連携し、公共サービスの提供を行うもので、民間の資金やノウハウを

活用することで、効率的で質の高いサービスの実現をめざすというものです。 

 自治体の厳しい財政状況、人口減少、公共施設の老朽化といった課題に対応する考えでありま

すが、民間資金、経営能力、技術活用で公共事業を行うとする未来計画では、一般社団法人壱岐

みらい創りサイトの株式を検討し、自主財源で自立した運営を行うよう整備するとしている点で、

今の流れはこの方針に沿っていないと考えます。 

 一般社団法人壱岐みらい創りサイトに対して、壱岐が多額の委託料による運営がなされていま

す。見直すべきであります。未来都市計画では、壱岐市ＳＤＧｓ推進協議会が立ち上がる。公募

での委員を入れて、ＳＤＧｓのモデル事業へ市民の声を反映して、広く市民の参画を募ると計画

にあります。ところが、行われておりません。 

 また、進䬖管理の方策も決めていますが、その進䬖方策に沿った取組がなされているとは言え

ません。 

 市民生活応援、市民福祉向上につながる事業への見直しを求めて、反対討論とします。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。音嶋議員。 

○議員（１２番 音嶋 正吾君）  お諮りをいたします。足が不自由なので、自席からの賛成討論

とさせていただけませんでしょうか。お許しを願います。 

○議長（土谷 勇二君）  許可をします。 

○議員（１２番 音嶋 正吾君）  私は壱岐市は経常収支率も非常に厳しい現状の中、大変苦慮さ

れた事業であると評価をしております。 

 人間、血液が流れんということは死ぬということです。壱岐市の源を反対討論で断ち切る、こ

れで何が前に進みますか。常に一歩前へ前へと行くのが我々の責任ではないかと思います。 

 やはり全てがパーフェクトに行くようなことはない。そういう場合はちゃんと、修正動議を予

算委員会のときに出すべきであります。そしたら採決になって反対討論。これが評価されること

であろうかと、私は憤りを感じております。 

 よって、本予算の慎重なる執行と、今後の職員の我々も含め、規律ある執行を願って、賛成討
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論といたします。 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１８号について採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第１８号については原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第２４号について討論を行います。討論はありませんか。 

 山口議員、通告の提出はあっておりませんが、同じ理由ですか。 

○議員（６番 山口 欽秀君）  はい、以上の理由で申し訳ありません。発言を許可をお願いいた

します。 

○議長（土谷 勇二君）  山口議員の発言を許可します。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 登壇〕 

○議員（６番 山口 欽秀君）  議案第２４号令和８年度壱岐市一般会計予算に対する反対討論を

行います。 

 まず、学校給食支援事業小中学校の給食費の無償化は、今の物価高の中で子育て世代に家計を

応援することになり、保護者から歓迎されます。壱岐市の経済、市民の消費を支える大きな効果

があるものであり、賛成をいたします。 

 給食を食べれない児童生徒の保護者への金銭給付を行うこと、そして来年度以降も小中学校の

給食費無償化を継続をしていくことを求めてまいります。 

 市民への公共交通支援が遅れております。壱岐市地域公共交通利便増進計画策定業務６６２万

４,０００円を待つことなく、できることから支援を行うべきです。壱岐市は令和６年に壱岐市

公共交通利用状況調査に５００万円、令和７年度に壱岐市地域公共交通計画に５００万円を費や

し、２つの計画をつくっております。そして、国からの予算を取るために必要な計画だと、今年

度、利便増進計画を６６２万４,０００円の予算でつくるとしています。なぜ、このように計画

ばかりつくらなければならないのか。多額の税金で計画をつくって、実際の事業が進まず遅れて

いて、日々の生活が苦労している。これが市民の実態です。喜ぶのは計画づくりを委託された業

者であります。市民は日々通院や買物に苦労しています。 

 他の自治体はコミュニティーバスの運行はずっと以前から始まって、市民に喜ばれております。
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壱岐市は、市民への交通支援は䬀かで、民間に頼る状況が続いております。高齢化が進む壱岐市

で市民が求める事業にもかかわらず、遅々と進まない状況が長期に続いているのが現状でありま

す。予算の無駄遣いをなくし、できる市民応援を直ちに行うべきです。公共交通計画の実行を早

急に進めるべきです。 

 長崎県未来大国づくり応援補助金は３,２４５万円です。子ども応援になっていません。長崎

県が進める新しい長崎県づくりのビジョンは、子どもへの投資を未来への投資と捉えた上で子ど

も施策を基軸に取り組むとしています。「子どもが主役、みんなで育てよう」とビジョンを掲げ

ているではありませんか。しかし、壱岐市の事業は長崎県のビジョンの趣旨に沿っていないもの

と考えます。 

 また、長崎県は食を重視するとも言っています。壱岐の農産物・水産物の魅力を発信し、需要

を創出する。壱岐の１次産業を支え、発展させ、６次産業の発展につながる施策を進めるべきで

す。壱岐の子ども、壱岐の畜産業への投資となる事業に転換すべきです。 

 外部人材活用推進事業１,１８０万円は、官民連携中間支援組織一般社団法人壱岐みらい創り

サイトに民間人を登用する予算です。壱岐市は官民連携でＳＤＧｓを進めております。官民連携

は民間資金、経営能力、技術を活用するとして、民間人材を登用して始まった事業のはずです。 

 しかし、多額の市の予算、税金が使われ、民間企業の利益とつながる。市民福祉向上につなが

るものになっておりません。民間事業者に任せるのではなく、自前の市の職員を採用する、増や

す、そして育てる、市民生活向上のための事業に大きく変えていく必要があります。 

 中学校部活地域展開事業における指導者の手当は考え直すべきです。中学生の部活動を支える

指導者へのリスペクトに欠けるものになっていると考えます。ボランティアとの考えを改めるべ

きです。指導者は専門職として中学生の教育に携わる重要な役割を担っていると位置づけて、十

分な手当に引き上げ、中学生にとって豊かな部活動になる体制をつくるべきであります。 

 以上の点を求めて、反対討論といたします。 

〔議員（６番 山口 欽秀君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  賛成討論はありませんか。松本議員。 

〔議員（３番 松本 順子君） 登壇〕 

○議員（３番 松本 順子君）  議案第２４号令和８年度壱岐市一般会計予算に賛成討論をいたし

ます。 

 まず、歳入においては、地方交付金として前年度より１億５,０００万円の増額、地方特例交

付金として３,８１６万６,０００円減税分が補填されており、国が給付や減税をしても地方は痛

まないということで、一部の国会議員が消費税の減税を議論する際に言っていた「減税すると上

から穴が開く」という心配は無用ということになります。 
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 また、環境性能割交付金がゼロとなり、自動車購入時の取得税の負担はなくなりますが、この

先に走行税といった走った距離に対しての課税が待っているかもしれませんので、ここは注視し

たいと思います。 

 ＳＤＧｓに関しまして、持続可能なまちづくり、まちの未来構想に、行政の皆さんが参加され

ている方々と一生懸命に取り組む姿を見せていただいております。御苦労もたくさんあると思い

ます。あとは、まだ参加できていない一般の市民にいかに興味を持っていただいて参加してもら

えるかが課題だと思いますので、市民を置いてきぼりにしないよう今後の取組をお願いいたしま

す。 

 次に、ＲＳウイルスワクチンの妊婦への定期接種が全額公費で無料で行われることについては、

ＲＳウイルスは２歳までにほぼ全ての乳幼児が感染します。入院が必要になるケースもあります

が、死亡するケースはほぼありません。これまでの常識は、妊婦には薬は禁忌、漢方薬でさえ駄

目とされてきました。質疑の答弁では、壱岐市で得られる情報は妊婦さんへ伝えてくださるとの

ことでしたから、厚生労働省がホームページで既に公開している任意で受けられたワクチンの分

科会副反応検討部会の重篤事例報告などにたどり着けるようＵＲＬを紹介するなどして、実際に

起こっている情報をしっかりと伝えていただくこと、そして接種された方が健康被害を訴えられ

た場合にはスムーズに救済制度を活用できるよう、サポートを万全にしていただきますようお願

いいたします。 

 あと一つ、学校給食の無償化についてです。私は、育ち盛りの子どもに提供する給食の質と量

を保つためには、保護者の負担もあったほうがよいと考えております。保護者負担を残している

自治体も実際にあります。これからの時代は特に世界情勢が食卓に及ぼす影響がますます高くな

り、そこに加えて、農林水産省は昆虫食や培養肉などのフードテック企業の開発支援をしており

ます。なぜ米や大豆を作ることを支援せず、フードテックなのか。今回、壱岐市の給食無償化は

単年度での実施とのことですから、様子を見ながらその後の検討をお願いいたします。 

 さて、年度予算は体に例えるなら壱岐市民にとっての血流ということを今も教えていただきま

した。地方自治体においては、この血流を止めるわけにはいきませんので、８年度予算には賛成

とさせていただきます。 

 以上です。 

〔議員（３番 松本 順子君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。赤木議員。 

〔議員（１１番 赤木 貴尚君） 登壇〕 

○議員（１１番 赤木 貴尚君）  議案第２４号令和８年度壱岐市一般会計予算に賛成の立場とし

て討論を行います。 
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 小金丸副委員長の報告は可決ということで、予算委員会においても時間をオーバーしてしっか

りと審議を行われ、執行部側の説明も非常に丁寧なものであり、これは、私たち議員はしっかり

理解すべきだと思っております。 

 十分な審議が行われ、丁寧な説明が行われたということを鑑みまして、私は賛成の討論といた

します。 

〔議員（１１番 赤木 貴尚君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第２４号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。これから上程いたします同意２議案及び諮問２議案並びに発議２議案につきま

しては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、全員で御審議願いたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

・ ・  

日程第２３．同意第１号 

○議長（土谷 勇二君）  それでは次に、日程第２３、同意第１号を議題とします。 

 ここで、山口教育長の退場を求めます。 

〔教育長（山口 千樹君） 退場〕 

○議長（土谷 勇二君）  議案提出の説明を求めます。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  同意第１号壱岐市教育委員会教育長の任命について御説明を申し上げま

す。 

 次の者を壱岐市教育委員会教育長に任命する。本日の提出でございます。 

 住所、壱岐市郷ノ浦町。氏名、山口千樹、昭和３７年生まれ。 

 提案理由は、教育委員会教育長の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 
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 本案は、壱岐市教育長、山口千樹氏が、本年５月１９日をもって任期満了となるので、引き続

き同氏を教育長に任命するものでございます。教育長の任期は３年となっております。 

 同氏の経歴につきましては、参考として添付しております略歴を御参照願います。 

 御審議賜りまして、御同意いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから同意第１号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑ありませんので、これで質疑を終わります。 

 これから同意第１号について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから同意第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、同意第１号については同意することに決定をい

たしました。 

 ここで、山口教育長の入場を許可します。 

〔教育長（山口 千樹君） 入場〕 

○議長（土谷 勇二君）  ここで、山口教育長より発言の申出があっておりますので、これを許し

ます。山口教育長。 

○教育長（山口 千樹君）  皆様にはただいま御同意いただきまして、ありがとうございます。 

 あまり長くしゃべっちゃいけないでしょうけども、これまでの３年間でございますけれども、

いきっこ留学の制度の改善、それから幼稚園の統廃合、そして小学校・中学校への学習ソフトの

導入などについて御協力いただきまして、ありがとうございます。とりわけ昨年の今頃、壱岐高

校の甲子園出場に関しましては、私も微力ながらいろいろやることができましたし、皆さんと力

を合わせて実現して、夢のようでございます。本当にありがとうございました。 

 これからの３年間でございますけれども、この前、議会でも申しましたように、小学校だけで

はなくて、ほかの学校の統廃合も起こってくるのではないかと思っております。本当に荒波のよ

うな中で市民に対して御理解を求めていただくことがすごく重要だと思っておりますので、皆さ

んと一緒に市民に対して説明して取り組んでまいりたいと思います。 

 また、中学校の部活動の地域展開でございますが、これも、私どももプランを出しております

けれども、やってみないと何が起こるか分かっておりません。この辺も、市民の意見を、どうぞ



- 199 - 

議会を通して私どもに伝えていただきたいと思います。 

 最後にお願いでございますけれども、これからの３年間、私としましては、いろいろな案件を

進めるに当たって、皆さんと一緒に議論をしていきたいと思っておりますけど、できれば議場で

は高い話をしたいと思っております。例えば数値であるとか制度であるということは、もう事前

に教育委員会にお問合せください。全て教育次長がしっかりと答えると思います。そのデータを

基に、議場で、だからどうしようとか、これはどう考えているのかという話を教育委員会とはし

ていただきたいと思います。特に、統廃合等につきましては正解はございませんので、だからこ

そ、納得解を得られるように頑張っていきたいと思っております。どうぞこれから３年間よろし

くお願いいたします。 

・ ・  

日程第２４．同意第２号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２４、同意第２号を議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  同意第２号壱岐市教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

 次の者を壱岐市教育委員会の委員に任命するものでございます。 

 住所、壱岐市郷ノ浦町。氏名、末永統子、昭和３５年生まれ。 

 本案は、壱岐市教育委員会委員、横山秀敏氏が、本年５月１９日をもって任期満了となるので、

末永統子氏を壱岐市教育委員会委員に任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会に同意を求めるものです。 

 同氏の経歴につきましては、参考として添付しております略歴を御参照願います。 

 御審議賜りまして、御同意いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから同意第２号について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑ありませんので、これで質疑を終わります。 

 これから同意第２号について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから同意第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 同意第２号について、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、同意第２号については同意することに決定いた

しました。 

・ ・  

日程第２５．諮問第１号～日程第２６．諮問第２号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２５、諮問第１号及び日程第２６、諮問第２号の２件を議

題とします。 

 提出議案の説明を求めます。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  諮問第１号及び諮問第２号の提案理由を申し述べます。 

 これは、人権擁護委員の公認候補者を推薦し、法務大臣より委嘱していただく必要があり、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、人権擁護委員の推薦につきまして議会の意見を求める

ものでございます。 

 諮問第１号につきましては、郷ノ浦町の人権擁護委員、牧本行秀氏が、本年６月３０日をもっ

て任期満了となるので、引き続き同氏を人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦したく提案

するものでございます。 

 諮問第２号につきましては、郷ノ浦町の人権擁護委員、大浦五九子氏が、本年６月３０日をも

って任期満了となるので、米倉美代子氏を人権擁護委員の候補者として法務大臣に推薦したく提

案するものでございます。 

 なお、各候補者の経歴につきましては、参考として添付しております略歴等を御参照願います。 

 御審議賜りまして、御了承いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから諮問第１号及び諮問第２号の２件を一括して質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、これで質疑を終わります。 

 これから諮問第１号及び諮問第２号の２件について一括して討論を行います。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから諮問第１号及び諮問第２号の２件を一括して採決します。この採決は起立によって行

います。 

 諮問第１号及び諮問第２号の２件について、これに了承することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、諮問第１号及び諮問第２号の２件については全

て了承することに決定しました。 

・ ・  

日程第２７．発議第１号 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２７、発議第１号を議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。８番、山川忠久議員。 

〔提出議員（山川 忠久君） 登壇〕 

○議員（８番 山川 忠久君）  発議第１号、令和８年３月１９日、壱岐市議会議長、土谷勇二様。 

 提出者、壱岐市議会議員、山川忠久。賛成者、壱岐市議会議員、山内豊。 

 壱岐市議会委員会条例の一部改正について。 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び壱岐市議会会議規則第１４条の規定に

より提出をします。 

 提案理由ですが、壱岐市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会が所管する部の名称を改

めるものでございます。 

 次のページを御覧ください。 

 改正文につきましては、記載のとおりです。 

 附則としまして、この条例は令和８年６月１日から施行するものでございます。 

 以上で、発議第１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、これで質疑を終わります。 

〔提出議員（山川 忠久君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから発議第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

・ ・  

日程第２８．発議第２号 
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○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２８、発議第２号を議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。９番、植村圭司議員。 

〔提出議員（植村 圭司君） 登壇〕 

○議員（９番 植村 圭司君）  発議第２号、令和８年３月１９日、壱岐市議会議長、土谷勇二様。 

 提出者、壱岐市議会議員、植村圭司。賛成者、壱岐市議会議員、武原由里子。 

 壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について。 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び壱岐市議会会議規則第１４条の規定に

より提出します。 

 提案理由でございますが、国家公務員等の旅費に関する法律が改正され、旅費の額及びその支

給方法については、壱岐市職員等の旅費に関する条例の規定に準用しているため、その条例の一

部改正に合わせ、壱岐市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例について、所要の改正

を行うものであります。 

 次のページを御覧ください。 

 改正文につきましては、記載のとおりでございます。 

 附則としまして、この条例は令和８年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、発議第２号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（土谷 勇二君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  質疑はありませんので、これで質疑を終わります。 

〔提出議員（植村 圭司君） 降壇〕 

○議長（土谷 勇二君）  これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから発議第２号を採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（土谷 勇二君）  起立多数です。よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

・ ・  

日程第２９．議員派遣の件 

○議長（土谷 勇二君）  次に、日程第２９、議員派遣の件を議題とします。 

 会議規則第１６７条により、タブレットに配信のとおり関係議員を派遣したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。よって、議員派遣についてはタブレットの配信の

とおりに決定いたしました。 

 以上で、予定された議事は終了しましたが、この際お諮りします。３月会議において議決され

ました案件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、壱岐

市議会会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土谷 勇二君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しまし

た。 

 ここで、篠原市長より発言の申出があっておりますので、これを許します。篠原市長。 

〔市長（篠原 一生君） 登壇〕 

○市長（篠原 一生君）  令和８年壱岐市議会定例会３月会議の閉会に当たりまして、一言御挨拶

を申し上げます。 

 議員皆様には、３月３日から１７日間にわたりまして、本会議並びに委員会を通じまして慎重

なる御審議、また、様々な御意見、御助言等賜りましたことを厚くお礼を申し上げます。 

 本３月会議におきましては、慎重審議を賜り、全議案可決いただいたところであり、令和８年

度の一般会計の当初予算規模は２４７億５,０００万円となりました。長引く物価高など、本市

を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、市政運営において申し述べました第４次

壱岐市総合計画における一人一人が主役のまちづくりを目指す政策の着実な展開を図るため、学

校給食費の無償化や、喫緊の課題であります人口減少対策をはじめとした各種施策について、迅

速かつ適正な予算執行を図り、市民皆様の暮らしの向上につなげてまいります。 

 さて、３月１日、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で２０２６全日本綱引選手権大会が

開催され、本県代表の壱岐玄海酒造ＴＣが３０年連続出場を果たされました。開会式では、その

偉業に対し、特別表彰が贈られたところでございます。決勝トーナメントでは２年連続優勝の神

戸消防チームに惜敗となりましたが、その活躍は、壱岐市民はもとより、壱岐市にゆかりのある

皆様にも勇気と自信、そして誇りを与えていただきました。 

 また、会場では、東京壱岐雪州会等の皆様による力強い大応援団が結成され、熱い応援で選手

の皆さんを後押ししていただきました。ここに改めて選手の皆さんをはじめ、関係者皆様に対し

まして、敬意を表しますとともに、厚くお礼を申し上げます。 

 結びに、本会議におきまして賜りました御意見等を十分尊重し、市民皆様が幸せを実感できる

未来に向けまして、市政運営に邁進してまいる所存でございますので、今後とも議員各位並びに
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市民皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会に際しての御挨拶といた

します。 

〔市長（篠原 一生君） 降壇〕 

・ ・  

○議長（土谷 勇二君）  これをもちまして、令和８年壱岐市議会定例会３月会議を終了いたしま

す。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

午前11時18分散会 
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       地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

 

              令和  年  月  日 

 

 

                                      議  長 土谷 勇二 

 

 

                                      署名議員 赤木 貴尚 

 

 

                                      署名議員 音嶋 正吾  
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議 員 派 遣 に つ い て 

 

令和８年３月１９日 

 

壱岐市議会議長 土谷 勇二 

 

次のとおり議員を派遣する。 

 

１． 長崎県病院企業団議会令和８年第１回定例会 

 （１）目  的   第１回定例会出席のため 

（２）派遣場所  長崎県長崎市 

（３）期  間  令和８年３月３０日～３１日（１泊２日） 

（４）派遣議員  樋󠄀口 伊久磨、赤木 貴尚 

 

                         以 上 

 

 




